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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  初めに、平成23年３月11日に発生しました東

日本大震災から今年で12年を迎えることになる

わけでございますが、会議に先立ちまして、犠

牲になられました方々に衷心より哀悼の意を表

し、黙禱をささげたいと思います。 

  皆様、御起立ください。 

  黙禱、始め。 

〔黙 禱〕 

○議長  お直りください。 

  御着席願います。 

  去る２月22日告示になりました令和５年南陽

市議会３月定例会を開会いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長  ただいま出席されている議員は全員で

あります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第１号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本定例会の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  私から、議会運営委員会の報告を申し上げま

す。 

  本日招集されました令和５年３月定例会の運

営について、去る２月27日に議会運営委員会を

開催し協議いたしましたので、その結果につい

て御報告いたします。 

  本定例会に提案されます議案は、承認案２件、

選挙１件、諮問案１件、条例その他議案11件、

予算案13件の計28件であります。 

  当局より総務課長及び財政課長の出席を求め、

提出議案の説明を受け、議案数及び一般質問の

通告を考慮し、協議いたしました結果、本定例

会の会期を本日から３月20日までの19日間と決

した次第であります。 

  この19日間の会期において、お手元に配付し

てあります日程表に従い、本会議、各常任委員

会及び予算特別委員会を開催し、御審査くださ

るようお願い申し上げます。 

  次に、議案の審査について申し上げます。 

  まず、承認案２件につきましては、提案理由

説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決の順

で行うことといたしました。 

  次に、南陽市選挙管理委員及び補充員の選挙

につきましては、議長による指名推選で行うこ

とといたしましたので、御了承願います。 

  次に、諮問案１件につきましては、提案理由

説明、委員会付託省略、質疑の後、討論省略、

表決の順で行うことといたしました。 

  次に、条例案その他議案11件につきましては、

一括議題とし、提案理由説明、総括質疑の後に、

所管の常任委員会付託といたしました。 

  次に、予算案13件につきましては、一括議題

とし、提案理由説明、質疑省略、予算特別委員

会設置、同委員会に付託の上、それぞれ御審査

くださるようよろしくお願い申し上げます。 

  なお、予算特別委員会に付託になります予算

案のうち、補正予算案５件につきましては、本

日の本会議の休憩中に委員会の開催をお願いし、
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審査くださるようお願い申し上げます。 

  また、一般質問でありますが、通告議員は８

名でありますので、御報告いたします。 

  以上、本定例会の運営について議会運営委員

会において協議、決定いたしましたので、各議

員の御賛同と御協力を賜りますようお願い申し

上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行

います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長が指名いたします。 

  会議録署名議員は、６番高橋一郎議員、９番

片平志朗議員の両議員を指名いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２ 会期の決定 

○議長  日程第２ 会期の決定を議題といたし

ます。 

  お諮りいたします。本定例会の会期について

は、先ほどの議会運営委員長報告のとおり、本

日より20日までの19日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、本定

例会の会期は本日より20日までの19日間と決し

ました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第３ 諸般の報告 

○議長  日程第３ 諸般の報告であります。 

  本定例会に説明のため出席を求めた者の職、

氏名、議員派遣の報告、議会庶務報告、定例監

査報告について、別冊諸般の報告のとおりでご

ざいますので、御了承願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第４ 施政方針の表明 

○議長  日程第４ 施政方針の表明であります。 

  白岩孝夫市長に令和５年度施政方針の表明を

求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長   
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○議長  市長の施政方針の表明が終わりました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第５ 承第１号及び 

日程第６ 承第２号の計２件 

○議長  次に、日程第５ 承第１号 令和４年

度南陽市一般会計補正予算（第12号）について

の専決処分の承認を求めることについて及び日

程第６ 承第２号 令和４年度南陽市一般会計

補正予算（第13号）についての専決処分の承認

を求めることについての承認案２件を、議事の

都合により一括議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました承第１号 令

和４年度南陽市一般会計補正予算（第12号）に

ついての専決処分の承認を求めることについて

及び承第２号 令和４年度南陽市一般会計補正

予算（第13号）についての専決処分の承認を求

めることについての承認案２件につきまして、

一括して提案理由を申し上げます。 

  初めに、承第１号 令和４年度南陽市一般会

計補正予算（第12号）についての専決処分の承

認を求めることについて申し上げます。 

  補正の内容は、市議会にタブレット端末を導

入し、ペーパーレス化とＩＣＴ環境を整備する

ための議会ＩＣＴ環境整備事業費の追加、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けている夜間

営業の飲食店を支援し、消費を喚起するための

夜間飲食店応援キャンペーン事業費の追加であ

り、財源につきましては、国庫支出金及び基金

繰入金で措置いたすものでございます。 

  次に、承第２号 令和４年度南陽市一般会計

補正予算（第13号）についての専決処分の承認

を求めることについて申し上げます。 

  補正の内容は、穀物価格の上昇に伴い、配合

飼料や輸入粗飼料の価格が急騰したことにより、

厳しい経営状況にある畜産農家を支援するため

の配合飼料高騰対策緊急支援事業費補助金の増

額及び酪農粗飼料価格高騰対策事業費補助金の

追加であり、財源につきましては、国庫支出金

で措置いたすものでございます。 

  以上、承認案２件につきまして、提案理由の

説明を申し上げましたが、御審議の上、御承認

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております承第１号及び承第２号の承認案２

件については、会議規則第37条第３項の規定に

より、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、承第

１号及び承第２号の承認案２件につきましては、

委員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  初めに、承第１号について質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。承第１号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第12号）についての専

決処分の承認を求めることについては、これを

承認いたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、承第

１号は承認することに決しました。 

  次に、承第２号について質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結



－27－ 

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。承第２号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第13号）についての専

決処分の承認を求めることについては、これを

承認いたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、承第

２号は承認することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第７ 選第１号 南陽市選挙管理委員及 

     び補充員の選挙について 

○議長  日程第７ 選第１号 南陽市選挙管理

委員及び補充員の選挙を行います。 
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○議長  市選挙管理委員及び補充員の任期は、

本年４月21日をもって満了するため、地方自治

法第182条第１項及び第２項の規定により、委

員４人、補充員４人の選挙を行うものでありま

す。 

  お諮りいたします。南陽市選挙管理委員及び

補充員の選挙は、議会運営委員長報告に基づき、

地方自治法第118条第２項の規定により、指名

推選により行いたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、南陽

市選挙管理委員及び補充員は、議長において指

名推選することに決しました。 

  それでは、私から指名人の名前を申し上げま

す。 

  南陽市選挙管理委員に竹田 進さん、鈴木和

他さん、門間利行さん、石岡要蔵さん、同補充

員に第１順位稲月一雄さん、第２順位相澤淳子

さん、第３順位山口智恵美さん、第４順位對間

隆昌さんを指名推選いたします。 

  お諮りいたします。ただいま指名いたしまし

た８名の方をそれぞれの当選人と決するに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、南陽

市選挙管理委員に竹田 進さん、鈴木和他さん、

門間利行さん、石岡要蔵さん、補充員に第１順

位稲月一雄さん、第２順位相澤淳子さん、第３

順位山口智恵美さん、第４順位對間隆昌さんが

当選されました。 

  ただいま南陽市選挙管理委員及び補充員に当

選されました８名の方につきましては、会議規

則第32条第２項の規定により、別途文書をもっ

て当選の告知をいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第８ 諮問第１号 人権擁護委員候補者 

     の推薦につき意見を求めることに 

     ついて 

○議長  日程第８ 諮問第１号 人権擁護委員

候補者の推薦につき意見を求めることについて

を議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました諮問第１号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める

ことについて、提案理由を申し上げます。 

  本委員のうち２名が令和５年６月30日をもっ

て任期満了となりますので、議案書記載のとお

り、再任２名を適任と認め、法務大臣に推薦い

たしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき、議会の意見を求めるものでございま

す。 

  以上、御審議の上、御同意いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております諮問第１号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問

第１号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。諮問第１号は討論を省略

いたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問

第１号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。諮問第１号 人権擁護委

員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て、これを同意いたしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問

第１号は同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第 ９ 議第１４号から 

日程第１９ 議第２４号まで計１１件 

○議長  次に、日程第９ 議第14号 南陽市個

人情報の保護に関する法律施行条例の設定につ

いてから、日程19 議第24号 南陽市勤労者総

合福祉センターの指定管理者の指定についてま

での議案11件を、議事の都合により一括して議

題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、議第14号 

南陽市個人情報の保護に関する法律施行条例の

設定についてから議第24号 南陽市勤労者総合

福祉センターの指定管理者の指定についてまで

の議案11件につきまして、一括して提案理由を

申し上げます。 

  初めに、議第14号 南陽市個人情報の保護に

関する法律施行条例の設定について、提案理由

を申し上げます。 

  本案は、個人情報の保護に関する法律の一部

改正に伴い、同法の施行について必要な事項を

定めるため、新たに条例を設定するものでござ

います。 

  次に、議第15号 南陽市職員の高齢者部分休

業に関する条例の設定について、提案理由を申

し上げます。 

  本案は、地方公務員法第26条の３の規定に基

づき、高齢者部分休業制度の導入について必要

な事項を定めるため、条例を設定するものでご

ざいます。 

  次に、議第16号 南陽市企業版ふるさと納税

基金条例の設定について申し上げます。 

  本案は、企業版ふるさと納税制度に基づいて

寄附された寄附金を、地域再生法第５条第４項

第２号に規定する、まち・ひと・しごと創生寄

附活用事業に要する経費の財源に充てるため、

基金設置の条例を設定するものでございます。 

  次に、議第17号 南陽市赤湯財産区温泉条例

の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。 

  本案は、温泉受給者の名義変更の届出を受け

て、温泉受給者の名義を一部変更するため、条

例の一部を改正するものでございます。 

  次に、議第18号 南陽市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て申し上げます。 

  本案は、国の特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準の一部改正並びにこど

も家庭庁設置法の施行等に伴う所要の規定整備

のため、条例の一部を改正するものでございま

す。 

  次に、議第19号 南陽市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について申し上げます。 

  本案は、国の家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の一部改正並びにこども家庭庁

設置法の施行等に伴う所要の規定整備のため、

条例の一部を改正するものでございます。 

  次に、議第20号 南陽市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
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の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。 

  本案は、国の放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準の一部改正に伴う所要の

規定整備のため、条例の一部を改正するもので

ございます。 

  次に、議第21号 南陽市文化会館の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について申し上げます。 

  本案は、南陽市文化会館における施設運営を

より効率的に行うため、開館時間及び休館日を

規則に委任するよう、所要の改正を行うもので

ございます。 

  次に、議第22号 南陽市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について申し上げま

す。 

  本案は、健康保険法施行令の一部改正により、

市が支給する出産育児一時金の額を変更するた

め、条例の一部を改正するものでございます。 

  次に、議第23号 置賜広域行政事務組合規約

の一部変更について申し上げます。 

  本案は、置賜定住自立圏の形成に伴い、令和

４年度をもって計画期間の満了を迎える第５次

置賜広域行政事務組合ふるさと市町村圏計画の

次期計画を策定しないことのほか、規定を整備

するため規約の一部を変更することについて、

地方自治法第290条の規定により、御提案申し

上げるものでございます。 

  次に、議第24号 南陽市勤労者総合福祉セン

ターの指定管理者の指定について申し上げます。 

  本案は、南陽市公の施設に係る指定管理者の

指定の手続等に関する条例の規定により、施設

の指定管理者を議案書記載のとおり指定いたし

たいので、御提案いたすものでございます。 

  以上、条例案等11件につきまして、一括して

提案理由を申し上げましたが、御審議の上、御

可決くださいますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  ただいま議題となっております議案11件につ

いて、総括して質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  ただいま議題となっております議案11件は、

会議規則第37条第１項の規定により、別紙議案

付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に

付託いたします。 
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○議長  ただいま議事の途中ではありますが、

暫時休憩いたします。 

  再開は11時10分といたします。 

午前１０時５６分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１０分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２０ 議第 １号から 

日程第３２ 議第１３号まで計１３件 

○議長  日程第20 議第１号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第14号）から、日程第32 

議第13号 令和５年度南陽市下水道事業会計予

算までの補正予算案５件及び令和５年度予算案

８件の合わせて予算案13件を、議事の都合によ

り一括して議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第１号 令

和４年度南陽市一般会計補正予算（第14号）か

ら、議第13号 令和５年度南陽市下水道事業会

計予算までの予算案13件につきまして、一括し

て提案理由を申し上げます。 

  初めに、議第１号 令和４年度南陽市一般会

計補正予算（第14号）について申し上げます。 

  補正の主な内容は、フラワー長井線経営支援

事業費の追加、自立支援給付費に係る利用実績

の増加に伴う障害福祉サービス費等の増額、国

県支出金を財源とする各種事業の額の確定に伴

う所要の補正、置賜広域行政事務組合負担金、

置賜広域病院企業団負担金の整理などでござい

ます。 

  また、年度内に完了することができない議会

ＩＣＴ環境整備事業費などを明許繰越しするほ

か、地方債の変更をいたすものであります。財

源につきましては、国県支出金、基金繰入金な

どで措置いたすものでございます。 

  次に、議第２号 令和４年度南陽市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）について申し

上げます。 

  補正の主な内容は、事業勘定において保険基

盤安定繰入金の額の確定による歳入の補正、そ

れに伴い国民健康保険事業費納付金、基金積立

金を整理するほか、普通交付金償還金の補正を

行うものでございます。 

  次に、議第３号 令和４年度南陽市介護保険

特別会計補正予算（第３号）について申し上げ

ます。 

  補正の内容は、介護給付基金積立金及び国県

支出金還付金等の補正を行うものでございます。

財源につきましては、基金積立金利子で措置い

たすものでございます。 

  次に、議第４号 令和４年度南陽市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）について申

し上げます。 

  補正の内容は、保険基盤安定繰入金の額の確

定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金を補

正するものでございます。 

  次に、議第５号 令和４年度南陽市下水道事

業会計補正予算（第２号）について申し上げま

す。 

  補正の内容は、収益的収支の増減はなく、資

本的収支について、国の交付金を財源とする雨

水函渠整備事業の額の確定に伴う企業債と補助

金の補正と、工事費の補正を行うものでござい

ます。 

  続きまして、令和５年度の各会計予算につい

て申し上げます。 

  初めに、議第６号 令和５年度南陽市一般会

計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を169億2,200万円とし、前
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年度当初比6.2％の増といたしました。 

  歳入でありますが、市税については、法人市

民税が原材料費や電気料金の高騰の影響から前

年を下回ると見込んでおりますが、その他の税

目は堅調に推移し、固定資産税も新増築家屋な

どの伸びが見込まれることから、市税全体で

0.9％の増としております。 

  地方交付税については、地方財政対策及び前

年度の交付実績などを勘案し、前年当初予算比

で1.2％の増としております。 

  また、ふるさと納税寄附金を前年同額と見込

んだほか、財政調整基金繰入金をはじめとする

繰入金により調整を図ったところでございます。 

  歳出につきましては、第６次南陽市総合計画

に掲げた将来都市像である「つながり つどう 

縁結ぶまち 南陽」を実現するため、ポストコ

ロナ時代において地域活力を想像し、持続的な

社会の発展につながる事業に対して重点的に予

算措置を行い、市民の暮らしと安心を守り、生

活に直結する事業を最重要施策に位置づけて予

算編成行ったところでございます。 

  その結果、市民課窓口のデジタル化推進事業

などのＤＸ推進事業による物件費の増額、市道

六角町富貴田線事業費の増額、宮内地区交流セ

ンター整備工事、公共施設の照明器具ＬＥＤ化

工事などの普通建設事業費の増額により、予算

総額を９億9,200万円増額したところでござい

ます。また、歳入に占める一般財源は、普通交

付税や財政調整基金繰入金が増加したことによ

り104億1,622万8,000円と、前年度と比較して

２億1,976万7,000円の増で編成したものでござ

います。 

  なお、主要な施策につきましては、施政方針

で申し上げたとおりでございます。 

  次に、議第７号 令和５年度南陽市国民健康

保険特別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を事業勘定で33億5,120万

5,000円、直営診療施設勘定で220万6,000円、

合わせて33億5,341万1,000円とし、前年度当初

比0.4％の増といたしました。 

  次に、議第８号 令和５年度南陽市財産区特

別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を１億2,878万4,000円とし、

前年度当初比17.3％の増といたしました。 

  次に、議第９号 令和５年度南陽市育英事業

特別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を341万9,000円とし、前年

度当初比16.9％の減といたしました。 

  次に、議第10号 令和５年度南陽市介護保険

特別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を37億3,238万1,000円とし、

前年度当初比0.2％の増といたしました。 

  次に、議第11号 令和５年度南陽市後期高齢

者医療特別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を４億2,439万1,000円とし、

前年度当初比10万9,000円の減といたしました。 

  次に、議第12号 令和５年度南陽市水道事業

会計予算について申し上げます。 

  収益的収支予算は、収入総額を８億1,849万

6,000円、支出総額を８億500万2,000円といた

しました。資本的収支予算は、収入総額を

6,104万4,000円、支出総額を３億8,067万4,000

円とし、収支不足額は損益勘定留保資金などで

補塡いたすものでございます。 

  次に、議第13号 令和５年度南陽市下水道事

業会計予算について申し上げます。 

  収益的収支予算は、収入総額を10億7,911万

3,000円、支出総額を11億165万2,000円といた

しました。資本的収支予算は、収入総額を９億

7,846万7,000円、支出総額を13億5,494万2,000

円とし、収支不足額は損益勘定留保資金などで

補塡いたすものでございます。 

  以上、予算案13件につきまして一括して提案

理由を申し上げましたが、御審議の上、御可決

くださいますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 
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○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。質疑は予算特別委員会に

おいて行うこととし、この際、質疑を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第３３ 予算特別委員会の設置について 

○議長  日程第33 予算特別委員会の設置を議

題といたします。 

  お諮りいたします。議第１号から議第13号ま

での予算案13件を審査するため、議長を除く全

員をもって構成する予算特別委員会を設置いた

したいと思います。これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議長

を除く全員をもって構成する予算特別委員会を

設置することに決しました。 

  議第１号から議第13号までの予算案13件は、

ただいま設置いたしました予算特別委員会に付

託いたします。 

  予算特別委員会は、日程に従い委員会を開催

し、審査願います。 
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○議長  なお、補正予算案５件の審査は、先ほ

どの議会運営委員長報告のとおり、この後の本

会議休憩中に予算特別委員会を開催し、審査願

います。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  再開は予鈴をもってお知らせいたします。 

午前１１時２１分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時５０分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （予算特別委員長報告） 

日程第３４ 議第１号から 

日程第３８ 議第５号までの計５件 

○議長  日程第34 議第１号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第14号）から、日程第38 

議第５号 令和４年度南陽市下水道事業会計補

正予算（第２号）までの補正予算案５件につい

て、予算特別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  私から、予算特別委員会の

報告を申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

案件は、令和４年度各会計補正予算５件及び令

和５年度の各会計当初予算８件であります。 

  本日は、このうち令和４年度補正予算５件に

ついて審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

を報告させていただきます。 

  議第１号 令和４年度南陽市一般会計補正予 

       算（第14号） 

  議第２号 令和４年度南陽市国民健康保険特 

       別会計補正予算（第３号） 

  議第３号 令和４年度南陽市介護保険特別会 

       計補正予算（第３号） 

  議第４号 令和４年度南陽市後期高齢者医療 

       特別会計補正予算（第２号） 

  議第５号 令和４年度南陽市下水道事業会計 

       補正予算（第２号） 

  以上、補正予算５件はいずれも原案のとおり

可決すべきものと決した次第であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。討論の希望ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がないようですので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第１号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第14号）から、議第５

号 令和４年度南陽市下水道事業会計補正予算

（第２号）まで補正予算案５件は、予算特別委

員長報告のとおり決するに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

１号から議第５号まで補正予算案５件は、予算

特別委員長報告のとおり決しました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  以上をもちまして本日の日程は全て終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１１時５４分  散  会 

 



 
 
 
 

 
令 和 ５ 年 ３ 月 ９ 日 （ 木 曜 日 ） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  



－41－ 

令 和 ５ 年 ３ 月 ９ 日 （ 木 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第２号 

令和５年３月９日（木）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 

 

   散   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第２号に同じ 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は全員でありま

す。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第２号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

○議長  日程第１ 一般質問であります。 

  本定例会において一般質問の通告のあった議

員は８名であります。 

  一般質問においては、発言される議員、答弁

される執行部ともに簡明に行い、その成果が十

分得られるよう、そして市民の負託に応えられ

るよう、特段の御配慮をお願いいたします。 

  それでは、順序に従い一般質問に入ります。 

─────────────────── 

山 口 裕 昭 議員 質 問 

○議長  最初に、３番山口裕昭議員。 

〔３番 山口裕昭議員 登壇〕 

○山口裕昭議員  おはようございます。 

  ３番、倫政会の山口裕昭です。 

  今年の冬は雪も少なく、穏やかな日が続きま

した。市役所南側の雪の山は見る見るうちに小

さくなり、また例年より気温の高い日が続いて

いるため、杉花粉も多く舞っているようですが、

桜の開花には、２月１日以降の最高気温の合計

が600度を超えると桜が開花するという600度の

法則がありますので、今年は烏帽子山公園の桜

を例年より早く見られるかもしれません。 

  今年は、コロナ感染症の社会的取組が変わっ

ていくことになりますので、春の烏帽子山公園

には以前のにぎわいが戻ってくる日を待ち遠し

く感じているところです。 

  それでは、通告した内容について質問を行い

たいと思います。 

  2019年12月に発生した新型コロナ感染症の蔓

延による社会活動の停滞から３年以上が経過し、

政府ではようやく、新型コロナ感染症を感染症

分類で２類相当から季節性インフルエンザと同

じレベルの５類相当へ変更することを５月８日

に行うと発表いたしました。 

  この決定を受け、社会活動は、今後急速にウ

ィズコロナへと向かい、コロナ禍以前の生活を

取り戻す方向に動き出すと考えられるわけです

が、その一方、３年間の停滞は、社会活動に

様々な影響を及ぼしており、たやすく従来の社

会状況を取り戻すことは困難であるとの声が市

民からよく聞かれるようです。 

  市民が自主的な努力により、従来の社会活動

を再開させていくことが基本であることはもち

ろんではありますが、コロナ禍により一度毀損

された社会活動を復活させることは、非常に難

しく、関係各所では頭を悩ませる状況が続いて

いるようです。 

  コロナ感染症による社会的な閉塞感からの脱

却を進めなければならない来年度にこそ、行政

としてこのような状況について喫緊の対策が必

要であるとの観点から、次の質問を行います。 

  （１）市主催のイベント活動の状況について。 

  ①市ではコロナ禍以前に観光やスポーツなど、

多種多様なイベント活動を行い、交流人口の拡

大や地域活性化に寄与してきたと思いますが、

2019年12月からの３年間で、通常どおり行われ

たイベントと、規模を縮小して開催したイベン

ト、また、完全に休止しているイベントなどの
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実数を正確に把握しているでしょうか。 

  ②４月以降、様々な活動をコロナ禍以前の状

況に戻していくと考えますが、その際どのよう

な優先順位を設けて再開していくのでしょうか。 

  （２）地域主導のイベント活動の状況につい

て。 

  地域のイベント活動については、３年間の停

滞を経て、深刻な担い手の不足や運営方法に関

する継承の断絶でコロナ禍以前と同じような活

動を行うことは困難ではないかとの声が多く聞

こえます。 

  このような声に対し、市として対応、検討は

しているでしょうか。 

  次に、頻発する豪雨災害への備えについて伺

います。 

  昨年８月に、県内は大変な豪雨災害に見舞わ

れ、近隣の川西町や飯豊町では、特に大きな被

害が発生しました。 

  一方で、本市においては、ここ数年間にわた

る吉野川や織機川の河川改修の効果もあり、大

きな被害は発生しなかったようです。 

  しかし、その一方で、内水の氾濫についての

対応は、まだ道半ばとの印象が大きいように思

います。特に、旧国道13号線付近から東側の椚

塚から白竜湖にかけての一帯や、以前から指摘

している上無川が最上川に合流する露橋・宮崎

地区から関根地区などの下田橋にかけての一帯

では、雨量が増えるたびに内水の氾濫が危惧さ

れ、住民が自主的避難を行ったり地元の消防団

がその都度水防活動を行うなど、大変な苦労を

されている状況が続いています。 

  避難をされる方の中には、多くの高齢者の方

や子供たちが含まれており、その精神的な負担

は、まさに察するにあまりある状況です。 

  このような状況は、市長がよく口にされる、

市民の安全・安心な生活を守るとの観点から鑑

みても、早急な改善が必要だと考えます。 

  以上の事柄を踏まえ、次の質問を行います。 

  （１）吉野川、織機川の河川改修が進み、河

川の上流域での流下能力が向上した状況で下流

域をそのままにすれば、下流域に問題が移行す

ることは自明の理だと思われます。このことは、

以前にもこの場で何度か発言させていただいた

経緯があるはずだと思いますが、市では河川を

管理する県に、下流域の河川改修をどの程度働

きかけている実績があるのでしょうか。 

  （２）以前から予算委員会などの場で、上無

川周辺の治水に関して、複数回にわたり問題を

提起しているはずですが、本市として今までど

のような対策を行っていただいているのでしょ

うか。 

  （３）旧国道13号線の東側は、以前から内水

の氾濫が起きやすい地域で、大雨が降るたびに

冠水被害に悩まされる状況ですが、今まで市で

は具体的にどのような対策を行ってきたのでし

ょうか。 

  以上、壇上からの質問といたします。御回答

よろしくお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ３番山口裕昭議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  初めに、コロナ禍からの復興についての１点

目、市主催のイベント活動の状況のイベントな

どの実数把握についてでございますが、市主催

及び実行委員会を組織して開催したイベントに

ついて申し上げます。 

  観光の主なイベント、赤湯温泉桜まつり、ワ

インフェスティバル、バラまつり、スカイフェ

スティバル、菊まつり、雪灯かりまつりの６件

については、令和２年度は、開催中止が４件、

規模縮小での開催が２件、令和３年度は、新型

コロナウイルス感染症の状況により、直前での

開催中止が２件、感染症対策を行いながらの開
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催が４件、令和４年度は、飲食をメインに行う

ワインフェスティバルは開催中止としたものの、

５件のイベントは通常開催となっております。 

  スポーツイベント、さわやかワインマラソン

大会については、令和２年度及び３年度は開催

中止、令和４年度は通常開催となっております。 

  次に２点目、４月以降のイベント再開につい

てでございますが、３年間開催できなかったワ

インフェスティバルを含めて、先ほど申し上げ

た全ての事業について、通常開催の方向で検討

していると伺っております。 

  次に、地域主導のイベント活動の状況につい

てでございますが、例年、各地区におきまして、

お祭りや子供会行事等、従来、地域コミュニテ

ィの礎をなしてきたイベントが、ここ３年に及

ぶコロナ感染症の拡大によって数多く中止に至

っております。 

  一方、コロナ感染症対策を行い、今までの活

動内容に工夫を凝らして開催している事例もま

た耳にしております。公民館事業につきまして

は、運動会や盆踊り、文化祭をはじめとして中

止された事業は数多くありますが、御指摘いた

だいた３年のブランクを踏まえ、現状に合った

転機とすべく、検討が進んでおります。 

  中でも運動会につきましては、各地区長会や

実行委員会にて、来年度開催に向けた課題の洗

い出しと改善案について御議論いただいている

ところでございます。 

  コロナ感染症に対する制限も緩和されようと

している折、今までの運営方法を変え、または

慣例を一度見直すなど、新しい手法やアプロー

チによるコミュニティの形成も、今後継続して

いくための対策の１つと考えております。 

  これまで実施してきた活動の趣旨を十分尊重

するとともに、ウィズコロナ、アフターコロナ

に向けた地域イベントの新たな在り方について、

市民の皆様とともに考えてまいりたいと存じま

す。 

  次に、頻発する豪雨災害への備えについての

御質問の１点目、河川を管理する県への働きか

けについてでございますが、本市では、南陽市

重要事業として、県が置賜圏域河川整備計画に

基づき事業を進めている吉野川の下流域のＪＲ

山形新幹線橋梁から金山の原橋までの13.1キロ

メートル区間における、流下能力向上のための

築堤、引堤、河道掘削について、計画に沿った

事業の促進を要望しております。 

  織機川においては、延命橋下流から最上川合

流地点までの河道内堆積土砂のしゅんせつ及び

支障木伐採の早期事業化について要望しており、

織機川と最上川の合流地点については、昨年度

から国及び県において、堆積土砂のしゅんせつ

及び支障木の伐採を進めていただいております。 

  また、置賜管内の最上川沿線市町で構成する

最上川上流置賜地区改修促進期成同盟会では、

国土交通省に対して、最上川の治水安全バラン

スを踏まえた流域治水事業の推進を要望してお

り、本市からは、流下能力向上のための河道掘

削の推進について要望しております。 

  なお、流域治水の取組として、織機川流域の

漆山地区において、県営事業として実施中の基

盤整備事業の中で、水田の落水量を調整する装

置を設置し、田んぼダムの取組を進めていただ

いております。現在まで、23.8ヘクタールの水

田で設置が進んでおり、今後、残る24.4ヘクタ

ールの圃場整備でも実施する計画であるとお聞

きしております。 

  次に２点目、上無川周辺の治水対策について

でございますが、県の上無川の治水対策として、

令和２年度に、県道南陽川西線愛露橋上下流区

間のしゅんせつと支障木の伐採撤去を実施して

いただき、また、令和４年度からは、河川流下

能力向上・持続化対策事業として、上流部の西

落合まで支障木の伐採撤去を進めていただいて

おります。 

  次に３点目、旧国道13号東側の内水氾濫対策
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についてでございますが、白竜湖周辺は地盤が

低く周囲から水が集まる地形となっており、流

下先の吉野川の水位が上がると、そこに至るま

での用排水路の水位が上昇して冠水が広がり、

水が抜けにくいといった特性があります。 

  このような中で、赤湯から高畠町時沢に至る

市道川尻線の金沢、松沢地区までの区間につい

ては、これまで雨による道路冠水で度々通行止

めとなっていることから、市では、今年度から

令和６年度までの３か年事業で道路のかさ上げ

工事を進めております。 

  また、国道13号大橋の上流に位置する吉野川

と屋代川の合流地点にある大橋堰について、令

和４年度から県による揚水機場工事が行われて

おり、また、現在工事中の大橋仮設橋梁の撤去

や、この後に計画されている土場橋までの河道

掘削により、吉野川とその支川である屋代川や

横堀排水路の水位が下がり、市街地の浸水被害

が軽減されるものと期待しているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  それでは、最初にイベント関

係の内容についてお伺いいたします。 

  先ほども観光関係とかスポーツ関係で、中止

していたものが少しずつ再開しているという話

もお話伺いました。これ、中止されていたもの

がこれからもう一回再開する場合に、質問の中

にもあったんですけれども、市の場合はいいん

ですけれども、コミュニティ、各地区でやって

いるものに関しては、ノウハウの断絶ですとか、

そういう部分があって、なかなか継続して続け

ることができないような状況が起きているよう

な感じなんです。 

  質問内容にもあったように、それは地域でや

っていることなので、市がどうこう言うことじ

ゃないでしょうという部分も、当然分かるんで

す。 

  ただ、それについて、なかなか一遍止まっち

ゃうと世代も進んでしまいますし、３年間止ま

っちゃうと、３年分の世代が進んでしまうわけ

ですよね。続けていると、続けている間に少し

ずつ時代のニーズに変えていくことも可能なん

ですけれども、３年止まっちゃうと、そこでな

かなか難しくなっちゃうという部分もあると思

います。どうしても、地区だけの努力では何と

もできない部分もあると思うので、その辺につ

いて、少しでもいいので、行政のほうで関わる

ことができないのかなというのが今回の質問の

趣旨の１つなんですけれども、それについては

ちょっと何か前向きな考えはないでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  山口議員御指摘の件については、ほか

の議員の方からも、これまで御指摘をいただい

ていることでありまして、３年間という時間の

長さは、皆さんが大変な時間であったという認

識を抱いているものというふうに思っておりま

す。 

  もともと高齢化していた地域において３年間、

皆さんが年齢を加えられたわけで、その間、次

の世代への継承ができなかったということにつ

いては、大変大きな課題だと認識しております。 

  その上で、先ほども申し上げましたけれども、

このブランクを踏まえて、現状に合った転機と

すべく検討が進んでいると、こういうふうに聞

いております。 

  市として何ができるのかということについて

は、まだ明確な答えは申し上げられない状況で

ありますが、地域の方のお声を伺いながら、市

としてできることが何かあるかどうか、今後考

えてまいりたいと思います。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  話があちこちになって申し訳

ないんですけれども、例えばですけれども、よ
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く言われているのが、３年間やらなかったこと

によって、いろんなノウハウがなくなってしま

ったというのがまず一番なんです。それは、例

えば地域の公民館単位ですと、行事に対するマ

ニュアル化というのが進んでいると思うんです

ね。市役所でもそうだと思うんですけれども、

いろんなものをやるときに、マニュアルがあっ

て手順が全部書いてあると。こういう形で、こ

ういう時期にこういう会議を開催して、それで

そこからいろんなものを展開してくとか、どこ

にどういうものを頼んで、どういうものを使っ

て、どういう形をするとか、そういう形のマニ

ュアルが必ずあるはずなんですね。 

  ところが、やっぱりなかなかコミュニティ単

位になってくると、そこまでやっていないとこ

ろのほうが多いんです。そこまで行政でやるの

が難しいのは分かるんですね。 

  私としては、そういうノウハウを何とかして

コミュニティのほうに下ろすことができないの

かなというところなんですね。例えば、社会教

育課でもいいですし、各地区の公民館等で持っ

ているノウハウ、運営ノウハウを例えば開示し

て、公民館としてはこういう形でやっています

よと、やり方分からないんであれば、こういう

のを参考にして、おたくの地区でもこういうマ

ニュアルつくったらどうですかみたいな感じの

運動というか流れをつくってあげれば、各地区

のコミュニティのほうでも、そういう運営のほ

うがうまくできるようになるのかなと思ったの

で、そういうことができないのかなということ

で、ちょっとお聞きしたいなと思ったんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今の御質問の御趣旨は、第１に、各地

区公民館において、公民館が持っているノウハ

ウをさらに細かい地区に下ろすことができない

かということだと思いますので、具体的な答弁

は担当課長から申し上げますけれども、できる

んじゃないかなというふうに思いますので、細

かいところは、担当課長から答弁いたさせます。 

○議長  答弁を求めます。 

  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  御質問にお答えしたいと存じ

ます。 

  ただいま御提案いただいた内容でありますけ

れども、やっぱり３年のこのコロナ禍を経てと

いうことで、各公民館行事、それから地域のコ

ミュニティである様々な行事、こういったもの

が中止になってきたということについては、本

当に大きな損失だったなというように私どもも

考えております。 

  その中でこの令和４年、今年度でありますけ

れども、社会教育課本体事業、それから公民館

の主催イベント事業、こういったものについて

は、相当数、戻ってきておりまして、私どもの

統計ですと、令和４年、今年度の公民館のイベ

ント事業については、ほぼ８割強は実施してい

るというような状況の統計を得ております。 

  そのような状況も踏まえまして、先ほど市長

答弁にもございましたとおり、今までの慣例を

一旦見直す時期ではあるというようなことを考

えてございまして、運動会なり様々なところに

ついては、議論を深めているところでございま

すけれども、御提案の趣旨についても、各公民

館長等と意見を交わしながら、そういった御趣

旨の内容については共有してまいりたいと考え

てございます。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ぜひその辺共有していただい

て、いろんな活動が継続できるようになればい

いなと思いますので、お願いしたいなと思いま

す。 

  それでですけれども、今、公民館活動とか地

域の活動についても話したんですけれども、そ
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れ以外にも、市のほうで行ったイベント等につ

いてもそうなんですけれども、この３年間、先

ほどの中止になっている部分が少しずつ戻って

きていると。あとは規模縮小というのもあった

よという話があったんですけれども、市のイベ

ントについても、各地区でやっているものにつ

いても、全て全体的にですけれども、この３年

間でやらなかったことによって、言い方は悪い

ですけれども、やめるチャンスもあるとは思う

んです。 

  実績の上がらなかったもの、例えば、集客が

少なかったとか、例えば、アンケート等も取っ

ていらっしゃると思うんですけれども、そこで

反応が悪かったものとか、今までどうしても継

続してやっていると、なかなかやめることはで

きないと思うんですけれども、３年間ほど停滞

して、今までの形でやらなかったということで、

やめる場合にはやめるチャンスなんじゃないか

なと。例えば、刷新するすごいチャンスかなと。

これは本当にピンチをチャンスに変える一番い

い時期なんじゃないのかなと思うんですね。 

  ここでもう一回、いろんなものを考え直して

再構築というか、スクラップ・アンド・ビルド

で、一旦、必要ないものは、必要ないというか、

あんまり効果も見られないものは、やめてしま

って、今後もっと効果の見られるものとか、時

代に即したものに変えていくというのもいいん

じゃないのかなと思うんですけれども、それに

ついてはどんなふうにお考えですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今の議員の御指摘につきましては、一

般論としてお答え申し上げますけれども、こう

いったコロナ感染症という、今生きている人間

が経験したことがないような状況を踏まえて、

改善すべきは改善する、その契機として、今後

さらに持続的に地域が発展するように見直すこ

とは見直すということについては、あるべき考

え方だというふうに思っております。 

  ただ、この話でよくあるのは、個別具体論に

なると非常に難しいという現実もございますの

で、何の事業について効果がないと特定すると

か、そういったことについては非常に慎重に考

えないと、いろいろと難しい状況も惹起してし

まうのかなというふうに思いますので、その辺

のことについては、議会の皆さんともよく意見

をすり合わせながら、これについては見直した

らいいんじゃないかというような声もいただき

ながら、当局としては、今後の在り方を考えて

まいりたいというふうに思います。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  その辺の考え方については、

私思うんですけれども、数字でいいと思うんで

すね。数字はうそつかないので、市のほうでも、

いろんなデータ、統計等を取っていると思いま

すし、どのような数字でどのような数字が表れ

ているかというのを見てみれば、どの事業を続

けるべきなのか、これはやめたほうがいいとか

というのは、おのずから出てくるとは思うんで

す。 

  実際、そこに感情が入ってしまうと、なかな

か難しい問題になっちゃうので、まずはその感

情を排除して、その数字でまず見て、必要か必

要でないかというのは、最終的には市長が判断

することでしょうから、そこの部分については、

ある程度その数字を基に絞り込みをしたほうが

いいのではないのかなと。 

  例えば、この３年間でいろんな世代が変わっ

たというのもありますし、生活のスタイル等も

昔に比べると変わっているんですね。勤務形態

とかも、朝から仕事に行って、夕方５時、６時

で仕事が終わって、うちに７時前に帰ってきて、

土日が休みでというと人ばかりじゃないわけで

す。２交代、３交代で、土日も関係なくシフト

が回っている方もいっぱいいらっしゃいますし。

そうすると、なかなか運営する方も、今までみ
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たいに土曜日、日曜日に集まって会議をして、

土日に事業を行うというのもなかなか難しくな

っているわけですよね。それも含めていろいろ

考えていただきたいなというのがまず１点なん

ですね。 

  別に、個別にどの事業をやめろと言っている

わけではないんですね、取りあえずは。公平な

目で見て、公平な目って数字ですよね、公平な

目で見て、その辺精査していただきたいなと思

うんですけれども、それについてはいかがでし

ょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  数字を基にするという考え方は、私も

非常に議員と同感なところがございます。 

  その上で、数字を基にした場合に、基準をつ

くらなければいけないと。その基準をどの辺に

するのかということが非常に難しい作業かなと

いうふうに感じております。 

  ただ、少なくとも、ここ数十年だけに限って

も、生活スタイルの変化というのは、現実的に

起きていることですので、それを踏まえて、今

後の地域の在り方を考えていかなければいけな

いというふうに思います。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  そうですね、できれば点数制

とかにでもして、例えば数字、入館者数が少な

いとか入場者数の少ないというのを点数で何点

かに分けるとか、社会的な効果がどのぐらいだ

というのを点数で見るとか、点数制でして、点

数で例えば何点以下だったら対象にするとかと

いうふうな考え方もあるのかなとは思うんです。

その辺はやり方だと思いますので、ぜひ検討し

ていただきたいなと。 

  もう１点が、特に市のイベント等で考えられ

るのが、前にも言ったような気がするんですけ

れども、ぜひ新しいことやってほしいんですよ

ね。というのは、今までやってきたことが悪い

とは言わないんですけれども、ぜひ若い方に、

若い方の発想でいろんなものやってもらいたい

なと。できれば、市役所の中でも30代前半とか、

あとは関連団体の方でもいらっしゃると思うん

ですけれども、私らみたいな50歳以上のおじさ

んやおばさんだけじゃなかなか思いつかないこ

とがあると思うんですよね。その辺はやっぱり

若い方の知恵をいただいて、いろんなものを展

開いただきたいと。 

  その中で、以前にも話したと思うんですけれ

ども、どうしても予算、市民からいただいてい

る予算で執行するわけですから、失敗してはい

けないということで、企画にどうしても時間が、

失敗しないように、いっぱい企画をして、企画

を練ってやろうとするのは分かるんですけれど

も、企画を練り過ぎると、わけ分かんなくなる

んですよね。 

  だったら、最初に出てきたファーストインプ

レッションで、シンプルな企画を立ててやった

ほうがいい場合もあるんです。 

  以前にも言ったんですけれども、若い人の考

えで３つなり５つなり、ちっちゃくできるよう

なイベントをつくって、やってみて、そこで点

数つけて、チェックして、それこそＰＤＣＡで

すよね。いろんな計画をやって、その中でいい

ものを１つとか２つとか精査して、次の年にち

ゃんと開催するとかというやり方もあると思い

ます。 

  例えば、３つ５つやっても全然いいものがな

いんであれば、次の年にもう１回持ち越しても

いいですし、３年とか５年の期間を取って、そ

ういうのをつくってみるとか、そういうのも一

つの考え方じゃないのかなと思うんですけれど

も、それについて市長はどういうふうにお考え

でしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  若い方のアイデアをどんどん取り入れ
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て実行できるようにすべきという点については、

もう完全に同感であります。 

  ぜひいろんなアイデアを積極的に物おじせず

に出していただいて、それをどんどん実行して、

活気のある町にしていければ、大変ありがたい

というふうに思っています。 

  ここ数年においても、新しいことというのは

結構出てきているのかなというふうに思います

し、先日も新たに南陽市が連携協定を結ばせて

いただいた本市出身のオリンピアンの方が設立

されたヤマガタアスリートラボという団体の皆

さんが主体となって、コンディショニングセミ

ナーというものもありましたし、来年度におい

ては、今、予算を提案させていただいておりま

すが、市民の皆さんが、まちづくりを自分事と

して考えていける新しい機会の創出というもの

も考えているところでございます。 

  ぜひ、そういった機運の醸成にも議員の御発

言というのは大変重要でございますので、今後

ともそうした動きを後押ししていただければと

いうふうに存じます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ありがとうございます。 

  よく学生のほうにアンケートを取ると、南陽

市に住み続けたいと、ここにいたいというアン

ケート結果が結構大きな数字で出てくる割には、

人が残らないという現状がずっと続いています。 

  ぜひ新しい発想で、若い人たちが喜ぶような

企画をしていかないと、残るもの残らないと思

いますので、ぜひその辺は御苦労いただいて、

ぜひそういう形で企画もしていただきたいなと

思います。 

  私のほうからは、できるだけそういうふうな、

若い人の残れるようなイベント、イベントがあ

るから残ろうかじゃないとは思うんですけれど

も、遊ぶところがないとか、つまんないという

声もよくよく聞こえますので、それに関しても、

ぜひお願いしたいなと思います。 

  あと、豪雨災害についてですけれども、以前

にも議会のほうで発言した経緯があるんですけ

れども、河川改修で上流域の流れがよくなると、

今市長の答弁でも、大橋堰の付近に関してまで

の河床掘削ですとか、河川改修のほうを進めて

いただくようにお願いしているという話を聞く

んですけれども、私一番心配しているのは、下

田橋付近なんですよね。以前にも、豪雨災害が

あったときに、下田橋の土手がもうちょっとで

超えるぐらいまで水が上がったという事例もあ

りました。 

  どうしても上流域の流れが速くなると、下流

域のほうで、下のほうで、下田橋付近で、河川

改修していないもんですから、あそこにどうし

ても水がたまりやすくなるんですよ。 

  当然、土手の越水のほうも心配ではあるんで

すけれども、私以前から心配しているのが、早

く水位が上がると、その分どうしても上無川の

水門を閉じるのが早くなるんですよ。そうする

と、どうしても行き場がなくなった水があふれ

やすくなるという部分もあると思うんです。 

  今まで、先ほどから市長のほうから、大橋堰

までという話はあるんですけれども、下田橋付

近については、その辺どういうふうな形になっ

ているんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  川合建設課長。 

○建設課長  ただいまの質問にお答えいたしま

す。 

  令和４年８月、出水を踏まえた最上川上流

（置賜地域・村山地域）緊急治水対策というこ

とで本年度、令和４年度におきましては、防

災・減災対策等強化推進費ということで、最上

川本川の河川水位を低下させるため西置賜郡白

鷹町鮎貝から、南陽市梨郷までの14万立米の河

道掘削ということで実施していただいておりま

す。 

  それに伴って下田橋付近の水位も明確に何セ
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ンチ下がるということではないんですけれども、

下がるような計画で進めていていただいている

という状況になってございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  そっちのほうも進めていただ

いているところで、非常に安心したところでは

あるんですけれども、ただ、あそこの部分とい

うのは、先ほど壇上でもお話ししましたけれど

も、豪雨災害というか大雨が降るたびに、あの

辺の地区の方々というのは、自主避難をされる

わけですよね。 

  私、水害というか大雨が降ると防災センター

のほうに、どんな状況かなという形で見に行く

んですけれども、結構年配の方ですとか、子供

さんが何人も来られるんです。そうすると、や

はり、壇上でもお話ししましたけれども、その

ストレスというのは大変なものだろうなと。大

雨が降っているときにうちを出て、防災センタ

ーで休んでいると。一晩明かすというのは、と

ても不安だろうなと思うんです。 

  ぜひその辺について、何とかしていただきた

いというのが、私の前からのお願いではあるん

ですけれども、例えば、あそこの部分というの

は、上無川が最上川に合流する地点付近という

のは、耕作放棄地が結構あるんですよね。川西

町の飛び地もあの辺に結構点在しているので、

なかなか難しいところではあるとは思うんです

けれども、あそこ例えば、耕作放棄地のほうを

何とか利用させていただいて、地盤下げて調整

池とかにはできないものかなとちょっと思った

んですけれども、それについて可能性はあるで

しょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  下田橋の付近が非常に心配だというの

は、私も議員と同じ考えを持ちまして、関係す

る機関に機会があるごとに申し上げてきており

ます。 

  そのこともあって今回、今年度、下田橋のと

ころで、河川氾濫に関する避難判断の水位を、

設定を増やしていただきました。そしてまた、

昨年８月豪雨以降、一番やっぱり大切なのは、

支流が流れ込む本川、本流、最上川の流下能力

を向上することが抜本的に必要だということで、

これも機会あるごとに申し上げてきております。 

  そのときに、下田橋の辺りについては、冠水

の機会が非常に多いということで、調整池であ

るとか遊水地にするといったことも考えられる

のではないかということも関係機関の皆さんに

申し上げているところでありまして、その実現

可能性がどのくらいあるかということについて

は、なかなか申し上げられることではございま

せんけれども、そういった問題意識は、関係機

関の皆さんとも共有しております。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  あの辺の冠水被害について問

題意識を持っていただいているということは、

非常にありがたいかなと思います。 

  先ほどから何回も言っていますけれども、自

主避難、避難するように避難勧告が出ているわ

けなので、避難していただくのは当然当たり前

の話なんですけれども、ただ実際言うと、私の

うちの付近の方で避難する方は、ほとんどいな

いわけですよね。 

  ただ、どうしても雨が降ると心配で、避難を

されるというのは、ある特定の地域に住んでい

る方が多いわけです。 

  ぜひその辺について、市長も以前から市民の

安心・安全を守るのが自分の仕事だと言われて

いるわけですので、ぜひその辺についても、何

とかお願いしたいなというのが私の考えなわけ

です。 

  ぜひ調整池とか遊水地についても、なかなか、

可能性があるとかないとか、いつやりますとい

う話は言えないのは分かるんです。 

  ただ、ぜひ検討していただきたいなと。関係
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機関ともぜひ話を続けていただきたいなと。可

能性があるのであれば、その可能性を探ってい

ただいて、ぜひそういう方向で検討を進めてい

ただきたい。 

  いつできるとまでは言えなくても、そういう

ことに対して目的意識を持って取り組んでいき

たいということだけでも何とか言っていただき

たいんですけれども、どうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  豪雨災害においては、住んでいる場所

の地形、あるいは高さによって、その人それぞ

れで置かれている状況が違うと。大丈夫なとこ

ろもあれば、毎回心配しなければいけないとこ

ろもある。それが現実でありまして、その現実

を踏まえた上で、少しでもその被害に遭われる

方を少なくする、ゼロにすることはこれはでき

ないと。そういう現実を見据えて、しっかりと、

行政としては、できないことはできない、自分

ですべきことは自分でしていただく、そういう

こともはっきりお伝えした上で、被害をできる

だけ少なくしていく、その努力をしなければい

けないというふうに思っています。 

  御指摘の件については、今の雨の降り方が非

常に前と違ってきて、激甚化、頻発化している

ことを踏まえて、国土交通省では、川だけでそ

れを解決するのは無理だというメッセージをは

っきり出しています。 

  それもあって、田んぼダムとか遊水地とか調

整池とか、様々な流域全体でできることをやっ

ていこうという考えに基づいておりまして、南

陽市としても、その考えは賛同をした上で、市

としてできること、そして県・国にお願いして

いくことについては、お願いしてまいるという

考えでおりますので、議員御指摘の件について

も、全ての可能性を踏まえて、あるべく防災・

減災の在り方を今後とも検討してまいります。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  市長が言われるように、全て

の被害がなくなる、なくすということは難しい

とは思うんです。ただ、そこを目標にはしてい

ただきたい、目標には。目標、無理かもしれな

いですけれども、できればゼロになるように、

目標を持って取り組んでいただきたいなと。 

  何でこんなことを言うかというと、前に付近

に住んでいる方に言われたことがあって、あそ

こ下水の処理場もあるんですね。あそこに何で

あるかというと、あそこが一番低くて、水が自

然に流れるからだと。そういう迷惑施設は造っ

てくれるのに、なかなか自分たちの生活がよく

なるようにはしてもらえないという嘆きの声も

聞こえるわけです。 

  ぜひ何とか、そういう嘆きの声が、いや、こ

れだけやってもらったんだと、助けてもらって

いるんだという感謝の声になるように、ぜひし

ていただきたいなと思いますので、そこはぜひ

お願いしたいなと思います。 

  あと、先ほど市長からもお話ありましたけれ

ども、低いところには水がたまるんですよね。

先ほど、椚塚から白竜湖に関して、あの辺りの

水もという話があったんですけれども、よく雨

がいっぱい降ると、公徳会の駐車場さんとか、

あの辺ざぶざぶになるんですよね。特に民家も

そんなに多いわけじゃないので、被害は少ない

んですけれども、ぜひあの辺についても、今の

郡山の雨水函渠工事のほうもかなり進んでいま

すので、ぜひあの辺についても少しずつ手をつ

けていただきたいなと思うんですけれども、そ

れについてどのような計画でしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  その御指摘についても、全く問題意識

は共有しております。あの辺の冠水対策で重要

なのが旧国道13号線があり、赤湯バイパスがあ

って、そして横堀排水路があって川に水が抜け

ていくという特性上、国・県との協議というの



－71－ 

は必須なことでありまして、建設課から国ある

いは県、主に県でありますけれども、そういっ

た南陽市の状況をお話しして、何とか改善の方

策を取れないかということも随時協議をさせて

いただいております。 

  ただ、その中ですぐできることと、なかなか

難しいことはございますけれども、議員御指摘

の件については、南陽市としては、まちづくり

上の課題であるというふうな認識の上で、今後

とも必要な協議、検討、対策を行ってまいりた

いというふうに思います。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  今、市長のほうからも、ぜひ

やっていただける、やっていただけるというか、

問題意識を持って取り組んでいただけるという

お話を聞きましたので、私も安心しました。 

  ぜひ、あの辺のことについても、市内全体な

んですけれども、やっぱり皆さんが安心して暮

らせるような市になっていただきたいと思いま

すので、ぜひその辺お願いしたいなと思います。 

  これで質問を終わります。 

○議長  以上で３番山口裕昭議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は、11時５分といたします。 

午前１０時４７分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

─────────────────── 

島 津 善衞門 議員 質 問 

○議長  次に、４番島津善衞門議員。 

〔４番 島津善衞門議員 登壇〕 

○島津善衞門議員  ４番、保友クラブ、島津善

衞門です。 

  今年に入り、回転ずし店で客の迷惑行為を撮

影した動画がＳＮＳで相次いで出回りました。 

  回転ずしチェーン店では、当事者から謝罪の

申入れがあったとしているが、受入れを拒否し、

厳正に対処するとして、警察に被害届を提出し

ています。 

  これらの行為は、刑事、民事、どのくらいの

ペナルティーが課せられるのでしょうか。刑法

では、窃盗剤や器物損壊罪、偽計業務妨害罪、

威力業務妨害罪等に該当するようですが、過去

の事例から、非行歴のない未成年であれば、厳

重注意程度で実際に罪に問われる可能性は薄い

と見られています。 

  しかし、民事では、客と店とのルールと信頼

関係で成り立っている営業スタイルを根幹から

揺るがすような悪質な行為のため、回転ずし店

では、訴訟で請求が認められるかどうかではな

く、とにかく毅然とした対応を示すことを最優

先しています。和解などには応じるつもりはな

いということです。 

  ぬるい対応では、模倣犯が出たり、迷惑系ユ

ーチューバーらがこの程度かと、たかをくくり、

アクセス数を稼ぐため、やりたい放題になった

りする可能性が予想されるためとされています。 

  このような中、ツイッターでは、自己破産と

いうワードがトレンド入りしました。裁判を起

こされ、数百万、数千万円規模の損害賠償を求

められ、その請求が認められた場合に、当事者

は到底支払うことができない金額となる場合も

あります。 

  そのような場合、自己破産すれば損害賠償義

務はなくなるのでしょうか。 

  破産法では、非免責債権と呼ばれる債権があ

り、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損

害賠償請求権に該当するようで、損害賠償義務

は逃れられないようです。 

  道徳的に非難されるべき行為により負担した

債務について免責を認めることは、正義に反す

ることから、非免責債権とされています。 

  軽はずみな気持ちで撮影した動画の代償は、

損害賠償だけではありません。 
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  本名や個人情報は、動画と同様にすぐにネッ

ト上で拡散してしまいました。海外でも拡散さ

れており、少年の顔や名前は、全世界で半永久

的に残ってしまいます。 

  当事者や投稿者は、ちょっとしたいたずら、

目立ちたかったレベルのつもりが、その代償は

思いのほか高くつくことになりそうです。 

  自分の行為がどれだけ社会に影響を与えるの

かよく理解できていない若い世代も多いのでし

ょう。ネット社会のリスクは、家庭や学校で伝

えることも大切ですが、同時に、市民の安全・

安心を掲げる私たちにとっても重要課題として

注意を払っていくべきと提案させていただきま

す。 

  それでは、先に通告しております各項目につ

いて質問いたします。 

  １、マイナンバーカード普及とマイナンバー

の活用促進。 

  マイナンバー自体は、個人番号を国民に一人

一人知らせるために発行された通知カードで、

既に全国民が配布済みの個人番号です。 

  政府はマイナンバーカードをデジタル社会の

パスポートと位置づけ、本年度末にほぼ全国民

にマイナンバーカードが行き渡ることを目指し、

市町村における交付体制の強化を指導してきま

した。 

  本市においても、市役所での特別受付コーナ

ーや戸別訪問による普及まで努力を続けている

状況です。 

  コロナ禍での一律10万円の給付金をめぐる混

乱、事業者支援の事業継続給付金の不正受給問

題や、国会で議論されている児童手当拡充の必

要性を考えても、中長期的な国民の福祉向上や、

社会の発展の視点から、税金や社会保障のデジ

タル化は必須と思います。 

  私は、監視されるリスクよりも無管理リスク

のほうが大きいと判断しています。マイナンバ

ーを有効に活用する必要はあると考えます。 

  しかし、行政と個人情報が共有されることに

プライバシーや個人情報が把握、漏えいされる

という警戒感や不信感もあり、利用は進みませ

んでした。 

  現在も、政府は特典ポイントの発行、健康保

険証との一体化、地方交付税の査定などで普及

を推し進めていますが、そもそもなぜマイナン

バーの活用が必要なのかを明確に私たち国民に

示せていないのではないでしょうか。 

  以上を踏まえて、何点かお尋ねします。 

  （１）マイナンバーカードの取得率。 

  本市の全体の取得率や業種ごと、年齢ごとな

ど、把握している状況を伺います。 

  また、取得率の阻害要因をどのように捉えて

おられるか伺います。 

  （２）マイナンバーカードのメリット・デメ

リット。 

  顔写真つきの本人確認書類となることや、コ

ンビニで行政手続ができるなどのメリットがあ

り、今後も便利な機能や利用方法が拡大してい

くでしょう。 

  一方で、盗難、紛失時に個人情報が漏えいす

るおそれがあることや、カードの有効期限を過

ぎると更新が必要になるなどのデメリットもあ

ります。 

  マイナンバーカードのメリット・デメリット

について、申請時には市民の方々にどのような

説明を行っておられるのか伺います。 

  （３）個人情報保護委員会の役割。 

  個人情報保護委員会は、個人の権利利益を保

護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を

図ることを任務とする独立性の高い機関とあり

ます。 

  個人情報の保護に関する基本方針の策定、推

進や、個人情報等の取扱いに関する監視、監督

を行うとしていますが、行政の所管省庁を伺い

ます。 

  また、私たちが不正を感じたときの対応はど
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のようにすればよいのか伺います。 

  （４）社会の公平性と効率性。 

  税・社会保障のデジタル化を推進するに当た

って、その目的をしっかり市民に掲げて説明す

ることが重要だと思います。 

  ①社会保障の給付に関する様々な手続を簡素

化する。 

  ②給付を正しく、早く、確実に受け取る権利

を保障する。 

  ③可能な限り手続を紙からオンラインに移管

する。 

  ④不正な申請や受給を排除する。 

  などです。 

  これからも市民目線の丁寧な説明が必要です。

今後の推進と説明の在り方について、市長の御

見解を伺います。 

  ２、中学校の運動部活動の地域移行。 

  スポーツ庁と文化庁は、2022年12月27日、学

校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等

に関する総合的なガイドラインを公表しました。

2023年度から３年間としていた公立中学校部活

動の地域移行の目標達成時期を見直し、可能な

限り早期の実現を目指すと改めました。 

  2023年度から2025年度までの３年間を改革推

進期間と位置づけ、休日の学校部活動の段階的

な地域連携、地域移行を進めるが、「地域の実

情等に応じて可能な限り早期の実現を目指す」

としています。 

  以上を踏まえて何点かお尋ねします。 

  （１）部活動の意義。 

  日本には文武両道という言葉があります。欧

米では、スポーツ、音楽などの課外活動に真剣

に取り組んでいる子供ほど、均整の取れた人に

育つという考え方があります。部活動の意義を

どのように捉えておられるか伺います。 

  （２）令和５年度一般会計予算、中学校部活

動の地域移行準備事業。 

  ２月４日の山形新聞に、山形市では国の方針

に基づく公立中学の部活動の地域移行に関し、

2023年度に外部有識者や関係機関の代表者らで

構成する検討協議会を設置して対応策を話し合

う方向性を確認したとあります。 

  本市でもコーディネーターと準備委員会の設

置として、173万6,000円の予算を計上しました

が、この具体的な内容を伺います。 

  （３）部活動の地域移行の課題。 

  全国で中学校の部活動の地域移行の取組実例

を話し合う会議が開かれています。 

  学校外への移行というこれまでとは異なる形

で行われる部活動に対して、変化する事柄も多

く、それに伴った幾つかの課題も見えてきてい

るようです。 

  様々な課題が検討事項として挙げられており

ますが、本市ではどこまで検討しておられるか

伺います。 

  以上、御答弁をお願いし、壇上からの質問と

させていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ４番島津善衞門議員の御質問にお答え

申し上げます。 

  なお、中学校の運動部活動の地域移行の御質

問につきましては、教育長より答弁いたさせま

すので、御了承願います。 

  初めに、マイナンバーカード普及とマイナン

バーの活用促進の１点目、マイナンバーカード

の取得率についてでございますが、把握してい

る数値が交付率のため、交付率をお答え申し上

げます。 

  本市の令和５年２月末現在の交付率は、

68.9％でございます。参考までに、２月末現在

の全国平均交付率は63.5％、県平均交付率は

64.5％であり、本市の交付率は全国平均、県平

均を上回っております。 

  また、年齢ごとでございますが、ゼロ歳から
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17歳は68.3％、18歳から64歳は69.0％、65歳以

上は64.4％となっております。なお、業種ごと

の交付率は把握しておりません。 

  次に、取得の阻害要因でございますが、国に

おいて、マイナンバーカードのメリットについ

て十分に周知されていないことが要因と捉えて

おります。 

  次に２点目、マイナンバーカードのメリッ

ト・デメリットの説明についてでございますが、

マイナンバーカードを交付する際に、顔写真つ

きの身分証明書となることや、健康保険証とし

て利用できること、各種行政手続に利用できる

ことなどのほか、カードの有効期限が近くなっ

たときや、紛失した場合の対応等について説明

しております。 

  次に３点目、個人情報保護委員会における所

管省庁について、また、不正を感じたときの対

応についてでございますが、個人情報保護委員

会は、内閣府の外局として設置された独立規制

機関ですので、内閣府が所管省庁となります。 

  当該委員会では、個人情報保護制度について

の総合的な電話相談窓口を設けており、マイナ

ンバーを含む個人情報の取扱いに関し、苦情あ

っせん相談にも対応しております。本市のホー

ムページにも、この相談窓口のページを掲載し

ておりますので、個人情報に関し不正を感じた

ときは、相談窓口の御利用をお願いいたします。 

  また、本市の個人情報保護制度の担当課は総

務課となります。個人情報の取扱い等について

不明な点がございましたら、総務課までお問い

合わせ願います。 

  次に４点目、社会の公平性と効率性の今後の

推進と説明の在り方についてでございますが、

税・社会保障の分野をはじめとした手続のデジ

タル化を進めることは、サービスを受ける側の

市民の方にとっては、いつでも、どこからでも

オンラインで手続できるようになるだけでなく、

簡単で分かりやすく、迅速にサービスを受けら

れるようになることで、効率化が期待されます。 

  議員御指摘の４点は、いずれも市民、行政の

双方にメリットがあるデジタル化を推進する上

で大事な視点であると認識しております。 

  マイナンバー制度は、行政の効率化、国民の

利便性の向上、公平・公正な社会の実現のため

の社会基盤であり、デジタル技術を用いた行政

の効率化には、マイナンバーカードの普及が鍵

になります。 

  行政サービスの向上に欠かせないマイナンバ

ーカードを普及するには、カード取得のメリッ

トを実感していただくことも重要ですが、個人

情報の保護や管理の仕方、マイナンバーカード

の安全性への心理的な不安を払拭することが大

切と考えますので、国民が安心できるような説

明と周知を国に求めてまいります。 

  また、マイナンバーカードの利便性を実感し

ていただくため、来年度からは、コンビニでの

証明書交付をはじめとして、自宅にいながらオ

ンラインで証明書が取れるサービスの拡充や、

市役所にお越しになる市民の方に対しては、市

役所にいる時間を少しでも減らすよう、書かな

い窓口などを導入する事業の予算を御提案申し

上げておりまして、市民の利便性向上に努めて

まいります。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  長濱教育長。 

○教育長  ４番島津善衞門議員の御質問にお答

え申し上げます。 

  初めに、部活動の意義についてでございます

が、中学校学習指導要領に、部活動は生徒の自

主的、自発的な参加により行われる活動と記載

されており、部活動を通して、学習意欲の向上

や、責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指

す資質、能力の育成が図られるなど、部活動は、

生徒の人間形成に大きな役割を果たす大変意義

のある活動であると捉えております。 
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  次に、中学校部活動の地域移行準備事業につ

いてでございますが、本市におきましても、南

陽市部活動の地域移行準備会を設置し、来年度

も引き続き、生徒にとって望ましいスポーツ、

文化芸術活動等の構築に向けて、具体的な推進

を検討していくために予算を計上いたしました。 

  また、教育委員会はもとより、市当局や各中

学校、多くの関係する団体等との連絡調整を行

い、具体的な推進を総括するコーディネーター

を配置するための予算も計上いたしました。 

  次に、部活動の地域移行の課題についてでご

ざいますが、前例のない取組がゆえに、現在、

あらゆる視点から課題を検討するとともに、整

理しているところでございます。例えば、指導

者や練習場所の確保、生徒の移動手段、活動に

かかる経費、中学校との連絡調整等を挙げるこ

とができますが、競技種目や団体等によって実

情が異なるため、個々に関係する方々と丁寧に

議論を進めていく必要があると考えております。 

  教育委員会といたしましては、話合いの中心

に生徒を据えることを何よりも大切にし、生徒

が休日に地域で生き生きと活動できる環境づく

りに努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  それでは、再質問させてい

ただきます。 

  私は、マイナンバーカードの普及のポイント

というのは、私たちへの社会保障給付を確実に

すること、それから手続の簡素化など、先ほど

市長が答弁されましたように、目的を明確化さ

せて、データや情報の標準化などを進めて、制

度の透明性と利便性を高める努力を続けること

が一番重要なことだと思っております。ここを

基本として再質問させていただきます。 

  まず初めに、ちょっと市長に伺いますが、岡

山県備前市の吉村市長さんが、今現在、給食費

無料を実施しているのですが、家族全員がマイ

ナンバーカードを取得しないと、これまでの給

食費無料を有償とするという発言がありました。 

  この発言を市長はどのように受け止めていら

れるか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  その市においてやられたことの是非は

ともかくとして、やる前から炎上することは分

かっていただろうというふうに私は感じました。 

  わざわざそんな大変な状況になることをやる

という判断はどうなのかなというのが正直なと

ころで、ただ、自治体において、取得、交付を

促進するために、非常に厳しい状況が全国で起

きていたというふうな感じ方をしております。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  南陽市の市長にあっては、

絶対そのようなことはないというふうなことを

確信させていただきました。ありがとうござい

ます。 

  やっぱり給食費の無料化というのは、先行し

ている市町村あるわけですけれども、本来であ

れば、政府の責任において実施すべきなのでは

ないかというふうな意見もあるようです。 

  ただ私は、今回のこの発言を聞いて、市民か

ら預かった、市民が負担した税を差別すること

になっちゃいますよね。これは非常に公平性に

欠けるのではないかなというふうなことで、ち

ょっと変というか、異常な発言だなというふう

に捉えたものですから、ちょっとお尋ねさせて

いただきました。 

  では、ちょっと具体的なことについてお尋ね

したいんですが、最初、副市長にお尋ねしたほ

うがいいのかと思うんですが、以前、住基ネッ

トという形で、個人情報をきちっと行政のほう

でまとめて、それを利用しようというふうな動

きがありました。それが今回、このマイナンバ

ーというふうな形に変わったわけですけれども、
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その辺の移り変わり、なぜその住基ネットを拡

充できなかったのか、その辺のことが副市長の

長年の経歴でお分かりでしたら、ちょっと教え

ていただきたいんですが。 

○議長  答弁を求めます。 

  大沼副市長。 

○副市長  お答えします。 

  というか、うろ覚えなんですが、ちょうど市

民課に住基ネットの機械が入ったんですね。私

そのとき市民課長か補佐だったんですけれども、

いわゆる技術的にまず程度が低い。言い方が悪

いんですが。今のマイナンバーカードというの

はＩＣカードになっていて、セキュリティー上

すごく固いんですけれども、住基ネットの場合

は、一応サーバーがあるんですけれども、それ

をハッキングできないように専用線でつないじ

ゃったと。 

  そうすると、外部で全く利用できなくなった。

そうすると、何て言ったらいいのか分からない

んですけれども、正直何でこんなことやってい

るんだろうなというのは思いました。 

  つまり、住基ネットをしたから、例えば市民

サービスのときにこういうふうなことができる

とか、そういうのがあまりなかったという記憶

があるんです。 

  ただ、セキュリティーががちがちだったもの

ですから、自治体としてもなかなか利用しづら

い、こういうことに使ったらいいんじゃないで

すかという提案もなかなかしづらくて。 

  ああいう反省の下に、恐らく今のマイナンバ

ーカードができたのではないかなというふうに

は推測しています。 

  ただ、島津議員がおっしゃるとおり、住基ネ

ットが出たときに、実は個人情報保護条例なる

ものが各市町村でつくられたのはそのとおりで、

あれはプライバシー保護条例ではないんです。

行政側が変な情報を取得するなと、個人の情報

を本人の承諾なしに取得するなという趣旨の条

例だったんですよね。 

  つまり、今、市で持っている個人に関するプ

ライバシーはこういうものを持っていますとい

うことを明示しなければならないというふうな

制度だったんです。 

  ですから、ある情報とある情報をリンクして、

こういうことにすれば、もっと便利になるよね

という発想が、なかなかしづらかったのではな

いかというふうな、外側で見ていて思いました。 

  以上です。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  非常に分かりやすい解説を

していただきまして、大変ありがとうございま

した。 

  非常にそういうことが、一般の市民の方々が

分かっていらっしゃらない。私のほうにも、ち

ょっと年配の方からなんですけれども、住基ネ

ットあるんだろう、だったらなぜそこまでわざ

わざしなくちゃなんないのというふうな形で、

そのずれが分からないというふうな年配の方も

いらしたので、ぜひそういうふうな説明もある

意味必要なのかなというふうなことで、今お尋

ねした次第でございます。 

  あと、ちょっと具体的なことをお尋ねしたい

と思います。 

  まず最初に、コンビニ利用について伺いたい

と思います。 

  令和５年度の一般会計予算、社会保障・税番

号制度事務事業費5,232万3,000円が計上されて

おります。コンビニ交付実施事業が含まれてい

ると思いますが、予算、実施時期、手順などを

具体的にちょっと教えていただきたいと思いま

す。全額なのかどうか。その割り振りの具体的

な内容が分かれば教えていただきたいと思いま

す。 

  それから、コンビニ交付事業が実施された場

合に、コンビニで申請できて受け取れる証明書、

何々があるのかということをちょっとお尋ねし
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たいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  竹田市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  コンビニ交付に係る予算につきましては、導

入構築費用のほか、運営負担金など1,380万

5,000円を令和５年度に上げさせていただいて

おります。 

  実施時期につきましては、４月から準備を始

めますと、順調にいけば秋頃の予定かというふ

うに考えております。 

  また、手順につきましては、外部委託での実

施を考えているところでございます。 

  また、コンビニ交付の対象につきましては、

住民票と印鑑証明の２つを予定しております。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ありがとうございます。 

  秋と言っても何月から何月ってあると思うん

ですが、そこら辺は、できるだけ早くというこ

とで進めるということでよろしいでしょうか。 

  はい、ありがとうございます。 

  会社関係に勤めている方は、住民票とか印鑑

証明取るのに、やはり時間休、有休等を使って

わざわざ出向くというふうな必要が今あるわけ

ですね。それがやっぱりコンビニ利用できると

なると、会社を休む必要がないと。有給でも自

分たちの家族のために使えるとか、有効な使い

方ができる。会社にとっても、その都度、休ま

れるということがなくなる。そうすると、生産

性が上がるというふうなことにつながると思い

ますので、できる限り間違わないで急いでいた

だきたいというふうなことをお願いしておきた

いと思います。 

  次に、申込み促進策として、健康保険証の利

用申込み、公金受取口座の登録というふうなこ

とができるというふうなことになっているんで

すが、一つ、医療機関のほうでも、マイナンバ

ーカードのカード読み取り機などの設置が必要

になってくるかと思うんですね。そちらのほう

の受入れ体制のほうの状況はどのようになって

いるか、ちょっとお尋ね申し上げます。 

○議長  答弁を求めます。 

  大沼すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  マイナンバーカードを健康保険証として利用

できる医療機関がどれくらいあるかということ

につきまして、厚生労働省のホームページのほ

うに掲載されてございますが、今現在ですと令

和５年２月26日現在ということになりますが、

これによりますと、病院に区分されるものは全

体で２件なんですけれども、それは全部全て両

方とも、２件とも使えるような状況になってご

ざいます。 

  あと、一般の診療所につきましては、南陽市

内の診療所21か所ほどあるようですけれども、

そのうち利用開始がされているのが８か所、あ

と歯医者、歯科医院の部分につきましては、市

内13か所中３か所、あと薬局も実はマイナンバ

ーカードが関わってくるんですけれども、調剤

薬局のほうですが、それが12か所中８か所が運

用開始しているというふうな状況になっている

ようでございます。 

  以上です。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  これはお願いになるんです

が、今回、マイナンバーカードをつくったお年

寄りの方々の中に、すぐ健康保険証の代わりに

なるんだべというふうな誤解をなさっている方

がいらっしゃいます。 

  自分がかかりつけ医として通院なさっている

医院がそれに該当するのかどうか。やっぱり、

そういうことに対するフォローってしっかりし

ていただかないと、こんなはずではなかったと
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いうふうなことになりかねませんので、ひとつ

その辺のフォローをしっかりしていただきたい

というふうに思います。 

  それから、最近言われていることの１つに、

運転免許証とマイナンバーカードを一体化しま

しょうというふうなことがあるようでございま

すが、この辺は、2024年、来年度の末、2025年

度あたりから使えるようにしたいというふうな、

運用を目指しているというふうなことのようで

すが、マイナンバーカードを例えば紛失したと

きに、再発行までどのぐらいかかるんでしょう

かね。 

  というのは、免許証だと、例えば運転免許証

センターに行けば、即日交付できる。免許証が

なくなって、例えば１か月かかるとすれば、１

か月も待たなくちゃならなくなったら、えらい

ことだなと。特に、地方都市において車の利用

率というのは非常に高いわけなので、その辺の

不便も解消していただかなければならないと思

うのですが、どのような今の状況になっている

んでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  竹田市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  現在につきましては、再発行までに約１か月

程度となっております。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  これ、担当課はそうですよ

ね。 

  じゃ、市長にお願いします。 

  免許証と一体化されて、紛失して１か月まで

というのは、あまりにも地方都市についてはつ

らい、市民の方々のことになると思うんです。

それをいかに短縮するか、そこに努力をしてい

ただきたいと思うのですが、何かございました

ら。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  国において制度を整えていただくとい

うことが大事だと思いますので、もし今度、河

野太郎デジタル大臣とＺｏｏｍ会議する機会が

ありましたら、そのことを私から申し上げてお

きます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ありがとうございます。ぜ

ひよろしくお願い申し上げます。 

  あとそれから、今度はパスポートに代わる身

分証になるというふうなことになっております

よね。 

  パスポートは現在、住所記載欄が削除されて、

住所確認書類としては通用しないというふうに

なっております。 

  マイナンバーカードは写真つきの身分証明書

になると言われておりますので、そちらを皆さ

ん利用するということになると思うのですが、

以前より、パスポート偽造という問題がありま

したよね。 

  やっぱり写真が偽造されているというふうな

ことの問題があったようですが、その辺の心配

に関しては、昔のパスポートと同じなのか、ま

たマイナンバーカードの写真は、また別な処理

されているから大丈夫だということなのか、そ

の辺についてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  竹田市民課長。 

○市民課長  お答え申し上げます。 

  マイナンバーカードの写真につきましても、

国におきまして、彩紋といいますか、偽造がで

きないような形での工夫を凝らしているという

ふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  パスポートよりははるかに

厳重な管理がされているというふうなことで理
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解してよろしいんですね。 

  はい、ありがとうございます。 

  あと、私この質問書を出したのが２月20日で

して、現在３月９日。この間に、非常にいろん

な出来事がございまして、まず１つは、２月28

日期限だったのが３月１日まで延びたとか、ポ

イント申請は２月末から５月末でしたっけ、ま

で延びたとか、それから３月７日には、マイナ

ンバー法の改正法案が閣議決定されたとか、ち

ょっと質問の時期がまずかったのかなと。６月

にすればよかったのかなと思ったんですが、ま

ず、一刻も早く市民の方々に現状を理解してい

ただくことも大事なことだと思っております。 

  それで、今回、３月７日、政府のほうで閣議

決定した改正マイナンバー法についてちょっと

お尋ねしたいのですが、マイナンバーのまず１

つは、利用範囲の拡大というふうなことで出て

いたようです。 

  国家資格、自動車登録などの事務でも利用可

能にしようというふうなことのようですが、具

体的にはどのようなことを想定してのことなの

か、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野情報デジタル推進主幹。 

○情報デジタル推進主幹  ただいまの質問にお

答えいたします。 

  マイナンバーカードを使った利用拡大につき

ましては、基本的にマイナンバーカードそのも

のは国の制度の中でやっておりまして、そして、

そのほかに関係省庁で、マイナンバーカードを

使った施策を行うこととなっております。 

  ということもありまして、今、島津議員のほ

うからいただいた質問につきましては、ちょっ

と私のほうでは情報のほうは把握してございま

せん。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  分かりました。もう少し詳

しい内容が通達なったら、後でまたお尋ねした

いと思います。 

  基本的なことをお聞きするの忘れました。 

  マイナンバーカードを紛失すると、情報が漏

れるおそれがあるのでいないかというふうな考

え方を持っていらっしゃる市民の方が大変多く

いらっしゃいます。 

  その件に関しては、どのような安全対策がな

されているのか、もう少し詳しく教えていただ

きたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  竹田市民課長。 

○市民課長  お答え申し上げます。 

  まずマイナンバーカードなんですけれども、

ＩＣチップの中に記録されている情報につきま

しては、券面、カードのほうに記載されている

氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、

顔写真のほか、総務省が定める公的個人認証に

係る電子証明書等に限られておりまして、プラ

イバシー性の高い個人情報は記載されていない

ところでございます。 

  また、もし紛失した場合につきましては、24

時間365日サポートされていますコールセンタ

ーがございますので、そこに電話をしていただ

きますと、使用の停止ができるものでございま

す。 

  また、ＩＣチップにつきましては、何か不正

をしようと思うと、自分で壊れるような仕組み

のＩＣチップが搭載されておりますので、そう

いった個人情報の漏えいはないものと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ありがとうございます。 

  そうすると、島津善衞門の所得が幾らだとか、

どこの医者にかかって、どこの病気をしている

とか、そういう情報の漏れは一切ないというこ

とで安心して登録していただけるというふうな
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ことでよろしいんですね。 

  はい、ありがとうございます。 

  それから、このマイナンバー法の改正に伴っ

て、マイナンバーの情報を管理する人間、これ

が以前は厳しく規制されていました。ところが、

これが大分緩むようなんですね。そういうとこ

ろから、今度情報が漏れるという心配もありま

す。 

  例えば、会社関係でも、税とか保険の適用上、

社員の方々にマイナンバーの提出を求めており

ます。 

  ただ、どこまで管理すればいいかというふう

なことなんですが、個人情報保護委員会が定め

ている法によりますと、社員から預かったマイ

ナンバーの番号をどのように管理するか。きち

っと鍵のかかるキャビネットとか、しっかり入

れて誰もが見られる状況にしないでくださいと

いうことは分かるんです。 

  ただ、その情報が入った鍵のかかるキャビネ

ットを開けるときに、一々全部記録しなさいと

いうふうになっているんですね。 

  そうすると、例えば金庫と一緒に入れていた

とか、ほかの書類と一緒に入れていた場合に、

そういうものを開け閉めするだけで記録しろと

いうふうなことになっているようです。 

  それはあまりにも、会社で事務作業をするの

に不便が生じているなというふうな気が私はし

ています。 

  そんなこともあるということも考えながら、

取り扱う事務の責任者、誰がそのマイナンバー

の情報を得たのかということもしっかり管理す

る方法がもう少しないのかなというふうなこと

も、ちょっと気になっているところです。 

  そのようなことで、まず、もう少し市民に分

かりやすく、それから一番お願いしたいのは、

情報が漏れないようにするのは、情報を預かっ

ている行政側ですから、行政側の預かり義務、

責任、そこをしっかりしていただきたいなとい

うふうな要望をさせていただきたいと思います。 

  次に、中学校の部活動の地域移行についてな

んですが、地域移行の問題というのは非常に重

要な、そして、日本の学校教育における教育を

根本から変えてしまうのでないかというふうに

私は感じています。 

  問題点としては、先ほど教育長の答弁にもあ

りました。家庭の費用負担が増えたり、部活動

指導員の確保が難しいとか、地域スポーツ団体

の対応とか、地域のスポーツ大会の見直しとか、

問題が多岐にわたっております。 

  これ、それぞれ再質問をしようと思っており

ましたが、今回、一般質問で山口議員が集中的

に行うというふうなことでございましたので、

山口議員のほうにその質問は全てお任せしたい

と思いますが、私、１点のみ、教育長のお考え

を伺いたいと思います。 

  日本の教育における部活動の意義という、先

ほどの答弁の中にあることですが、これが変わ

るのではないかという心配です。 

  部活動の場合は、こつこつ努力する根気強さ、

失敗を恐れずチャレンジする精神、仲間と助け

合う心、最後まで諦めない忍耐力をつける、プ

レッシャーに負けない精神力、チームの一員と

しての責任感、指導者やサポートしてくれる人

たちへの感謝の心や尊敬の心などを得ることが

できます。 

  さらには、子供の自信を育て、助け合いの精

神を育て、リーダーシップを育成してくれます。 

  これらの精神は、社会が求めるリーダー像そ

のものだと思います。 

  現在の中学校学習指導要領では、部活動は、

学校教育の一環として、教育課程との関連が図

られるように留意するとされています。 

  学校の部活動は、長い歴史の中で、技術指導

とともに教育的指導を担ってきたと思っていま

す。日本特有の教育でないかなというふうに感

じております。 
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  先生方は、部活動を通して、生活態度や人と

の接し方を注意したり諭したりしながら、生徒

の成長を見守ってきてくれました。 

  中学、高校の同窓会でも、部活動の会話では

盛り上がります。 

  私は、学校の部活動である以上、教育的指導

は顧問の先生が受け持つべきで、外部の指導者

は、技術的なものを中心に教えていただければ

と思っています。 

  役割分担が曖昧なまま進んでいる今の地域移

行の在り方に問題を提起したいと思います。 

  県では、運動部活動と地域等の連携の在り方

に関する検討委員会で、ガイドライン案を提示

しております。 

  部活動は平日のみとし、休日は原則行わない。

休日の活動を希望する生徒は、地域のクラブ等

に所属するなどして活動するというふうなこと

のようでした。 

  今後、休日だけでなく、平日移行も考えられ

る中、教育的指導をどのように考えているので

しょうか。ちょっとその辺が県の会議の中では

見えなかったなと思っています。 

  本市の未来を担う教育長としての部活動に対

する見解を最後にお尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  長濱教育長。 

○教育長  ただいまの御質問にお答えをいたし

ます。 

  今、島津善衞門議員おっしゃったことは、本

当に大事なことだというふうにも認識しており

ます。歴史的にも、大変、子供たちの成長には

欠かせない活動であったと。 

  ただ、現状で、やはり少子化の問題、あるい

は何といいますか、価値観が多様化してきてい

るということ。さらには、これからの学びとい

うのはどうなるのかということを考えたときに、

中学生の段階で、自ら主体的に判断をしながら、

様々な活動に挑戦すると、そういうことも大事

になってくるのかなというふうに思っていると

ころでございます。 

  いわゆる弊害と言われる部分も指摘されてお

りますので、とにかく、子供たちの活動を確保

しながら、様々な条件、環境を整えてまいりた

いなというふうに考えているところでございま

す。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ありがとうございました。 

  令和４年度の子供の出生率が180人前後でな

いかというふうに予測されている資料もあるよ

うです。 

  私たちの子供の頃、宮内小学校は１学年で

200人を超えていました。宮内小学校だけです。 

  それが、南陽市で180名前後、200名を切る状

況というふうなことは、今後、学校の在り方の

検討委員会も始めるというふうなことも説明あ

りました。幼稚園もどのようになっていくのか

検討しなければなりません。 

  そういうふうな大きな、子供の未来に関わる

ことですので、十分な審議と審査をお願いした

いと思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長  以上で４番島津善衞門議員の一般質問

は終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は１時といたします。 

午前１１時５５分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  ここで９番片平志朗議員より資料配付の申出

があり、会議規則第161条の規定により許可い

たしましたので、御報告いたします。 

  引き続き、一般質問を行います。 

─────────────────── 

片 平 志 朗 議員 質 問 
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○議長  ９番片平志朗議員。 

〔９番 片平志朗議員 登壇〕 

○片平志朗議員  真政会、９番片平志朗です。 

  昼を挟んでの一般質問となりますが、上下の

まぶたが仲よくならないように、大きな声で元

気よく一般質問を行いますので、よろしくお願

いします。 

  ３月に入り、朝晩の寒さは少し残るものの、

このところの暖かさで、春がもうすぐ間近に来

ていることを感じさせます。 

  気象協会の発表では、今年の桜の開花は例年

に比べて１週間ほど早いと言われております。 

  一方、世界に目を転じれば、ウクライナへの

ロシア侵攻より１年がたちましたが、一向に停

戦の兆しが見えません。すみかを追われ、家族

を亡くした苦しみを思うとき、心が痛みます。

一刻も早い平和への終戦を願うばかりです。 

  また、２月６日のトルコ、シリアの大地震で

は、５万2,000人あまりの命が奪われました。

倒壊などの被害を受けた建物は20万棟に上り、

人口の16％に当たる1,400万人が住まいを失う

などの苛酷な状況にあります。 

  昔、先輩技術者より、建築物は人の命と財産

を守る大切なものだと言われたことを改めて思

い起こします。 

  さて、政府は、新型コロナウイルス感染症を

２類から５類に引き下げ、また、今月13日より

マスク着用も個人の判断に委ねる方針を出され

ました。 

  これから、各小中学校において卒業式が行わ

れますが、３年ぶりにマスクを外し、友の満面

が間近に見られ、喜びにあふれた晴れ姿を想像

することができます。 

  それでは、先に通告に従い一般質問を行いま

す。 

  １項目の自然環境の生態系を豊かにするため

にの１点目、駅西の郡山池の環境浄化の取組の

検証と今後の課題についてお尋ねします。 

  南陽環境ネットワーク会員たちは、行政と協

働して、2018年から2022年の間の５年間にわた

り、悪臭対策と水質改善に向けて取り組んでこ

られました。 

  その結果、悪臭、水質ともに大幅な改善が報

告されております。別紙配付の資料を御参照く

ださい。 

  １点目、活動の評価と結果の検証はされてお

られるでしょうか。 

  ２点目、今後の課題や方向性はどのように考

えておられるでしょうか。 

  （２）白竜湖の環境保全と消滅を防ぐにはに

ついてお伺いします。 

  平成28年から29年にかけて行われた白竜湖の

調査報告書によれば、湖が土砂の流入により水

深が年々浅くなり、このまま何も対策を取らな

ければ、今世紀中にも消滅していくと指摘され

ました。 

  調査報告で提言されたことを検証し、できる

ことから実施していくことが求められているの

ではないでしょうか。 

  １点目、その後の検討会や協議会等は、開催

されておられるでしょうか。 

  ２点目、ヒシ除去の効果は。ヒシの繁茂状況

や水質等についてお伺いします。 

  ３点目、各関係機関、団体、有識者が集い、

今後の方策を検討するためのサミットを開催し

たらどうでしょうか。 

  大きな２点目についてお伺いします。 

  これからのコミュニティ施策についてであり

ます。 

  2030年頃をピークに超高齢化社会がやってき

ます。社会的な孤立等による孤独死の発生や、

地域での自治力の低下、災害時の対応面での課

題、空き家の増加や都市のスポンジ化など、私

たちの生活を取り巻く課題は、実に多いのであ

ります。 

  自治会（町内会）においては、住民同士の関
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係の希薄化、そして加入率の低下、担い手不足、

役員の高齢化等々の直結する課題があります。 

  これらの課題を乗り越えて、地域コミュニテ

ィを再生し、持続可能な暮らしやすい地域を実

現するための施策が求められております。 

  １点目、本市の自治会や町内会への加入の状

況はどのようになっておられるでしょうか。 

  ２点目、地域コミュニティ事業への補助制度

はどのようなものがあるのでしょうか。 

  ３点目、これから建設が始まる仮称宮内地区

地域交流センターの運営方式は、コミュニティ

センターとして位置づけられるのか。また、運

営方式はどのようにするのかお伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ９番片平志朗議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、郡山堤の環境浄化の取組の検証と今

後の課題についての１点目、活動の評価と結果

の検証でございますが、水質浄化の取組として、

南陽環境ネットワーク会員の皆様に、2018年、

平成でいえば30年から５年間にわたり、悪臭対

策や水質改善に向けた活動を実施いただいてお

ります。 

  市としての取組でございますが、令和３年度

は、湖面のヒシ除去を実施しており、今年度は、

ヒシの除去と併せヘドロの除去も実施しており

ます。 

  また、評価と結果の検証についてでございま

すが、2018年、平成30年から、５月と10月の年

２回、水質検査を実施しており、その結果、水

質も徐々に改善されてきております。 

  次に２点目、今後の課題や方向性についてで

ございますが、令和５年度につきましても、日

常の維持管理とともに、引き続き水質検査を実

施し、検査結果の推移を見ながら、今後の課題

や対策、方向性について検討してまいります。 

  次に、白竜湖の環境保全と消滅を防ぐについ

ての１点目、その後の検討会や協議会等の開催

についてでございますが、平成30年３月に教育

委員会が取りまとめた報告書「白竜湖」をきっ

かけに、庁内の関係各課で構成する白竜湖整備

検討会を組織し、湖面の維持確保のための対応

を毎年協議しております。 

  次に２点目、ヒシ除去の効果についてでござ

いますが、令和元年度にヒシを除去した後、令

和２年度及び令和３年度に教育委員会にて状況

調査を行っております。 

  令和３年度に実施した水質調査等の報告書に

よりますと、ヒシ除去前後で水質改善等に一定

程度の効果が認められたと報告されております

が、令和２年度以降においてヒシが繁茂しない

理由は分かっておらず、また、今後も水質改善

等の効果が続くのかについても不明であること

から、今後とも必要に応じて対策や調査等を実

施してまいります。 

  次に３点目、各関係機関、団体等、有識者が

集うサミットの開催についてでございますが、

現時点でサミットの開催については計画してお

りませんが、市では、関係機関や各種団体、有

識者等との連携を図っており、市民団体の白竜

湖の自然を守る会や南陽カヌー・カヤッククラ

ブなどが、白竜湖保全の機運を高める機会とし

て白竜湖の環境整備や保全活動、研修会等を継

続的に開催されております。 

  市といたしましては、今後とも各団体の取組

を支援しながら、地域の宝である白竜湖を守り、

後世に伝えてまいりたいと考えております。 

  次に、これからのコミュニティ施策について

の１点目、本市の自治会への加入率の状況につ

いてでございますが、令和５年３月１日現在、

１万1,460世帯のうち、把握している自治会加

入世帯は１万1,405世帯で、加入率は99.5％と

なっております。 
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  次に、地域コミュニティ事業への補助制度に

ついてでございますが、コミュニティ助成事業

と地域集会施設整備補助金がございます。コミ

ュニティ助成事業は、一般社団法人自治総合セ

ンターが宝くじの社会貢献広報事業として助成

を行うもので、コミュニティ活動に直接必要な

設備等の整備を対象としたものです。 

  また、地域集会施設整備補助金は、地区の集

会施設の新築等に対する補助制度で、南陽市地

域集会施設整備事業補助金交付規程に基づき交

付しております。 

  次に、宮内地区地域交流センターの運営方式

についてでございますが、従来と同様の直営方

式を想定しております。一方、将来、コミュニ

ティセンターとして位置づける場合には、地域

を主体とした受皿が必要となりますので、広く

市民皆様方の御意見もお聞きしながら、より利

用しやすい環境づくりを研究してまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  当局並びに議員の皆様に議長

の許可を得まして配付しました資料について若

干説明させていただきたいと思います。 

  その前に、郡山池はどこにあるのかというこ

とですね。分からない人もいらっしゃるかもし

れませんので、赤湯西駅の前の緑地公園がある

んですが、その中に池があります。その池のこ

とを言っております。 

  これは30年、31年ほど前の新幹線の開通した

当時、それから、あそこの土地区画整理事業に

伴いまして造成された緑地公園だということで

すね。一応、理解していただきたいと思います。 

  今言われたとおり、私もその活動に携わった

１人でありますけれども、５年間の活動を通し

て、有用な微生物を培養して、月に１回、４月

から11月まで、１回180リッターを８か月間ず

っと投入してきたということであります。 

  その結果、山形県理化学分析センターのほう

で、行政から依頼された水質検査を私たちもい

ただいて、それを掲示したものであります。 

  ４つの指標とも、生物化学的酸素要求量とか、

浮遊物、それから大腸菌、それから溶存酸素量、

この４つの指標が全て改善しているということ

で、私たちが都合よくデータを捏造したもので

ありませんので、あくまでもこのデータに基づ

く根拠として、お話しさせていただいておりま

す。 

  そういう中で、ある程度の一定の投入効果が、

私たちもそうですけれども、行政側も認めてく

ださったということでありますけれども、もう

一つ客観的に、これを毎回、２回行って、理化

学分析センターの見解などを求めていらっしゃ

るでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  川合建設課長。 

○建設課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  議員おっしゃったとおり水質検査については、

市のほうで山形県理化学分析センターで検査は

していただいているんですけれども、それに関

する、いわゆる水質検査という項目だけですの

で、それに関する分析といいますか、講評とい

いますか、そういうものは行ってはございませ

ん。 

  以上です。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  別に見解を求めていないとい

うことでしたけれども、客観的に依頼した立場

から言わせると、この数値はどうなんだ、どう

いう方向に行っているのか、やっぱりある程度

検証しておいていただいたほうが、これから私

たちも活動する場合、自信を持って取り組める

わけですから、その辺を今後ともよろしくお願

いしたいと思います。 

  それで、あそこは非常にお金がかかっている
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整備事業だと思います。あそこの駅前ですね。

歩道が実に７メーターもあるんですね。もう一

つ、片方に３メーターほどありますけれども、

歩道だけで10メーター、その歩道がいわゆるカ

ラーブロック貼りじゃなくてタイル貼り。それ

で、公園の緑地には、四季様々な樹木が整備さ

れております。 

  しかしながら、あそこに立ち寄る市民の方は、

ほとんどいないんですね。 

  これが、何なのか。まだ行くと何か悪臭が臭

いするから、汚いから行かないのか。その辺は、

それを管理している当局側は、どういうふうに

観察しているんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  川合建設課長。 

○建設課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  郡山堤周囲は駅西緑地公園といたしまして、

四季折々の景観を楽しめるようにヤマザクラ、

モミジ、ツバキなど多様な草花、木などが植え

られており、それの管理につきましては、剪定、

消毒、雪囲いなどの管理については、専門の造

園業者に委託しております。 

  今後も近隣の方々からも御理解、御協力をい

ただきながら憩いの場となるよう、環境保全に

努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ありがとうございました。 

  すばらしい緑地公園ですね。そして、あそこ

は南陽市にとっても一大住宅団地でありますの

で、これから、市民が気軽く憩いの場として活

用できるような、私たちも協力しますけれども、

環境づくり、あるいは整備をやってほしいなと

いうことを思います。 

  その中で、あそこの地区の住民から、一応、

感想のアンケートを沖郷公民館を通し、あそこ

の若狭郷屋の地区長さんからアンケートを取っ

ていただきました。 

  その中で４人の人からこういう提言というか、

言われています。 

  ヘドロ、ヒシの除去を継続してほしいという

こと。それから、もう少し雨の、流入側の水を

増やせないか。確かに、大雨のときは入ってき

ますけれども、それ以外はほとんど水の出入り

がない堤であります。 

  それから、気軽に立ち寄れる住民の憩いの場

にしてほしいと。そのためには、やっぱり30年

もたっていますから、ベンチは何脚かあるんで

すね。でも、それが傷みが激しくて汚い。誰も

座る人がいない。そのベンチの整備。それから、

せっかく四季折々のこういうような樹木を植え

ているわけですから、座って見られるようなあ

ずまやの設置をしてほしいとか。それから、樹

木はあるんですけれども、樹木の下に、四季

折々の草花を植えたらどうかというような内容

の御提言をいただいております。 

  私たちの立場としては、市民でもありますけ

れども、あそこを環境をよくして、そういうふ

うな、最終的にはそういう市民の憩う場になれ

ばいいなと思っていますので、今後も、私たち

の環境ネットワークさんは労を惜しまないので、

ぜひ一致協力してやっていきましょうというこ

とであります。 

  この点については以上であります。 

  次に、白竜湖の保全と消滅を防ぐにはという

ことで、先ほど市長より答弁をいただきました

が、問題は、平成28年、29年と、これは最新の

調査報告書で、28年、29年に調査報告をやって、

30年３月に報告書をまとめたということであり

ますけれども、この中にも、新聞等で報道され

ました今世紀中にはあそこの湖面が水没してし

まって、消滅してしまうだろうということをこ

の中でも、多分この中からマスコミさんも取っ

て訴えたと思いますけれども、そういうふうに、

現実的に何もしなければ消滅してしまうと。何
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か、私たちが何か一生懸命やれば、それは消滅

を、うまくいけば消滅を防ぐことができるか、

消滅する期間を長くすることができるというこ

との訴えだと思うんですよ。 

  先ほど言いましたとおり、まずこれをここの

中にいろいろ提言があります、専門家の立場か

ら。例えば、田んぼの水が白竜湖に行かないよ

うに、あるいは逆流してこないように。これは

実際可能かどうかは別問題として、専門的な立

場からいろいろ提言されています。 

  まずは、それらを、何ができて何ができない

のか。そういうものを洗い出して、実際に手を

つけないと、あれよあれよという間に消滅の一

途をたどっていくんじゃないかなという危機感

を持っていますが、その辺の市長の見解はどう

でしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  おっしゃるとおり、あの報告書のイン

パクトというのは非常に衝撃的なものがござい

ました。 

  それもあって、南陽市では、当時クラウドフ

ァンディング等を通じて資金を集め、そして、

ヒシ除去等の環境を守る活動をしていこうとい

うふうに取り組んだところでございます。 

  また、あわせて、生活雑排水の問題もござい

ますが、やはり新しい新鮮な水が流入してこな

いということについては、郡山提と同じ問題が

ございます。 

  そういうこともあって、何とか水を引き込む

ことができないかということについても、調査

検討をした経過がございます。 

  いずれにしても、手をつかねて、白竜湖が消

滅するのを座視して見ているのではなくて、で

きることをやってまいりたいというふうに考え

ております。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  できることをやっていきたい

と、そういう気持ちは、私も同感であります。 

  せっかくこういう調査させたわけですから、

ここで提言されていることを、何ができて、何

ができないのか、できるとしたら、いつまでか

かるのか、そういうものを具体的に、踏み出さ

ない限り消滅していくだろうというふうなこと

を言われているわけです。 

  例えば、先ほど言いましたヒシの繁茂、これ

は、前年度に２回ほど予算をつけて除去してい

ただきました。 

  幸いにして、どういう原因かまだ不明ですけ

れども、去年は繁茂しなかったということであ

りますけれども、ここの調査では、何でヒシが

繁茂するのか、それは水の富栄養化ですね、そ

ういうものに原因がある。 

  その水を形成している主なものは何かという

と、炭酸ナトリウムですね。これは、いわゆる

殺虫剤に使われていますけれども。それから、

塩化ナトリウム。これって自然に出てくる成分

なわけではないわけです。 

  ということは、あそこの田んぼとか、田んぼ

にまいたそういったもの、あるいは果樹園に与

えたものが自然に流れてくるということで、そ

れは、時期によって濃度が違うようですけれど

も、マックスのときはもうほとんど酸素がない

ような状態になっているということも書かれて

います。 

  であるならば、これをまず、水質を改善しな

ければ話にならないわけです、まずは。その生

態系を戻すにしても、水の改善しなければ、ま

ずは１点だと思うんですね。 

  ちょっと年代は忘れましたけれども、今さら

あそこを湖底をさらう、要するにしゅんせつす

るなんていうことは、できないわけですね。い

ろんな泥炭、その植物群とそれから天然記念物

に指定されているわけですから。そういう方法

はまず無理だと言うならば、この水をいかにど

うやって改善するのかということを考えないと、
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そのためにはどうするのか。できることと、で

きないことがあるわけですけれども、それを突

き詰めて、最後の質問にも関係しますけれども、

今私たちの団体がある。それから、白竜湖を守

る団体がある。ばらばらに存在しているわけで

す。 

  本当にやる気があるのだったらば、それに行

政、それから、市民の方も含めて、どういう方

向で、どういうことをやっているのかというこ

とをきちんと方向づけをして踏み出してほしい

なと感じるんですね。 

  その辺はどうでしょうか。先ほど市長の思い

は分かりましたけれども。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  南陽環境ネットワークの会員の皆様や

その他の団体の皆様が、それぞれの思いで貴重

な活動をしていただいていることは大変ありが

たく、敬意と感謝を表する次第でございます。 

  その皆様方の最後の質問に関係するというの

は、例えば、皆さんが一堂に会して同じ方向性

をという御提言かというふうに存じます。 

  そのことも、一つの方法であろうというふう

に思っております。 

  白竜湖の水質を改善するために、そういった

団体の垣根を越えた活動をいかにしていくかと

いうことについては、サミットという御提言で

ございますが、どういう形が望ましいのか、今

後も考えてまいりたいと存じます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  今の市長の御答弁をいただき

ましたけれども、やっぱり今後、あくまでもこ

の調査報告書に基づいて、どういう団体で何が

できて、何ができないのかということを、きち

んと方向づけをするには、やっぱりそういった

サミット的な会合も何回か必要になってくるん

じゃないかなというふうに思いますので、その

辺を御配慮をいただきたいと思います。 

  それから、大きな２番目に移りますけれども、

これは、コミュニティへの施策についてであり

ます。 

  まずその前に、ちょっと確認させていただき

たいんですけれども、集会施設としては、いろ

いろありますけれども、小さいものは町の公民

館、いわゆるそれ以外の公的公民館、それから

コミュニティ施設、この違いを教えていただき

たいんですが。 

  どちらも集会施設ということは私たちは分か

っていますけれども、どういう目的のためにつ

くられたか、ちょっと私たちは混同していると

いうようなところがあろうかと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  ただいまの質問にお答えいた

します。 

  公民館については、社会教育法が定める公民

館と、一定の定義がございます。こういった中

で、各地区の８つの公民館については運営して

いるものということでございまして、その法律

の趣旨に基づいて、学術、文化、教養のレベル

が上がるようにというような教育的な見地から

設置するものが公民館でございます。 

  一方、コミュニティ施設、いわゆる町内会ご

との集会所のことを指しておられるかどうかな

んですけれども、そういったものについては、

人が集まるための施設というような感じでござ

いまして、それが現在、他の市町村の中におい

ては、それが公民館の発展系の形のような形で

コミュニティセンターというような呼び方をし

ているものと承知しているものであります。 

  以上であります。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ちょっと課長の説明では、私

の頭ではぴんとこないんですけれども、要する

に、公民館はコミュニティセンターというのが

存在する前から、これはかなり前からあったわ
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けでありますけれども、教育的、学術的、文化

的に関する事業を行い、教育向上また健康増進

のための社会教育施設という位置づけされてい

るようですけれども、ほかの市町村でもね。 

  片方、コミセン、要するにコミュニティセン

ターは、今課長が言われたとおり、そういうも

のにこだわらなくて、地域住民のまちづくりの

ための自主的な活動の推進を図るための集会施

設ということで、これはどの課が所属している

かで、市町村においては条例等をつくって設置

しているわけですから、どの課ということは言

えませんけれども、社会教育課ではないような

気がしますね。例えば、市民課とかですね。 

  問題は、この間、会派の行政視察で神奈川県

の茅ヶ崎市に行ってきたんですけれども、ここ

は南陽市と比べものにならない、８倍くらいの

人口を抱えている中核都市でありまして、当然、

少ない面積に人口密集地でありまして、マンシ

ョンとか共同アパートがすごく立ち並んでいる

まちでありました。南陽市の市の面積の５分の

１のところに24、５万人がいるわけです。 

  ですから、ここにおいて、まちづくりをいか

に進めていくかということが、それがすごく大

切な課題になりまして、そのために、こういう

考えでした。まず、いろんな加入率の低下、そ

れから地域の担い手の不足、それから市民の

方々のニーズの多様性、こういうものに対応す

るには、従来の自治会スタイルでは、とても、

もう限界があると。自治会もそうですけれども、

行政側も。 

  そのために、いろんな団体、ノウハウを持っ

た団体、まちぢから協議会というものを立ち上

げて、そしてやっているわけです。 

  そのまちぢから協議会というのは、例えば、

どういった人たちで構成されているのかという

と、これは、当然その所轄する自治会さん、こ

れが中心になって、地域社会福祉協議会、民生

委員、青少年育成協議会、ＰＴＡ保護者会、体

育振興会の防災リーダーとか防災士。 

  その人たちがどこの地域も同じだということ

じゃないんですが、これらを１つのチームを組

んで、いろんな課題に向き合いながらまちづく

りをしていくというふうな考え方であります。 

  南陽市の場合は、ほとんど100％近い加入率

ですから、そこまで考える必要はないだろうと

いうふうに思いますけれども、現実的に世帯数

が少ない町内会など、運動会など、２つも３つ

も参加しているんですね。子供さんがいないん

で、選手がいないんで、そうせざるを得ないん

ですけれども、そういう１つのコミュニティ、

運動会でも大きなイベント事業ですよね、コミ

ュニティ事業でありますけれども、そこまでし

ないとやれない状況に来ているところもあると

いうことで、決してこれは、本市にとっても他

人事ではないんじゃないかなというふうに考え

るんです。 

  その辺の、要するにまちづくりについての市

長の見解はどうでしょうか。 

  先ほど山口裕昭議員の中で、新しいスタイル

の、これはニューノーマルという意味を指して

いたのかもしれませんけれども、若い人の新し

い感覚のアイデアを取り入れて、まちづくりに

生かしたいという言葉をちらっと聞いたもんで

すから、これは市長もそういうふうな方向に向

かっているなと思っていますけれども、どうで

しょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員おっしゃるように、本市の８倍の

規模の市と本市の状況を比較して、その市でや

っていることを援用して、こちらもということ

はなかなか難しいかなというふうに思います。 

  一方で、そういった人口集積地ではない、日

本の多くの地方においては、やはり人口減少や

過疎化という共通の課題があるというふうに思

っております。 
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  その課題をどうしていくかについては、従来

のやり方にこだわらず、社会的な環境や、それ

から、考え方の多様化などの現実もしっかり鑑

みて、地域が持続的に発展していくための在り

方というのは考えなければいけないというふう

に思っております。 

  それが具体的にこうすればという答えは、な

かなか見いだすことは難しいわけでありますが、

ただ現実を直視して、地域づくりを進めていか

なければいけないという認識でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ありがとうございました。 

  市長の今の御答弁のとおり、まちづくりにつ

いては、同じ方向を向いているなという感じは

するわけですけれども、やっぱり現実的な、い

ろんな個別的に、それから地域的に直面してい

る課題は、これはあると思います。 

  でも共通していることは、やっぱり社会経済

の状況の変化、これは少子化問題も含めてそう

ですけれども、地域の意識低下、帰属の意識低

下、それから地域課題の、個人のニーズも含め

て様々な問題が多様化してくると。 

  やっぱり、これらを解決していくには、従来

の自治会組織だけでは無理。あるいは行政だけ

では無理。そういう壁にぶち当たっているわけ

です。 

  となれば、どうやって進めていくのかという

ことが課題なわけですけれども、その１つの例

として、例えば、宮内地区の地区集会所をどう

やって運営してくんだろうかという質問をさせ

ていただいたんですが、それは、今までどおり

で変わりありませんよと。 

  だけれども、将来的には、地域センターとし

てのコミュニティとしての位置づけをするなら

ば、受皿がなければできないと、こう言われま

した。それはごもっともだと思います。 

  ごもっともなんですけれども、じゃ受皿つく

りってどうやってするのやと。向こうがそうい

うふうな積極的な発想になるまで待っているの

か、あるいは行政側から、ある程度方向性を示

して、そういう方向で考えているから頑張って

くださいと言うのか。 

  この辺がやっぱり行政と市民の兼ね合いとい

うか。私は、宮内地区はそれだけやれる受皿は

整っている、人的資源あると思うんです。 

  その証拠に、コミュニティ建設に関わる拠点

をつくる会など、いろいろその計画に携わって

提案しました。あるいは、宮内地区の公民館運

営委員会も積極的に提案しました。 

  そういった様子を見ると、将来的に担うだけ

の資質を持っているんじゃないかというふうに

私は考えております。 

  ですから、将来的に公民館運営にとらわれな

い、できれば宮内地区のコミュニティセンター

を地区受皿をつくってもらって、指定管理で指

定できるような方向で持っていきたいなと思い

ますが、もう一度これを聞いて終わらせていた

だきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  コミュニティセンターと位置づけられ

ている地域の拠点が増えているという認識は、

私、市長選挙に出たときから持っておりまして、

コミュニティセンター化については、ずっと公

民館でいなければいけないというような考えは

全く持っておりません。コミュニティセンター

も、その地域が選択する選択肢の１つとして、

しっかり考えていく必要があるなというふうに

思っています。 

  ただ、壇上での答弁でも申し上げましたとお

り、その受皿は必要であると。そのときに、さ

っき議員がおっしゃった、市側から働きかける

のか、それとも市民側から自発的にそういった

動きをしていったほうがいいかという点でいえ

ば、どちらかといえば、私は後者のほうが望ま

しいのではないかなというふうに思っていると
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ころです。 

  ただ、まちの在り方、人口減少が長期的に続

く時代においては、やはり一人一人の社会を構

成する市民の皆さんが、自分事としてこの地域

の在り方を考えていって、できることを一人一

人がやっていくということが大切だと思います

ので、そういった機運を醸成していくというこ

とは大変重要だというふうに思っております。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ありがとうございました。 

  以上をもちまして、私の一般質問を終了させ

ていただきます。 

○議長  以上で９番片平志朗議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は、２時５分といたします。 

午後 １時４８分  休  憩 

─────────────────── 

午後 ２時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

─────────────────── 

板 垣 致江子 議員 質 問 

○議長  次に、13番板垣致江子議員。 

〔13番 板垣致江子議員 登壇〕 

○板垣致江子議員  13番、真政会、板垣致江子

です。 

  間もなく東日本大震災から12年、雪の舞う本

当に寒い日でした。亡くなられた方の90％以上

が津波に巻き込まれたことによる水死と発表さ

れていますが、水につかり、寒さで低体温を伴

い亡くなられた方も多いのではと推測され、ど

んなに苦しかったろう、つらかったろうと、お

悔やみを申し上げるばかりです。 

  まだまだ復興には時間がかかることでしょう。

つらい思いの方々も多いことでしょう。私たち

にできることは、少しでも早い復興を願い、忘

れないで応援していくことではないでしょうか。 

  あの日の寒さがうそのように、ここ何日か、

日本列島は異常に暖かく、桜の便りも聞こえて

きています。 

  南陽でも昨日今日は、17度から18度と５月並

みの異常な暖かさで、地球温暖化の進行による

気象変動の影響と心配されております。 

  サクランボ農家の方は、花芽が早く進み、ま

た凍霜害があるのではと心配しておられました。

これから収穫に向けて動き出す多くの農作物へ

の影響が、少しでもないことを願うばかりです。 

  それでは、通告してあります質問をさせてい

ただきます。 

  南陽市の観光について。 

  南陽市の観光も、昨年からようやく少しずつ

にぎわいを取り戻し、桜まつりや菊まつりは、

市内外から多くの方々が訪れ、様々なイベント

も活気を取り戻しています。 

  このたびの令和５年度の施政方針では、発信

力のあるまちづくりを進めるとし、観光資源の

活用について、熊野大社や南陽スカイパークな

どの観光需要の高い観光スポットと、食をテー

マとした観光コンテンツを結びつけ、さらなる

魅力向上を目指すとされています。 

  また、赤湯温泉との連携を図り、体験、宿泊

を組み込んだ着地型コンテンツのつくり込みを

行うとされております。まずは、南陽市の魅力

を発信し、来てもらうことは第一です。 

  そして次に、いらした方、迎える市民にも満

足してもらうことが大事ではないでしょうか。 

  市政運営の基本方針でも、何事にもチャレン

ジする気概に満ちた南陽市を牽引し、市民が幸

せを実感できる豊かな社会を目指すとされてい

ます。 

  活気ある豊かな南陽市のため、次のことをお

伺いいたします。 

  （１）以前から要望されております観光客や

市民が立ち寄れる南陽市の物産館が本当に必要

とされている時期だと思います。 

  南陽市においでいただいた方が買物をするた
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めに、米沢や上山に立ち寄るのではなく、市民

が頑張って生産、製造している豊かな南陽市の

物産を求めてもらえる場所が必要です。 

  他団体や組織との連携も含めて、市長のお考

えをお伺いいたします。 

  （２）赤湯烏帽子山八幡宮の境内に顕彰碑が

建てられております南陽市の偉人、刀工、水心

子正秀氏が、今若者たちに関心を持たれており

ます。 

  特「刀剣乱舞－花丸－」～雪月華～、ゲーム

やアニメではありますが、2015年頃からの全国

各地に刀剣ブームを巻き起こす要因になり、

2022年にはアニメが劇場限定上映されました。 

  若者だけでなく、市内外の方に改めて関心を

持っていただき、南陽市においでいただけるよ

うな宣伝などの取組について、市長のお考えを

お聞きしたいと思います。 

  ２点目、地域生活支援拠点の整備について。 

  主要施策の「健やかで安心な暮らし・子育て

を実現する」の中で、障害のある方の親なき後

を見据え、障害のある方が住み慣れた地域で生

活し続けられる仕組みとして、地域生活支援拠

点の整備を進めるとありますが、どのような拠

点の整備を考えておられるのかお伺いいたしま

す。 

  以上、誠意ある御答弁をお願いしまして、私

の壇上からの質問とさせていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  13番板垣致江子議員の御質問にお答え

申し上げます。 

  初めに、南陽市の観光についての１点目、市

の物産館についてでございますが、本市の魅力

ある物産の販売や観光をはじめ、様々な情報発

信には有益な施設であると捉えております。 

  昨年オープンした赤湯温泉湯こっとには、屋

外で物産販売ができる機能も備えております。 

  その一方で、行政による物産館の経営は、不

採算の事例も多く見られ、リスクが大きいと判

断しております。 

  今後、民間事業者や商工会、観光協会等の関

係団体と情報交換を行いながら、民間事業者に

よる整備計画等があれば、できる限り協力して

まいります。 

  次に２点目、刀工、水心子正秀の活用につい

てでございますが、水心子正秀のほか、約100

人のキャラクターが登場する刀剣乱舞は、ゲー

ムやアニメ、ミュージカル等で若者から支持を

獲得し、刀剣ブームを巻き起こすきっかけとな

りました。 

  関連するイベントが刀剣とゆかりのある博物

館、美術館等で開催されるなど、刀剣乱舞ファ

ンや歴史ファンを中心ににぎわいを見せており

ます。 

  水心子正秀の活用は、南陽市を訪れる１つの

きっかけとなると考えますので、様々な情報を

収集しながら、ＰＲ方法等について研究してま

いりたいと考えております。 

  次に２点目、地域生活支援拠点の整備につい

てでございますが、第６期障害福祉計画の国の

基本方針において、令和５年度末までに、各市

町村または各圏域に１つ以上の地域生活支援拠

点等を確保することが盛り込まれており、本市

の障害福祉計画にも反映されております。 

  地域生活支援拠点等には、備えるべき５つの

機能が掲げられております。 

  具体的に申し上げますと、１つ目は、緊急時

に必要なサービスのコーディネートや相談、２

つ目は、緊急時の短期入所等での受入れや対応、

３つ目は、体験の機会や場の提供、４つ目は、

医療的ケアが必要な方等に対応できる専門的人

材の確保、養成、５つ目は、地域の体制づくり

となっております。 

  本市といたしましては、障害福祉事業所や医

療機関等の社会資源に恵まれている地域の特性
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を生かし、既存の事業所等が提供可能な機能を

つなぐ、面的整備型の拠点構築を目指しており

ます。 

  ５つの機能の中でも、障害のある当事者の方

や、親なき後に不安を抱く御家族の方からのニ

ーズが高い相談と緊急時の受入れの２つの機能

の整備を優先的に進める必要があると判断し、

体験の機会、場の提供も併せて相談支援や短期

入所のサービスを提供する事業所との協議を重

ねてまいりました。 

  現状といたしましては、３月１日に南陽市地

域生活支援拠点事業実施要綱を制定し、拠点機

能の利用者登録に関する申請受付や、拠点機能

を担う事業所の登録の準備を整えたところでご

ざいます。 

  なお、国の基本方針には、年１回以上は拠点

機能の運用状況を検証、検討することが盛り込

まれており、本市といたしましても、来年度以

降も、拠点機能の見直しや拡充を図ってまいり

ます。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  それでは、再質問をさせて

いただきます。 

  まず、答弁いただきありがとうございました。 

  その前に、ちょっと私、今日、３月１日号の

市報を持ってきました。なぜかというと、これ

を私見たときに、すごいわくわくしました。 

  一番最初、皆さん表紙見ていらっしゃる、南

陽高校市役所部、載っていました。若い人たち

が、また来年も頑張るぞという、その意気込み

が伝わってきました。 

  市長も、この市報にも書いてありますが、若

い人たちが自由にアイデアを出しながら南陽市

を盛り上げてほしいということを書いておりま

して、私も、インスタグラム見せていただきま

したが、やっぱり若い人の観点で、いろんなこ

とを発信して、ああ、すごい子たちだなと思い

ました。 

  この子たちがやっぱり、いずれ南陽市に帰っ

てきて、行政にでも入っていただいて、また別

な団体をつくっていただいて、やっていただけ

れば、すばらしいなというそのわくわく感がま

ず１ページ目からありました。 

  そして、そのあと、６ページ目のところ、そ

の次のページなんかも、地域おこしの方たちの

こととか、フェスタのこととか、いろいろ書い

てありましたが、６ページに「まちのアルバム」

というところで「全国に誇れる南陽の農産物！

生産者の皆さんが受賞続々」と書いてありまし

た。 

  いや、これ見たときに、うわ、またいろんな

方たちが出てきてくださった、今までも多くの

受賞しておられた方がいらっしゃいましたが、

こういう形でどんどんと若い人たちが農産物を

生産、そしてまた６次化していくというのは、

すばらしいことだなと思いまして。で、その左

のページにも、赤湯温泉の源泉を配合したロー

ズスキンクリーム、これをつくってくださった

井上さんの話とか、南陽市商工会のふるさと逸

品コラボ発表会、今までは一店逸品だったのに、

コラボが今度できるようになったんだ。 

  何か、これを読んでいて、すごいわくわくし

て、このページを開いたまま、主人にはちょっ

と見せないでおいたんですが、まずそんなこと

をお話し、私としては、わくわく感がすごいな

と思いました。 

  先ほどの市長の答弁だったんですが、残念な

ことに、ほぼ前回の道の駅的なものをつくれな

いかというところと同じお答えでした。ちょっ

と残念でした。 

  ちょっと、そのところでもお聞きしたいんで

すが、この施政方針の中に書いてありました、

観光スポットと食をテーマとした観光コンテン

ツを結びつけ、さらなる魅力の向上を図るとさ
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れておりますが、例えばどんなことをやろうと

しているのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  施政方針に関するお尋ねでございます。 

  書いてあることは、そのとおりでありますけ

れども、今、様々な団体との連携というのは、

今後の発展においては重要なのではないかとい

うことが、だんだん世間一般的に広がっている

といいますか、その重要性が認識されていると

いいますか、１つの団体だけで何か頑張って取

り組むというよりは、やっぱり小さい力ではあ

るけれども、いろんな団体が例えばコラボした

りして相乗効果を産んで、観光資源の磨き上げ

であるとか、入込み客数の増加を図っていくと

いう流れがあるのではないかと思いますけれど

も、もし必要であれば、詳細については担当課

長から答弁させていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  ほぼ市長がおっしゃったとおりでございます

けれども、特に今年度は、３年間開催できなか

ったワインフェスティバルもそうですし、そう

いった南陽の食、ワインもありますし日本酒、

ラーメン、フルーツ等ございますので、やはり

赤湯温泉に泊まっていただいて、そしておいし

いものを食べていただいて、そして今度お土産

に買っていただくとか、また南陽市に訪れてい

ただくとか、観光スポットだけでなくて、いろ

んなところとコラボしながら、そしてＰＲしな

がら、南陽市の魅力を発信していきたいという

ふうに考えております。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  何か今聞くと、今までと同

じかなという感じのところしか聞こえなかった

んですが、例えばこんなことを、もうこれだけ

はやりたいとかというものがあったらと思った

んですが、それはまだないということですね。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  本来であれば、今いろいろ話

題になっておりますけれども、四季南陽さんの

ほうのいろんな取組があって、そちらのほうが

具体的な計画がもう少しはっきりしてくれば、

そちらのほうの四季南陽さんのほうといろんな

取組もできるのかなというふうには感じており

ました。 

  あと、たまたま今回の板垣議員のほうの次の

ほうの質問にもございますけれども、刀剣乱舞、

そしていろんな刀がございますので、今いろん

な刀のブームがあるようでございますので、こ

ういったものをきっかけに、南陽市にお越しい

ただけるような、例えば情報発信も含めて、も

っともっとしていかなければならないのかなと

いうふうに感じております。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  やはり情報発信、四季南陽

さんができてからも、それは必要なことだと思

います。 

  ただ、先ほども申しましたとおり、南陽市に

観光なり遊びに来てくれた方たちが、ほかでお

土産を買う。それは、南陽市民にとって非常に

残念で悔しいんですね。悔しいんです、本当に。 

  だから、そこのところをこれから市としても

っともっといろいろ考えていただきたいなと思

ったところでした。先ほどの「まちのアルバム」

を受賞された方々の品物、これをどこで売るの

か、どこで買えるのか、それは市民も観光客も

一緒だと思います。そこがまだまだ足りないん

じゃないかと。 

  本当に情報発信して、観光に来ていただく、

それから、施設がどんどん注目されてきて、熊

野大社でも、いろんなところが観光客が増えて

いる。でも、その方たちがどこか１か所で買う
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ところがあればまた違うと、私は思うんです。 

  南陽市、今、ラーメンですごい盛り上がって、

市長が盛り上げていただきました。これは、ラ

ーメンという完結されたものを、出来上がった

ものを発信していくということで、すごいそれ

は成功だったと思います。南陽市イコールラー

メンみたいな形で。 

  でも、これからやはり求められているのは、

この６次産業で一生懸命やってくださった方、

また、産直で出していただいているようなおか

ひじき的なものなんかも、ほかの市町村から見

れば、南陽市にしかないものがたくさんあるわ

けです。それをどこで買えるのか、どこで売れ

るのか。 

  生産している人たちも、そこで皆さん悩んで

いるはずなんです。そこのところをしっかり考

えていただいて、物産館的な、本来ならば道の

駅という名前で出せれば一番いいんですが。 

  というのは、今、道の駅がすごいにぎわって

おります。高畠は物産館もにぎわっているし、

道の駅もにぎわっている。上山の方に行くと物

産館です。また別な施設を造ろうとしておりま

す。 

  そういうことを考えると、南陽市だけが物産

を売るところがないんですね。 

  そう考えると、いっぱい観光客が来ていただ

いているにもかかわらず、買っていく場所がな

い。これは本当に残念なことだと思います。 

  私たち、県大会したときに、市長にも来てい

ただきました。シェルターなんようで山形県婦

人連盟の県大会をさせていただきました。あれ

だけの人数しか、このたびはコロナ禍というこ

とで来ていただけませんでした。 

  それでも、物産販売やっていただきました。

かなり売れました。南陽市に来た方たちは、せ

っかく南陽市に来たんだから南陽市でないと買

えないものをたくさん買っていこうということ

で、皆さん買っていただきました。その思いは

強いんだと思います。 

  市長にお伺いしますが、赤湯温泉のおかめ会

の方たちと毎年お話合いをしているときに、物

産館的な、そういう、お土産のまとめて買える

場所が欲しいという要望が出されたことがある

と思いますが、そのときのお答えも、先ほどの

ようなお答えだったのか、ちょっとお伺いした

いと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ちょっとその質問が出ていたかどうか、

記憶に定かではないんですけれども、私、いつ

もどの場所においても、申し上げることは同じ

だというふうに認識しております。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  おかみさんたちが言うのは、

市長にお願いはしてあります。でも、なかなか

行政でそういうものをつくるのはリスクが多過

ぎる、そういうお話をいただきます。 

  でも、私たちは、お客さんに帰り際に、南陽

の物産どこで求めたらいいですかと聞かれるん

だそうです。多分、おかみさんには聞きやすい

から、皆さん聞くと思うんですよ。でも、その

おかみさんたちが、いや、南陽市でまとめて買

えるところはないんですよ、個々のお店に回っ

ていただくか、あと、どうしても皆さん買って

いかれるときは、高畠なり上山、山形なり回っ

て行かれたらどうでしょうかねというしか言え

ないんだそうです。そうなんですよ。 

  結局、各お店の、例えば、これ、南陽市観光

推進会議の一番新しいパンフレットです。ここ

の中に、各商店とか物産のところとか、いろい

ろ載っております。そして、最後に書いてある

のが、例えば南陽市のモデルコースと書いてあ

ります。宿泊プランとして、１日目、龍上海さ

んから始まって熊野大社、ゆーなびからころ館、

それからお泊まりになって、雲海を見て観光ブ

ドウ園に行ってブドウ食べましょう、夕鶴の里
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へ行ってお話聞きましょう。そこまでなんです。 

  本来だったら、ここに南陽の物産を買える、

最後にお土産を買う物産館的なところを御案内

して、南陽を楽しんで帰ってくださいというふ

うなものだと思うんです。 

  そこを、旅館のおかみさんたちも、いろんな

場所があります、御案内しますよって、宿泊し

て楽しんでください、お土産はここで買ってく

ださい、そういうところがない。それは本当に

非常に残念なことだと言っておりました。 

  ６次産業の方たちにも、市長は、これからの

市の農業６次産業化を牽引していただきたい、

この受賞した方たちにおっしゃっております。 

  でも、この方たちが、どこで売ったらいいの、

どこで買ってくれるの、私たち、お取り寄せし

ていただく方も多いかと思います。でも、時間

とガソリンをかけて、外に営業に行って売らな

きゃいけないというところもあるということで、

非常にそこは納得がいかないというふうなこと

も言っておりました。これは皆さんからの意見

です。そうしたこともあります。 

  本当に、ぜひ、この辺のところを一生懸命考

えていただきたいなと思います。 

  今まで、コロナでなかなか思い切って出られ

なかった方たちというのは、情報をすごい集め

ているようです。じゃ今度行ったらこうしよう、

ここでこれが買えるねって。だから、南陽市の

物産が受賞しているということも皆さん調べて

いるそうです。 

  こういう方たちが、本当に宿泊に来たとき、

動き始めたときに、まだ南陽にはそういうまと

めて買えるところがないんだと、それは非常に

南陽の観光にとってマイナスだと私は思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  まず、旅館のおかみさん方がお土産品

をお客さんに勧める場合に、他市町村の物産館

を進めるのではなくて、まず自分の旅館で買っ

ていかれることをぜひ進めていただきたいとい

うことが一つ。 

  それから、旅館組合が運営しているゆーなび

からころ館をもし案内していないんだとすれば、

それはぜひ案内していただかないと、せっかく

あの施設が準備されているのに生かされないと

こういうことで、非常にもったいないなという

ふうに思います。 

  さらにもう一つ、赤湯駅に駅の駅ということ

で南陽市の物産が多数置いてございます。ぜひ、

そのあたりも御案内いただきたいという、この

３点なんですが、基本的に６次産業化、生産し

て、製造して、販売するというところまでで６

次産業化、その販売についても、６次産業化を

されている方が、いかに販売するかというとこ

ろまで含めて６次産業化ですので、そこについ

ては、様々な事業者の皆さんが、個別に、基本

的には、その事業者の方でやっていただくのが

基本の姿だというふうに思っています。 

  しかしながら、例えば、南陽市には、様々な

小売店舗もございますので、そういったところ

との連携とか、あるいは事業者間の連携といっ

たことがもしございましたら、南陽市としては、

できる限りの応援をしてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  今、市長のほうから、自分

の旅館で売っているものを買ってもらい、また、

からころ館を紹介してほしい。 

  それは、私たちも経験しています。 

  小さい旅館で、売店どのぐらいの数のものを

そろえられるか、いろんな旅館ありますが、お

土産を全然置いていない旅館も幾つもあります。

置いてあるところもあります。 

  でも、置いてあるところは、本当に、申し訳

ないんですが、ある程度どこでも買えるような

物産です。 
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  駅の駅、ここは最近いろんな形で頑張ってい

ただいているので、少し魅力が出てきたと思い

ますが、ただあそこは、電車を利用する人たち

が中心であって、バスで観光に来る人たちとか

ではないと思います。 

  そして、６次産業が売るところまで、いかに

販売するか、事業者の力量だって。これは限界

があると思います。大きな会社が６次産業やっ

ていて、そこまでやる力があればいいです。で

も、そこまでのことを考えたら、もう６次産業

なんて中途半端にやっていられないねというふ

うに、やらないほうがいいのかなというふうに

思う方も、いらっしゃるんじゃないかと私は思

います。 

  これは、ちょっと違うと思います。 

  小売店舗を回って紹介してもらってというの

も、観光に来た方たちがここに行って、そこか

ら帰るんだけれども、そこから何か所回るとい

うような時間的余裕もない。そこで楽しみにな

っているのを諦めて帰られる方もいらっしゃる

と思う。 

  私たち女性は、どこか観光とか研修に行った

とします。いや、ちょっと予定になかったけれ

ども、あの物産館に回ってみない、買物したい

からと、すぐ声が上がります。 

  というのは、何回も行っている物産館なんで

す。またそこに行くのかと、運転手さんは言い

ます。でも、帰ってくるお母様たちの手を見る

と、また両手に持って帰ってくるんです。また

買ってきたのかと。すると運転手さんが、いや

もう、じゃしようがない、下に入れますかとか

と、いろいろ気を遣ってくれたり、荷物落ちな

いように気をつけてくださいねとか。 

  もう本当にそれが１か所だけでなくて、やっ

ぱりあそこに回りたかったね、ここにせっかく

来たんだから、そういう言葉が常に出るんです。 

  だから、また買ってきたのかと言われながら

も、せっかくそこに行ったんだから、そこでし

か買えないものを買って、近所にも配りたいと

か、娘に上げたいとか、いっぱいあるんですよ、

そういう思い。そんなこともあります。 

  やはり熊野大社なり、夕鶴の里なり、いろん

なところを発信して、十分一山もそうです。本

当に雪の十分一山も宣伝していただいたり、テ

レビでもいろんな状況の。今、南陽市すごいで

すよね、ＢＳで、市長も映っていましたが、１

時間番組。この間、民放でも１時間番組、南陽

市。ああ、すごいね、行ってみたいね。ああ、

こういうものあるんだったら食べてみたい、買

ってみたい、そういうものがたくさんありまし

た。 

  でも、ある方に聞くと、なかなか東北自動車

道で観光に来る、こういうところに行ってみた

い、そう思っても、時間の限られた方は、じゃ、

あそこ１か所だけ行って物産館行こうか、そう

いうことを考えたとき、物産館ないんだ、じゃ、

あそこはまたいずれとかと考える方もいらっし

ゃるんだそうです。 

  そういう発想、私はちょっと持っていなかっ

たんですが、ある方に言われました。そういう

物産館的なところがあるのとないのでは、高速

から下りて回ろうかという気持ちにならない方

もいる。ああ、そうなんだと、本当につくづく

考えました。 

  その辺のことで、もう本当に、市長には頑張

っていただければ、いただかなければ、南陽の

観光はちょっとというところかなと、私はちょ

っと今感じているところです。 

  愛菜館、南陽の物産がある程度置かれて、商

品の販売も行っております、いろんな方たちが

持って、南陽市だけではないんですが、あそこ

すごい人気があります。 

  私は、市民の方が好きで通っているのかなと

思ったんですね。物産展、ラ・フランスとかそ

ういうときは、もう本当に人が朝早くから並ん

で、一番いいもの欲しいねみたいな感じで並ん
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でいらっしゃって、びっくりするほど人が多く

集まっています。 

  そして、これは、観光のほうの方がデータを

取ったんだそうです。南陽市の観光客が多い月

は、愛菜館の売上げも上がっていると。それが

データ的にきちんと出ていると。だから、熊野

大社とかそういうのは、時期的なあれがありま

すが、全体的な観光客を見たときに、愛菜館の

売上げが、それに比例して売上げがアップして

いる。 

  ということは、観光客の方たちも、分かって

いる方たちは回っているんだそうです。私たち

市民だけでなく、南陽に行ったらあそこで買っ

てこようね、だけれども、物産館というまでの

量はないわけですね。ただ、愛菜館を経営して

いる農協さんも、これ環境的な観点からも、ガ

ソリンかけてよそに持っていくんじゃなくて、

地元の農産物を地元で買っていただけるような

施策を拡大していきたいという思いは持ってい

らっしゃるようなですね。 

  だから、いろんな方たちと、先ほど、つなが

って一緒に協力してやっていくということで、

それは当たり前だと思います。 

  ただ、そこで行政が、そこにリスクがあるか

らということで、ほかから協力してくれと言わ

れたり、つくるから協力してくれたりと言った

ら協力しますよという、ちょっと弱腰ではなか

なか難しいのかなと思いますので、ぜひ、市長

のほうから、いろんな団体とか、周りの方たち

に、そういう情報を得て、できれば、本当は道

の駅という形でつくれればいいんですが、つく

れなかったら、せめてこの６次産業を頑張って

いる人たち、また、ほかにも頑張っていらっし

ゃる業者の方たちもいます。そういうことをし

っかりと捉えて進んでいただきたいと思うんで

す。 

  ちょっと長井の道の駅に行った方が、いや、

あそこに行って感動して帰ってきました。何で。

何でが多過ぎるかもしれませんが、何で。普通

のどこでも買えるお土産は、山形県内のお土産

は脇にちょっとあるだけで、全てのところが長

井市のお菓子屋さんだったり物産だったり、い

ろんなところのが全部集まっているんですよと。

いや、これも欲しいね、これも欲しいねと、も

う目移りするほどに感動しましたよと言うんで

すよ。 

  そういう場所がぜひ南陽市にもあるべきだし、

今だと思うんですね、つくらなきゃいけないの

は。今これからコロナ禍が落ち着きまして、皆

さんは騒ぎ始める。そういうところで、ぜひ、

考えていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  その物産館的なものは、いいところは

いいんですけれども、悪いところのほうが多い

んですよね、経営が、現実的には。持ち出しに

なって、どうしてもその分の財政支出をその施

設に割かなければいけないというところのほう

が多いのが現実です。そういったことも踏まえ

て、いろんなことを市民の皆さんと一緒に考え

ていければというふうに思います。 

  先ほど議員がおっしゃった愛菜館さんについ

ては、非常に南陽市の中でも、直接生産者と、

それから消費者が顔を合わせられる施設という

ことで、大変人気があるというふうに私も認識

しております。 

  この間、農協さんとの懇談会の中でも、愛菜

館さんについては、ぜひ、さらなる販売力の強

化ができないかといった話題も投げかけさせて

いただいたところです。 

  そういった民間の皆さんとの連携の中で、南

陽市の販売力の強化を目指していければという

ふうに考えております。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  ぜひ、一歩でも二歩でも進
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めていくために、いろんな方たちの意見を聞い

たり、また、農協さん側の拡大していきたい、

そういう農産物を販売するために、環境的にも

ガソリンをかけて外に出すんじゃなくて、地元

に来ていただいた方に買っていただけるような

場所がもっと必要じゃないかという思いがある

ようなところとか、いろんな方策があると思い

ます。 

  だから、行政でやるのはリスクが多過ぎます、

協力してくれというところがあったら協力しま

すと、そういうんじゃなくて、こちらから、こ

れから観光客をどんどん呼び込むため、また、

南陽市のすばらしいところを見ていただくため

に、進めていただきたいと思います。 

  そこのところ、覚悟と言ったらおかしいんで

すが、ぜひ進めていただきたいと思います。 

  最後にもう一言、よろしくお願いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  先ほど答弁申し上げたとおりでござい

ます。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  残念ですが、非常にいろん

な方たちがいろんな思いを持って、今日は質問

させていただきます。 

  私たち、私だけの思いじゃなくて質問させて

いただいております。その辺ぜひよろしくお願

いしたいと思います。 

  それから、それでは２番目のところに。水心

子正秀さんのことですが、これ、やはりアニメ

とかゲームなので、私も知りませんでした。若

い方たちから言われたんです。南陽市、どうし

て水心子正秀さんのことをもっとアピールしな

いんですか。郷土の偉人のところに書いてあっ

て、烏帽子山八幡宮に顕彰碑があるというのは、

知っていたんですが、そこまで若い人たちが興

味を持っているとは思いませんでした。 

  確かに刀剣ブームのときは、いろんなところ

で展覧会とかいろんなことありましたが、そこ

が水心子正秀さんとつながっていたということ

は、あまり考えたことがなかったんです。 

  郷土の偉人のところにも、平成23年の市報に

掲載された文章が載っておりますが、若い人た

ちが、正秀さんの偉いところはですねと語るわ

けですよ。 

  そして、自分の知識を皆さんにも分かっても

らいたいということで広めたんですよと、自分

だけのものにしなかったんです。若い人たちが

そういうことを私に切々と言ってくるんです。 

  いや、これは、市長がラーメンでアニメのと

ころとコラボして広めていくような感じで、も

っともっと外部に発信しなければいけないこと

ではないかと思ったわけです。 

  ４月には、烏帽子山八幡宮のところで桜まつ

りもあります。そういうところへのアピールは、

間に合うか間に合わないか分かりませんが、多

分若い人たちは、この市長の答弁をまた発信す

ると思います。ぜひ赤湯に来てくださいと、烏

帽子山の桜を見ながら、はい、あそこの顕彰碑

を見てください。ここに水心子正秀さんの碑が

あります。それだけでも若い人たちは、来たく

くなると思います。 

  今までの観光客の中にも、１割程度の方は、

あの水心子さんの碑がここにあるんですかとび

っくりされるそうです。それがこれからもっと

もっと増えることを私は願っておりますので、

そこは市長と観光課、観光協会一体となって頑

張っていただければ、まだまだいいところにな

ると思いますので、頑張っていただきたいと、

これは要望としておきます。 

  それから、福祉のほうのことですが、実は私

も、これを何年か前に、「「親なき後」をみん

なで支える」という本を頂きました。これは、

知的障害のある方の高齢化を考えるということ

で、全国手をつなぐ育成会連合会のお母様たち、

お父様たちが冊子にしたものなんです。 
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  その中で読ませていただくと、本当にこれか

ら大事なことだなということで、いろいろ読ま

せていただいたところが、先ほどの福祉計画の

中に、令和５年度末まで、市町村でやらなきゃ

いけないということで進められたということを

聞いて、よかったなと思います。 

  本当にこれは、私が読んだ本は知的障害のあ

る方のみですが、いろんな障害を持った方たち

が、親が亡くなった後では遅い、その前にいろ

んなことを考えておかなければならない。親が

亡くなった後、兄弟にそれを託すのは無理だと

思うんですね。 

  今、南陽市にはいろんな既存の施設があって

非常にいい状態ではあるということをお聞きし

ましたが、それを今、家庭内で親が見ておられ

る方、また施設に通っていられる方、そういう

方たちが、どんどんと高齢化したときに、なっ

てからでは駄目なところをしっかりと支えてい

ただくためには、本当に必要なことだと思いま

す。 

  先ほどの話では、面的整備という部分で南陽

市がやられているということで、地域生活支援

拠点という場所ではなくて、面的整備というと

ころで始められるということをお聞きしました。 

  いずれはどういう形になるのか分かりません

が、これは、本当に徐々にいろんなことをやっ

ていかないと、本当に親が年取って、いよいよ

なったところでは駄目だと思いますので、コー

ディネートをしてくださる方たちを育てていた

だくとか、そういうことが本当に必要だと思い

ますが、今後、これから先、どういう形でもっ

と進めていくのか、お考えがあれば聞かせてい

ただきたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  尾形福祉課長。 

○福祉課長  それでは、お答えしたいと思いま

す。 

  議員おっしゃるとおり、これは将来に向けて

非常に大事なことだと思います。当事者からす

れば、非常に切実な問題というふうに私どもも

捉えております。 

  今回の事業に当たりましては、先ほど市長答

弁にありましたとおり、南陽市におきましては、

社会資源のほうに恵まれているというふうなこ

とで、様々な事業所がそれぞれ専門性を持って、

地域の中で仕事のほうをしていただいていると

いうふうな面がありますので、それぞれの機能

をまずしっかりと優先させていただきながら、

ともに横のつながりを持って、それを面的とい

うふうに申し上げておりますけれども、互いに

連携しながら、これから進めていきたいと思っ

ております。 

  ５つの機能のうちのまず相談と緊急時の受入

れ対応というふうなところをまず優先的にやら

せていただいて、今後につきましては、まだま

だ足りない部分を拡充していったり、またお互

いに協議を進めていくというふうな方向で考え

ております。 

  以上です。 

○板垣致江子議員  これで質問を終わらせてい

ただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長  以上で13番板垣致江子議員の一般質問

は終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ただいま一般質問中でありますが、本日はこ

れまでとし、日程に従い、明日に引き続き行い

たいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  本日はこれにて散会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午後 ２時５６分  散  会 



 
 
 
 

 
令和５年３月１０日（金曜日） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ５ 年 ３ 月 １ ０ 日 （ 金 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第３号 

令和５年３月１０日（金）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 

 

   散   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第３号に同じ 
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開      議 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は全員でありま

す。よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第３号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

○議長  日程第１ 一般質問であります。 

  昨日に引き続き一般質問を始めます。 

─────────────────── 

山 口 正 雄 議員 質 問 

○議長  最初に、８番山口正雄議員。 

〔８番 山口正雄議員 登壇〕 

○山口正雄議員  おはようございます。 

  ８番、政風会、山口正雄です。 

  早速、先に通告しております中学校部活動の

地域移行について質問させていただきます。 

  厚生労働省は２月28日、昨年の速報値の出生

数は、過去最低だった前年より、さらに5.1％

ほど少なく、初めて80万人割れとなったことを

発表しました。 

  私どもが日常生活をしていくために必要な各

種サービスは、一定の人口規模の上に成り立っ

ています。その人口が日本の至るところで減少

を早め、生産年齢人口の減少、経済規模の縮小、

社会保障の持続性の懸念や過疎化によるコミュ

ニティ機能の低下などが進み、様々な影響をも

たらし始めております。 

  本市の人口も昨年10月に３万人を切りました。

そのような中で、この４月から中学校休日部活

動の地域移行が始まろうとしております。 

  中学校の部活動は、昭和22年の学習指導要領

において選択科目の自由研究に位置づけられ、

学年の区別を離れた児童生徒のクラブ活動が初

めて教育課程の中に示されました。以来、様々

な変遷をたどり、今日まで継続してまいりまし

た。 

  体力の向上をはじめ、多様な学びの場として

教育的意義が大きく、豊かな人間性を育む基礎

になると同時に、我が国のスポーツ振興を大き

く支える礎としても大きな役割を担ってまいり

ました。 

  令和３年３月定例会で、市内３中学校合計の

生徒数、教員数、部活動数を10年前との比較で

お聞きいたしました。生徒数、教員数が大きく

減少する中で、部活動種目及び男女合計の部活

動数は増加しているということでありました。 

  このような状況から、各クラブ在籍の部員数

が減少し、チーム編成はできても十分な練習が

できない部、チーム編成が難しく他校との合同

チームとして活動せざるを得ない部、また、入

部する生徒がおらず、部の存続が危ぶまれる部

もあるとお聞きします。 

  また、中学校部活動につながる本市のスポー

ツ少年団でも、各地区の部員数が少なくなり、

ある部では市内一本化を模索されているという

話もあるようであります。 

  一方、部活動の指導を担う顧問の教員は、競

技経験のない部活を担当する場合も多くあり、

そのため、外部指導者をお願いしたり、各校１

名ずつ引率可能な部活動指導員が配置されてお

りますが、教員の負担軽減になっているとはい

え、休みがとれず長時間労働を強いられている

現状だと思います。 

  日本の社会では週休２日制が当たり前で、週

休３日制を実施している企業も増加しておりま
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す。この当たり前の働き方が、教員には適用し

にくい状況となっているということだと思いま

す。 

  このように、少子化による生徒数の減少、教

員の働き方改革を背景に、文部科学省は2020年

に学校の働き方改革を踏まえた部活動改革を発

表し、段階的に学校から地域に移行する案が提

示されました。それを受け、スポーツ庁は2022

年６月、運動部活動の地域移行に関する検討会

議提言を公表し、国による部活動改革が始まり

ました。 

  文化庁とスポーツ庁は当初、休日の部活動の

地域移行を2023年度から2025年度までの３年間

で達成する目標を掲げましたが、指導者不足な

どのため早期の達成が困難な地域に配慮する形

で、地域の実情に応じ、できるところから取組

を進めていくことが望ましいとガイドラインを

見直しました。 

  本市においても、受皿となる団体や指導者の

確保が難しい状況にある中での地域移行である

ため、教育委員会としても難しい課題を推し進

めていかなければならないわけでありますが、

どのような考えで取り組んでいこうとしている

かなどについて、生徒、保護者、地域の皆様の

理解もまだ深まっていない状況だと思います。 

  今日の質問で教育委員会の考え方や進めてい

く上での課題なども含め、多少なりとも理解を

深めていただくことになれば幸いでありますし、

できるだけ早く生徒や保護者の皆さんが安心し

て自主的に取り組んでいけるような地域移行に

していただければという思いで、次の項目につ

いてお伺いいたします。 

  １、地域移行を進める上での基本的な考え方

を伺います。 

  （１）中学校単位か、あるいは３校合同での

地域移行にするのか。また、運動部、文化部全

てを対象とするのか。 

  （２）部活動種目を現状のまま移行するのか。 

  （３）地域移行を進める主体はどこか。 

  ２、地域移行を進める上での課題と対応につ

いて伺います。 

  ３、地域移行を具体的にどのように取り組ん

でいくのかお伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ８番山口正雄議員の中学校部活動の地域移行

についての御質問は、教育分野における御質問

のため、教育長より答弁いたさせますので御了

承願います。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  長濱教育長。 

○教育長  おはようございます。 

  ８番山口正雄議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  初めに、部活動の地域移行を進める上での基

本的な考え方についてでございますが、何より

生徒の将来にわたりスポーツ、文化芸術活動に

継続して親しむ機会を確保し、より一層望まし

い成長を保障することが重要であると考えてお

ります。 

  そこで、休日の部活動の在り方につきまして、

令和５年度より段階的に見直すことといたしま

した。国や県のガイドラインや方針に基づき、

生徒が休日の過ごし方を自由に選択できる環境

を整備するとともに、選択肢の一つとして、地

域スポーツ、文化芸術活動の場を確保するべく

取組を推進してまいりたいと考えております。 

  この取組は、部活動種目等を現状のまま移行

するというものではなく、運動部、文化部の区

別もなく、全ての活動を対象としており、生徒

にできる限り多様な選択肢を提供することで、

休日の豊かな体験機会を増やしていくことを目
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指しております。 

  なお、現在、各中学校に設置している部活動

と同じスポーツ、文化芸術活動に休日も引き続

き取り組みたいと希望する生徒のために、各中

学校、各部活動単位で実態を整理しながら、学

校と地域が協働・融合した形での持続可能で多

様な環境整備を進めてまいりたいと考えており

ます。 

  中学校単位であったり、３校合同であったり

の枠組みにつきましては、各中学校及び関係す

る団体等の実情に応じて柔軟に対応できるよう

検討、協議してまいります。 

  次に、部活動の地域移行を進める主体につい

てでございますが、教育委員会が中心となって

取り組んでまいりますが、市当局や関係する団

体等とも緊密に連携、協議し推進してまいりま

す。 

  次に、部活動の地域移行を進める上での課題

と対応についてでございますが、本市における

課題を現在あらゆる視点から検討するとともに

整理しているところでございます。指導者や練

習場所の確保等の諸課題に対しましては、競技

種目や団体等によって実情が異なるため、個々

に関係する方々と丁寧に議論を進めていく必要

があると考えております。 

  その中でも、現在最も課題と感じていること

は、生徒が部活動や豊かな休日の体験機会を含

めて、より意欲的に中学校生活を送るために、

心配や不安などをできる限り解消していくこと

でございます。そのために、生徒や保護者、関

係する団体等々の方々に早く正確に丁寧に情報

提供を行う必要がございます。令和５年度に向

けまして、できるだけ早い段階で教育委員会と

しての方針をお伝えすることができるよう、今、

準備を進めているところでございます。 

  次に、具体的な部活動の地域移行の取組につ

いてでございますが、令和５年度より３年間を

取組推進期間とし、年度ごとに幾つかのモデル

種目等を設定するなどして研究を深めていきた

いと考えております。 

  そして、中学校と関係する団体等との間で合

意形成が図られるなど体制が整った競技種目等、

できるところから地域で生徒の休日の活動を展

開してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  どうも御答弁ありがとうござ

います。 

  この中学校部活動の地域移行は、教育委員会

としても今までなかったことで、初めての経験

だというふうなことも昨日ありました。そんな

ことで、要するにこれからコーディネーターの

方が入っていただいて、様々な事柄について準

備委員会で決定されていくんだろうなというふ

うなものばかりだと思います。 

  そういう意味では、今日この場で明確に教育

委員会としての考え方というものが出るものと

出ないものと様々おありかと思いますが、今答

弁ありましたように、地域移行を主導する教育

委員会としての考え方や方向づけ、その辺につ

いて示していただけたらなと、そんなふうな思

いで今日は具体的な点を質問させていただいて

いきたいと思うんですが、ただ、昨日、島津議

員に託されたような感じもございますので、そ

れからまず最初にお聞きしたいんですが、昨日、

要するに部活動の意義ということについて教育

長は、人間形成に大きな役割を果たす意義のあ

るものだというふうに答弁をなされました。 

  この意義のある部活動が徐々に学校から地域

に移行されようとしている。この意義をできる

だけ損なわないような形で地域移行ができるの

かどうか、その辺についてお聞きしたいと思い

ます。 

○議長  答弁を求めます。 

  長濱教育長。 
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○教育長  それでは、ただいまの御質問にお答

えを申し上げます。 

  昨日も申し上げたとおりでございますが、や

はりこれまでの部活動は大変意義があり、成果

もあったというふうに捉えておりますし、皆様

もそういう認識でいらっしゃるのかというふう

に思っています。 

  しかしながら、現在の部活動が、先ほど冒頭、

壇上で山口議員がお話しされたとおり、少子化

によりましてなかなか希望どおりの種目を選ぶ

ことができない、あるいは指導者に関わっても

専門でない教員が担当せざるを得ないというよ

うなことで、様々な課題や弊害が出てきている

というようなことも現状でございます。 

  したがいまして、部活動の意義そのものが維

持、さらには発展できるよう、目的は同じにし

ながら手段を変えて部活動を持続可能なものに

していくということが今回の大きな狙いである

のかなというふうに捉えているところでござい

ます。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  分かりました。ありがとうご

ざいます。 

  生徒たちにとってマイナスにならないような

観点で、この地域移行というものをぜひ進めて

いただければと思います。 

  それから、質問に入る前になんですが、２月

の初め、教育委員会としてアンケートを取られ

ました。それはこれから部活動を選ぶ際には任

意になると。その段階で学校の部活動をこれか

らも引き続き、平日ですね、放課後、やってい

くのかどうか。あるいは別なほうに、自分の好

きなほうにやっていくのかどうかという質問が

ありました。 

  もう１つは、地域移行化が進んだときに、引

き続き部活動を地域の中で同じ種目をやってい

くのか。あるいはそれと違った形でやっていく

のかという質問がございました。この辺につい

て、今の中学校１年生、２年生、あるいは今年

入学される方々のアンケートの結果について、

大まかなところを、結果を教えていただきたい

と思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  準備委員会の中で、子供たち、保護者の考え

の現状を把握する必要があるという意見をいた

だきまして、本年２月、小学校５、６年生、中

学校１、２年生とその保護者を対象としたアン

ケートを実施したところでございます。 

  大きく２つの設問をしております。ただいま

議員から御指摘ありました、１つ目は任意加入

となった場合の放課後の過ごし方、２つ目は休

日の過ごし方についてでございます。 

  １つ目の、部活動が自分の意思で加入するか

しないかを決めることができる活動、つまり任

意加入とした場合、放課後の時間をどのように

過ごしたいかという設問に対しまして、おおよ

そ６割の児童生徒が、それぞれの部に所属し活

動することを望んでいるということが分かりま

した。同じ割合で保護者の期待も一致している

ところでございます。 

  一方で、残りの４割のうち２割前後の児童生

徒が、放課後の時間を自分の趣味や習い事、自

分の好きなことに取り組むために使いたいと考

えており、また、残りの２割の児童生徒が、学

校以外のスポーツクラブや文化芸術活動に取り

組んだり学習の時間に当てたりしたいと考えて

いることも分かりました。こちらも保護者の回

答と同様の傾向にございます。 

  大きな２点目の休日の過ごし方について、休

日の部活動の地域移行が進んだ場合、休日をど

のように過ごしたいかという問いには、小学生

は平日とほぼ同様の割合でございます。中学生

については、部活動と同じ種目や文化活動に取



－108－ 

り組むと回答した生徒が約半数、５割ほど。平

日の問いよりも１割ほど減少し、自分の好きな

ことに取り組んだり部活動とは違う多様な種目、

文化活動に取り組んだりしたいという回答が増

えています。これまでの実体験を踏まえて、休

日の過ごし方を多様に選択したいという思いが

感じられます。保護者の回答では、家族と過ご

す時間等を考慮しまして、その傾向がより顕著

であったなというふうに思っているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  今、ほとんどの方が部活動に

所属しておられる。外部のクラブチームに何人

か入っておられる方はもちろんあるわけですが、

全体としてほとんどの方が部活動に所属されて

いる。そういう現状からすると、４割の方が部

活動から離れるという結果に今の話だとなって

いる。そういうことからすると、ますます部活

動に所属する人が少なくなるということが傾向

として分かる。 

  そういう中で、今の部活動そのものが成り立

つのか成り立たないのか、個人競技は別として

も、団体競技の場合にどうなっていくんだろう

という非常に心配なものがあります。 

  そこで、先ほどの答弁の中では、要するに、

学校単位で成立する部活は単独で移行できるの

かなと。あるいは、そうでないところは合同に

というようなお話もございましたが、この数字

からみるとなかなかそれは難しくて、要するに

合同でなければ成り立っていかないんではない

かなと。そんな感じがするわけでありますが、

その辺、教育委員会としてはどのようにお考え

ですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  それでは、お答えいたします。 

  今の御心配いただくとおりのことを非常に私

も懸念しているところでございます。ただ、現

状でやはりどこの学校の何部を残すか、あるい

は３校合同にするかということは、まださらに

実態を調査しながら、生徒の声を聞きながら、

この３年間をかけながら確実な方向に進めてい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  分かりました。 

  そういう意味で、やはり生徒たちがやりたい

ものをやれなくなるんじゃなくて、やりたいも

のを、数は少ないけれどもやっていけるような

環境をぜひつくっていただけるような御努力を

お願いしたいなと思います。 

  それで、新たな課題という面で具体的にお伺

いしたいのですが、その前に１つ、この地域移

行した後の活動というのは学校の部活動という

位置づけなのか、あるいは地域スポーツとか地

域クラブというか、その位置づけがどうなって

いくのかについてお尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  休日に活動を希望する生徒は、学校の教育活

動とは別に位置づけられている地域スポーツ活

動や文化芸術活動として、地域のスポーツクラ

ブ等に加入して活動するということになります。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  そういうことは、結局は休日

の部活動は学校は関知しないということでよろ

しいんですね。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの質問にお答え申し

上げます。 

  市内に住む同じ生徒が活動するということで

ございますので、連携を取りながらというふう
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な形になろうかと考えているところです。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  そうすると、例えば平日は学

校教育の一環、土日とか休日は社会教育の一環

としての位置づけになるということでよろしい

ですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  そのように捉えているところ

でございます。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  それでは、具体的な点でお伺

いいたしますが、要するに、今、受皿がどうな

るのか、指導者の確保をどうするのかというこ

とが大きな課題だと思います。そういう中で、

今、スポーツ協会としてもその指導者確保のた

めに研修会等取り組んでおられるというような

ことをお聞きしているわけでありますが、例え

ば資格取得する、公認スポーツ指導者資格とい

うものを得るための研修というような理解でよ

ろしいんですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  お答えいたします。 

  スポーツ協会のほうでも様々指導者の育成と

いうようなことで取り組んでいただいていると

いうふうには伺っております。 

  御質問の意図に外れるかもしれませんけれど

も、これまでのやり方と来年度から全てが変わ

るというわけではございませんし、来年度、直

ちに土日の活動が学校から切り離されるのかと

いうような御心配もあろうかと思いますが、ま

だそこの段階までは行っておりませんし、やは

り指導者の確保が本当にできるのか、お願いで

きるのか。あと、そういった条件も整備される

のか。そういったところも含めながら検討して

まいりたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  そのとおりだと思います。要

するに、今すぐ移行できるという環境にもない

し、受皿もない。だから、やはり時間がかかる

ということは必要だと思います。 

  その中での今の、要するに受皿を確保するた

めの指導者資格を取るというか、そういう指導

者を育成するというのが今の研修会なんだろう

と思いますが、例えばそういうふうな、これか

らも、要するに受皿をつくるため、さらに進め

ていかなくてはいけないような状況があるので

はないかなと思います。そういう中で、その受

講される方のお金というのはやはり有料なんで

すかね。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  お答えいたします。 

  現状の中でも、スポーツ少年団の指導者の方

につきましても受講していただく、これは有料

であると。ですから、これから様々な資格とい

うものについては、やはり受講するための経費

が必要であるというふうには認識しております。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  お金がかかるという、であれ

ば市長、こういった中学校の部活動を地域移行

するために受皿となる指導者を養成しなくちゃ

いけない。これは必ずそうせざるを得ないわけ

ですね。そういうことが、要するに本人の負担

でということでなくて、例えばその辺の資格を

取るための予算というものは市で何とか確保で

きるような何か支援策というものはお考えです

か。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  現段階ではその支援策については考え

ておりませんが、基本的にこの部活動の地域移

行というのは、先ほど議員が壇上でおっしゃっ

たように、少子化、そして働き方改革が入り口
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になっているんですが、不思議なことになぜか

出口は部活動の地域移行という。一番大きな面

は、教員の働き方を改革して、教員志望者を増

やして、義務教育、公教育が将来にわたって維

持されるようにと、健やかな教育環境が維持さ

れるようにということのはずで、その趣旨で土

日は教員も生徒も休もうと、そのはずなんです

ね。と私は認識しています。 

  ですので、平日に行っているような部活動を

そのまま土日に行うということではないと。今

もガイドラインによって土日のいずれかは休む

ことになっている。それを土日の両方とも休み

にして、土日は生徒の主体的で自主的な活動に

当ててもらおうと。ただし、そのときに地域で

様々な受皿をできる限り準備して、多様な活動

ができるようにしようということだというふう

に認識しておりまして、議員御指摘のその指導

者の育成に要する経費について自治体で何らか

の予算措置を行うべきかどうかということは、

現在は先ほども申し上げましたとおり検討はし

ておりませんが、検討すべき事柄の一つではあ

ると認識しております。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  ぜひ、そういう段階に至りま

したら前向きな検討をよろしくお願いしたいと

思います。 

  それで、例えば今、指導者が不足している。

それを養成しなくてはいけない。そういう中で

先生、要するに教員の人が休日も指導してもい

いよというような方がどのくらいおられるのか。

あるいは今の部活動指導員、各１名ずつ配置さ

れておるわけですが、その方々のこれからの活

動というのはどういうふうに変わっていくのか。

その辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  先の調査の際に教職員の声も拾っているとこ

ろでございます。 

  休日の部活動移行に対して、９割の教員が肯

定的な回答をしているところでございます。ま

た、休日の部活動の指導者として関わりたいか

という問いにつきましては、約半数の教員が否

定的な回答をしております。また、分からない

と回答した教員も４割ほどおりました。 

  部活動の教育的意義を理解しつつも、働き方

改革推進という視点のはざまで逡巡している先

生方も多いんだなというふうに捉えているとこ

ろでございます。 

  部活動指導員の位置づけにつきましては、こ

ちらも働き方改革というものの視点で配置され

ている事業でございますので、その視点が継続

されるものと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  分かりました。 

  何かこれにだけ時間を取るとほかのものも聞

きたいところがありますので、別なものをやっ

ていきますが、この地域移行化になったときに、

市の運動部活動の在り方に関する方針、この中

には休養日１日、土日に関して。それから、夏

休みのときとか長期休業のときは連続した休養

日を取ると。それから、活動時間は３時間程度。

こういうことになっています。それから、定期

試験日前の３日間は活動を停止するということ

もあります。そして、こういうものが学校管理

下外のクラブ等での活動も上記基準内の活動と

するというような１項があります。この辺につ

いて、地域移行化したときに、この辺の関連は

どういうふうになっていくか、これはなくなる

ということでよろしいですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  直接所管するということができない

ケースもあるかと思いますけれども、そういっ
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た団体の方々と共通認識を図りながら、生徒自

身の負担にならないように配慮していく必要が

あるというふうに考えております。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  分かりました。 

  それから学校の、要するに場所の問題、練習

場所の問題についてなんですが、私は、学校施

設のものはやはり無償で使っていただくと。こ

れが原則なんじゃないかと思います。これにつ

いてはどうお考えですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  当然といいますか、やはり使うこと

が可能であれば、そういう御希望があれば、そ

こは無償で施設、設備を開放するというような

ことは当然だというふうに考えております。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  例えばですね、グラウンドと

か体育館とか、今も一般の人にも開放している

わけでございますが、例えば宮内中学校の場合

なんかは柔道場とか剣道場とか、剣道場はどう

かな、要するに体育館以外の部屋で活動する場

所もあるわけです。この場合は体育館までの使

用しか認めていないという状況があります。そ

のように体育館以外の部屋で活動しなくちゃい

けないという部があったときに、要するに休日

でも学校が鍵の管理とかというものが出てくる

と思いますが、その辺についての対応はどうな

るんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  ただいまの御質問にあったとおり、例えば休

日に限ってですけれども、体育館あるいは武道

場、そういったところを使う場合に、いわゆる

校舎のほうに自由に出入りができてしまうとい

う課題が確かにございます。そうしたことも含

めて、先ほど教育長答弁にあったとおり、その

辺も含めて、今後、協議、検討はなされていく

ものというふうに考えておりますけれども、明

確なお答えはできないかもしれませんが、現時

点の考えとしては、休日の活動であれば市民体

育館ですとか、あるいは武道場、あるいは学校

施設であれば独立して使うことができる施設と

いうものを優先的に使用するということを検討

していただければというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  分かりました。 

  それから、要するに保護者負担の問題につい

てお聞きしたいと思います。 

  当然地域移行化になれば学校の保険は適用に

ならないということだと思いますので、新たな

スポーツ安全保険の加入であったり、あるいは

指導者に対する報酬というのか指導料というの

か、がかかったり、あるいは練習試合の審判の

謝礼であったり、備品とか消耗品とかの負担が

どうなるかですが、そういったことが当然保護

者の方が負担しなければならないということに

なってくるのかなと思います。 

  そんな中で、例えば指導者報酬というものに

限定してお聞きしますが、これは保護者負担に

なるのか、あるいは公費である程度考えられる

ものがあるのか。その辺についてはどのように

お考えになっていますか。 

○議長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  休日、希望する生徒が活動したいために所属

するクラブ等につきましての運営に係る経費の

負担につきましては、ある程度受益者負担が発

生するということも想定されると思っていると

ころでございます。その中に保険でありますと

か指導者の報酬、道具などのことも含まれるの
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かなというふうに思っています。 

  御指摘の指導者の資格取得に係ることでござ

いますが、スポーツ協会のほうで公認指導者資

格取得に係る補助が準備されていまして、そち

らの対応は活用できるかというふうに思ってい

ます。ただ、これらの全ての保護者負担に係る

国や県からの直接的な補助があるかどうかとい

うことについても、まだ明確に示されていると

ころではございませんので、今後、調査研究し

てまいりたいというふうに考えています。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  私が心配するのは、指導者報

酬というのは保護者が負担するお金の中で一番

大きな割合を占めるのかなと、そんなふうに思

います。 

  そういう中で、保護者負担となった場合、例

えば部員数の少ない部、多い部、いろいろ様々

出てくると思います。要するに、少ない部、部

によって報酬が違うということではなくて、恐

らくこれは一本化になるんだろうなと、基準は

同じなんだろうなと思う前提でお伺いしますが、

少ない人数で運営している部と多い人数で運営

している部にとっては、１人当たりの保護者負

担は全然違ってくるということになるわけです。

そういうことになったときに家庭格差というの

が生まれてくる。そのために、スポーツ、ある

いは部活そのものを諦めてしまうというような

形になっては困ると。要するに家庭格差が生ま

れないような運営の仕方をしてもらわなければ

いけないのではないかと私は考えているんです

が、その辺についてはどうお考えでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  お答えいたします。 

  今、御質問あるいは御意見いただいた件につ

きましては、大変そういうことがないような配

慮を特段払っていく必要があるなというふうに

思っております。 

  ただ、現状で保護者負担をなくすための費用

が確保できるのかどうか、当然これは国の施策

として地域移行ということをうたわれておりま

すので、やはり国や県からの補助もあるのかな

と、大変困っていらっしゃる御家庭とか、そう

いった方には補助があるのかなというふうに思

いますけれども、現状ではまだそういったこと、

具体的なところは何も通知、連絡もございませ

んので、ここも今後課題として対応していきた

いなというふうに思っています。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  市長にお伺いしますが、これ

は福島日報の記事からとったものですが、会津

若松市の教育委員会は、段階的な地域移行期間

以降、地域移行で生じる追加的な費用を生徒に

負担させない方針を固めたと。合同練習会を担

う外部指導者への謝礼や会場使用料などを公費

で賄う。また、市教委は、追加で個人負担が生

じれば、生徒によって参加するかどうかの判断

が分かれかねないとし、従来どおり活動機会を

維持するということにしたということが載って

おります。 

  ただし、これは100％公費で持つというふう

なことの考え方なんですが、やはりどのくらい

の予算が必要なのか、あるいは恒久的にその財

源がどのくらい準備できるのかという問題も当

然ここにははらんでいると思います。 

  そういう中で、100％ではなくとも、先ほど

受益者負担ということもありましたが、幾ばく

かの予算というものは、今後、移行化する段階

で市としての予算化、あるいは支援という意味

で、その辺の考えはどういうふうに考えていら

っしゃるかお聞きしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  現在この部活動の地域移行に関しまし

ては、国においては、できる限り保護者の負担

が生じないように努めると。あるいは、生じな
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いようにというか、大きくならないようにとい

う趣旨で話されていると思いますけれども、そ

この中には、裏を返せば一定の負担は生じてし

まうということなんだというふうに思います。 

  そういうふうな言葉の裏には、当然ながら全

国の自治体で発生する新たな財政負担に対して

は何らかの国の方向性が示されてしかるべきだ

というふうに思っています。 

  これは、例えば医療費の補助の問題であった

り、給食費の補助の問題であったり、それと同

じように、このままいくと1,741の地方自治体

において格差が生じかねない問題になりますの

で、ぜひ国においては全国一律で、できる限り

そういった格差のないような財政措置を講じら

れるようにしていただきたいというふうに願っ

ております。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  まさにそのとおりだと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  それから、例えば合同で地域移行されるとい

う場合には、恐らく練習会場というのは３校持

ち回りでやるとか、そういったことが毎週生じ

ることになるんだろうと思います。そういう場

合の移動の問題ですね。 

  移動の問題について、例えば学習指導要領の

例題の中にも、保護者が自分の子供以外の児童

生徒を輸送中、事故を起こすと運転者の責任に

なるというふうに明示されています。そういう

ものを考えたときに、例えばスクールバスを、

要するに宮内から赤湯まで行く、あるいは沖郷

まで行くとか、そういう場合のスクールバスを

運行するということについてはどのようにお考

えでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、ただいまの御質問にお

答えいたします。 

  ３校合同のチームのボリューム感というのも

今現在では分からないわけですが、当然平日の

部活動ということだと思いますので、その内容

につきましても、今後、協議、検討の中で当然

議論されるべきものとは思いますけれども、通

常の部活動を行うに当たっては、可能な限り不

都合等が生じないということを念頭にスクール

バスの運行についても検討すべきというふうに

考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  平日ではなくて休日の部活動

というもので移動しなくてはいけないという場

合のスクールバスの運行ということです。 

○議長  鈴木管理課長。 

○管理課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  休日ということになりますと、先ほどお答え

申し上げましたとおり、学校の部活動としての

位置づけになるのかどうかということもあるか

と思いますので、その辺については今後の検討

課題ということかと思っております。 

  以上でございます。 

○議長  ８番山口正雄議員。 

○山口正雄議員  これも鶴岡市の教育委員会で

は、例えば３年間に限ってスクールバスの運行

できるどうかを検討したいというようなことを

言っているんですね、教育委員会は。ですから、

そういうこともぜひ前向きに検討していただけ

ればと思います。 

  それから、もっと聞きたいこといっぱいあっ

たんですが、時間がなくなってきました。 

  例えば指導者、地域の指導者と学校の指導者

間の、そして学校との連携といいますか、これ

は非常に大事な問題だと思います。要するに、

先ほど練習時間であるとか休みであるとか、あ

るいは学校は勝つというものだけでないという。

でも、地域に移行すれば、例えばそれを指導す

る方は、勝たせたいという夢ももちろん出てく
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ると思います。そういう中でいろんな問題がそ

こに出てくるのかなと。そうなったときに、例

えば、こんなことはないんだと思うんですが、

暴力であるとか暴言であるとかパワハラである

とか、そういったことが発生する可能性だって

なきにしもあらず。そういう場合に、地域移行

は学校をある程度切り離すという、先ほどから

ありましたけれども、こういった現象が起きた

ときに教育委員会としての関わりというものは

どのようになっていくのか。その辺をお聞きし

たいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  まず、詳細にわたってはまだまだ検討される、

検討を進めていく段階にありますし、３年かけ

て実証検証をやってみて確かめるというような

ことを進めていくことを前提にではございます

が、まず、クラブを地域のクラブとして設置す

るに当たって、そのクラブの方針等、今現在運

用しています市の部活動指導のガイドラインに

準じるような形とかに当てはまるかどうかなん

ていうことについては確認が必要かなというふ

うに思います。 

  例えば、社会教育団体として登録していただ

く場合には、教育委員会としても指導とかはす

る必要があるかなというふうに思っているとこ

ろです。 

  また、指導者の資格等についても、研修会等

で学んでいただいた方々にやっていただくとい

うようなことが必要かなというふうに思ってい

ます。 

○議長  山口正雄議員。 

○山口正雄議員  これから先ほど申し上げまし

たようにコーディネーターが配置されて、準備

委員会も進んでいくんだろうなと思いますが、

要するに、教育委員会、あるいはスポーツ協会、

あるいは各クラブの連盟という、あるいは保護

者、そういった方たちと連携を密にして、そし

て前に教育長も言われたように、やはり子供が

中心という、そういう子供も本当に大切なもの

でありますので、やはり子供を中心として、と

にかくいい地域移行ができますように御検討い

ただきまして進めていただきますことをお願い

申し上げて、質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長  以上で８番山口正雄議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は11時10分といたします。 

午前１０時５１分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１０分  再  開 

○議長  再開いたします。 

─────────────────── 

佐 藤   明 議員 質 問 

○議長  次に、16番佐藤 明議員。 

〔16番 佐藤 明議員 登壇〕 

○佐藤 明議員  質問に入ります。 

  私は、これまでも再三にわたり新型コロナ感

染対策、今後の対応等について質問をしてまい

りました。改めて新型コロナ感染対策と今後の

対応について質問をいたします。 

  御承知のように、第８波では、医療崩壊、高

齢者施設でのクラスターの多発、救急搬送の混

乱など、第７波で大問題になったことが、より

深刻な形で繰り返され、２万人を超える死亡者

が出ました。政府は、この反省もなく新型コロ

ナを２類から５類に引き下げることと、併せて

感染対策や検査、治療への公的支援を後退させ

ようとしています。地域住民の命と健康を守る

施策の強化、拡充こそが今必要であります。新

型コロナの感染対策と今後の対応について総括

的に質問いたします。 

  第１点目でありますが、（１）ワクチンの接
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種状況、今後の対応等についてお伺いいたしま

す。 

  （２）市人口の感染者総数、パーセント、率

の状況、これまでの対策をお伺いいたします。 

  （３）これまでの支援策は、いろいろと対応

してまいりましたが、状況等々、質問を改めて

いたします。 

  （４）コロナ５類の移行についてお尋ねいた

します。 

  ①岸田政権は、新型コロナウイルスの感染症

法上の位置づけを、今春に季節性インフルエン

ザと同等の５類に引き下げると表明いたしまし

た。首相は、平時の日本を取り戻すと主張して

います。しかし、感染状況は予断を許しません。

今、第８波の感染拡大で医療・救急体制は逼迫

し、１日の死者数が過去最悪の500人を超える

など、深刻な状況が続いております。まだまだ

警戒を強めなければいけないときに、首相が５

類への引下げに前のめりになることは、コロナ

は終わったと誤ったメッセージを社会に広げ、

感染状況をさらに悪化させる危険があります。 

  感染症法は、感染症の１から５類と新型イン

フルエンザ等などに分類しています。新型コロ

ナは、新型インフル等と同じ位置づけで２類以

上の措置がとれるとされています。５類に移行

すれば、行動制限や入院勧奨などができる法的

根拠がなくなります。岸田政権は、５類への移

行の際、医療の公的負担を段階的に見直す方針

を明らかにしております。ワクチン接種や患者

の入院、外来診療、検査などでの国民負担増が

懸念されております。医療費の負担増によって

受診控えが広がれば、患者の命と健康に関わる

問題だけでなく、感染拡大を抑制する上でも大

きなマイナスと言わざるを得ません。医療現場

からは公費負担を縮小することに強い懸念が相

次いでおります。 

  政府は、５類移行後、コロナ患者に対応する

医療機関の制限をなくすので、受診できる医療

機関が増えるという見通しを立てています。し

かし、実際に政府の思惑どおりにいかないと声

が上がります。発熱外来の設置などをためらっ

た医療機関の多くは、一般患者と動線が分けら

れない設備上の問題などがあったためでありま

す。その打開の方策はいまだなお示されており

ません。むしろ政府は、コロナに対応する医療

機関を支える補助金の削減・廃止を進めるなど、

医療体制強化に逆行する動きを強めております。 

  入院調整に保健所や自治体が関わらなくなる

ため、入院先の確保が一層困難になるとの不安

は消えておりません。公的な支援から手を引き、

現場に苦難を押しつけることがあってはなりま

せん。 

  政府は、４月から５月の５類引上げを目指す

としていますが、春までに感染が収束する根拠

は全くありません。なぜ今春なのか、首相のま

ともな説明はありませんでした。この時期は年

度替わりであり、入学や就職のシーズンで多く

の人が移動いたします。人の移動が増える時期

に感染が広がったことはこれまでも何度も経験

しております。政治的思惑から時期を決めて感

染対策を緩めることは許されるものではありま

せん。 

  政府のコロナ対策専門家有志は、コロナのオ

ミクロン株の感染力は季節性インフルよりはる

かに高いと警告をしております。高齢者を中心

に死亡者が増加しているのは感染力の高さが要

因だとされています。その危険を直視せず、国

民に正確な情報発信を怠るなど、感染を拡大さ

せた岸田政権の責任は厳しく問わなければなり

ません。 

  コロナ感染が広がってから３年。３人の首相

の下で国民の命と暮らしは危険にさらされてま

いりました。感染症から国民を守る政治への転

換が求められております。コロナ５類移行につ

いての白岩市政の御認識、御見解を賜りたいと

存じます。 
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  （５）コロナ後遺症とワクチン後遺症の状況

についてお尋ねいたします。 

  ①コロナ後遺症とワクチン後遺症の状況はど

うなっているでしょうか。 

  ②症状の対策、対処法はどのようにされるの

かお尋ねいたします。 

  （６）マスク着用についてお尋ねいたします。 

  ①マスク着用を大幅に緩和される政府の新た

な新指針が今月13日から適用されることになり

ましたが、南陽市での対応はどのようにされる

のかお尋ねをするものであります。 

  以上、何点か申し上げましたが、白岩市長の

誠意のある答弁を期待いたしまして最初の質問

といたします。 

  終わります。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  16番佐藤 明議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、新型コロナ感染症対策と今後の対応

についての１点目、ワクチンの接種状況でござ

いますが、２月24日現在の住民基本台帳をベー

スにしまして、２月28日現在で２回目接種率は

89.7％、３回目は83.4％、４回目は77.0％、オ

ミクロン株対応ワクチンは２回接種された方が

対象となりますので、３回から５回の接種の方

がいらっしゃいますが、64.4％になっておりま

す。 

  なお、５歳から11歳までの小児用ワクチンは、

２回目接種者51.3％、３回目接種者32％となっ

ております。生後６か月から４歳までの乳幼児

用ワクチンは、２回目接種者8.8％、３回目接

種者７％となっております。 

  次に２点目、市人口の感染者総数、パーセン

ト、率の状況、これまでの対策についてでござ

いますが、令和２年４月６日から県の集計方法

が変更される前の令和４年９月14日までで

2,751人、そして９月15日から11月20日までは

県の市町村ごとの発表がございませんでした。

その後、参考値として発表されている令和４年

11月21日から２月26日までで1,998人、合わせ

まして延べ4,749人となっております。 

  ２月24日現在の住民基本台帳をベースにしま

すと、16％の方が感染されております。 

  これまでの対策としましては、市の保育施設

や社会教育施設などの公共施設で消毒等の感染

予防対策を行ってきたことをはじめ、国の方針

に基づき、希望する方ができるだけ早くワクチ

ン接種ができるよう進めてまいりました。 

  次に３点目、これまでの支援策についてでご

ざいますが、本市では、新型コロナウイルス感

染症対応及び燃料価格・物価高騰等への経済対

策として、令和２年度から令和５年１月までの

総額で44億6,901万円を予算化し、臨機応変に

必要な対策を実行してまいりました。 

  事業者への支援といたしましては、緊急経済

対策利子補給補助金により、資金面で事業継続

を支援したほか、直近では、燃料価格・物価高

騰対策給付金や酪農粗飼料価格高騰緊急対策給

付金を交付し、原材料価格等の高騰に苦しむ商

工業者や農家を支援しております。 

  また、市民への支援といたしましては、国の

特別定額給付金事業以外に、プレミアムクーポ

ン事業や全市民応援クーポン事業、給食等原材

料高騰対策事業などを実施し、市民の家計を支

援してまいりました。 

  次に４点目、コロナ５類移行についての認識、

見解についてでございますが、新型コロナ感染

拡大から約３年が経過し、この間、市民の皆さ

んには外出自粛など我慢の時期を過ごしていた

だきました。ようやく感染の第８波を乗り越え、

ポストコロナへの希望が高まってきている状況

ではありますが、変異株の発生も予想される中、

５類感染症への移行は、より慎重な対応が必要

と認識しております。 
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  国においては、５類感染症へ移行されたとし

ても、引き続き、財政措置の継続、国民への適

切な情報提供、そして新たな変異株等への備え

をしっかり果たしていただきたいと願っており

ます。 

  次に５点目、コロナ後遺症とワクチン後遺症

の状況及び病状の対策、対処法についてでござ

いますが、コロナ後遺症は、ＷＨＯ、世界保健

機関では、新型コロナウイルスに罹患した人に

みられ、少なくとも２か月以上継続し、また、

ほかの疾患による症状として説明がつかないも

のと定義されております。 

  厚生労働省によりますと、後遺症の頻度とし

て、コロナの診断後２か月、あるいは退院後１

か月の方で症状ありが72％、コロナの診断ある

いは退院後６か月以上かそれ以上の方で症状あ

りが54％と報告されております。新型コロナウ

イルス感染症の罹患後症状につきましては、い

まだに明らかになっていないことも多く、治療

薬の開発が待たれるところでありますが、国に

おきまして実態を明らかにするための研究を行

っているものと認識しております。 

  なお、山形県が令和４年11月７日から24日ま

で実施した新型コロナオミクロン株に係る罹患

後症状実態調査では、コロナ後遺症を有する方

の状況として医療機関から症例報告が58人あり

ました。 

  ワクチンの後遺症、正しくは接種後の副反応

のことと存じますが、それにつきましては、ワ

クチン接種との関連性やその有無も含め、国に

おいて幅広く事象を集め、調査研究を行ってい

るものと認識しております。 

  次に、マスク着用の南陽市での対応について

でございますが、３月13日から新型コロナウイ

ルス感染症対策におけるマスクの取扱いが改め

られ、行政が一律にルールとして求めるのでは

なく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個

人の判断に委ねることを基本とし、感染防止対

策としてマスク着用が効果的な場面ではマスク

の着用を推奨するという方針が国から示されま

した。本市におきましても、これらの方針に沿

って対応することとし、市報やホームページ、

ＳＮＳ等を活用し、広く市民の方々に周知を図

っているところでございます。 

  また、市役所その他の公共施設における職員

に関しましても、基本的にマスク着用は職員個

人の判断となりますが、高齢の方など重症化リ

スクの高い方が来られたり、窓口が混雑する場

合もありますので、周囲に感染を広げないよう、

状況に応じてマスクを着用する対応を取ること

としております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  それでは、何点か再質問いた

します。 

  最初に、状況でありますが、今、市長のほう

から詳しくいろいろ答弁されましたが、私、全

国的には相当の感染者数があって、最近ようや

く、この２月前後から、落ち着いたというとち

ょっと変なんですけれども、減ったり増えたり

はしているんですけれども、以前よりは減って

きていると、そういう状況かなと。しかし、安

心して見ている場合ではないというような、こ

れは誰でも思うわけですから、この辺のしっか

りした対応が必要になってくると、このように

思っているところであります。 

  それで、南陽市の罹患者でありますが、先ほ

ど市長は、変更はあったものの約4,800人と、

4,749人と。南陽市の人口が２月24日現在で３

万切っているんですね、２万9,640人と。罹患

率が16％と、このように答弁されたわけですけ

れども、全体的に全国各地で、報道の、厚労省

発表ですか、山新に載っている人数をみますと、

２月の段階で約3,300万人、死亡者が、亡くな

られた方が７万2,526人。県内では罹患者、感
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染者が22万3,700人、亡くなった方が355人と、

このように報道されているわけですけれども、

人口比率というと、山形県の場合ですと約100

万人ちょっとですから、22万人となれば大体２

割強。それから、全国的には１億2,000万人で

すか。その辺前後あるわけですけれども、大体

３割近い。こういう状況があるわけです。 

  市内の状況をみますと16％ですから、かなり

少なくなっていると、こういう状況がいえると

思います。これはある一定の、担当課をはじめ、

市民の協力も得ながら頑張って、ワクチン接種

とかそういうので歯止めがかかっているのでは

ないかなと、このように思うわけですが、市長、

総括的に今までの３年間を通してどのように、

今までの経過、さっきも触れられましたが、新

たなこれから対応としてどのように考えていら

っしゃるのか、その辺をまずお聞きしたいと思

います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  総括ということでございますけれども、

３年前、クルーズ船のあのショッキングな感染

の拡大によりまして国民に大きな危機感が生じ

てから、日本国においては、諸外国と比較して、

かなり感染症に対する危機感を強く持って国民

の皆さんが対応されたというふうに思っており

ます。 

  政府におきましても、クルーズ船の対応や、

あるいは当時の今は亡き安倍首相から発せられ

ました全国一斉の臨時休校の要請などもあって、

政府、そして行政、国民がその危機感を共有し

て、家で過ごす、外に出ない、そういった、そ

れを自主的に行ったということについては、諸

外国と比べても、やはり国民の賢明さというも

のがあったというふうに認識しております。 

  その結果、現在に至りまして、人口、例えば

100万人当たりの死者数を諸外国と比べてみま

すと、日本は、例えばアメリカと比べると５分

１、６分の１の水準でとどまっていると。それ

は政府、あるいは行政の声かけもさることなが

ら、国民の賢明さによるところが大きいという

ふうに感じております。 

  そしてまた、今後、３月13日からマスクの取

扱いが見直されようとしている直前でございま

すけれども、今後においても、恐らくそのウイ

ルスがなくなったわけではないし、病原性につ

いては変異するごとに現在のところは低減され

てきている傾向にあると、そういうことをしっ

かり認識した上で恐らく国民の行動というのは

行われるというふうに思います。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  次に移りたいと思うんですが、

支援策ですけれども、さっき市長は総合的にみ

ますと大体44億と、このように答弁されました。

特に今大変なのは酪農農家。先だっての産業建

設委員会でも農林課長が答弁されましたが、先

だってのテレビ報道によりますと、搾った牛乳

を側溝に流しているわけです。こういう状況な

んだね。１日30万円の損失だと、テレビで映っ

ていたのは北海道の人かな。涙流れるね、あれ

見ると。しかも子牛が乳出るまでは２、３年か

かるわけでしょう。それを15万円出すから調整

しなさいと。こういう実態なんですよ。 

  専決処分で、１月ですか、酪農家の皆さんに

1,800万円ほど予算化してそれぞれ対応したと。

商工関係をみますと、大体国、県、市も含めて

ですと14億3,500万円ほど計上されて対応を取

ってわけですけれども、約20弾、１弾から20弾

の方向性を今まで３年間でやってきたわけです

ね。この商工関係もいまだもって立ち直れない

でいると、そういう状況なんですね。 

  ですから、これからの対応がいかに問われる

か。これはどこの自治体もそういうことが言え

ると思うんです。しかし、国は残念ながら、市

長も御承知だと思うんですが、いろいろな施策

を今までしてきたやつを、４月いっぱいでやめ
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るとか、去年の12月で終わりとか、こういうこ

とが方針として示されて打ち切られると、こう

いう状況なんです。 

  ですから、このコロナの負担も当分いつまで

続くか分かりませんが、将来はやめると言って

いるわけです。これに対して、地域住民の安

全・安心を守って頑張ってきた市長にしてみれ

ばどういう気持ちですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  政府がすべき、国民の生活、あるいは

経済活動を守る施策については、やはり状況に

応じて適切に行われるべきものというふうに思

っております。それが適切であるかどうか、今

後どうなるかについては、まだ不透明なところ

も多いわけでありまして、今回、ワクチン接種

については来年の３月いっぱいまで無償で行う

というふうに決まったことはまずよかったとい

うふうに思っておりますが、それだけではない

問題が多く残っているというふうに思っていま

す。 

  そうした意味では、今までの対策を今後その

まま継続すべきものもありますが、コロナがあ

っても社会経済活動を動かしていくべきことに

ついては、それを促進するような方策もやはり

打っていくべきだというふうに考えておりまし

て、それについては政府の弾力的な、そして迅

速な対応を地方自治体としては求めてまいりた

いというふうに思います。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  ただいま私申し上げましたが、

例えば休業支援金、給付金ですね、こういった

助成金、これは５月に終了すると。申請期限を

設定したと、こういうふうに言っています。さ

らに、雇用の調整助成金も縮小したり、様々な

点を廃止すると、こういう状況なんですね。 

  ですから、知事会とか、あるいは市町村も含

めて公共団体は非常に懸念、危惧しているんで

す。先だっての報道でもあるように、全国の知

事会、あるいは地方議員も含めて、知事会の鳥

取県知事ですか、知事会の会長さんをしている

わけね。この方はこのように言っているんだね。

５類に移行しても、その過程で医療や高齢者施

設の対策が重要になってくると。引き続きしっ

かり対応していただきたいと、こう言っている

わけです。 

  さらに、大阪の府知事はこのように言ってい

るわけです。感染の流行期はまた来ると、この

ように言っているわけです。さらに、北海道知

事やその他の知事も含めて、かなりの方々がこ

ういうことを重ねて強調しているわけです。で

すから、引き続き現在の状況を維持していただ

きたいと、このように言っているわけです。南

陽市長さんもそのように思うと思うんですが、

どうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  やはり政治の役割は、弱い、なかなか

守られない、手が届かない方にそれを守る手を

差し伸べる、そこにあると思いますので、例え

ば医療機関であったり高齢者施設といった重症

化が懸念されるようなところへの対策というの

は、特に重視して行っていただきたいと考えて

おります。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  さらに、県内の、県の医師会

の会長さん、市長も御存じのとおり、一つのめ

どであると理解するが、日付に固執してほしく

ないと。感染状況を見極めて柔軟に対応してほ

しいと、このように言っているわけです。私も

全くそのとおりだと思うんです。ですから、し

っかりした対応をしていただくのが本来の在り

方だと思うんです。 

  また、特別ホームの施設長さんは、これは酒

田なんです。方針が決まったばかりで、施設運

営にどのような変化があるか分からないと、戸
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惑いを隠せないと、こう言っているわけです。

だから、それは大体共通する認識だと思うんで

す。 

  ですから、これからの対応が非常に大事にな

ってくると、このように考えるわけですが、市

長は常日頃、市長会やいろんな会合で実情を訴

えて解決策を求めてきたと、こういう経過、歴

史があるわけですが、これは引き続き私は大事

だと思うんですが、そういう考えでよろしいで

しょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  国において、なかなか地方の小さなま

ちの実情を分かっていただけないことが多いな

というふうに、この３年間で感じてきた経過が

ございます。そうした意味で、全国市長会や

様々な団体を通じて、いろんな意見交換をする

機会がありまして、これまでも実情を訴えてま

いりましたが、今後もそういった実情に基づい

て施策が講じられるように求めてまいりたいと

考えております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  次に移るんですが、コロナの

問題は、これは法的には、コレラとか、あるい

は結核とか、あるいはペストとか、様々な法定

伝染病があるわけですけれども、現在は２類と、

このようになっているわけですけれども、法的

にそういうふうな、制度上なっているわけです

から、やはり私は国が責任を持って対応して

様々な手当てをしていくと、これが本来の在り

方だと思うんです。 

  しかし、残念ながら私はこれを５類にすると

いうのは、今の状況で、さっき紹介したように

いろいろな人が懸念を持っていると、こういう

状況があるわけです。ですから、私は時期尚早

ではないのかと、このように思うんですが、市

長の考えをもう１回お尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  この２類相当という位置づけが非常に

分かりづらいものがございました。どこまで国

民の皆さんに行動の制限や自粛を求めるのかと

いうことと、それから、感染の拡大を防いで命

や健康、暮らしを守るということのバランスを

取るのが非常に難しいものでございます。それ

を今回見直すことになるわけですが、今、２類

相当である間は国において様々な支援が行われ、

無料で、国費で、それも税金ではありますけれ

ども、国費で行われるべきだという基本的な考

え方があると思います。 

  一方で、インフルエンザについては自費で、

自分でかからないように気をつけた上で、かか

ったら自己負担の医療費を支払うということに、

国民がその状態に納得しているわけですが、今

の状況は、もう自己負担になってもいいや、コ

ロナはというふうな認識が多いというわけでは

ないと。むしろ、やはり医療や様々なものに対

する対策は政府にまだもっとやってもらいたい

と、継続してもらいたいという状況だというふ

うに思います。 

  したがって、５類から２類への見直しという

のは私は慎重な対応が必要というふうに考えて

おります。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  そのとおりなんです、市長。

おっしゃるとおりなんです。それは私と認識は

一緒なんです。 

  それで、先ほど来、県内の状況、あるいは国

の状況などを紹介したわけですけれども、やは

り専門家の方々は、異口同音というか、皆そう

いう状況を、市長が言ったようなことをみんな

発言しているわけです。ですから、今の状況で

は早過ぎるのではないのかなと。市長がさっき

おっしゃったように、やはり慎重に対応して、

一日も早く収束するような対応を集中的にやる

べきではないのかなと私は思うんです。鎮静化
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した状況だからこそね。 

  これから、13日からマスクも外すと、こう言

っているわけです。このコロナの感染は、今ま

で３年間の経過の中で市中感染が相当あったわ

けです。知らないうちに私もなっていると、こ

ういう状況が盛りのときは相当あったわけです。

どこからうつってきたか分からないというのが

本音じゃないのかなと思います。 

  ですから、その辺のことも含めて、やはり専

門家の方は一番知っているわけですから、それ

を何月何日から中止したり、あるいは削ったり、

限定的な期間だけやるというんじゃなくて、あ

る一定の見通しをした段階で対応していくとい

うのが大事なのかなと思いますが、改めてお聞

きします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ある一定の時期というのが、インフル

エンザを我々国民が許容しているように、コロ

ナも同じように認識できる時期だというふうに

思いますけれども、やはり時期に応じて適切な

対応が取られるべきというふうに考えるところ

でございます。 

  ただ、インフルエンザと完全に同じまで認識

がいかなくても、現在のコロナとインフルの間

の国民が許容できるリスクをしっかり見極める

必要があるということだろうというふうに思い

ます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  最後の問題ですが、マスクの

問題ですけれども、市長がさっき答弁したよう

に、個人の判断、慎重にと、こういうふうなこ

とですが、公共施設、例えば市役所、あるいは

病院、あるいはその他の場所で個々人が判断を

して対応すると、こういうふうなことで、国も

含めてこういう提案をしているわけですけれど

も、私は、特に介護施設、あるいは病院、こう

いった施設では、それぞれの施設の責任者が判

断をして対応して、弱い部分についてはマスク

を着用すると。これはずっと必要ではないのか

なと、当分の間。簡単に13日から個々人の判断

ですよと言うだけならば、ちょっとその辺危な

いんではないのかなと思うんですが、市長の考

えはどうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  おっしゃるとおりでございまして、最

近の県内の感染状況をみましても、クラスター

の発生というのは特に高齢者施設において認め

られているところでございます。実際に施設を

運営されている方が一番気に病んでいるという

か、頭を悩ませておられると思いますけれども、

当面は高齢者施設や介護施設、病院に行く側の

一般の方はつけてくださいねというふうに推奨

されているわけです。 

  ということは、当然常にその場所にいる病院

や高齢者施設で従事されている方のマスク着用

や感染防止対策というのは継続されていくもの

と思いますし、そういうふうにあるべきだとい

うふうに考えております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  新聞報道でも、県内でも市長

おっしゃったように施設とか病院、医療関係で

すか、こういった施設も含めてクラスターが増

えてきている状況があるというふうな報道です

が、今、市長おっしゃったように、やはり医療

施設や介護施設、あるいは役所も含めてですが、

当分の間そういう着用しながら対応するという

ことが私は必要ではないのかなと思うんですが、

いかがですか。 

○議長  市長。 

○市長  病院、高齢者施設については、先ほど

御答弁申し上げたとおりでございます。 

  役所についてでありますけれども、例えば市

民課の窓口でありますとか、多くの市民の方が

来られる部署についてはマスクを着用する対応
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を取ることとしております。これについては、

どうしても外したいというふうな職員の考えも

あるかもしれないということはありますけれど

も、市民の皆さんの安心を、あるいは安全を守

るための対応を職員の皆さんにはお願いしてい

きたいというふうに思います。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  そのとおりだと思うんですけ

れども、ぜひしっかり対応していただきたいと。 

  最後に、ワクチンの後遺症と、もう１点、後

遺症の問題ですけれども、先ほど七十数％、四

十何％と、こういう事実あったと。こういう答

弁でしたけれども、それに対する対応というの

は、市としてどういう、医療機関とお互いに連

携を取って対応していると思うんですが、その

辺の状況をもう１回お尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  コロナ後遺症外来というものも全国各

地で見られるようになってまいりましたが、な

かなか市内医療機関においては専門的な対応は

難しいのかなというふうに認識しております。 

  そこで、県の、例えばコールセンター、相談

窓口などを紹介して、そちらへの御相談をお勧

めしたり、あるいは、まずはやはりかかりつけ

医の方に御相談されることをお勧めするという

のが現実的な市の対応なわけでありますが、や

はりこれは市町村レベルで何かできるというの

は難しいことですので、一刻も早くこれへの対

応を国において研究を進めてもらいたいという

ふうに思っております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  私は常々、いろいろな一般質

問や予算や常任委員会でもいろいろこの問題等

で様々今まで議論をしてきました。私は、これ

からが大事だなと、こう思っている。さっきも

何遍も私から言いましたが、そういう市長も認

識があると思うんです。 

  ですから、その支援策も含めて、ぜひ市長を

先頭に頑張っていただきたいと、このことを申

し上げて私の質問を終わりたいというふうに思

います。 

  終わります。 

○議長  以上で16番佐藤 明議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

午前１１時５７分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○議長  再開いたします。 

─────────────────── 

高 橋 一 郎 議員 質 問 

○議長  次に、６番高橋一郎議員。 

〔６番 高橋一郎議員 登壇〕 

○高橋一郎議員  ６番、真政会、高橋一郎です。 

  前回はコロナウイルスに罹患しまして、９月

以来の半年ぶりの一般質問をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

  ３月は別れの季節です。この３月末で定年退

職を迎えられる職員の皆さん、長い間、本当に

ありがとうございました。40年前後の御労苦に

対しまして、この場をお借りして深甚なる敬意

と感謝を申し上げますとともに、今年度末で期

限の切れる職員の皆様にも重ねて感謝申し上げ

ます。また、人事異動の関係で、このメンバー

での質疑も最後になろうかと思います。お互い

真摯な議論を交わして、本市発展のために頑張

ってまいりましょう。 

  さて、ウクライナ戦争についてです。こうし

ている今も戦場では殺りくが行われています。

誰も得しない無意味な戦争は今すぐにやめるべ

きです。 

  山形新聞２月21日号の直言欄に、ロシア・ソ

連政治に明るい神奈川大学特別招聘教授の下斗

米伸夫さんの記事を目にして共感したことを御
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紹介させていただきます。見出しは「ウクライ

ナ停戦の時 見えぬ目的、外交解決をめざせ」

です。 

  衝撃的なウクライナ戦争が始まって１年にな

る。国連憲章に違反するプーチン大統領の特別

軍事作戦だが、３日で終わるという想定は狂い、

今は世界戦争へのエスカレーションの可能性も

消えてはいない。から始まり、ロシアの奇襲を

伝えたウクライナ諜報員で停戦交渉団のキレー

エフ氏の暗殺による悲劇のことなど、この間の

世界情勢や両国の状況の様相が書かれているこ

とは省略します。 

  後段から続けます。ウクライナ指導部での和

平派と戦争派の対立。朝鮮半島のような停戦に

よる外交決着を求めるアレストビッチ前顧問が

台頭し、国防相らの解任問題が出ている。西側

でもネオコン系のロシア弱体化論者は停戦を好

まない。しかし、西側でも勝てない戦争を長引

かせ、両国の兵士を費消することは無意味だと

専門家の間にも出ています。 

  外交解決を目指すべきだ。Ｇ７議長役の岸田

首相には５月の広島サミットでぜひ停戦を主張

してほしい。これが90秒に迫った終末時計の核

戦争を避ける道でもある。とつづっています。

私も全く同感ですし、さらにもっと進んで、日

本国憲法を携えて、ロシアとウクライナ両国に

戦争をやめろと直接働きかける度量を岸田首相

に求めたいと強く思います。 

  また、明日は３．11東日本大震災の日です。

12年前のうさぎ年は屋根に雪がありました。強

い揺れで外に出たときに、雪止めから下の雪が

どさっと落ちたことを昨日のことのように思い

出されます。それから、電気が消え、車のテレ

ビをつけ、津波が襲いかかってまちをのみ込ん

だ姿を見て驚き震えました。津波は原発にも及

び、水素爆発により原子炉建屋は吹き飛ばされ、

主電源は消え、冷却できない状態のメルトダウ

ンになり、恐ろしい放射能汚染に発展するとは、

よもや思いませんでした。 

  時が移り、今、原発は再稼働して、60年を超

えてまで運転ができるようにし、廃炉の決まっ

た原発の建て替えも開発すると岸田内閣が決め

ました。フクシマの教訓は一体何だったんでし

ょうか。言語道断の決定に怒りが込み上げます。

原発はウランを燃やし、死の灰をつくり続けま

す。最終処分ができない核のごみ問題を解決で

きずに、地震大国日本で原発依存するとはあっ

てはならないことです。将来世代に責任ある決

断とは真逆の暴挙以外の何ものでもありません。 

  ３月５日の山形新聞では、原発60年超運転に

反対が71％に上ると全国世論調査の記事がトッ

プ記事でした。今夜６時から山形市でも原発廃

止、再稼働・新増設反対の集会とアピールウオ

ークがあります。私も参加しますが、脱炭素、

脱原発を訴えていきたいと思います。 

  それでは、通告していることについて質問し

ます。 

  最初に、オンデマンド型タクシーによる準公

共交通機関システムの構築についてです。 

  市長の施政方針と令和５年度の当初予算（案）

概要が示されました。その中で、「強くてしな

やかなまち・住みよいまちをつくる」において、

地域バス運行事業と地域交通総合対策事業によ

り、引き続き、市内循環バス路線３路線からと

地域公共交通の確保に係る予算が計上されてい

ます。 

  一人世帯の高齢者に限らず、高齢者の移動手

段の確保は喫緊の課題です。自家用車運転免許

証を返納したいが、タクシー代等を考えるとち

ゅうちょするという声が多く聞かれます。また、

現行の地域公共交通の利用状況や、利用できて

いない地域などの現状を鑑み、市民ファースト

の観点から、以下のように転換する時期と考え

ますが、市長の考えをお伺いいたします。 

  （１）現行バス３路線の利用状況及び満足度

状況について。 
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  （２）現行おきタクの利用状況及び満足度状

況について。 

  （３）３路線バスとおきタクに係る本市の支

出額、令和４年度予算ベースは。 

  （４）３路線バスは廃止し、おきタクも発展

的にオンデマンド型に乗り換える。スクラップ

した予算をオンデマンド型タクシーに振り向け

る。タクシー会社等々と提携し、ドア・ツー・

ドアの便利な市民の足を確保する。実施主体や

受入れ体制の構築等、最低１年以上は必要と思

われますが、いかがでしょうか。 

  次に、ＮＴＴ東日本、電気通信事業者／指定

公共機関でありますが、との連携による防災体

制の構築についてです。 

  （１）ＮＴＴ南陽支所の避難所や防災備品等

倉庫として活用はできないでしょうか。 

  （２）ＮＴＴ東日本との共創による防災カル

テの作成について。 

  地域における防災リスクや課題を可視化する

ことにより、スポット的な課題解決だけでなく、

災害対策全体を俯瞰した総合防災対策が可能に

なります。ＮＴＴ東日本は、レジリエンス強化

推進プロジェクトを自治体及び協業している地

域企業とも連携しながら進めていくとお聞きし

ております。強靱で安心なまちづくりを実現し、

地域住民の安心・安全と地域資産価値向上にも

つながると考えます。ＮＴＴ東日本は社員を派

遣して取り組まれるようですので、御協力を得

ながら防災カルテの策定を行うことはいかがで

しょうか。 

  以上、壇上からの質問といたします。市民の

立場に立った議論を展開することを御期待申し

上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ６番高橋一郎議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、オンデマンド型タクシーによる準公

共交通機関システムの構築についての１点目、

現行バス３路線の利用状況及び満足度状況につ

いてでございますが、まず、令和３年度の利用

状況を申し上げますと、北部地区連絡バスは平

日５往復、第２・第４を除く土曜日は４往復運

行しており、年間乗車人数は7,896人、中川地

区連絡バスは平日3.5往復、年間乗車人数は

4,125人、西部地区連絡バスは平日5.5往復、年

間乗車人数は4,457人でございました。 

  今年度の利用状況については、年度途中では

ございますが、昨年度とほぼ同等の乗車人数で

推移しております。 

  次に、現行バス３路線の満足度状況について

でございますが、満足度調査そのものは実施し

ておりませんが、運行主体である各路線の協議

会において、地域からの御要望や御意見につい

て毎年協議いただいております。協議会は地区

の役員の方を中心に構成されておりますので、

地域の利用者の声を反映する機会となっており、

近年はフリー区間の設定やバス停の新設、名称

変更についても協議会より御意見いただき実施

した経過がございます。 

  次に、現行おきタクの利用状況及び満足度状

況についてでございますが、まず、令和３年度

の利用状況を申し上げますと、年間乗車人数は

2,559名でございました。今年度の利用状況に

ついては、令和５年１月末時点で2,899人とな

っており、既に前年度を上回っております。 

  続いて、おきタクの満足度状況についてでご

ざいますが、平成30年度の実証実験終了後に行

った登録者へのアンケート結果では、回答者の

67.6％が「満足」または「ほぼ満足」と答えて

おり、回答者の92.3％が「今後も使いたい」と

答えております。 

  また、令和３年２月に実施したおきタク利用

者へのアンケートでは、設問は前回と異なり、

満足度の質問は設けておりませんが、おきタク
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の利用により外出が増えたと回答いただいた割

合が回答者の36.7％となるなど、好意的な声が

多数寄せられました。その一方で、前日予約の

緩和や乗降場所の追加等の御意見も頂戴してお

り、改善可能なものにつきましては、実施主体

である沖郷地区地域公共交通運行協議会が、タ

クシー事業者などと協議しながら改善を図って

いると伺っております。 

  次に、令和４年度予算ベースでの３路線バス

とおきタクに係る本市の支出額でございますが、

３路線バスの令和４年度予算額は2,285万5,000

円、おきタクは300万円でございます。 

  次に、３路線バスを廃止し、おきタクをオン

デマンド型に乗り換えるについてでございます

が、市内全域でドア・ツー・ドアの便利な公共

交通を導入するに当たっては、それが将来にわ

たって持続可能であるか、バスやタクシー事業

者の御理解や御協力を得ることができるかなど、

多くの課題があると考えております。 

  一方で、おきタクのように地域が民間事業者

と協力して主体的に公共交通を確保する取組に

ついては、費用の面でも持続可能であると考え

ており、行政として今後も支援していきたいと

考えております。市といたしましては、引き続

き地域や民間事業者等と連携、協議しながら、

市内各地区の特性や交通事情に合った持続可能

な公共交通を検討してまいります。 

  次に、ＮＴＴ東日本との連携による防災体制

の構築についての１点目、ＮＴＴ南陽支所の避

難所や防災備品等倉庫としての活用についてで

ございますが、ＮＴＴ南陽支所がある赤湯の市

街地一帯は浸水想定区域に指定されており、平

成26年の豪雨では吉野川が越水し市街地の多く

が浸水する被害が発生したことから、ＮＴＴビ

ルを災害時の避難所として使用させてほしいと

いう地元からの要望がございました。 

  ＮＴＴ東日本山形支店に御相談をいたしまし

たところ、災害時に地元の方々にできるだけ協

力していきたいという思いはあるものの、当該

ビルについては、１階の一部を他団体に貸し出

しているほかは、重要機器が設置されて空きス

ペースがないことなどの理由から、避難所とし

て提供することは困難であると回答をいただい

た経過がございます。 

  しかしながら、全国各地で災害が頻発、激甚

化する中、自治体と防災関係事業者が共同して

災害対応力を強化していくことが重要であり、

改めてＮＴＴ東日本様の方針をお伺いしながら、

ＮＴＴビルの避難所や防災備品等倉庫としての

活用について御相談してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に２点目、ＮＴＴ東日本との共創による防

災カルテの策定についてでございますが、ＮＴ

Ｔ東日本様につきましては、指定公共機関・電

気通信事業者として、災害時における重要通信

の確保や通信孤立の回避措置、社会機能の維持

など、自治体との連携による災害対応を担って

いただいております。 

  昨年、ＮＴＴ東日本の災害対応部門の方から、

ＮＴＴ東日本の持つ資産や企業的中立性を生か

し、情報発信機能の拡充や災害対応力の高度化

を推進し、自治体や外部機関と連携した地域価

値創造スーパー防災シティ構想を目指す取組に

ついて御紹介いただきました。 

  今般、その実現に向けた具体的取組として、

ＮＴＴ社員を自治体に派遣し、自治体職員と共

創して防災カルテを作成する「レジリエンス強

化推進プロジェクト」について御提案をいただ

いたところです。特に、この件に関しましては、

課題解決に向けた現状分析や検討において、本

市のみならず周辺自治体も交えて広域的に幅広

く議論していきたいとしており、置賜管内の自

治体へも提案されているとお聞きしております。 

  近年、地震や大雨などによる大規模な自然災

害が各地で頻発しており、自治体には災害対応

力のさらなる強化・高度化が求められておりま
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す。このような中で、御提案いただいたレジリ

エンス強化推進プロジェクトは、今後の施策を

推進する上で有用であると考えられますので、

今後さらに内容を精査しながら、近隣市町とも

情報を共有し、検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  それでは、再質問に入りたい

と思います。 

  ちょっと順序を逆にさせていただきまして、

最初に防災のほうをさせていただきたいなとい

うふうに思います。 

  まず、１番目のＮＴＴ南陽支所の活用の仕方

について、今までもいろんな要望があって、今

回、また再度改めて伺っていきたいというふう

な市長答弁でございました。 

  実は私、防災・減災の取組を日常的に政治活

動の中でやっていく中で、ＮＴＴの本社の方と

接する機会がございまして、その中でいろいろ

聞くと、こういったいわゆるレジリエンス強化

推進プロジェクトという話を聞きました。レジ

リエンスというと、何か本当に片仮名が非常に

多くて、よく分からなかったんですが、回復力

とか、しなやかさというふうなことで、いわゆ

る災害対応をしなやかに、回復力を早める、そ

ういったことだなというふうに理解をしており

ます。 

  その中でも、そのＮＴＴの南陽支所の問題も

話がありました。ぜひですね、やはり強固なあ

そこは施設ですので、強靱な施設ですので、な

かなかそういった施設というのは、公共、準公

共の施設としては南陽市にはありませんので、

ぜひ活用したいものだというふうなことを話を

かけていました。 

  そういった中で、障害のあることはいろいろ

あるんだけれども前向きに捉えていきましょう

というふうなことだったんですね、その担当の

方は。当然それは担当ですから、あくまでも組

織対組織の話になりますから、そこはぜひ本市

のいわゆる災害対策の担当課といろいろ話をし

て詰めてもらいたいというふうなことで、私も

直接本人とその山形支店の、名前は出しません

けれども、本社の方とそれからＮＴＴ山形支店

の方と総合防災課の課長といろいろと話をさせ

て、対面させていただきました。 

  その中の話でも今のようなことだったんです

けれども、その後、具体的に何か進展があるの

かどうかお伺いをしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  それでは、ただいまの質問に

お答えいたします。 

  経過については答弁書で述べたとおりでござ

いますが、それ以降、具体的にＮＴＴ様のほう

からこういうふうな形というふうな御提案のほ

うは、まだいただいておりません。 

  以上でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ＮＴＴ東日本に関しても、非

常に自治体との連携をしていくという方針が強

く打ち出されているようですので、ぜひそうい

った本市の、特に赤湯に関して言えば、浸水区

域でもございますので、やはり強靱な建物とい

うのは欲しいなというふうに思います。 

  引き続き、ぜひ本市にとって避難場所、ある

いは倉庫として活用できるようにお願いしたい

というふうに思います。 

  次に、（２）の防災カルテの策定です。これ

も担当の方と話をしているうちにいろいろと非

常に意欲的に、頑張っていきたいんだというふ

うなことがあって、本市を最初に、置賜総合支

庁、それから県というような形で話をして、こ

ういったスタンスで私どもはやっていきたいん

ですというふうなことを、いわゆる地方自治体
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と連携をしてやっていきたいというふうなこと

を切々と説いて回っていました。 

  そういう中で、まずは南陽市、それから置賜

地域を中心に、ぜひ持っているＮＴＴの資産を

活用、うまく利用していくと、お互いにという

ようなことがありました。 

  その中の１つとして、その防災カルテという

ふうな話が出て、これは大変いい、先ほど市長

も言ったように有用だなと、いいなというふう

に思いました。それは防災協定をこれから結ん

で、いわゆる南陽市、本市とＮＴＴとの協定を

してからやるというふうに思っていますけれど

も、まず市長にお尋ねしたいんですが、このよ

うな、先ほどの答弁を聞けば前向きに進むんだ

なというふうには思いますけれども、改めてこ

のことについて市長の、協定まで持っていくと

いうふうな話になるのか、その辺をお聞きした

いと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今回のこのＮＴＴ東日本様から御提案

いただいている様々な面、様々な御提案、その

中でも、防災カルテを自治体に職員を派遣して

作成の御支援をいただきながら防災力を強化し

ていただけると、一緒に強化していくという取

組については本当にありがたいことだと思って

います。災害訓練などにおいても、ＮＴＴさん

からは常に非常時の通信手段の確保等で訓練に

も御参加いただいたり、いろんな面で御支援、

あるいは協力をいただいております。 

  そういった事業者の皆さんとの一つ一つの防

災力の積み重ねこそが、市全体の防災力向上に

つながることは間違いございませんので、でき

る限り協力を得られればというふうに思ってお

ります。その際には、やはり人の御縁というの

が大切かなというふうに思っておりますので、

ぜひいろんな面で御協力を賜れば幸いだと存じ

ます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  防災カルテ策定に対して、そ

の社員派遣というのは、私の手元にある資料で

すと実態調査期間に１週間から２週間、それか

ら、課題設定期間にやはり１週間、２週間、南

陽市に訪問させてもらいながら、お互いに現場

での話合いをしていくというふうな、ディスカ

ッションをしていくというようなことでした。 

  あとは検証期間として、また導入や習熟が必

要な場合は一定期間の常駐というようなことも

ありますので、大変受入れ側としても非常にあ

りがたいことだなというふうに思いますので、

今、市長が答弁なされたように、ぜひ前向きに

進めていただければなというふうに思います。 

  次に、オンデマンド型タクシーのことに移り

たいと思います。 

  先ほどの答弁の中で、３路線の利用状況、そ

れから満足度状況についてありました。北部、

中川、西部地区の利用人数ですね。これを見て

私は、やはり少ないなというふうに思ったんで

すけれども、市長はどのようにお考えでしょう

か。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  詳しい資料は手元にはございませんが、

やはり人口減少の影響で年々少なくなってきて

いるというのがこの数字にも現われてきている

のかなというふうに感じているところでござい

ます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  私は、一般質問の中で、ある

いは予算委員会の中で訴えてきたのは、おきタ

クの南陽市全域へのカバーをしていくという、

おきタクの普及というふうな視点で今まで話を

させていただきました。 

  その中でいろいろと地元の中での御意見等を

聞いた中で、おきタクもいいんだけれども、や

はりドア・ツー・ドアなんだよなと。例えば、
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高畠町の状況なんかも分かるわけですね。高畠

のオンデマンドタクシーが走っている。町内の

中は500円で行けると。そういうふうなのがい

いよねと、どうしてもバス停まで行くの大変だ

よなと。雨も降ってくるし雪もあるしみたいな

ことが、そういった声が聞こえました。したが

って、私はこの設問の中で満足度はどうなんで

しょうかというふうなお伺いをしたんです。 

  協議会の中で地区の役員の方が務められてい

るから、その辺のフィードバックは受けていま

すというふうな話でした。もう１回質問したい

のは、その要するに不便さというんですかね、

利用するに不便だというふうなことについての

市民の、利用者の声、生の声はどうなんでしょ

うか。 

○議長  答弁を求めます。 

  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの議員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  令和３年２月に実施いたしましたおきタクの

利用に関するアンケートからいただきました利

用者の方の自由記述の中での御意見でございま

す。やはり御要望としていただいておりますの

は、大きく、前日予約に関するコメント、降り

る場所に関するコメント、そして運行日、こち

らは平日のみでございますので、土日も利用で

きるようにというふうな御要望はいただいてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  要望というか、逆に言えば御

不満なところもあるというふうなことだと思い

ます。全てが完璧だというようなことにはいき

ませんけれども、でもやはりそういうふうなこ

とがあるのかなと、不便だというのがあるのか

なと。バスはあるのかなというふうに私は思っ

ています。おきタクですね。 

  バスについては、それよりももっと大変だと

いうことが出ているんでないでしょうか。もう

一度お聞きしたいと思います。３路線のバスに

ついて。 

○議長  ちょっと食い違いがあるようですが、

山口社会教育課長。 

○社会教育課長  お答え申し上げます。 

  みらい戦略課長が答弁しましたとおり、ある

いは市長の答弁にもありましたとおり、各地区

の運行協議会、こちらが実質的に運行してござ

いますので、そちらの内容というようなことに

なりますが、先ほど市長答弁のとおり、その地

区の役員の方々から御意見をいただきながら運

行しているというような状況にございます。 

  その中で、やはり一番大きな点といたしまし

ては、このバス路線の成り立ち、これが大きい

ものだなと思ってございます。この３路線につ

いては、議員御承知のとおり、やはり南陽病院、

それから置賜病院、こういったものの病院への

足を確保するといった観点から運行が始まった

ものと承知してございます。そのような中で、

セーフティネットとして今現在バスがその方々

をお運びしているというようなことになろうか

と思います。その点で地区の方々の御意見をい

ただきながら定時定刻な安全な運行に努めてい

るというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  まず、バス路線とおきタクが

あって、だんだん進化をしています。その中で、

ある程度の利用、満足に関しては得られている

かもしれません。ただ、おきタクもない、バス

も走っていない場所もあるというのは市長御存

知だと思うんですけれども、そういうふうな所

の市民の方、住んでいる方については不公平感

があるわけです。それについてはどういうふう

に思いますか。 

○議長  市長。 

○市長  公約の中でもバスと持続可能な公共交
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通について言及しておりますけれども、最もそ

の空白度合いが高かったのが沖郷ということで、

沖郷から今の形のおきタクがスタートしたと。

ただ、それは沖郷に完結するだけでなくて、他

地域にもこれをモデルとして広げていきたいと

いう思いがございます。ただ、それが広がろう

としたやさきにコロナが発生してしまって、な

かなかその話合いが進まなかったというのが現

状かなというふうに思っております。 

  特に、やはり周辺部においては依然として交

通空白地帯となっている。その課題については

私も認識しているところでございまして、そう

いったことの地域を挙げた交通の在り方につい

ては、市としてできる限り一緒に考え、支援も

して、今後の公共交通が持続可能な形で、いろ

んなところの状況に応じた形でできればいいな

というふうに考えております。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ちょっとお聞きしたいんです

が、もう一度詳しくお聞きしたいんですけれど

も、バス路線で先ほど数字が上がりましたね、

年間の利用者数。何かバス１回当たり、例えば

北部でも中川でも西部でもそうなんですけれど

も、１回当たり運行して乗せている実人数とい

うのは把握しているでしょうか。どのぐらい乗

っているのかですね、１回当たり。その辺はど

うでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  お答え申し上げます。 

  手元に１回当たりという資料までは持ち合わ

せてございませんが、１日当たりという資料は

こちらで持っておりますので、そちらに代えさ

せていただいてよろしいでしょうか。 

  １日当たりですけれども、１月までの平均、

今年度の１月までの平均を各路線ごとに申し上

げますけれども、１月末までであります。北部

地区連絡バスが28.7人、中川地区連絡バスが

19.4人、西部地区連絡バスが19.8人という結果

になってございます。 

  以上であります。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  これは3.5回とか５回とか、

１日の往復数ですね。それの累積だと思います

ので、それを例えば５で割ったり3.5で割った

りすれば１回当たり自然に数字が出てくると思

うんですけれども、５人くらいかなと。４、５

人かなというふうに思います。 

  市長にお尋ねしたいんですが、いわゆるコス

トパフォーマンスの話、よく市長がなさります

ね。どうなんだろうと、費用対効果はというよ

うなことがあります。一番最後の持続可能な公

共交通の構築に向けて検討していくというふう

なことなのか、そこまでいっていないのかよく

分かりませんが、そういったことから見て、現

在の状況というのはどういうふうに市長は捉え

ていらっしゃいますか。 

○議長  市長。 

○市長  このバスがスタートしたときに比べて、

乗車の方、乗車する方が少なくなっていて、ほ

とんど乗車していないバスもあったりして、市

民の方からも、人じゃなくて空気を運んでいる

んじゃないかと、そういう冗談のような表現を

お聞きすることもございます。そういうことも

あって、例えばバス形式でいっているものを、

もうちょっとワゴン車形式とか、適切な形があ

るのではないかということは検討した経過もご

ざいます。 

  ただ、大差ないような結果ではなかったかな

と思いますけれども、覚えている課長がいます

ので、ちょっと課長から答弁いたさせます。 

○議長  答弁を求めます。 

  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  お答え申し上げます。 

  バスの特性というのは極めて難しいのでした。

実は、例えば申し上げますと、朝１便、例えば
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病院に向かうというバスを運行するという場合

ですと、片方戻りの場合ですと、やはりその需

要というのは極端に低いわけです。それを御覧

になった方、あるいは市民の方が当然、乗って

いないバスも走っていたというようなことをお

っしゃるんですけれども、やはりその時々のピ

ークをバスは乗せているものですから、なかな

かそこの判断が難しいのではないかなというよ

うな感じを持っております。 

  バスの運行そのものについては、年間の事業

費、日数で割りますと費用対効果、いわゆるバ

ス１台が走っている、例えば200日走っている

としますと、委託料が800万円だとすると、１

日４万円でバスの運転手さんから燃料費から含

めて、減価償却まで含めて走っているというよ

うな考え方がございます。タクシーに置き換え

た場合、それはどうかというような問題もござ

いますので、そういった意味で市長の今お答え

がありましたとおり、費用対効果ですとバスは

ある程度の優位性があるというようなことでお

答えを申し上げたものと認識しております。 

  以上です。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ちょっと質問を変えたいと思

います。 

  いわゆる免許証、運転免許証の返納について

です。 

  当然、壇上でも申し上げましたけれども、免

許証を私は返納したけれども、やはりタクシー

だよねと。特に、今バスも走っていないところ、

おきタクのないところはそうなるわけですね、

必然的に。でもやはりちゅうちょしてしまうと

いうことがありますので、現在、例えば令和４

年度、あるいは以前の３年間でもいいですけれ

ども、把握しているのであればその返納者の人

数について、件数についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長  答弁を求めます。 

  竹田市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  南陽市全体の免許証の返納者の数でございま

すけれども、そちらについては、申し訳ござい

ませんが市民課としては把握しておりません。

ただし、運転免許証の自主返納の事業がござい

ますので、そちらのほうに手を挙げていただい

た方の人数については把握しておりますの、そ

この部分のみお答えさせていただきたいと思い

ます。 

  この高齢者等運転免許証の自主返納支援事業

でございますけれども、運転免許証を返納した

方に返礼として１人１万円分お返しするもので

ございます。近年の返納者の数でございますけ

れども、令和４年度は２月末現在で120人、令

和３年度につきましては125人、令和２年度に

つきましては119人となっております。 

  以上でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  この間、３月５日でしたかね、

８日でしたかね、ＮＨＫのニュースで橋 幸夫

が出てきて、何だろうと思ったら運転免許証を

返納しますなんて、80歳になりましたというよ

うなことで、結局それは高齢者が返納というよ

うなことに意識を向かわせるための一つの手段

かなと私は勝手に思ったんですけれども、その

ような形で返納というのをやはり考えなければ

ならないと思います。それが今の数字だと百数

十人が、今度この５年間でもっと増えると思う

んです。増えなければならないかもしれません。 

  そういった中で、やはりタクシーによるもの

というのは非常に便利だというふうに私は思い

ます。全くバスを例えばやめるという場合、そ

の2,500万円ぐらいの支出はやるわけですよね、

本市としては。それを振り向けていくというふ

うなことであれば、持続可能性は私はあるのじ

ゃないかと。しかも全市的に市民が満遍なく公
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平にその恩恵を受けられるというふうに私は思

いますので、市長は大変慎重な言い回しをしま

したけれども、ぜひ今日の議論を発端にして、

もっともっと、市民にとって本当によりよい足

の確保というのは何なんだろうかというふうな

ことを、ほかの市町村も含めて、どのようなこ

とになっているのかということを研究、調査を

していただきたいなというふうに思うんですけ

れども。 

  その前に、今現在、例えば山形県交通計画と

いうのがありまして、県内の地域公共交通の利

用環境の現状というのが出ています。市長も御

覧になっているとは思うんですけれども、置賜

の中で言いますと、米沢が山上のりあい乗合タ

クシー、田沢、広幡のりあいタクシーというふ

うに、川西町がデマンドのこれは乗合交通、小

国町もデマンドタクシー、白鷹町もデマンドタ

クシー、飯豊町はほほえみタクシー。 

  当日の予約はどうなのかというようなことに

関しては、米沢市は１時間前まで、川西町は当

日は駄目、小国町は１時間前、白鷹町は９時か

ら11時まで、飯豊町は30分前というふうになっ

ているんです。非常に融通が利くというふうな

仕組みになっております。村山についてもいろ

いろありまして、一番近い上山については予約

制の乗合タクシーで、やはり１時間前まででき

るというふうな形にあります。 

  そのような形で各市とも工夫をしてやってい

るというふうなところだと思います。予算規模、

それからどういうふうな実施主体になっている

のか。そこいらについてはまだまだ私も勉強不

足ですけれども、今日の議論の中でぜひここは

お願いしたいというふうなことは、市長の先ほ

どの考え方ですね、私は大体分かったんですけ

れども、やはり踏み込んで、今日結論出すんじ

ゃなくてですね、こういった議論をやっていき

ましょうと。よりよい公共交通というか、デマ

ンドタクシーをやっていくというふうなことを、

しかも市にもあまり無理ないようなという、そ

ういうことがつくとは思うんですけれども、そ

のような姿勢で頑張っていくというようなこと

に関してはどういうふうに思われますか。市長。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  このコロナ禍によって少子化が予想以

上のスピードで進んで、今後の地域の在り方と

いうのが従来想像していた以上に変容が激しく

なっているという現実がございます。それを踏

まえて、今後１、２年だけよければいいとか、

５年10年よければいいということではなくて、

５年後、10年後、20年後くらいの状況も見据え

て変化させていく地域公共交通というものが必

要なのかなというふうに、今、議員の議論を伺

っていて感じたところです。 

  私、この体制でずっといくんだとか、これは

駄目だとか、そういうことは考えていないです。

デマンドも一つの手段として、他市町村で実際

に実績を上げておりますし、それも含めてどう

いった形が一番望ましいかということについて

議論をしていこうという議員の呼びかけについ

ては、全面的に同調して、よりよい姿を一緒に

探ってまいりたいと考えます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ありがとうございます。 

  そういった形で、よりよい南陽市をつくって

いく、公共交通の中でつくっていく、それが住

んでいてよかった、住み続けてよかったという

南陽市、と同時に、やはり南陽市はいいよねと、

運転免許証を返納しても大丈夫なんだなと、や

れるんだね、500円でどこにでも行ける、例え

ばね。例えばそういうふうになったら、これも

また南陽市にとっては大きなインパクトのある

事業になるし、政策にもなるというふうに思い

ます。 

  ただ、１つネックがあって、いわゆるタクシ

ー会社の状況だと思うんですね。これは正直言
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って。今、タクシー会社の運転手の平均年齢は

70近いと思います。その下の年代というのはな

かなか入ってこない職場、業務になっています。

だから、そこいらもやはり改善をしていくとい

うふうなことも含めて総体的に議論をしていか

ないと、やはり進んだものの受け手がなかった

みたいな感じになるかもしれません。 

  なので、ここはやはりそういったことも含め

て、あとは他市町の部分の調査、検討もやって

いくということが非常に大事だなというふうに

思いますので、すみません、もう一度、再度そ

のタクシーのことも含めて市長から答弁をいた

だきたいと思います。 

○議長  市長。 

○市長  地域に住む高齢者の皆さんの移動手段

の確保は、それだけを考えるのではなくて、交

通を担っている従事者の方の状況も、いろんな

面に課題があるということも今御指摘をいただ

いて、そのことも併せて考えながら、南陽市の

よりよい目指すべき交通の姿を一緒に考えてま

いりたいと存じます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ありがとうございました。 

  前向きにぜひ議論を深めていきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

  これで私の一般質問を終わります。 

○議長  以上で６番高橋一郎議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は２時５分といたします。 

午後 １時４８分  休  憩 

─────────────────── 

午後 ２時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

─────────────────── 

髙 岡 亮 一 議員 質 問 

○議長  次は、５番髙岡亮一議員でありますが、

先の12月定例会の一般質問において、事実確認

を行わないまま、誤解を生じる発言を行ったこ

とについて、当該部分の発言取消しの申出とお

わびがありましたので御報告いたします。 

  それでは、引き続き一般質問を行います。 

  ５番髙岡亮一議員。 

〔５番 髙岡亮一議員 登壇〕 

○髙岡亮一議員  ５番髙岡亮一です。 

  初めに、12月議会での一般質問内容について

訂正させていただきます。 

  近隣町のゼロ歳児死亡例がワクチン接種後と

の情報があるということを申し述べましたが、

調査していただいたところワクチン接種の事実

はなかったと判明いたしました。登壇の前日入

った情報で、いち早く伝えねばとの思いが先走

り、拙速に過ぎたことをおわび、反省して訂正

させていただきます。 

  今回の質問に入ります。 

  昨年10月に発刊された坪内隆彦著『木村武雄

の日中国交正常化』という本が話題になってお

ります。言うまでもなく、木村武雄は我が選挙

区選出の代議士です。たしか市長のおじいさん

白岩石雄元山形県議会議長も熱心な応援者だっ

たと思います。田中角栄内閣で建設大臣を務め、

元帥のニックネームで一目置かれた存在でした。

昨年は日中国交正常化50周年という記念すべき

年でしたが、木村武雄代議士こそが日中国交正

常化の最大の功労者であったことを明らかにし

たのがこの本です。木村武雄は、福田赳夫を後

継者にと考えていた佐藤栄作首相の意思に逆ら

って田中派結成をもくろみ、田中政権を実現さ

せたのでした。実は、木村武雄と田中角栄の間

には、田中政権が誕生したら日中国交正常化を

実現させるという固い約束が交わされていたと

いうことをこの本は明らかにしています。 

  木村武雄が師と仰いだのが鶴岡生まれの軍人

石原莞爾将軍でした。「アジア人同士戦わず」

という石原莞爾将軍の固い意志を引き継いでの

日中国交正常化の実現でした。実は、石原莞爾
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将軍が昭和15年に発表した「最終戦争論」が、

核戦争の危険が迫る今、改めて注目されていま

す。織田信長の時代、鉄砲によって日本の統一

が果たされたごとく、最終兵器の出現が世界を

平和に導くというのです。核使用の有無が本気

で心配される今の世界情勢は、まさに石原莞爾

将軍の世界最終戦争の段階に突入しているので

はないかというのです。 

  こうした折の２月24日、97歳にして鉄人政治

家として今なお影響力を持つマレーシアのマハ

ティール元首相が、第３次世界大戦が既に始ま

っていることを公に警告しました。ＮＡＴＯ加

盟の欧米側の挑発によって、ロシアはウクライ

ナへ攻め込んだ。これは第３次世界大戦の始ま

りであり、核兵器の使用も視野に入っていると

世界に向けて発言したのです。今まさにこうし

た時代であることを背景に、戦争犠牲者の慰霊

を今後どう考えるかについてお尋ねしたいと思

います。 

  折しも今日３月10日は東京大空襲の日ですが、

厚労省援護局の統計によると、昭和12年の日中

戦争から戦後のシベリア抑留までの戦争による

死者は、日本軍兵士230万人、民間人80万人、

合わせて310万人に及ぶといわれます。この尊

い犠牲があって平和国家日本の建設が始まった

はずでした。以来77年、我々戦後世代が二度と

繰り返してはならないばかげた時代として教え

込まれたあの時代が、また再現しかねない状況

になっていることを、３年間のコロナ騒ぎの中

で痛感させられてきました。 

  まだ治験中で、その効果も定かでない、さら

に、副反応の危険がしきりに叫ばれているとい

うのに、８割以上の人が３回も打ってしまうワ

クチン。息苦しさを我慢しながら、顔を半分隠

すことが当たり前になったマスク社会という現

実を見せつけられた今、竹槍訓練に励み、金属

供出のために走り回り、白い土蔵を炭を塗りた

くった80年前の先輩日本人を笑うことはできま

せん。 

  戦争で亡くなった方々の悲惨さ、つらさは何

よりもその肉親の記憶に深く刻まれて伝えられ

てきたはずです。しかし、当時乳飲み子だった

戦争遺児も80歳になろうとしている今、その記

憶維持の仕組みが途絶えかねない事態になって

います。時あたかも世界中が核戦争の可能性ま

で含めた戦争について、差し迫った現実のこと

として考えねばならない時代になってきました。 

  2022年の世界の軍事費は１兆9,786億ドル、

約260兆円となり、前年比2.6％増加しました。

日本は、ほぼ半世紀にわたってＧＤＰの１％以

内にとどめてきた防衛予算を、岸田政権は2027

年度にはＧＤＰの２％程度、約11兆円にすると

いう方向にかじを切りました。さらに、国会で

は緊急事態条項についての論議が始まっていま

す。これが憲法に明記されれば、国会の審議な

しに閣議決定だけで基本的人権の制限が可能に

なってしまいます。日本が正常な判断ができる

まともな独立国であるならば、差し迫った緊急

事態に対応するために必要な場合も考えねばな

らないかもしれません。しかし、現状は違いま

す。私が緊急事態条項を危険視するのは、日本

人としての正常な判断もないままのワクチン接

種へのなだれ込み、さらに、昨年来のロシア非

難一辺倒を目の当たりにして、真実がないがし

ろにされた日本が身にしみているからです。 

  現状日本においての緊急事態条項追加の憲法

改正は必死で押しとどめねばならないと考えて

います。そして、過去の誤った時代をまた繰り

返すことの愚を防ぐには、何より過去の悲惨な

記憶を呼び戻すことが肝要であると考えるので

す。国のために戦って亡くなった英霊として顕

彰される方々は、その一方では、悔しく、つら

く、悲しい思いで命を落とした戦争の犠牲者で

す。その方々は、後の世代に二度とこのような

体験を繰り返させたくない、させてはならない

と思っておられるに違いありません。そうした
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思いに心を寄せつつお尋ねします。 

  （１）南陽市における戦没者慰霊の現状につ

いて。 

  ①本市各地区で行われてきた戦没者慰霊祭の

現状についてお聞かせください。 

  ②東置賜地区の戦没者慰霊祭の現状について

お聞かせください。 

  （２）現状を踏まえた今後について、南陽市

としてはどう考えているか。 

  （３）死者の慰霊は政教分離に抵触しないと

考えていいのかどうか、このことについてお聞

かせください。 

  大きな２番です。コロナ禍の現況についてお

尋ねいたします。 

  質問通告書を出し終えた翌日の２月28日、令

和４年12月の人口動態速報値が公表され、昨年

１年間の出生数、死亡者数が明らかになりまし

た。報道関係者向け文書には、出生数79万

9,728人で過去最少で、対前年比４万3,169人の

減、マイナス5.1％、さらにその次には、死亡

数158万2,033人で過去最多、対前年比12万

9,744人増加、8.9％の増とありました。ところ

が、その後の報道は、出生数80万人割れのみを

大きな見出しにして、死亡数については記事の

中でちらっと触れるだけでした。普通に考えれ

ば、前の年に比べて8.9％も増えてしまった死

亡数こそ問題にすべきです。テレビ、新聞がそ

ういう状態でも、週刊誌が大きく取り上げるに

違いないと思っていたのですが、私が見渡す限

り、死亡数を問題にする週刊誌は見つけること

ができません。 

  私たちは、いわばそういう報道管制ともいえ

る状況下に生きていることを知らねばなりませ

ん。ロシアがなぜウクライナに攻め込まねばな

らなかったかは一切不問にして、ロシア悪い一

辺倒も同様です。しっかり自分で情報を選択し

て判断しないと命も落としかねない。他人への

同調ではなく、まずは何事も自分ごととして受

け止めて判断することが大事とつくづく思わさ

れています。 

  質問通告に戻ります。 

  心配していた事態が現実のこととして目の前

に突きつけられているんです。2018年から2020

年までの年間死亡者の平均は137万人でした。

ところが、2021年には７万人増えて144万人、

さらに2022年には21万人増の158万人になって

います。さらに恐ろしいことに、今年１月の集

計値では、昨年12月の15万8,387人が17万人に

達しています。一体なぜこういうことになって

いるのか。 

  ２月８日号の週刊現代は「政府・新聞・テレ

ビがひた隠すワクチンと超過死亡の因果関係」

の見出しで、追加接種率が高い日本やベルギー、

台湾などの国ほど超過死亡が多くなる傾向があ

ったとし、超過死亡の激増は現在進行形の危険

だと警告しています。 

  厚労省もようやく２月15日付けで「新型コロ

ナワクチン接種後の副反応を疑う症状に関する

研究への協力について」という文書を各都道府

県の担当部局と医師会に出し、ワクチン接種に

よる副反応についての実態調査に乗り出してい

ます。 

  かねてからの私の主張どおり、新型コロナの

２類相当から５類への変更も５月18日から実施

されることになっています。コロナ禍を収束さ

せる山形県民会議が一昨年の９月議会で提出し

た意見書提出請願のとおり、あの段階で実施し

ていたなら今のような深刻な事態にはならなか

ったのにと、力不足を悔やんでもどうにもなり

ません。 

  ワクチン接種開始前に比べた超過死亡数は、

23か月連続で増え続け、2022年12月段階で24万

8,790人の増になっています。３回目以降の追

加接種は、回数が増えるごとに死亡者数が積み

上がっている現実に、しっかり目を向けねばな

りません。 
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  そもそもワクチンにどれだけの国費が費やさ

れてきたのかを聞いて愕然としました。ワクチ

ン購入代が２兆4,000億円、接種費用に２兆

3,000億円が計上されています。苦しむ人が出

ている一方で、その金で潤っている人もいるわ

けです。日本政府は、ワクチンメーカーとの間

で８億8,000万回分のワクチン購入契約を既に

締結しているとされますが、これまでに接種済

みのワクチンは３億8,000万回分。今のところ

５億回分の１兆4,000億円分が未使用です。こ

の現状を我々は真剣に考えるべきです。 

  昨年12月の議会中、後期高齢者で持病満載で、

しかもワクチン未接種の私も、コロナに感染し

て予算委員会に出ることができませんでした。

熱が38度３分になり、気力の減退がありました

が、重症化することもなく、１週間ほどで回復

することができ、新型コロナはこの程度と自分

なりに納得したところでした。 

  コロナパンデミックの空騒ぎ、その挙げ句の

ワクチン被害、さらに、莫大な国費の消耗、早

く目を覚まさねばなりません。東京オリンピッ

クの大騒ぎの裏で何が行われていたかが明らか

になりつつありますが、コロナパンデミックの

裏で一体何が行われていたか。いずれ明らかに

なるに違いありません。まともな世の中を一日

も早く取り戻したい。その願いを込めてお尋ね

します。 

  （１）超過死亡について。 

  ①南陽市における2018年から2020年までの年

間死亡者の平均と2021年、2022年の死亡者数は。 

  ②山形県における2018年から2020年までの年

間死亡者の平均と2021年、2022年の死亡者数は。 

  （２）新型コロナワクチン接種後の副反応に

ついて。 

  ①南陽市における副反応の把握状況は。 

  ②山形県がこれまで厚労省に報告した副反応

の疑い報告、重篤報告、死亡報告の数は。 

  （３）これまでの南陽市におけるコロナの関

連経費について。併せて、その財源について。 

  ①感染予防対策関連。 

  ②ワクチン接種関連。 

  ③その他。 

  （４）コロナ禍の現状をどう捉え、今後どう

対処してゆくか。 

  しっかり現実に目を向けた御答弁を期待して、

登壇での質問とさせていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ５番髙岡亮一議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、戦争犠牲者の慰霊を今後どう考える

かについての１点目、南陽市における戦没者慰

霊の現状についてでございますが、令和３年度

までは各地区において各地区遺族会による戦没

者慰霊祭が実施されてまいりましたが、終戦か

ら77年が経過し、遺族の高齢化による会員数の

減少から活動の継続が難しくなってまいりまし

た。数年前からは追悼式の一本化が課題となっ

ており、今年度から市が主催となり、山形県遺

族会南陽支部の共催を受け、市全体の追悼式を

実施したところでございます。 

  次に、東置賜地区の戦没者慰霊祭の現状につ

いてでございますが、米沢市、高畠町、川西町

ともに、各自治体が主催となり戦没者追悼式を

実施しております。 

  次に２点目、現状を踏まえた今後についてで

ございますが、先の大戦において亡くなられた

方々を追悼し、平和を祈念するため、今後も遺

族会と協力し追悼式を実施してまいりたいと考

えております。 

  次に３点目、死者の慰霊と政教分離について

でございますが、政府においては、昭和57年４

月13日に閣議決定された戦没者を追悼し平和を

祈念する日に基づき、毎年８月15日に全国戦没

者追悼式を政教分離の原則にのっとり無宗教式
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で実施しております。本市におきましても無宗

教式で実施しており、政教分離には抵触しない

ものと考えております。 

  次に、コロナ禍の現況についての超過死亡の

１点目、南陽市における2018年から2020年まで

の年間死亡者の平均と2021年、2022年の死亡者

数についてでございますが、2018年から2020年

までの年間死亡者数の平均は455人、2021年は

471人、2022年は476人の方がお亡くなりになっ

ております。 

  次に２点目、山形県における2018年から2020

年までの年間死亡者の平均と2021年、2022年の

死亡者数についてでございますが、2018年から

2020年までの年間死亡者数の平均は１万5,501

名、2021年は１万5,770人、2022年は１万6,876

人の方がお亡くなりになっております。 

  次に、新型コロナワクチン接種後の副反応に

ついての１点目、南陽市における副反応の把握

状況でございますが、人数などの把握はしてお

りませんが、発熱や接種部分の痛み等の副反応

があったことはお聞きしております。これまで

集団接種会場内で御気分が悪くなられ、救護室

を利用された方は55人いらっしゃいましたが、

短時間で回復されております。 

  次に、山形県がこれまで厚労省に報告した副

反応の疑い報告、重篤報告、死亡報告の数につ

いてでございますが、山形県に聞き取りを行っ

たところ、副反応の疑い報告は、11月時点でワ

クチン接種総数328万回中256件、割合にして

0.0078％となっております。国で公表している

12月21日時点での副反応の疑い報告数は、ファ

イザー社製ワクチンを３回目から５回目まで接

種された方で医療機関及び製造販売業者からの

報告数は4,929件、同じくモデルナ社製ワクチ

ンを接種された方は2,009件となっております。 

  副反応疑い報告のうち重篤報告数は、ファイ

ザー社製ワクチンでは医療機関からの報告数で

802件、同じくモデルナ社製ワクチンは447件と

なっております。副反応疑い報告のうち死亡報

告の数は、ファイザー社製ワクチンでは医療機

関及び製造販売業者からの報告数で424件、同

じくモデルナ社製ワクチンは235件となってお

ります。 

  次に、これまでの南陽市におけるコロナ関連

経費及びその財源についてでございますが、令

和２年度の感染予防対策関連は１億179万6,000

円で、うち一般財源が1,163万6,000円、国費等

が9,016万円であり、ワクチン接種関連は全て

国費で１億9,831万8,000円、その他が43億

1,971万8,000円で、うち一般財源が１億8,076

万6,000円、国費等が41億3,895万2,000円とな

っております。 

  同様に、令和３年度の感染予防対策関連は

9,116万5,000円で、うち一般財源が1,184万

4,000円、国費等が7,932万1,000円であり、ワ

クチン接種関連は全て国費で4,311万4,000円、

その他が13億6,270万4,000円で、うち一般財源

が1,757万7,000円、国費等が13億4,512万7,000

円でございます。 

  令和４年度の感染予防対策関連が全て国費等

で3,839万9,000円、ワクチン接種関連が全て国

費で１億6,380万7,000円、その他が６億7,931

万1,000円、うち一般財源50万円、国費等６億

7,881万1,000円でございます。 

  次に、コロナ禍の現況と今後の対処について

でございますが、佐藤 明議員の御質問に答弁

いたしましたとおり、５類感染症へ移行された

としても、引き続き国の責務として行うべきこ

とを継続していただくよう求めるとともに、国

の方針に基づき、市が行うべきことは市の責務

として実施してまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  御答弁ありがとうございまし

た。 
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  最初に、戦没者慰霊の問題ですけれども、遺

族会と協力して今後も市一本化した形で追悼式

を続けていくということですけれども、私が問

題にしたいのは、遺族会があるうちは何とかそ

ういうこともできるけれども、今、宮内の場合、

遺族会の会長さんが昭和20年生まれで、もう80

歳になろうとしているわけです。その方が、そ

の子供さんがその遺族会を続けていくかという

と、もうそこまでにはいかない。もう今の、結

局その亡くなったお父さん、お父さんを亡くし

たその人のところまでで、もう遺族会というの

はその後の存続というのは難しくなるんではな

いか。難しくなり、恐らくできない。もう解散

というふうなところも実際にあるわけですから、

そういったところで市としてはどういうふうに

考えていったらいいか聞くのが私にとっての一

番の問題で、今回のこの質問に取り上げた最大

の課題なんです。 

  非常にこれは、ほかのところでこういったこ

とを本気で考えているところというのは私も今

のところ見つけることができないんですけれど

も、ほかのところがないからここもしなくても

いいというのでなく、これは本当に私は大事な

問題だと思うんです。とりわけ、今申し上げた

ように非常に戦争ということが身近に、戦争の

現実というのが身近に迫っている今、やはりそ

の歯止めとなるためにも、この間の、77年前の

戦争を二度と繰り返してはならないと。その思

いをどういった形で今後継続していくか、その

ときに遺族会が今後どんどん姿を消さざるを得

なくなった中で市としてどう考えていくか。こ

れをゼロから考えていただきたいというのが、

私の切なる思いでの今回の問題提起というか、

今回取り上げたことなんです。その辺について、

市長はどのように考えられるかお尋ねしたいと

思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  先ほどの壇上の答弁でも申し上げまし

たとおり、さきの大戦において亡くなられた

方々を追悼し、平和を祈念する機会というのは

非常に重要なものというふうに捉えております。 

  今、議員がおっしゃっているゼロから考え直

してということの趣旨がちょっとよく分からな

いのですが、一旦白紙にしろということなのか。

違う……。 

  継続すべきという御趣旨と捉えてお答え申し

上げますけれども、私も国のために亡くなられ

た方を慰霊する、そして、こういう悲しいこと

があった、戦渦の悲しみを繰り返してはならな

いといったようなことは、たとえ状況が変わっ

たとしても継続していくべきものと考えており

ます。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  思いとしては、自然な思いと

してはみんなそうだと思うんです。それを一つ

の形として、システムというかね、今までは遺

族会という一つのシステムが機能してこれまで

できたわけだけれども、その遺族会がなくなっ

た時点で、これは公の機関として、地方公共団

体、市は市として一つの公の機関として今後考

えていくべきではないか。 

  私もこの問題を取り上げたというのは、現実

に遺族会がなくなって、これからどうしていっ

たらいいんだべねというふうな、その切実な声

を聞いて、これは何とか公のこととして、きち

っとした形で考えていく必要があるんではない

かということで急遽思い立って今回の質問に取

り上げたところですので、大丈夫という遺族会

の方の声も聞こえるようですけれども、その人

が生きているうちは大丈夫だけれども、それが

頑張っておられる遺族会の会長さんもおられる

わけで、そういった方がおられるときは大丈夫

だけれども、いつまでもそういうことが続くわ

けでないので、それ以降のことを今考えておか

ねばならないのではないかと思うわけです。そ
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れが途絶えてしまったら、もうそれっきりにな

りかねない。その辺で次の世代にあの戦争を伝

えていくためにも、そういった形、機関、シス

テム、それが必要ではないかと思うんですが、

そのことについて、市長、お答えいただきたい。 

○議長  市長。 

○市長  各地区において各地区遺族会による慰

霊祭が実施されてまいりましたが、それが難し

くなってきたがために、数年前から課題として

考えられていた市における全体での一本化とい

うことが今年度初めて行われたわけでございま

す。 

  ですので、まず、遺族会がなくなる前提でお

話をされていることは、それはその次の世代の

方々が遺族会をどう考えるかにもよりますし、

なくなる前提でお話しするのは違うと思います

が、いずれにしても、この慰霊の思いを継承す

るべく、そのときの体制に合わせて考えられる

ものというふうに思っております。今の段階で、

例えば20年後に、戦争を経験された方がもうほ

ぼいらっしゃらなくなった段階のことは申し上

げられませんが、そのときの状況に応じて継続

が図られていくものというふうに考えておりま

す。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  具体的にこれからどういうふ

うになって、どうするかということは私も、と

にかく今回はこれが非常に大事な問題だなと私

なりに思ったんで、折も折であります。ちょう

ど戦争ということがいろんなところで考えられ

ている状況の中で、さきの戦争を二度と繰り返

してはならないという、そういう強い思いとい

うものを今後引き継いでいくための一つの問題

提起として今回させていただきました。 

  これについては、私もこれからの大きな課題

として考えていくつもりですので、ぜひ市当局

の方々も頭の中に入れておいていただいて、そ

して今後考えて、折にふれて考えていただきた

いと思います。いつの間にかなくなってしまっ

たというような形には決してしてはならない。

そういったふうな思いで取り上げさせていただ

きました。よろしくお願いします。 

  次に、コロナの問題です。 

  死亡数が2021年、2022年で大きく増えたとい

うようなことは、市長自身どのように認識して

おられたかお尋ねします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  死亡数というのは南陽市の、あるいは

県の、国の。国全体の。 

  コロナ感染症が蔓延したことによると考えて

おります。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  コロナ感染症が始まったのが

2020年だったですね。ところが2020年は実は死

亡者数が減っている、2019年に比べて。ところ

が2021年から増えだした。それをどういうふう

に考えられますか。 

○議長  市長。 

○市長  コロナ感染の状況が拡大したからと考

えております。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  ワクチンの影響については、

これは市長と前に超過死亡数というのが現実に

なった後、現実に見えてきた時点で市長とじか

にお話ししました。2021年の７月だったと思い

ます。2021年の７月に市長のところへ参上して、

実はこういうふうになっているんで、当時市長

は青年市長会の会長さんだったので、青年市長

会でこの問題を何とか取り上げてくれないかと

いうようなことを要望したんですけれども、こ

れは当時、大阪の泉大津の南出市長さんがその

問題を本気で取り上げておられたんで、同じ全

国青年市長会の仲間の南出さんと歩調を合わせ

てしてもらうことはできないかと言ったら、南

出市長さんは87人の中のたった１人でというこ
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とで、そのときには市長には当時としては私も

それはしようがなかったと思います。ただ、そ

の後、やはり人数がどんどん増えて、いわゆる

超過死亡数がこういった形で大きな問題になっ

ているということで、やはりあのときのことは

あのときのこととして、改めて深刻に受け止め

ていただきたいと私なりに思っているわけです。 

  私、今回の問題で一番大変なことだなと思っ

たのは、死亡者数が増えたこと、そのこと自体

も大変なことなんですけれども、それを、もう

その日のＮＨＫのテレビを見たんですけれども、

最初は80万人が、出生数80万人を割ってしまっ

たということだけが取り上げられて、ＮＨＫの

中では死亡者数については全然触れなかった。

次の日の新聞で、死亡者数については記事の中

では触れてあるんですけれども、出生数が減っ

たことだけは見出しになっていた。このこと自

体が非常に私は不自然なことに感じたんですけ

れども、その辺、市長はどういうふうに受け止

められるかどうか。それをお尋ねします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  死亡者数の増加については、母数とな

る高齢者の方の数が増加すればするほど年間の

死亡者数は増える。このことには完全に相関が

ある。そして、コロナが発生した当初は、ステ

イホームということで皆さんが非常に厳しい自

粛をされたわけです。そのことが翌年に行動が

ある程度変わって、社会経済活動も増えていく

ようになるとともにコロナの感染者数も増えた。

コロナの感染者数が増えると同時に死亡者数も

増える。髙岡議員はそれがワクチン接種の増加

と関連されているというふうにお考えだと思い

ますが、私の考えはそれとは違います。 

  ワクチンによって死亡者数がむしろ減ってい

る。コロナに起因する死亡者数が減っている。

一方で、ただ相当数の感染が発生しているため

に、どうしてもコロナを契機とした死亡される

方の数は増えてしまう。そういったことが、そ

の死亡者数の増加を説明する理由であろうとい

うふうに思っているところです。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  ワクチンの副反応について、

厚労省のほうへの報告数、先ほども言っていた

だいたんですけれども、これに関して、実際に

死亡者数としては2,000人からの死亡者数の報

告が厚労省のほうに上がっているわけです。そ

ういったふうなこと、これまでだったらワクチ

ンを打ってそれだけの死亡者数が出たら、もの

すごい大問題になるはずなのに、それが大きな

問題にもならない。重篤者がこれだけ出ている

のに大きな問題にもならない。そして、今回そ

の死亡者数がこれだけ増えているのに、あえて

それを伏せて、出生者数だけを問題にする。こ

のことについての不自然さというか、それのお

かしさということを素直に市長自身お感じにな

りませんか。 

○議長  市長。 

○市長  先ほど申し上げましたとおり、死亡者

数の増加については、母数となる高齢者の数、

そしてコロナ感染者数の増加、そういったこと

で説明がつくという社会的な前提があって、む

しろ今後の日本の社会においては、ポストコロ

ナ後の少子化が国に与えるインパクトの大きさ

から、80万人を割ったことが報道機関によって

大きく報道されていると承知しております。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  市長がそういうふうに言われ

るのならしようがないというか、私もそれ以上

言いませんけれども。ただ、やはり、これ私は

もうずっと一貫してこのことはこれまで言い続

けてきて、そして、ここまでこの数字が出た段

階で、恐らく市長も何らかの形でふと立ち止ま

って、そして考えてみる姿勢を見せていただけ

るのではないかというふうな希望を持って今回

取り上げた今回の問題でした。 
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  ただ、市長がそこまで言われるのなら、それ

は当然高齢者数は増えているわけで、それに沿

って当然死亡者も増えるという、それはそれで

理屈。あまりにも多過ぎる増加という、このこ

とを毎日見る死亡者欄、新聞の死亡者欄を見て

も、かつてとは全然違う、倍くらいの数になっ

ている。 

  １月には、厚労省の発表はまだ12月ですけれ

ども、１月段階でもう結果が出ているわけで、

それを地方公共団体の数を全部集計したら17万

人ということです。12月が多いといっても、こ

れもかなり増えているんですけれども15万

8,000人、それが１月、これは３月末に発表に

なると思いますけれども、これが17万人という

数が、これはほぼ間違いないと思います。その

数が出ている。今後それがどういうふうな推移

をみせるか、これは単に高齢者が増えた、ある

いはコロナ感染者が増えたというようなことで

は絶対説明がつかない。 

  週刊誌等では、先ほど私も言いましたように、

週刊現代なんかははっきりワクチンとの因果関

係ということを言い出しているわけですし、そ

の辺も含めて、まさにこれは人ごとでなく自分

ごととして、非常にこれ昨日も市長は何かの折

に言われましたけれども、やはり何事も自分ご

ととしてこれから考えていかないと、人がこう

言ったから、世の中がこうだからということで

人ごとにしていたんでは、うっかりすると命も

失いかねない。 

  そういうふうな世の中になっていますよとい

うふうなことも言わせていただいて、今後、事

態をしっかり見つめながら、その事態に即応し

たそのときそのときの判断というものがこれか

らは必要となると、ますますなると思いますの

で、そのことを要望して、かつてこうだったか

らということでそれにこだわるんでなくて、や

はり時代が変わる、本当に目まぐるしく変わる

これからの時代ですので、かつてこう言ったか

ら今度はそれで頑張らなければならないという

ような、そういった思いは一切ないし、かつて

そうだったから、あのときお前はこんなこと言

ったでら、ということは言わないから、だから、

そのときそのときの事態の推移に合わせて、い

い判断をしていって、そのときそのときの最高

の判断をしていっていただきたいということを

お願いして、質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長  以上で５番髙岡亮一議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  以上をもちまして、通告されました８名の一

般質問は全て終了いたしました。長時間御苦労

さまでございました。 

  質問された議員、答弁なされた執行部各位の

労をねぎらい、今後の市政運営に生かされるこ

とを期待しております。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  本日はこれにて散会といたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午後 ２時５５分  散  会 

 



 
 
 
 

 
令和５年３月２０日（月曜日） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ０ 日 （ 月 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第４号 

令和５年３月２０日（月）午前１０時開議 

 

 議会報告  議会運営委員長報告 

 

（総務常任委員長報告） 

 日程第 １ 議第 14号 南陽市個人情報の保護に関する法律施行条例の設定について 

 

 日程第 ２ 議第 15号 南陽市職員の高齢者部分休業に関する条例の設定について 

 

 日程第 ３ 議第 16号 南陽市企業版ふるさと納税基金条例の設定について 

 

 日程第 ４ 議第 17号 南陽市赤湯財産区温泉条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 ５ 議第 21号 南陽市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の 

             制定について 

 

 日程第 ６ 議第 23号 置賜広域行政事務組合規約の一部変更について 

 

（文教厚生常任委員長報告） 

 日程第 ７ 議第 18号 南陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

             準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 ８ 議第 19号 南陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

             一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 ９ 議第 20号 南陽市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

             条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 10 議第 22号 南陽市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

（産業建設常任委員長報告） 

 日程第 11 議第 24号 南陽市勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定について 
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（予算特別委員長報告） 

 日程第 12 議第 ６号 令和５年度南陽市一般会計予算 

 

 日程第 13 議第 ７号 令和５年度南陽市国民健康保険特別会計予算 

 

 日程第 14 議第 ８号 令和５年度南陽市財産区特別会計予算 

 

 日程第 15 議第 ９号 令和５年度南陽市育英事業特別会計予算 

 

 日程第 16 議第 10号 令和５年度南陽市介護保険特別会計予算 

 

 日程第 17 議第 11号 令和５年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 日程第 18 議第 12号 令和５年度南陽市水道事業会計予算 

 

 日程第 19 議第 13号 令和５年度南陽市下水道事業会計予算 

 

（追加議案） 

 日程第 20 発議第１号 南陽市議会の個人情報の保護に関する条例の設定について 

 

   閉   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第４号に同じ 
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────────────────────────────────────────────── 

出 欠 席 議 員 氏 名 

 

◎出席議員（１７名） 

 １番 伊  藤  英  司  議員  ２番 佐  藤  憲  一  議員 

 ３番 山  口  裕  昭  議員  ４番 島  津  善 衞 門  議員 

 ５番 髙  岡  亮  一  議員  ６番 高  橋  一  郎  議員 

 ７番 舩  山  利  美  議員  ８番 山  口  正  雄  議員 

 ９番 片  平  志  朗  議員 １０番 梅  川  信  治  議員 

１１番 川  合     猛  議員 １２番 髙  橋     弘  議員 

１３番 板  垣  致 江 子  議員 １４番 髙  橋     篤  議員 

１５番 遠  藤  榮  吉  議員 １６番 佐  藤     明  議員 

１７番 殿  岡  和  郎  議員   

◎欠席議員（０名） 
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説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

矢 澤 文 明 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 
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開      議 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  ただいま出席されている議員は全員でありま

す。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より説明員、嶋貫幹子ワクチン接

種対策主幹が都合により欠席の旨通知があり、

代わりに鈴木 聡すこやか子育て課長補佐が出

席しておりますので、御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第４号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本日の会議の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  私から、３月定例会の最終日であります本日

の議会運営について、先ほど議会運営委員会を

開催し、協議いたしましたので、その結果を御

報告いたします。 

  初めに、付託議案の審査の結果についてであ

りますが、各常任委員長報告、続いて予算特別

委員長から報告を受け、それぞれ質疑、討論、

表決を行うことといたしました。 

  次に、本日追加されます議案について申し上

げます。 

  追加議案は発議案１件であります。 

  発議案１件については、提案理由説明、委員

会付託省略、質疑、討論、表決の順で御審査く

ださるようお願いをいたします。 

  次に、本日の会議の日程でありますが、お手

元に配付してあります議事日程第４号により行

うことといたしました。 

  以上、本定例会の最終日の運営につきまして、

議会運営委員会において協議決定いたしました

ので、議員各位の御賛同と御協力を賜りますよ

うお願い申し上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （総務常任委員長報告） 

日程第１ 議第１４号から 

日程第６ 議第２３号まで計６件 

○議長  日程第１ 議第14号 南陽市個人情報

の保護に関する法律施行条例の設定についてか

ら日程第６ 議第23号 置賜広域行政事務組合

規約の一部変更についてまでの議案６件を、議

事の都合により一括議題といたします。 

  ただいま議題となっております議案６件につ

いて、総務常任委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員長 山口裕昭議員。 

〔総務常任委員長 山口裕昭議員 登壇〕 

○総務常任委員長  おはようございます。 

  私から、総務常任委員会の報告を申し上げま

す。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た議案６件について、日程に従い、去る３月３

日午前10時から議員全員協議会室において、関

係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重

に審査いたしましたので、その経過と結果につ

いて御報告申し上げます。 

  初めに、議第14号 南陽市個人情報の保護に

関する法律施行条例の設定についてを申し上げ

ます。 

  本案は、個人情報の保護に関する法律の一部

改正に伴い、同法の施行について必要な事項を
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定めるため、新たに条例を設定するものであり

ます。 

  当局より、主な内容の説明があり、１点目に、

情報の開示請求に関する手数料は無料とし、写

しの交付は実費負担を求めること。 

  ２点目に、開示決定等の期限を請求のあった

日から14日以内とするが、事務処理上困難な場

合は、さらに16日以内の延長を可能とすること。

また、特例として、開示決定が事務の遂行に著

しい支障を生じるおそれがある場合は、さらに

延長が可能であること。 
  ３点目、個人情報の適正な取扱い等について、

特に意見を聞く必要がある場合は、南陽市情報

公開・個人情報保護審査会に諮問できることを

規定すること。 

  ４点目は、実施状況の公表に関しては、現行

条例と同様に規定し、また、法律施行条例との

整合を図るため、南陽市個人情報保護条例の廃

止、南陽市情報公開条例の一部改正、南陽市公

の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条

例の一部改正をするものとの説明がありました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第15号 南陽市職員の高齢者部分休

業に関する条例の設定についてを申し上げます。 

  本案は、地方公務員法第26条の３の規定に基

づき、職員の高齢者部分休業制度の導入に関し

て必要な事項を定めるため、新たに条例を設定

するものであります。 

  当局より、取得可能年齢は、定年引上げと合

わせて定年前再任用短時間勤務が可能となる60

歳以降とする。休業時間の取得の範囲は、１週

間の勤務時間の２分の１を超えない範囲内の15

分単位とし、勤務しない１時間につき給与を減

額すること。また、部分休業について定めてい

る関係条例の一部を改正するものとの説明があ

りました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第16号 南陽市企業版ふるさと納税

基金条例の設定についてを申し上げます。 

  本案は、企業版ふるさと納税制度に基づいて

寄附された寄附金を、地域再生法に規定するま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経

費の財源に充てるため、新たに基金を設置する

ものであります。 

  当局より、企業版ふるさと納税制度では、原

則的に寄附を受けた当該年度の地域再生プロジ

ェクトに充てることになっているが、基金を設

置することにより、寄附金を柔軟かつ最大限に

活用するため、翌年度以降の事業にも充てるこ

とを可能とするものとの説明がありました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第17号 南陽市赤湯財産区温泉条例

の一部を改正する条例の制定についてを申し上

げます。 

  本案は、温泉受給者の名義変更の届出を受け、

内湯旅館営業者有限会社丹泉ホテルの代表取締

役丸森英一氏を丸森周平氏に変更するものであ

ります。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第21号 南陽市文化会館の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを申し上げます。 

  本案は、南陽市文化会館における施設運営を

より効率的に行うため、開館時間及び休館日を

規則に委任するよう、所要の改正を行うもので

あります。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第
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であります。 

  次に、議第23号 置賜広域行政事務組合規約

の一部変更についてを申し上げます。 

  本案は、置賜定住自立圏の形成に伴い、令和

４年度をもって計画期間の満了を迎える第５次

置賜広域行政事務組合ふるさと市町村圏計画の

次期計画を策定しないことのほか、規定の整備

を行うため規約の一部を変更することについて、

地方自治法第290条の規定により、置賜広域行

政事務組合構成市町議会の議決を必要とするも

のであります。 

  当局より、主な改正内容について説明があり、

１点目は、共同処理する事務のうち、「計画の

策定並びに計画に基づく事業」を「組合の区域

における広域行政の推進に資する事業」に改め

るものであります。 

  ２点目は、置賜広域ふるさと市町村圏基金は、

計画的・一体的な振興整備を図る事業に充てる

ため、置賜３市５町が出資し、山形県からの助

成金もあるが、今後、山形県からの助成金に相

当する額は取り崩すことができないこと、また、

置賜広域行政事務組合が解散または基金を廃止

する場合、山形県に返還することを規定するも

のであります。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  以上、総務常任委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質

疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第14号 南陽市個人情

報の保護に関する法律施行条例の設定について

から議第23号 置賜広域行政事務組合規約の一

部変更についてまでの議案６件について、総務

常任委員長の報告のとおり決するに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

14号から議第23号までの議案６件は、総務常任

委員長報告のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （文教厚生常任委員長報告） 

日程第 ７ 議第１８号から 

日程第１０ 議第２２号まで計４件 

○議長  日程第７ 議第18号 南陽市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定についてから日程第10 議第22号 南陽

市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定についてまでの議案４件を、議事の都合によ

り一括議題といたします。 

  ただいま議題となっております議案４件につ

いて、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  文教厚生常任委員長 片平志朗議員。 

〔文教厚生常任委員長 片平志朗議員 登

壇〕 

○文教厚生常任委員長  おはようございます。 

  私から、文教厚生常任委員会の報告を申し上

げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た議案４件について、日程に従い、去る３月６

日午前10時から議員全員協議会室において関係

課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に

審査いたしましたので、その経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  初めに、議第18号 南陽市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定につ
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いて、議第19号 南陽市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について及び議第20号 南

陽市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について申し上げます。 

  この３議案は関連がございますので、一括し

て審査いたしました。 

  いずれの議案も、条例の基となる子育て支援

関係施設の設備や事業運営の国の基準が一部改

正されたことに伴い、所要の改正を行うもので

あります。 

  当局より、議第18号については、こども家庭

庁設置法の施行に伴い、子育て支援等の施策の

主務官庁が厚生労働省から内閣府に変わること

を反映するものであること。また、相次ぐ家庭

や児童福祉施設等での児童虐待事案を受け、何

人もしつけ等と称して子供に対する懲戒を行う

ことはできないことを明確にするため、関係す

る規定を削除するものであること。 

  議第19号については、議第18号同様、子供に

対する懲戒権はないとされたことを受け、関係

する規定の削除をするものであること。また、

通園バスでの置き去り事故の発生や感染症対策

など、運営上の安全管理に関わる様々な課題に

対応する観点から、安全計画の策定や自動車送

迎時の安全管理の徹底、業務継続計画の策定な

どに関する規定を新たに追加するものであるこ

と。 

  議第20号については、議第19号同様、安全計

画の策定や自動車送迎時の安全管理の徹底、業

務継続計画の策定などに関する規定を新たに追

加するものであること。 

  ３議案とも施行期日は令和５年４月１日であ

るが、議第18号、議第19号の懲戒権の規定の削

除については公布の日から施行するものである

との説明がなされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、３議案と

も全員異議なく原案のとおり可決すべきものと

決した次第であります。 

  次に、議第22号 南陽市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について申し上げま

す。 

  本案は、健康保険法施行令の一部改正に伴い、

出産育児一時金の額を見直すものであります。 

  当局より、健康保険法施行令の改正に伴い、

令和５年４月１日から出産育児一時金の額が８

万円増額され、48万8,000円になることから、

条例で定める出産育児一時金の額も48万8,000

円に改めるものであること。 

  令和５年４月１日から施行され、３月31日ま

でに出産した場合は、その出生届の手続の時点

にかかわらず、従前の40万8,000円の支給とな

るとの説明がなされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  以上、文教厚生常任委員会の報告といたしま

す。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの文教厚生常任委員長の報告に対し、

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第18号 南陽市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定についてから、議第22号 南陽市国民健

康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

てまでの議案４件について、文教厚生常任委員

長の報告のとおり決するに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 



－149－ 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

18号から議第22号までの議案４件は、文教厚生

常任委員長報告のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （産業建設常任委員長報告） 

日程第１１ 議第２４号 南陽市勤労者総合 

      福祉センターの指定管理者の指 

      定について 

○議長  日程第11 議第24号 南陽市勤労者総

合福祉センターの指定管理者の指定についてを

議題といたします。 

  ただいま議題となっております議案１件につ

いて、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

  産業建設常任委員長 島津善衞門議員。 

〔産業建設常任委員長 島津善衞門議員 登

壇〕 

○産業建設常任委員長  おはようございます。 

  私から、産業建設常任委員会の報告を申し上

げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た議案１件について、日程に従い、去る３月７

日午前10時から議員全員協議会室において、関

係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重

に審査いたしましたので、その経過と結果につ

いて御報告申し上げます。 

  議第24号 南陽市勤労者総合福祉センターの

指定管理者の指定について申し上げます。 

  本案は、南陽市公の施設に係る指定管理者の

指定の手続等に関する条例に基づき、南陽市勤

労者総合福祉センターの指定管理者を株式会社

エービーエムに引き続き指定するもので、指定

期間は、令和５年４月１日から令和６年３月31

日までの１年間とするものであります。 

  当局からは、宮内公民館の新築により貸し館

機能の充実が図られることから、令和５年度に

公共施設の機能再編を検討するため、指定期間

をこれまで同様３年間とした場合、当センター

の運営方法に変更が生じる可能性があることを

考慮し、公募によらず指定管理者を選定し、指

定期間を１年間としたとの説明を受けました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  以上、産業建設常任委員会の報告といたしま

す。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの産業建設常任委員長の報告に対し、

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第24号 南陽市勤労者

総合福祉センターの指定管理者の指定について

は、産業建設常任委員長報告のとおり決するに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

24号は、産業建設常任委員長報告のとおり決し

ました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （予算特別委員長報告） 

日程第１２ 議第 ６号から 

日程第１９ 議第１３号まで計８件 

○議長  日程第12 議第６号 令和５年度南陽

市一般会計予算から日程第19 議第13号 令和

５年度南陽市下水道事業会計予算までの予算案

８件を、議事の都合により一括議題といたしま

す。 

  ただいま議題となっております予算案８件に

ついて、予算特別委員長の報告を求めます。 
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  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  おはようございます。 

  私から、予算特別委員会の報告を申し上げま

す。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た案件は、令和４年度各会計補正予算５件及び

令和５年度各会計当初予算８件の計13件であり

ます。 

  このうち、令和５年度当初予算８件について、

去る３月14日と15日の２日間にわたり委員会を

開催し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

報告させていただきます。 

  議第６号 令和５年度南陽市一般会計予算 

  議第７号 令和５年度南陽市国民健康保険特 

       別会計予算 

  議第８号 令和５年度南陽市財産区特別会計 

       予算 

  議第９号 令和５年度南陽市育英事業特別会 

       計予算 

  議第10号 令和５年度南陽市介護保険特別会 

       計予算 

  議第11号 令和５年度南陽市後期高齢者医療 

       特別会計予算 

  議第12号 令和５年度南陽市水道事業会計予 

       算 

  議第13号 令和５年度南陽市下水道事業会計 

       予算 

  以上の当初予算８件は、いずれも全員異議な

く原案のとおり可決すべきものと決した次第で

あります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第６号 令和５年度南

陽市一般会計予算から議第13号 令和５年度南

陽市下水道事業会計予算までの予算案８件は、

予算特別委員長の報告のとおり決するに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

６号から議第13号までの予算案８件は、予算特

別委員長報告のとおり決しました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （追加議案） 

日程第２０ 発議第１号 南陽市議会の個人 

      情報の保護に関する条例の設定 

      について 

○議長  日程第20 発議第１号 南陽市議会の

個人情報の保護に関する条例の設定についてを

議題といたします。 

  ここで、提案理由の説明を求めます。 

  ８番山口正雄議員。 

〔８番 山口正雄議員 登壇〕 

○山口正雄議員  私から、発議第１号 南陽市

議会の個人情報の保護に関する条例の設定につ

いて、提案理由を申し上げます。 

  これまで本市議会が保有する個人情報は、市

当局の条例に基づき適正に管理されておりまし

たが、個人情報の保護に関する法律の改正によ

り、地方議会は国会と同様、自律的な対応の下、

個人情報の適切な取扱いが図られることが望ま

しいとされたところであります。 

  これを踏まえ、本市議会においても個人情報

の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めると

ともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正

及び利用停止を求める個人の権利を明らかにす

ることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運

営を図りつつ個人の権利利益を保護するため、

新たに条例を設定するものであります。 

  以上、御提案申し上げますので、議員皆様の

御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げ、提案理由の説明といたします。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております発議第１号は、議会運営委員全員

の賛成を得て提案されたものであります。よっ

て、委員会付託を省略したいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第１号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。発議第１号 南陽市議会

の個人情報の保護に関する条例の設定について

は、原案のとおり決するに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第１号は原案のとおり可決いたしました。 

  最後にお諮りいたします。本定例会において

議決されました議案の中で整理を要するものに

ついては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に委任願いたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、整理

を要するものについては、その整理を議長に委

任することに決しました。 

  以上をもって、本定例会に提案されました議

案の審査は全て終了いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

市 長 挨 拶 

○議長  ここで、市長より発言を求められてお

りますので、これを認めます。 

  市長。 
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〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ３月定例会の閉会に当たりまして、一

言御挨拶を申し上げます。 

  本定例会に提案いたしました案件につきまし

ては、慎重に御審議を賜り、全議案とも原案の

とおり御承認、御同意、そして、御可決をいた

だきましたことに厚く御礼を申し上げます。 

  定例会の中で各議員からいただきました御提

言等につきましては、可能なものからその実現

に向け努力をしてまいる所存でございますので、

今後とも御指導、御支援を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

  さて、およそ３年にわたる新型コロナウイル

スの感染防止対策が大きな変換点を迎えようと

しております。今月13日からマスク着用が個人

の判断を基本とすることに見直されました。ま

た、政府は、５月８日には現在の感染症法での

分類を２類相当から５類に移行する予定であり

ます。多くの日常活動を徐々に取り戻し、経済

が活性化することを期待しております。 

  しかしながら、新型コロナウイルスが撲滅さ

れたわけではございません。高齢者や基礎疾患

がある方をはじめ、感染をしない、させない対

策は依然として必要でありますので、国の方針

に基づき、市が行うべきことは市の責務として

実施してまいりたいと存じます。 

  間もなく新年度を迎えようとしております。

先日の施政方針で、令和５年度の施策の大要を

述べさせていただきましたが、来年度は、ポス

トコロナを見据えた事業に取り組んでまいりま

す。 

  特に、健康づくりでの一般財団法人ヤマガタ

アスリートラボとの連携事業や、ＤＸの推進、

市民生活に必要不可欠なインフラの整備なども

含め、将来にわたる市民生活の土台づくりを踏

まえた事業に注力してまいりますので、今後と

も、議員各位のさらなる御理解と一層の御支援

を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  ３月は別れの季節でもあります。大室会計管

理者、細川監査委員事務局長、安部農業委員会

事務局長の管理職３名の方をはじめ、この３月

末日をもって定年を迎えられる職員の皆様にお

かれましては、市民の福祉向上と地方自治発展

のため、長年にわたり御尽力いただきました。

その御労苦に対しまして、改めて衷心より感謝

と御礼を申し上げる次第でございます。 

  これからも、これまで同様、市政発展のため

にお力添えをいただきますようお願いを申し上

げます。 

  結びになりますが、議員各位におかれまして

は、時節柄御自愛をいただきますとともに、今

後の御活躍を御祈念申し上げ、閉会の御挨拶と

させていただきます。 

  誠にありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

閉      会 

○議長  これをもちまして令和５年南陽市議会

３月定例会を閉会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１０時３８分  閉  会 

 

南陽市議会議長 舩 山 利 美 

会議録署名議員 高 橋 一 郎 

同       片 平 志 朗 

 



 
 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 定 例 会 
３月２日（木曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 （ 木 ） 午 前 1 1 時 2 2 分 開 会 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ８番 山  口  正  雄  委員  ９番 片  平  志  朗  委員 

１０番 梅  川  信  治  委員 １１番 川  合     猛  委員 

１２番 髙  橋     弘  委員 １３番 板  垣  致 江 子  委員 

１４番 髙  橋     篤  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（０名） 

 

 

 



－156－ 

────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

矢 澤 文 明 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  川 合 俊 一 建 設 課 長 

佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長  大 室   拓 会 計 管 理 者 

長 濱 洋 美 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 細 川 英 二 監査委員事務局長 

安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 

 



－157－ 

─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第１号 令和４年度南陽市一般会計補正予算 

      （第14号） 

 議第２号 令和４年度南陽市国民健康保険特別 

      会計補正予算（第３号） 

 議第３号 令和４年度南陽市介護保険特別会計 

      補正予算（第３号） 

 議第４号 令和４年度南陽市後期高齢者医療特 

      別会計補正予算（第２号） 

 議第５号 令和４年度南陽市下水道事業会計補 

      正予算（第２号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○委員長（殿岡和郎委員）  これより予算特別

委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は16名全員であ

ります。 

  これより予算の審査に入ります。 

  本委員会に付託されました案件は、令和４年

度補正予算５件、令和５年度予算８件でありま

す。そのうち、本日の予算特別委員会では、令

和４年度補正予算５件について審査を行います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１号 令和４年度南陽市一般会計補正予

     予算（第１４号） 

○委員長  初めに、議第１号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第14号）について審査を

行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第１号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により、歳

入、歳出の順に行います。 

  最初に、歳入全般、10ページから14ページま

でについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、歳出に入ります。 

  第２款総務費から第９款消防費までの15ペー

ジから20ページまでについて質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第10款教育費から第13款諸支

出金までの21ページから24ページまでについて

質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、その他・附属資料、25ページ

から26ページまでについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第１号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第14号）は、原案のと

おり可決すべきものと決するに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第１号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第２号 令和４年度南陽市国民健康保険特

     別会計補正予算（第３号） 

○委員長  次に、議第２号 令和４年度南陽市

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第２号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  事業勘定の歳入歳出全般、34ページから36ペ

ージまでについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第２号 令和４年度南

陽市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり可決すべきものと決するに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  異議なしと認めます。よって、議第

２号は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第３号 令和４年度南陽市介護保険特別会

     計補正予算（第３号） 

○委員長  次に、議第３号 令和４年度南陽市

介護保険特別会計補正予算（第３号）について

審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第３号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般、44ページから45ページまでに

ついて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第３号 令和４年度南

陽市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決すべきものと決するに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  異議なしと認めます。よって、議第

３号は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第４号 令和４年度南陽市後期高齢者医療

     特別会計補正予算（第２号） 

○委員長  次に、議第４号 令和４年度南陽市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第４号に 
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        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般、54ページから55ページまでに

ついて質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第４号 令和４年度南

陽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決すべきものと決するに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第４号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第５号 令和４年度南陽市下水道事業会計

     補正予算（第２号） 

○委員長  次に、議第５号 令和４年度南陽市

下水道事業会計補正予算（第２号）について審

査を行います。 

  当局の説明を求めます。佐藤和宏上下水道課

長。 

〔上下水道課長 佐藤和宏 登壇〕 

○上下水道課長  〔令和５年３月定例会 予算 

          に関する説明書により 議 

          第５号について説明〕省略 

          別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  資本的収支全般、その他・附属資料、４ペー

ジから11ページまでについて質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第５号 令和４年度南

陽市下水道事業会計補正予算（第２号）は、原

案のとおり可決すべきものと決するに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第５号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  以上で、本委員会に付託されました令和４年

補正度予算５件の審査は終了いたしました。慎

重な御審議を賜り、ありがとうございます。委

員各位の御協力に対し、深く感謝申し上げます。 

  なお、次回の予算特別委員会は、３月定例会

会期日程により開催いたしますので、御参集を

願います。 

 

─────────────────── 

 

散      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

午前１１時４８分  散  会 

 

 

 

 



 
 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 定 例 会 
３月１４日（火曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ５ 年 ３ 月 １ ４ 日 （ 火 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１５名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ８番 山  口  正  雄  委員  ９番 片  平  志  朗  委員 

１０番 梅  川  信  治  委員 １１番 川  合     猛  委員 

１２番 髙  橋     弘  委員 １３番 板  垣  致 江 子  委員 

１４番 髙  橋     篤  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１７番 殿  岡  和  郎  委員   

◎欠席委員（１名） 

１６番 佐  藤     明  委員   
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

矢 澤 文 明 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  川 合 俊 一 建 設 課 長 

佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長  大 室   拓 会 計 管 理 者 

長 濱 洋 美 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 細 川 英 二 監査委員事務局長 

安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第６号 令和５年度南陽市一般会計予算 

 議第７号 令和５年度南陽市国民健康保険特別 

      会計予算 

 議第８号 令和５年度南陽市財産区特別会計予 

      算 

 議第９号 令和５年度南陽市育英事業特別会計 

      予算 

 議第10号 令和５年度南陽市介護保険特別会計 

      予算 

 議第11号 令和５年度南陽市後期高齢者医療特 

      別会計予算 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○委員長（殿岡和郎委員）  朝の御挨拶をした

いと思います。御起立願います。 

  おはようございます。 

  御着席ください。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は15名で、定足

数に達しております。 

  なお、本日の会議に欠席する旨通告のあった

委員は、16番佐藤 明委員、１名であります。 

  これより令和５年度各会計予算の審査に入り

ます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第６号 令和５年度南陽市一般会計予算 

○委員長  初めに、議第６号 令和５年度南陽

市一般会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第６号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

いいたします。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  予算書の予算に関する説明書により、歳入、

歳出の順に行います。 

  最初に、歳入について行います。 

  第１款市税から第13款使用料及び手数料まで

の14ページから25ページまでについて質疑ござ

いませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  歳入全般というか、予算全般

について、まず１点お伺いをしたいと思いま

す。 

  今回の予算規模は169億2,200万ということで、

前年度比９億9,200万円、6.2％の増ということ

で、積極予算になっているのかなというふうに

思っております。その中で、いわゆるこの予算

を積算した時点から現在の状況、あるいはこれ

からの状況を鑑みた場合に、やっぱりちょっと

ギャップが出てきているのかなというふうに正

直思っています。 

  私は、この予算については大変いいと思って

いるんですが、昨今の情勢を見ると、どうも歳

入が、本当に市税あるいは地方交付税も含めて

入ってくるのかなという心配が実はありまして、

それは市長も当然考えていらっしゃるとは思う

んですが、その中で、いわゆるここ最近アメリ

カの経済状況の中で、シリコンバレー銀行とか、

あるいはシルバーゲート銀行ですか、それらが

倒産したというふうなことがあります。当然、

アメリカがくしゃみをすれば日本は風邪を引く

というふうに言われていますので、当然影響が

出てくる心配をしているところです。 
  この最近の状況も含めて、そういうふうに変
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わってきたということから見ると、予算執行に

当たって、どのような立ち位置で考えていらっ

しゃるのか。私は、やっぱりちょっと慎重に考

えていかなきゃならないのかなと、残念ながら

というふうに思っているんですけれども、その

ことをまずお聞きしたい。 
  あ、その前に、この予算ですね、今回市長の

思いがいろいろあると思うんですけれども、一

言で言えば何という予算のつけ方なのかなとい

うふうに、結局そういった思いがあるとは思う

んで、まあ分かればお伺いしたいと思います。 

○委員長  市長。 

○市長  まず、世界的な経済情勢についてであ

りますけれども、アメリカで、アメリカ全体の

中で２番目に大きい銀行がああいう状況になっ

ていると。そして、連鎖的にその余波が続いて

いるということについては、私も非常に心配な

思いで見ているところです。ただ、今回アメリ

カ政府の対応が、リーマンショックの時と違っ

て早めに手を打っている印象があるなというふ

うに思っておりまして、リーマンショックのと

きのような状況にならないのではないかという

気持ちもありますが、なお注意して見ていかな

ければいけないというふうに思っております。 

  一方で、日本国内の景気については、コロナ

の感染が落ち着いていけば、諸外国が既に享受

しているコロナ後のリバウンドの景気回復が日

本にもようやく来るのではないかということは

期待しているところです。ただ、今回の市の予

算の歳入の、特に市税の計上の仕方については、

個人は若干伸びると見込みますが、法人につい

ては慎重な見方をしておりまして、そこは堅く

見込んでいるところでございます。 

  そして、今回の予算についてでありますけれ

ども、市道六角町富貴田線、それから上野新田

線をはじめとして、長年なかなか手をつけられ

なかったことに着手して、本市の将来的な発展

の土台をつくる土台づくり予算かなというふう

に思っておりますが、それは今思いついて言っ

たので、あまり適切でなかったら忘れていただ

ければというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  土台づくり予算だということ

で、今まで懸案だったことを一気に進めようと

いうふうな積極的なことですから、まあそれは

それで大変いいなと思いますが、私から言うま

でもなく、やっぱり予算については、この予算

についてはこうだというふうなことを市民に対

してアピールできる、そういったことをぜひ考

えていただければ。ネーミングも一つ大事だと

思いますので、というふうに思います。分かり

ました。 

  ただ、リーマンショックに匹敵するんではな

いかというふうな見方の専門家もいますので、

やはりそこは慎重に考えていく必要があるのか

なと。あとやっぱりコロナのリバウンドに関し

ては非常に期待をしたいというふうに思ってい

ますけれども、ぜひそういった意味で、ある程

度、特に法人については慎重にというふうなこ

とだと思いますので、そこは私も指摘をしたい

というふうに思っております。 

  もう１点ですけれども、その収入に関して、

ふるさと納税のところです。ふるさと納税につ

ては大体10億円ということで、前年度と同額程

度を見込んでいます。これもいわゆる寒河江市

が発端というか、寒河江市のふるさと納税の問

題があって、そこから見ると、非常に寒河江市

はもちろん過少に見積もる必要があった。その

当時と現在の時間的なギャップがありますので、

その時点では10億円だったんだけれども、今現

在見てどうなのかなというふうなことが、ちょ

っとまたそれも心配しています。 

  そこで、そのような状況を受けて、その報道

等を受けて、どのような考えで今立っておられ

るのか、お伺いをしたいと思います。 
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○委員長  白岩市長。 

○市長  ふるさと納税の事業者において不適切

な行為があった点については、他市のことでは

ありますけれども、大変遺憾に思っているとこ

ろです。その報道を受けまして、本市において

もそういう事例がないか調査しておりまして、

今のところ、本市に直接そういった事例はござ

いませんが、今後も気をつけて対応してまいり

たいと思います。 

  その寒河江市におけるふるさと納税の減収見

込みが本市に影響するのかどうかという点につ

きましては、これも本市のふるさと納税の状況

ではありますけれども、前年同額を見込んでい

ます。前年は、令和４年度でありますけれども、

令和４年度はちょっと厳しい状況で、ふるさと

納税のポータルサイトの中で、想定している額

に達していないところもあったり、伸びたりし

ているところとちょっと凹凸がある状況です。 

  ということで、来年度については慎重に同額

ということで見込みましたけれども、本市のふ

るさと納税での収入の使い道については、来年

度の収入を来年度すぐ予算化するということで

はなくて、基金化して、翌々年度に予算化する

ということですので、実際的な影響はないもの

というふうに思っておりますが、今後ともふる

さと納税の収入増については努めてまいりたい

と考えております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  そうですね。ふるさと納税は

本当に自由度が比較的あるものですから、非常

に収入の柱として大切だなというふうに思って

いますので。いろいろな要素があると思います。

そのポータルサイトでのいわゆるポイント制が

つくようなものがやっぱり人気が出てきたりと

か、そういったものに乗り換えていくというふ

うなことが、産業建設常任委員会の中でもちょ

っとその辺が話題になったわけですけれども、

そういったことを機敏に捉えて持っていく必要

があると思いますので、ぜひそういったことで、

今市長が答弁なされたようなことでお願いをし

たいというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第14款国庫支出金から第15款

県支出金までの25ページから36ページまでにつ

いて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第16款財産収入から第21款市

債までの36ページから46ページまでについて質

疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、歳入につ

いてこれで終わりたいと思います。 

  次に、歳出に入ります。 

  第１款議会費の47ページから48ページまでに

ついて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第２款総務費の49ページから

86ページまでについて質疑ございませんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  64ページの１項総務管理費の

移住関係についてちょっとお尋ねしたいんです

が、令和４年度の移住者数はどのくらいだった

のか、あるいはその移住者の中で、首都圏から

とその他に分けるとどういう状況なのかについ

て、まずお伺いしたいと思います。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの委員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  本市の移住者の数でございますが、移住者の

全てについて網羅をしているわけではございま

せん。現在、県と共同で、県外からの移住者に

対して、山形らしい移住者に対する事業という

ことで、米、みそ、しょうゆを提供したりして

おりますが、まずそちらの人数でお答えをさせ
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ていただきたいと思います。２月末現在の合計

でございますが、米、みそ、しょうゆを提供し

た世帯につきまして、８世帯10人となっており

ます。 

  また、毎月の転入状況についてお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

  こちらにつきましては、令和４年度、４月か

ら12月末までの状況についてでございます。県

外からの転入者199人でございます。なお、県

内と県外合わせての転入者につきましては501

人となっております。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  ありがとうございました。 

  今まで、このように結局かなりの相当数の方

が県外あるいは市外から移住されているという

ことなんだと思いますが、その移住の中での、

今年の１月１日の山形新聞に載った記事なんで

すが、県と市町村、経済界、大学で組織するふ

るさと山形移住・定住推進センター、愛称はく

らすべ山形というらしいんですけれども、その

ところが移住者に対する幸せのアンケートを取

られたということで、その幸せについてのもの

が、「幸せだ」という回答が70.6％、それから

「普通だ」と答えられた方が26.9％、「幸せで

はない」という方が2.5％という結果がござい

ました。 

  その中で、この2.5％の「幸せではない」と

お答えになった方の理由が、積雪と吹雪の中で

の暮らしがつらいという、あるいは友人と知人

がいないため幸せが減ったということ、あるい

は田舎暮らしは大変であることが分かったと、

この３つの理由が挙げられているわけなんです

が、この中で、友人と知人が減って幸せでない

ということについて、私はちょっとどうなって

いるのかなと。要するに、地域とのつながり、

あるいは住民同士の助け合い、あるいは地域活

動に対する参加というあたりが移住者の方々に

とってどのようなことになっているのかなと。

そんなふうな思いでこの記事を見たんですが、

その辺についてお分かりになれば、誰かお答え

いただけますか。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

を申し上げます。 

  不満を持っていらっしゃるという移住者の方

の直接の原因とかについてはお伺いはしており

ませんが、ただ、特に地域おこし協力隊の例で

申し上げますと、今、農林課のほうで地域おこ

し協力隊を受けていただいております。その中

で、毎週毎週、週１回、協力隊の皆さんと意見

交換をしておりますので、その中で行政が対応

できるものであったりとか、いろいろな御意見

を頂戴させていただいて、そこを前に向けて対

応できているのかなというふうに思います。 
  あわせて、移住者の方は特にでございますが、

やはりこの２年間コロナ禍で、様々なイベント

だったりとか、地域の中でのコミュニケーショ

ンする機会がかなり減ってきているのかなと思

います。そういう意味では、やはり外からいら

っしゃった方についてはなかなか、特に田舎の

ほうでそういうふうなものがきちっと守られて

いるというふうな環境もあったのかなと思いま

すので、そこについてはいろいろな御苦労もお

かけしたのかなと思います。 
  おかげさまで、来週には文化会館で今年度の

地域おこし協力隊の方々の発表会を、いろいろ

な方にお越しいただいてさせていただいたりと

か、あといろいろなイベントも少しずつ活発に

なってきておりますので、今後については公民

館だったりとか地域とも連携しながら、担当課

とも連携をさせていただきながら、外からいら

っしゃった方の生活について、安心できるよう

な支援をしていきたいなというふうに考えてお

ります。 
  以上でございます。 
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○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  ありがとうございます。 
  今おっしゃったように、せっかく一大決心し

て移住されてくるわけですから、幸せ度が減っ

たというようなことにならないように、あるい

は、逆に言えば、移住されてきた方が新たな移

住者を呼ぶというような糧に、できればなるよ

うな、やっぱり幸せだと、ここに来てよかった

というふうに言われるような対応をぜひお願い

をしたいと思います。 
  以上です。 
○委員長  要望ですか。 
○山口正雄委員  はい。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  ５項２目、83ページ、地籍調

査費に関してお尋ねします。 

  地籍調査事業費がここのところ年々増額して

いるようですけれども、現在どの程度カバーな

ったのか、そして来年度はどこを対象地域とす

るのか、それをお尋ねしたいと思います。 

○委員長  川合俊一建設課長。 

○建設課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  地籍調査事業につきましては、３年間で１つ

の調査区を完了するというサイクルで実施して

おります。令和３年度に地籍調査事業を再開い

たしまして、令和５年度からは３地区分の業務

で事業量が増加することから、必要な予算を御

提案させていただいておるところです。 

  なお、来年度、令和５年度につきましては、

令和４年度、今年度調査したところの地籍図の

作成、閲覧、登記、これについては宮内の東町、

吉野町地区になります。 
  あと、令和５年度の調査区につきましては、

一筆地調査、細部測量、地籍測定ということで、

これは清水町、六角町、横町、吉野町辺りにな

ると思います。 

  あともう一つ、令和６年度の調査区の準備の

素図作成ということで、これは東町ということ

で計画しているところでございます。 
  以上です。 
○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  地籍調査、今から30年くらい

前かな、かなり鳴り物入りでスタートして、た

だその後、中断を経て、そしてまた再開という

ふうな形のようですけれども、現在、南陽市全

体のどの程度カバーなって、そしてこれからの

見通しとして、どういうふうな見通しで取り組

んでおられるのかお尋ねしたいと思います。 

○委員長  川合建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  先ほど申し上げたとおり、３年スパンという

ことで、１年ごとにつきましては、面積では

0.11キロ平方メートル当たりということで進ん

でいくということで、全体の今年度末のやつは

ちょっと今資料ございませんので、後ほど御答

弁させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  非常に地味な作業で、長い年

月かけて全体できるような形になるんだと思い

ますけれども、後ほど、現在どういうふうな形

で、今後の方向はどういうものかを改めてお尋

ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  66ページ、２款総務費の２項

総務管理費、７目企画費のほうのＤＸ推進事業

費に関連しまして、最近ですけれども、ＬＩＮ

Ｅのほうを活用して、いろいろな情報発信を市

のほうでされているようですけれども、現在ど

のような情報について発信されているのかをま

ず教えてください。 

○委員長  佐野 毅情報デジタル推進主幹。 
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○情報デジタル推進主幹  ただいまの山口委員

の御質問にお答えします。 

  ＬＩＮＥの公式アカウントにつきましては、

今現在、南陽市の中で１万1,000人ほどの方に

登録いただいております。世帯で換算すると、

ほぼ100％の方が南陽市のＬＩＮＥ登録をして

いただいていると思っております。 

  その中で、その発信する内容でございますが、

防災だったりとか、あとは市民の方に有効とな

るイベント情報、そしていろいろな制度の御案

内とかを、希望される方に配信するというセグ

メント配信というのがございますので、そちら

のほうで主に配信しております。先ほど申し上

げました防災に関する情報については、全アカ

ウントに登録されている方に配信しておりまし

て、その情報の種類を区別して、いろいろな方

に必要な情報が届くような形での情報の配信を

行っております。 

  以上でございます。 

○委員長  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  ありがとうございます。 

  最近、うちの家内のほうも随分南陽市のＬＩ

ＮＥのほうを活用して、いろいろな情報をもら

っているようなんですけれども、今年ですと、

除雪のほうで、例えばＬＩＮＥのほうで活用で

きないかなと思っているんでした。例えばです

けれども、最近雪の降り方が結構多様になって

いまして、一斉除雪のほうも通常の時間で来ら

れなくてちょっと遅れてくると、そういうこと

もままあるようなんですね。私の家なんかです

と、５時過ぎくらいから布団の中でいつ頃来る

のかなと思いながら、今日除雪あるのかなと思

いながら待っていて、６時過ぎくらいから除雪

を始めるような方たちが結構多いんでした。そ

のときに、ＬＩＮＥのほうで今日は出動したよ

とか、そういう情報があればすごくいいのかな

と思うんですけれども、それというのは、例え

ば技術的にですとか費用的に難しいものがある

んでしょうか。 

○委員長  佐野 毅情報デジタル推進主幹。 

○情報デジタル推進主幹  ただいまの御質問に

お答えします。 

  今の公式ＬＩＮＥの費用につきましては、Ｌ

ＩＮＥ社の御厚意によりまして、自治体で利用

する場合は全て無料で情報を配信することがで

きております。今の情報の配信の仕方として、

基本的には各課から情報をいただいて、その情

報を総務課のほうで配信するという流れになっ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  そういうことですと、特に費

用もかからず、技術的にも難しくないというこ

とだと思うんですけれども、市長、どうでしょ

う、ぜひ除雪のほうも発信していただきたいと

思うんですけれども、どうでしょうか。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  質問にお答えします。 

  除雪車の位置情報を捉えて、例えば今現在ど

こに除雪車がいますというのは、システム化で

きる可能性はあります。ただ、例えば雪の質に

よって、実際２時頃に出動をかけて、そこに何

時に来るというのを予想するということについ

ては、恐らく相当テクニカルだと思うんですよ

ね。だから、例えば今日の朝はあまり降ってい

なくて、例えば除雪しなくて、日中になりまし

たというようなお知らせぐらいであれば可能か

もしれないんですけれども、この道路を何時に

掃くのが予想できますかというふうになると、

かなりテクニカルで、まあ金さえかければそれ

はできないことはないとは思うんですが、現実

的にはなかなか難しいのかなというのが聞いて

いて思いました。 

  ただ、住民の方って恐らくそういうところは

欲しいというふうなことだと思うんです。結局、

何時になったらこの辺掃いでけんなだべねとい
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うのは思うので、少しその辺は研究していきた

いと思っています。結局、各除雪車に位置情報

があって、それが常にセンターのほうに来ない

と、情報処理して吐き出すということができな

いので、結局相当やっぱりテクニカルにはなる

ような感じがします。 

  以上です。 

○委員長  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  ありがとうございます。そこ

までの内容ですとかなり大変なのは分かるんで

すけれども、例えばですけれども、通常の出動

が２時ということで、うちに来るのが大体６時

くらいだなというのが分かっていれば、今日は

ちょっと４時に出ましたと、３時に出ましたと、

それだけの情報だけでも、大体このくらいかな

とか、あ、今日は来るんだなぐらい分かると思

うんですよね。そのくらいだけでも何とかと思

ったんですけれども、その辺はいかがでしょう

か。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  結局、オペレーターの方にどういう

ふうな作業が必要なのか、オペレーターの方に

負担がかからないようにするにはどうするか、

いろいろ研究することは必要だと思いますが、

おっしゃるとおり、市民としてはいつ頃来るん

だろうねぐらいの目安が分かればいいよねとい

うのは、ちょっと研究してみたいなとは思いま

す。 

  以上です。 

○委員長  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  ありがとうございます。 

  技術的に難しいことはすぐには無理だと思い

ますので、できることから、できれば何時に出

たよぐらいからでも、やってもらえばすごくあ

りがたいと思いますので、ぜひお願いしたいな

と思うんですけれども、その辺はいかがでしょ

うか。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  できることからとにかくやってみた

いので、ぜひ研究させてください。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  66ページ、２款総務費の７

目企画費の66ページの説明欄の82番、地域公共

交通検証・研究事業費（地域おこしインターン）

と書いてありますが、地域おこしに関しては今

農林課さんのほうで予算を上げておりますが、

この地域公共交通検証・研究事業費というのは

どういう事業でしょうか。 
○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの委員の御質問に

お答えを申し上げます。 
  こちらの事業につきましては、地域おこし協

力隊の前の地域おこしインターンという制度を

活用いたしまして、公共交通、具体的には沖郷

地区で運行しておりますおきタクについての住

民の満足度調査を含めた運行状況を検証したい

というふうに考えております。主に学生を対象

に、地域おこし協力隊のインターンというふう

なことで来ていただきたいというふうなことを

想定しているんですが、その学生の機動力に協

力していただいて、運行しておりますこのおき

タクの状況について、今後の検証をしていきた

いというふうに考えているものです。 
  以上でございます。 
○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  どのようなものかと思った

んですが、おきタクについての満足度調査。こ

れから南陽市の地域の交通ということで、分か

りました。学生さん、多く働いていただければ

と思います。 

○委員長  ほかに質疑ございませんか。 

  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  71ページ、２款総務費、１項

総務管理費、説明欄27番の空き家対策事務費で
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ございますけれども、年々空き家が増えている

わけですけれども、危なくない空き家だったら

ばいいんですけれども、危険な空き家も相当増

えているというふうに思っております。そこで、

危険な空き家という部類の空き家はどのくらい

あるのか教えてもらいたいと思います。 

○委員長  川合俊一建設課長。 

○建設課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  令和４年９月末時点の空き家調査の結果によ

りますと、総数で759件、そのうちＣランクが

114、Ｄランクが68、Ａ・Ｂが577という内訳に

なってございます。 

  以上です。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  ランク別になっているようで

すけれども、このＤランクというのが一番悪い、

危険な空き家ということなんですか。 

○委員長  川合建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  Ｄランクが一番悪いということで、再利用は

もう不可能かなというような物件になってござ

います。 

  以上です。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  Ｄランクは68件ということで

ございますけれども、非常に危険な空き家とい

うのは、見た目も悪いし、地域においてもなか

なか取り壊してくださいということを言えるの

かどうか分かりませんけれども、そのままにな

っている空き家もあるようです。その辺の当事

者への指導とかそういったことはどのようにな

さっているのでしょうか、お伺いします。 

○委員長  川合建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  毎年調査いたしまして、Ｃランク、Ｄランク

の方には、空き家の除却をするための補助もあ

りますよということと、あるいは適正な管理を

引き続きお願いしますということで、文書のほ

うで通知しているような状況になってございま

す。 

  以上です。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  文書で撤去というか、そうい

ったことを言っているということでございます

けれども、やっぱり本当に見た目も悪いんで、

その辺は市の担当の方、実際に出向いてもらっ

てその辺の指導をしっかりとやっていただきた

いというふうに思います。要望です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ２番佐藤憲一委員。 

○佐藤憲一委員  総務管理費、７目の企画費、

66ページに関して御質問いたします。 

  施政方針の令和５年度の主要施策８項目の中

の７項目に「人がつながりまちを育てる」とい

うふうな項目があって、その中に、地域の課題

を住民同士で論議する場として新たに南陽市自

分ごと化会議を開催するとあります。そして、

66ページの説明の欄の81番に、南陽市自分ごと

化会議事業費372万8,000円が計上されておりま

す。 

  多分、一般社団法人構想日本との関わりだと

思いますが、この中で会議開催支援事業委託料

として364万3,000円計上されておりますが、今

年どんな形でこの委託をなされるのか、お聞き

をしたいと思います。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの委員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  南陽市自分ごと化会議事業につきましては、

委員お見込みのとおり、一般社団法人構想日本

の御指導をいただきながら開催を計画させてい

ただいているものでございます。趣旨といたし

ましては、地域の課題について多様な住民同士

で議論する場をつくって、まちづくりへの市民

参加をさらに進める新しい手法といたしまして、
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無作為に抽出したメンバーによる会議を開催す

るものでございます。 

  既にこちらの取組につきましては、全国の

様々な自治体で実施をされているというふうな

こともお聞きしておりますので、住民協議会と

いうことで１つのテーマに絞りまして、４回ほ

どの会議、公開でワークショップのようなもの

を開催いたします。その進める際のまとめまで

の一連の過程について御指導いただきたい、委

託でお願いしたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○委員長  ２番佐藤憲一委員。 

○佐藤憲一委員  自分ごと化会議は、無作為で

選ばれた市民による会議、議論というふうなこ

とになっているようですが、例えば私が市会議

員でなくて一市民としてこの会議にぜひはまり

たいといった場合は、会議に出席できるのか。

それから、無作為ですからね、余計な人ははめ

られないというわけでないと思うんですが、ど

ういう形で選出されるのかお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  御質問にお答えを申し上げ

ます。 

  この参加いただくメンバーにつきましては、

無作為に抽出させていただくというふうなこと

が前提となっておりますので、ぜひ参加したい

というふうなことでの自らの方については、大

変申し訳ございませんが、こちらについては公

開というふうなことでさせていただきますので、

ぜひ御覧いただきまして、この会議の推移につ

いて見守っていただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

○委員長  ２番佐藤憲一委員。 

○佐藤憲一委員  もう１点お伺いします。 

  市長にお伺いします。この構想日本の会は、

東北地方だけ申し上げますと、６県で福島を除

く知事さんが全員会員となっております。山形

県では飯豊町長さんがお１人、構想会員になっ

ております。山形県知事も構想会員になってお

りますが、市長はなっておられますか。 

○委員長  市長。 

○市長  現在、会員にはなっておりません。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  49ページの一般管理費をお伺

いしたいと思います。 

  会計年度職員は、この総務費だけではなく、

各費目において採用されております。資料を見

ると今年度142名、それから正職員は254名とい

うことで、大体400人でこの市の行政を運営し

ているというふうになっておりますが、会計年

度職員も去年度から見て３名減って、それから

一般職員も３名減ると。合わせて６名減るとい

うふうな内容だと思いますけれども、いわゆる

様々な行政需要、それから積極予算を組んだ中

でこの人員体制が適正なのかどうか、それをお

伺いしたいと思います。 

○委員長  穀野純子総務課長。 

○総務課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  総数的には減っているということでございま

すが、事務職員に関しましては現状維持といい

ますか、お辞めになる分の補充のほうは今年度

も採用する予定でございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ということは、現業職員とい

うか、現業というと保育士等も含めてなってく

るのかとは思うんですけれども、私がお聞きし

たいのは、とにかく行政需要に、今は事務職の

方はそのままだというふうなことだったんです

けれども、その辺のいわゆる行政改革、行財政

改革になるのか、その一環の中で今後ともそう

いった形で人員削減というのは考えていくのか
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どうかお伺いしたいと思います。 

○委員長  穀野純子総務課長。 

○総務課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  定年延長に伴いまして、65歳まで延長になら

ない方につきましては、暫定再任用制度という

ものでお働きいただくという制度もございます。

それによりまして、やはり人数が減るというよ

りも、採用ゼロということは極力控えたいと思

っておりますので、そういったところも考えな

がら、60歳以上の方の働き方も考えながら、含

みながら計画していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長  ただいま質疑中ですけれども、暫時

休憩といたします。 

  再開は11時15分といたします。 

午前１１時０１分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１５分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  休憩前に引き続きますので、６番高橋一郎委

員。 

○高橋一郎委員  続けたいと思います。 

  積極的な行政運営をする際には、当然人の配

置というか、人員、いわゆる人そのものが事業

であるというふうな考え方もなされている人も

います。私もそう思っていますけれども。そう

いった中で、いわゆる定年延長、それから新し

い人材の採用、様々な難しい問題を抱えている

というふうに思っています。その中で、いわゆ

る行政改革の一環としての命題もあるのかなと

は思いますけれども、やはりうまく市民サービ

スを低下しないようにやっていくというのも、

また一つの大きな市政のことだと思います。 

  市長にお伺いしたいんですけれども、そのよ

うな難しい人員配置を考えていく場合に、何か

その肝になる部分というか、市長なりに考えて

いる部分をお伺いしたいと思います。 

○委員長  市長。 

○市長  今回、デジタル田園都市国家構想推進

交付金を活用して様々なＤＸ推進事業を行うわ

けでありますけれども、今後、人口減少に伴っ

てあらゆる分野、行政にとどまらず、民間にお

いても人手不足の問題というのは深刻化してく

るということは、これは避けられない状況です。

その中でも、市民サービスを維持していくため

に、やはりデジタル的な技術を積極的に取り入

れて、そこのところを補いつつ、働き方につい

ても安心して働ける環境を守っていくというこ

とが大事かというふうに思っております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ＤＸのことについては後でと

思ったんですが、今市長が答弁されたので、そ

の辺について私の考えている、ＤＸをして、い

わゆる例えば手作業等があまりなくなって、そ

ういった面では省力化されたと。したがって、

人員削減というふうなことではなくて、その分

を例えば様々な住民ニーズに応えるような形で

持っていくというふうなことと私は思っている

んですけれども、そこについてはどうでしょう

か。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  特に繁忙期においては、時間外も多く

発生したりしますので、そういった時間外を削

減して働き方を改革するということと、それか

ら、さらに踏み込んで余力をつくって、そこを

市民サービスの向上に充てるという考え方につ

いては同感でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  はい、分かりました。一つ安

心したんですけれども、総務課長にちょっとお

伺いしたいんですが、今、時間外勤務の話が出

ました。時間外勤務手当というのは、いろいろ

災害とか何かあった場合は特別になりますので、

あまり通年との比較はできないかもしれません

が、相対的に言って増えているのかどうなのか
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お伺いしたいと思います。 

○委員長  穀野純子総務課長。 

○総務課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  南陽市の給与定例管理等ということでまとめ

させていただいた結果がございます。その中で、

時間外の手当なんですけれども、職員１人当た

り、元年度につきましては13万6,000円、あと

２年度につきましては24万2,000円ということ

で増えている傾向がございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  先ほど市長の答弁で、いわゆ

る働き方改革というんですかね、その中身のあ

るものをと、時間外労働はあまりさせないと、

命令はあまりしないというふうなことでの認識

だと思うんですけれども、いわゆる会計年度職

員と、それから正職員のいわゆる人数ですね、

その辺については、他市町、例えば同規模、例

えば長井市、上山市等々と比べている何か資料

なんてあるんでしょうか。ありますか。あれば

お伺いしたいと思います。 

○委員長  穀野純子総務課長。 

○総務課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  そういった比較した資料のところは、今のと

ころ手持ちにはございません。 

  以上でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  いわゆる正職員化することに

よってその安定をして、それから例えばいろい

ろな波及があると思うんですけれども、正職員

でないためになかなか収入も確保できずに、結

婚もできないとか、例えばそういうふうなこと

なんかも一般的にあります。私はやっぱりでき

るならば正職員の比率をもっと高める必要があ

るんじゃないかなというふうには思っています。

その辺で、いわゆる比較をしていく、そういっ

たことについて考えていくのかいかないのか、

そこをお伺いしたいと思います。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  私からお答えします。 

  そもそも、例えば公民館においては会計年度

任用職員なんですが、例えばほかのコミセンに

なれば、その部分がいなくなるということにな

るので、つまり単純比較というのはほぼ不可能

です。その自治体がどういう業務を行っている

かというのを分析しながらしていかないと、恐

らくほぼ不可能だと思います。事務職だけとか

そういうことであれば、例えば育休代替を除く

とか、いろいろすれば単純にはできるかもしれ

ませんが、全体の前で会計年度任用職員が多い

か少ないかというのは、いわゆる業務形態によ

って大幅に変わってくるので、単純には恐らく

比較できないだろうというのが今の時点での考

え方です。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  まあ、それは当然行政形態に

よりますから、それは当たり前の話だろうと思

います。ただ、本当に正職員の比率と、いわゆ

る非正規、会計年度任用職員についてのという

のは本当にいいのかどうか、それはちょっと検

証する必要もあるのかなというふうに私は思っ

ているんですけれども、市長、どうでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  本市の規模、それから地域特性なども

考慮しながら、どういった姿が一番いいのかと

いうことについては不断の研究が必要だという

ふうに思っておりまして、何か参考事例があれ

ば、それは参考にさせていただきながら、より

よい在り方を考えてまいりたいと思います。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。よろしくお願

いしたいと思います。 

  もう１件、これは58ページになるのかな、財
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産管理費だと思いますけれども、あずま湯、と

わの湯、いこいの家については廃止になってい

るわけです。当然そこの跡地利用について考え

ていくときになってきているなというふうに思

っています。現在、その３か所についての跡地

利用の構想というのがあるのか、あればお伺い

をしたいと思います。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  お答えいたします。 

  いずれの施設につきましても、現在建物が建

っている状況にございますので、今後活用に当

たっては、解体が必要なのか、または建物つき

で有効に民間で活用いただけるのか、こういっ

たことを検討したいというふうに考えておりま

して、今回の予算の中にも、財産維持管理費の

ほうでそういった資産価値を測ったりとかする

委託料なども計上させていただいているところ

であります。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  前に進む必要があるなという

ふうに思って、今の予算を見ると、そういった

調査をしながら、何がいいのか、市で持ってお

く必要があるのか、あるいは民間に売払いをす

るのか、様々な角度でなるとは思うんですね。

そもそも、すみません、この建物について、こ

の３か所とも全部市のものなんでしょうか、そ

れとも財産区のものなんでしょうか。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  老人いこいの家につきましては、

建物、土地とも市のものでございます。あずま

湯、とわの湯につきましては、土地、建物とも

財産区の所有でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  財産区ということであれば、

財産区の会計の中で、本来ならば一貫して例え

ば壊す、あるいは売るとかというふうになって

くると思うんですが、市の土地、いこいの家に

ついては市管理というふうなことになるんでし

ょうけれども、いずれにせよ財産区の会計につ

いては余裕があるわけではないですので、当然

壊すとなれば何千万円とかかる、何千万円はか

からないか、まあかかると思いますね。そうい

ったことも含めて、今後やはり地元の意見等も

聞きながら、その有効利用について考えていっ

てもらいたいなと思いますけれども、市長、も

う一回お願いしたいと思います。その辺の考え

方ですね。どういうふうな形で持っていくのか、

現在は分からないですけれども、話を聞く場と

いうものをつくっていくのかどうかですね、お

願いしたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  いこいの家については、先ほど答弁い

たしたとおりでございます。 

  財産区管理の施設につきましては、一義的に

財産区の皆さんが主体的に考えていただいて、

さらに地域の意見をどうするかということにつ

いても財産区の皆さんに御相談をしながら、丁

寧に前に進めればというふうに思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第３款民生費の86ページから

109ページまでについて質疑ございませんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  87ページの社会福祉協議会の

関連でちょっとお聞きしたいんですが、現在、

子ども食堂、あるいは母子家庭、生活困窮者家

庭などについて、社会福祉協議会、あるいは個

人であるとか企業であるとかから食材の提供が

なされているというふうなことをお聞きしてお

ります。今現在その辺の、要するに量的な部分

で十分なのかどうかですが、要するに私、農業

を営んでいる方からいろいろお話を伺って、野

菜や果物なんかは余って廃棄せざるを得ないと

いうようなことがあるようなんです。それで、

例えば社会福祉協議会でそういったことをやら

れているとすれば、そういう仕組みについて分
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かっていないという方が、農業者の方ですね、

それが多いんだと。だから、そういったものを

市報とか何かに載せるべきじゃないかというお

話をいただいたんですね。その辺について、量

的に充分であるならばそういう必要はないわけ

でございますが、その辺についてお伺いしたい

と思います。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  社会福祉協議会の会長でありますの

で、お答えします。 

  基本的には、企業のほうから頂いた食材につ

いては有効利用させていただくというスタンス

ですので、ただ、農作物の場合は生鮮食品です

ので、結局ストックするのにストックする場所

もないというふうなことになるので、何か加工

できればもしかすると有効利用ということがあ

るのかもしれませんけれども、あらかじめ例え

ば計画できるものでもないし、なかなか難しい

のかなとお話をお伺いしながら。ただ、そうい

うお声があるということだけはちょっと検討さ

せていただきます。ただ、あくまでもやっぱり

どちらかというと、食材、この部分がストック

できるやつが余ったので頂いて、そういう団体

のほうに交付するというような事業フレームに

なっていますので、今のところちょっとなかな

か難しいのかなというふうには考えます。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  88ページの３款民生費、１項

社会福祉費の説明番号030番ですね、今回、ひ

きこもり支援推進事業ということで307万円ほ

ど計上されているわけですけれども、このひき

こもりの問題については、12月の一般質問でも

山口裕昭委員が取り上げた課題でもあります。

今やっぱり日本全国の社会的な問題の一つとな

っております。その若者の受皿づくりとして、

早速本市でも取り組んでいただいたことに感謝

を申し上げたいと思います。 

  先だって、１月の末に文厚で、このひきこも

りの問題について既に条例をつくって取り組ん

でいる神奈川県の大和市に行って研修してまい

りましたけれども、そこで縷々説明を受けた中

で、ひきこもりの対策そのものも居場所づくり

も非常に大切なことでありますけれども、周り

の人の理解、家族も含めて、そのことに対して

やっぱり一緒に並行して図っていかないとうま

くないという話がありまして、私自身も何回か

相談を受けたことがありますけれども、そのこ

とに対してどういうふうな指導というかアドバ

イスをしたらいいか全然見当もつかなかったん

です。この市民に対する、理解と啓発活動も大

切なわけでありますけれども、その辺どういう

ふうに考えているのかお尋ねしたいと思います。 

○委員長  尾形久代福祉課長。 

○福祉課長  それでは、お答えいたします。 

  ひきこもりの問題等につきましては、非常に

シビアな問題というふうなことでこちらのほう

でも捉えております。令和３年10月から、ひき

こもり支援というふうなことで、地域で活動し

ていらっしゃる団体、あと市役所等の関係機関

でプラットフォームというものをつくりました。

そちらのほうで連携しながら支援のほうをして

いきましょうというふうなことでやってきてい

るわけです。 

  本年度につきましては、ひきこもりの休日相

談ということで、相談の機会を増やしてそうい

った方のいろいろな訴えに応えていこう、次に

何かつなげていこうということで取組をしてい

るところであります。 

  来年度の予算につきましては、それをもう少

し進めまして、家だけではなくて、安心して外

に出ていける居場所というふうなところを市内

に何とかつくりたいということで、今回は予算

のほうの計上をさせていただいているところで

ございます。 



－176－ 

  一歩一歩ではありますけれども、まず事業の

ほうを進めていく、この事業を進めることによ

って市民の方々の理解も少しずつ広まるのでは

ないかというふうなことで、期待をしていると

ころでございます。 
  以上です。 
○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  最後の質問ですけれども、ま

ずは一歩一歩ということで、期待するところ大

でありますけれども、大和市さんでは、家族の

方も含めて市民の理解を得るために、非常に分

かりやすいパンフレット、イラストとか漫画形

式でですね、パンフレットを作っておりました。

後で課長にお上げしますので、参考にしていた

だいて、今後の課題に取り組んでいただきたい

と思います。 
  ひきこもりというのは、やっぱり特別な人が

なるんじゃなくて、何か人生のつまずきで誰で

もなり得るということでありますので、もしか

したら私もなるかもしれませんので、そのとき

はよろしくお願いしたいと思います。とにかく、

市民に対する理解も得なきゃいけないというこ

とを強く申し上げたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  91ページ、３款民生費、１項

社会福祉費、やすらぎ荘の負担金のことでござ

いますけれども、3,548万4,000円の負担金があ

るわけでございます。 

  それで、このやすらぎ荘なんですけれども、

定員が70名に対して、現在54名ということで、

16名分空いているということだそうですけれど

も、それで私、おかしいなというか、検討して

もらいたいというふうに思うのは、令和５年３

月の定例会に補正予算ということで828万8,000

円の一般財源の補正が出ました。これは、この

16人の不足分の維持費といいますか、それで補

正を組んだということでございますけれども、

この令和５年度、また定員に満たなくて空き部

屋が出たという場合に、また南陽市で負担をす

るのか、その辺をお聞きしたいというふうに思

います。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  私からお答えします。 

  やすらぎ荘については、私が福祉課長のとき

には定員100だったのが、建て替えするときに、

こういう情勢なので70にしましょうと、そうい

う合意をもってやったんですが、現実的にはさ

っき言ったように五十何名しかいないと。その

主な原因は、南陽市以外の団体がいわゆる入っ

ていないというか、つまり養護老人ホームなの

で、例えば特別養護老人ホームのようにその施

設が入所者を勧誘するというようなことはでき

ません。つまり、市町村が必ずそこに送り込む

という作業をしないと定員は埋まりません。歳

入の主なものは、国からのいわゆる措置費にな

るので、その措置費が不足するので補正をさせ

てくださいというお願いになる。つまり、南陽

市としては、変な話ですけれども、ほかの町村

さ送ってくれとお願いすんなねみたいな立場に

なっているんですね、今の正直なところ。 

  なので、置広と今詰めているのは、空いてい

る部分を何か利用できないかとか、指定管理料

を何とか安くできないかとか、いろいろな検討

をさせてもらって、一応各市町村の意見を集約

しながら施設の有効利用を図ろうというふうな

ことで今動いています。ただ、現実的な問題で

言えば、南陽市として負担金が出てくる最大の

理由は、今入っている人で案分してしまう。つ

まり維持管理費用を案分してしまうので、南陽

市としてはやっぱり持ち出しが増えてしまうと

いうのが今の欠点ですので、何らかの形でこれ

は解消したほうがいいのかなというふうな問題

意識は持っているんですが、なかなかうまくい

かないというのが現実です。 

  以上です。 
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○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  副市長の答弁ですと、何とか

しなくてはならないということでございますけ

れども、やっぱりこの内訳を見ますと、南陽市

は１名、あとほかの市町というか、そこで残り

の16人分といいますか、その人の分を補ってい

るということだと思いますけれども。そこはや

っぱり副市長、今お答えになったように、南陽

市だけの負担でなくて、構成市町でそこは案分

してもらうというような形で、なるべく南陽市

の負担は少ないように、ひとつ計らってもらい

たいというふうに思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  90ページの４目老人福祉費の

関連でお伺いしたいと思います。 

  先月、徳島市のほうに行政視察に行ってまい

りまして、その中の一つに見守りねっと、要す

るに高齢者独り暮らしの見守りねっとというふ

うな事業がありまして、その概要は、目的は、

地域活動の中で見守り活動や安否確認を実施す

ることにより、高齢者や障害者等が安心して暮

らせる地域づくりを目指すということになって

おります。 

  その活動の組織というか仕組みは、１つは協

力事業者が30社ほどございまして、その中身は、

例えば新聞販売所であるとか、郵便局であると

か、銀行であるとか、生命保険会社、牛乳販売

所、ガス・電気の計測する方々とか、そういっ

た方々が協力事業者というふうになっておりま

して、もう１つは関係機関、職員等が福祉サー

ビスの提供や訪問時の際に見守り活動を行うと。

こういったあれは、例えば在宅介護支援センタ

ーであるとか、そういった関連の福祉関係の団

体です。それと、もう１つは地域の方々に見守

りをいただくということで、こういう方々が義

務的だとか何かそういうことでなくて、用事が

あってその辺に行ったときに、異変を感じたか

という問題なんです。 

  例えば、その異変のポイントというのは、新

聞、郵便物等がポストにたまっている、あるい

は洗濯物等が取り込まれていない、電気、ガス、

水道等の使用状況が不自然である、窓やカーテ

ン、雨戸の開閉がされた様子がない、ごみなど

が処理されずたまっている、あるいは最近姿を

見ないというような異変を感じたときに、地域

包括支援センターや、あるいは福祉課に電話を

するというような内容の事業でありました。 

  それで、令和元年から３年までのこの実績な

んですけれども、トータルで127件の異変を感

じられたと。その７割の89件は協力事業者によ

って発見されたと。それで、その協力事業者が

発見されたうち、救急搬送された分が27件、そ

れから死亡が発見されたのは19件、無事を確認

したというのが43件と、こんなふうになってお

りまして、非常に件数が多いなと。まあ人数も

南陽市の８倍ぐらいありますので当然なのかな

と思いますが、何年か前に沖郷地区でも、自宅

の中で死亡している時点で発見されたというよ

うなこともございました。要するに、こういっ

たことって非常に有用なのかなというように感

じておりますが、今現在、こういう各地区で見

守り活動なんかをされているような状況が南陽

市内であるのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  聞くところによりますと、新聞販売業

の皆さんや郵便業務に携わる方については、私

のつたない知識においても、実際にその活動を

されて、様々に発見していただいて、御連絡を

いただいたことが見守りにつながっているとい

うことは聞いたことがございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  要するに見守りねっとという

活動なんですが、徳島市では予算ゼロなんです。

ゼロ予算でこのような状況の実績になっている
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ということなんで、ぜひ南陽市でどういうふう

なやり方がいいのかどうかなんですが、その辺

ぜひ福祉課のほうでも、南陽市に合ったような、

協力していただけるような仕組みをつくってい

ただいて、できるだけ亡くなられたとかそうい

うことがないような形で、事前に発見されれば

いいなと、そんなふうに思っておりますので、

ぜひご検討いただければなと思いますが、その

辺いかがでしょうか。 

○委員長  尾形久代福祉課長。 

○福祉課長  それでは、お答えいたします。 

  なかなか見守りねっとというふうな形での組

織化というのは、現在のところはないのですけ

れども、それぞれの分野で、様々な目でそうい

った異変というものは気づく機会があるという

ことで、住民の方、近隣の方もそうなんですけ

れども、私どものほうでいえば介護の職員だっ

たり、あと包括支援センターだったりというこ

とで、地域を回っているそれぞれの分野の方々

がいらっしゃいますので、何か気づいたら、私

どものほうの包括支援センターのほうに連絡を

いただいて、大変な場をしのいだというふうな

ケースも何件かはございますので、皆さんの協

力の下、今のところはやっているところであり

ますけれども、先進地の視察をされたというこ

とで、そちらのほうのことについても参考にさ

せていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  よろしくお願いしたいと思い

ます。この資料を後でお上げしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  108ページ、３款２項扶助費、

これは今年度に比べて１割以上の減額というか、

少なくなっているんですけれども、この理由を

聞かせてください。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  お答え申し上げます。 

  今回の予算編成に当たりましては、過去数年

間の実績なども十分査定の中で見せていただい

ております。扶助費が減額になっているという

ことで非常に不安に思われるとは思いますが、

過去の実績からこのような形で予算の編成をさ

せていただいたところであります。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  今日、冒頭、高橋一郎委員の

ほうから、非常にアメリカの銀行の倒産という

ふうなこともあって、これからどういうふうな

世の中になるかといういろいろな見方があるわ

けですけれども、あとテレビ等で見る限りは、

何とかここを乗り切って、そして大事に至らな

いようにというふうな、そういった報道ぶりは

見えるんですけれども、実際これは、こういっ

た事態になるということは前々から言われてい

たことであって、当面は何とか取り繕っても、

恐らく３、４か月後には非常に大変な事態にな

るであろうと。取りあえずは10行くらいの銀行

倒産で済んでも、それ以降はもうアメリカを中

心としたいわゆるドルの経済そのものが壊れて

いくという金融大恐慌と、今までにないような、

リーマンショックどころでない事態が起こるで

あろうというのが、私なんかの入ってくる情報

では、それが何か本当のように私なんかは思っ

ているわけですけれども。そういった中でこの

扶助費が少なくなっているという、非常に私な

りにどうなんかなと思ったんですけれども、生

活保護を受けたいという人の数というのは、こ

の数年の中でどのような推移をたどっているか

お聞かせください。 

○委員長  尾形福祉課長。 

○福祉課長  それでは、お答えいたします。 

  この間、コロナというふうなこともあったわ

けなんですけれども、生活保護につきましては、

その事前の段階での支援体制が国のほうでも行
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われたというふうなことで、２月の末現在であ

りますけれども、生活保護世帯については133

世帯、保護者については150人というふうなこ

とになっておりまして、年度で見てみますと、

急激に増えたというふうなことがなくて、ほぼ

横ばいというふうな状況でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  南陽市の状況って、周辺市町

村等に比べての数値でいうと、どんなところに

あるかお分かりになればお聞かせください。 

○委員長  尾形福祉課長。 

○福祉課長  それでは、お答えいたします。 

  ちょっと詳しい資料は持ち合わせておりませ

んけれども、県内でも、そしてまた置賜管内で

も、南陽市は生活保護率が低いというふうなこ

とで理解しております。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  生活保護を受けざるを得ない

ような状態になって、そういった中で市のほう

にそういった希望というのが出ると思うんです

けれども、その出された希望に対して市のほう

で認めるか認めないか、その比率、分かれば教

えてください。 

○委員長  尾形福祉課長。 

○福祉課長  それでは、お答えいたします。 

  比率というものはちょっと取っておりません

けれども、相談をまず受ける、申請を受ける前

に相談を詳細に聞き取りまして、生活保護は最

終的な手段というふうなことになりますので、

その前の段階で活用できるような制度がないか、

何かこちらのほうで支援できることはないかと

いうふうなことを一緒に考え、そちらの方も検

討していただきながら、最終的にこれしかない

というふうになれば、生活保護の申請をしてい

ただいているというふうな状況でございまして、

丁寧に対応いたしております。 

  以上です。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  先ほど申し上げましたように、

非常にこれから、ちょっとこれまで考えられな

かったような一つの社会的な状況というのが生

まれるんじゃないかと私なんかは危惧している

んで、そうした中でできる限り、予算はここで

減額になっているようですけれども、対応でき

るような体制で取り組んでいっていただきたい

と思いますが、改めて市長、この件に関してお

答えください。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  必要がございましたら、補正を提案さ

せていただくなど、適切に対応してまいります。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  よろしくお願いします。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  97ページの民生費の中の児

童措置費で、今年度の新規事業で、児童福祉総

務一般事務費の中で、子どもの居場所支援臨時

特例事業ということで910万円予算化されてお

りますが、これは子どもの居場所運営委託費と

なっておりますが、どのようなところに委託さ

れていくのでしょうか。 

○委員長  大沼すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  こちらの新規事業の委託先でございますが、

今現在、実はこの業務を請け負っていただこう

というふうに考えておりますのが、今現在、宮

内の粡町で実施されておりますみんなの居場所

にじというところを継承的に市のほうで引き継

ぎながら、これを業務委託していきたいという

ふうに考えている事業でございまして、その相

手先につきましては、今現在、こちらのにじさ

んのほうのサポートも行っているＮＰＯ法人置

賜ひまわり会さんに委託をお願いすることで考

えているところでございます。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 
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○板垣致江子委員  みんなの居場所ということ

で、一生懸命活動していらっしゃるところです

ので、ありがたいなと思ったところですが、先

日、やっぱりＮＰＯ法人とか、そういう法人で

ないとここは委託できないというお話を聞いて

いたもんで、置賜のほうのＮＰＯさんのほうに

お願いできるということで、大変結構だなと思

ったところでした。 

  やはりいろいろな状況の子供がたくさん出て

きていまして、各地区にこういう場所が必要じ

ゃないかと思っておりますので、やはりこうい

う事業はどんどん続けていただきたいというこ

とで、やはり子供たちの成長には欠かせない場

所であると思いますので、今後いろいろな場所

でやっていただくように続けていただければと

思います。よろしくお願いします。 

  それでは、もう一つ、民生費のほうでお聞き

します。 

  99ページの説明欄の14、次世代育成支援対策

推進事業の中にファミリー・サポート・センタ

ー業務委託料ということがあります。このファ

ミリー・サポート・センターも、始まってから

10年以上たっているのかなと思います。それで、

協力会員と利用したい人の登録会員と両方で成

り立っている事業だと思いますが、昨年、おと

としあたりの状況はどうでしょうか。 

○委員長  大沼すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  ファミリー・サポート・センターの会員の状

況等々でございますけれども、令和２年、令和

３年度共に登録の会員が121人ということで、

こちらは変動しておりません。その中で、利用

されている方等が令和２年度では34人、令和３

年度では15人ということで、なかなかちょっと

こちらの実数といいますか、利用数については

伸びていない状況にございます。 
  以上です。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  登録していても使われる方

が少ないということ、非常に残念だと思うんで

すが、ただ、協力会員という方たちは、資格は

必要ないんですが、実際の預かり前に指定の講

習会に参加しなきゃいけない、自宅で見なけれ

ばいけない、そういうところが非常にネックに

なっているのかなと思っております。 

  始めて十何年たった状態で、登録者があのと

きは多分60代、70代の方だったと思うんです。

そういう方たちがいまだに協力会員としていら

っしゃる方もいますし、辞められた方もいると

思うんです。この協力会員のところで、資格と

しては二十歳以上の方というふうになっていま

すが、若い方たちの協力会員っていらっしゃる

のでしょうか。 

○委員長  大沼すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  会員の年齢層等につき

まして、ちょっと手持ちの情報はございません

けれども、やはりある程度子育てが落ち着いた

方ですとか、そういう方等も会員として御登録

いただいたりしているという話は聞いていると

ころでございます。 

○委員長  今、質疑中ですけれども、ここで暫

時休憩といたします。午後お願いをします。 

  再開は午後１時といたします。 

午前１１時５９分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き、13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  先ほど、協力会員の年齢は

把握していないということでしたが、去年、３

年度の利用者が極端に少なかったというのは、

コロナの関係もあったのかと思いますが、その

協力会員の状況などもやはり市のほうでも把握

しておいていただきたいと思うんです。 

  やはり預ける方にとって、信頼関係がないと



－181－ 

心配で預けられないというところもあると思い

ます。聞いたところによりますと、何回か預け

て、やっぱり信頼関係ができている方に、ちょ

っと時間的にも余計に頼まなきゃいけないから、

その人お願いできませんかというお話でつない

でいる方もいらっしゃるようなので、やはり信

頼関係をつくる上でも、年齢的にも大丈夫なの

かとか、あと車を使う場合どうなんだとか、い

ろいろな状況があると思いますので、その辺、

きちんと市のほうで今後、いい状況で利用でき

るように整えていただければと思いますので、

これは要望といたします。 
○委員長  要望ですか。 
○板垣致江子委員  はい。 
○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第４款衛生費の109ページか

ら124ページまでについて質疑ありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  115ページ、１項２目予防費

の新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費

について、今年度が4,000万円だったのが、今

度ワクチン接種委託料が5,795万2,000円になっ

ている、この根拠をお願いします。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきます。 

  ワクチン接種委託料の金額ですけれども、こ

ちらの金額につきましては、今年度の予算編成

時に令和５年度の接種の予定というものがまだ

国のほうから示されていない状況の中で予算編

成をするということになっておりまして、令和

５年度につきましては、皆さん１回分の接種が

できるようにということで予算化をさせていた

だいた金額となってございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  １回分ということは、南陽市

民全員の１回分の予算がこの金額ということで

すか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  こちらの接種委託料

についてでございますけれども、個別の市内の

医療機関で接種されたり、市内、県外も含めて

なんですけれども、医療機関で接種された分の

接種委託料というふうになっておりまして、例

えば市のほうで行うような集団接種の委託料の

金額とはまた違うというようなことになってご

ざいます。 

  この金額につきましては、大体１万4,000回

分の接種の回数を見込んでの委託料の金額を上

げさせていただいておりまして、通常、接種率

などもございますけれども、市内の方で言いま

すと、今回５回目のオミクロンのワクチンです

と１万7,000件ぐらい接種をされていらっしゃ

いますので、その差が集団接種での接種回数と

いうふうに思っていただければというふうに思

っております。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  この五千七百何がしかの金額

は、委託した医療機関に支払われる金額という

ことで、じゃそのほかに、集団接種をする場合

の金額は、それはこの予算の中で言うとどれに

なるわけですか。002の予防接種委託料ですか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきます。 

  大変申し訳ございませんでした。先生とかの

委託料については、ここの委託料の中に入って

おりまして、そのほか集団接種の会場費とかそ

ういった部分については、接種体制事業費の中

の予算のほうに含まれているものとなってござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 
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○髙岡亮一委員  この002のほうの予防接種委

託料１億円というのは、この金額は何の金額で

すか。 
○委員長  大沼すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの御質問でご

ざいますけれども、事業番号002のほうにつき

ましては、コロナ以外で、例えば児童、乳幼児

のほうのワクチンですとか、そういうものを接

種するときの委託料ということになってござい

ます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  分かりました。じゃ010に戻

りますけれども、これからのスケジュールとい

う国からの指示というか、それはどういうふう

な形で、今後、いつどのような形で市のほうに

来て、最終的な決定はいつになるんですか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

  令和５年度のコロナワクチンの接種でござい

ますけれども、３月９日に自治体の説明会がご

ざいまして、そちらのほうから国の方針が示さ

れております。５年につきましては、５月から

８月にかけてが春夏接種ということで、そちら

の季節のときには高齢者、65歳以上の方、12歳

から64歳の基礎疾患を有する方、あとは医療従

事者等ということに含まれる方が５月から８月

の間の接種というふうになっておりまして、９

月以降になりますと、65歳以上の全ての方が秋

接種の対象者というふうになってございまして、

今年度につきましては、65歳以上の方について

は、春と秋の２回というようなことで、接種が

希望すればできるというようなことになってご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  そこをこっちでこれまでのこ

とから推定して、この金額が出たわけだと思う

んですけれども、これまで、４年度までで、ワ

クチンというのはまるっきり国のほうから無償

で提供になると思うんですけれども、それが何

回分提供になって、そのうち何回分使用されて、

そして仮に破棄になったものがあるとすれば、

その数を教えてください。 
○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

  ワクチンのほうですけれども、１回目から、

初回接種ということで使った従来株というワク

チンがあるんですけれども、それで大体の数で

はございますけれども、ファイザーとモデルナ

合わせて約９万回の接種回数ができるものが来

ております。そのほかに、現在オミクロン株対

応のワクチンというものが、南陽市のほうにフ

ァイザー社、モデルナ社ということで入ってお

ります。 

  廃棄したワクチンということですけれども、

モデルナ社の従来株のワクチンのみ、使用でき

ずに廃棄したものが375バイアルほど廃棄させ

ていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  今、最初、ファイザーとモデ

ルナ、約９万回の答えがあったんですけれども、

その後、オミクロン株での数字、今出なかった

んですけれども、その数字は。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  オミクロンの数です

けれども、ファイザーのワクチンで3,800バイ

アル、モデルナのワクチンで約750バイアル、

南陽市のほうに入っております。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  今言った単位は私も初めて聞

いたんですけれども、バイアルと言ったんです

か。それで、そのうちの375バイアルという、
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このバイアルというのは１回分ということで理

解していいんですか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  バイアルというのは、

１本のワクチンになっておりまして、そこの１

本のワクチンから、例えばファイザーのワクチ

ンだと６人分、モデルナのワクチンだと、従来

株ですと15人分、オミクロン株対応になります

と５人分というようなことで取ることが可能に

なるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  そうすると、９万回のうち、

大体２、３千回分が廃棄になったというふうな

理解でよろしいでしょうか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきます。 

  モデルナのワクチンを廃棄したわけなんです

けれども、約5,600人分となってございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  それから、最初の頃、かなり

低温での保存ということがしきりに言われてい

たわけですけれども、その低温保存というのは

いつまでそういう形でなされて、現状はどうい

うふうな形になっていますか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきます。 

  ワクチンにつきましては、ファイザーのワク

チンですとマイナス70度、モデルナのワクチン

ですとマイナス20度ということで、冷凍庫のほ

うが国のほうから支給されておりますので、そ

ちらの冷凍庫で現在も当初から同じ形で保管の

ほうをさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  その保管に係る経費というの

は、これはどこからどういう形で出る金ですか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  フリーザーのほうに

つきましては国のほうから支給をされておりま

すので、電気代のほうは市のほうで負担をして

いるということになるかと思います。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  その場所はどこで、金額的に

はどのくらいの金額になるわけですか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきます。 

  ワクチンの保管の場所ですけれども、現在は

南陽病院さんと、あと市役所と、あと佐藤病院

さんと、３か所の各施設のほうで保管をしてい

ただいておりまして、電気代につきましては、

こちらのほうではちょっと把握はしてございま

せん。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  ワクチンの使用期限というの

はどういうふうになっていますか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ワクチンの保管の期

間ですけれども、そのときに配達されるクール

ごとによって保管期間が違っております。ファ

イザーのワクチンになりますと18か月というこ

とで使用期間が延びているというような状況も

ございまして、モデルナのほうは９か月になっ

て、現在はその期間ということで保管のほうを

しております。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  ある調査というか、実際に国

の予算を調べた結果、この間一般質問の中でも

申し上げましたけれども、8.8億回分、国のほ
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うで仕入れて、そのうち3.8億回分は使用にな

っているけれども、５億回分が無駄になってい

る。金額にすると１兆4,000億円のワクチンが

無駄になっているというふうな状況の中で、南

陽市の場合も、まあそこまではいかないですけ

れども、五千何回分、金額にするとそこそこの

金額のものが無駄になっている。 

  こういった状況の中で、国のほうからどうい

うふうな形で今後、何回接種用ということで支

給になるか分からないんですけれども、今後ワ

クチンに関しては、必ずしもその効果があると

は言えない。それで、前に一般質問とかで申し

上げたような気もしますけれども、ワクチン接

種、若い６歳から11歳か、そのワクチン接種率

の高い山形県、秋田県ほどその年齢の感染率も

高かったという何か恐ろしい結果が出たりして

いるわけですけれども、そういったことも踏ま

えて、今後そのワクチン接種について、この間

もかなり一般質問で申し上げましたけれども、

考慮していく必要があるのではないかと考える

んですけれども、あと市長にお尋ねする前に、

ワクチン主幹のほうとしてはその辺についてど

うお考えですか。 

○委員長  嶋貫ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

  私どもといたしましては、国からの指示のと

おりに業務のほうを進めてまいるということに

はなるわけですけれども、現在、大変コロナの

感染者の方も少なくなっているという状況の中

で、ワクチンの接種の希望をされる方も今現在

は落ち着いているという状況ではございますけ

れども、今後の春接種、または秋接種に向けて、

どのような状況に変わるかということもござい

ますので、国からの情報をいただきながら、ス

ムーズに今後とも進めてまいりたいというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  ワクチンに関しては、ここに

来て、昨日、国会の参議院の予算委員会で、維

新の会のほうの議員がコロナの問題、ワクチン

の問題、ワクチン被害について国会でも取り上

げられるようになっていますけれども、そうい

ったいろいろな形で今後問題になってきつつあ

るわけです。そうした中で、やっぱり現場、実

際にワクチンを扱っている現場、そうしたとこ

ろでの判断というのも非常に今後大事になって

くると思いますんで、ワクチン主幹並びにすこ

やかの課のほうでも、そういった実際の状況と

いうものを、まあ国の指示でということは、こ

れは立場上、いろいろなやむを得ないところは

あるわけですけれども、その辺現場の感覚とい

うものを大事にしながら、今後のコロナ対策、

コロナそのもの大体本当に、私もコロナにかか

ったけれども、あの程度かというふうな、まあ

それで今度、２類から５類に５月８日になるわ

けですけれども、そういったふうなこともある

んで、そこら本当に現場をしっかり見ながら今

後対応していっていただきたいと思いますけれ

ども、この件に関して市長、一言、最後お願い

します。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  先ほどから委員が御指摘の国費が無駄

になっている部分というのは、国民の希望する

方が全員摂取できるようにという趣旨において、

政府で調達の努力をしてそろえたものでござい

ますので、その努力が無駄にならないように、

我々国民の納めた税金が無駄にならないように、

今後とも接種率を上げてまいりたいというふう

に思いますので、委員からもそういった趣旨で

御協力を賜ればというふうに思います。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  実際にワクチン接種をした国

ほどコロナ感染者が多いというのは、これは世

界的にもう実証されているわけで、日本は今の
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市長のようなお考えの下にどんどん突き進んで

いるわけですけれども、それに対して世界全体

の動きを見たときには、今の市長のお考えは明

らかに逆行しているというふうなことを私から

改めて言わせていただいて、その辺で、この間

も申し上げましたように、あのときおめえあん

なこと言ったから、言ったでらって俺絶対言わ

ねえがら、おかしいと思ったときにはすぐ方向

転換できるようによろしくお願いします。 

  以上。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  120ページの４款衛生費の

３目環境衛生費で、120ページの説明の22番、

住宅用太陽光発電システム設置事業ということ

で100万円の予算が組まれておりますが、これ

はどのような状況で何件の補助ぐらいを想定し

ているのかをお尋ねいたします。 

○委員長  竹田啓子市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  こちらの予算につきましては、１キロワット

当たり２万5,000円を乗じた額としまして、10

万円を上限としまして、おおむね10人程度を想

定しているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  南陽市の場合、やはり再生

可能エネルギーというのは太陽光発電に限って

いると思うんですが、今後どんどん太陽光発電

を住宅に設置してもらいたいということだと思

いますので、もっと予算が必要なのかなと私は

思ったんですね。やっぱり10件程度では全然足

りないし、市としてはどの程度の初期設置費用

を想定しておいででしょうか。 

○委員長  竹田啓子市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問のほうにお答え

申し上げます。 

  委員おっしゃるとおり、10件程度では足りな

いなということについては、私も同感でござい

ます。設置費用が少しでも抑えられるように、

補助金を活用していただければというふうに考

えているところでございます。 

  初期費用につきましては、それぞれの御家庭

でどの程度のものを上げるかによって変わって

くるものと認識しておりますので、この場では

お答えするのを差し控えさせていただきたいと

いうふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  10件ではやっぱり足りない

ということで、前年度の補助はどのぐらい行っ

ておりましたでしょうか。 

○委員長  竹田啓子市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  令和４年度につきましては、１キロワット当

たり１万円を乗じたものとしまして、限度額を

３万円としているところでございます。令和４

年度につきましては10件、30万円の補助を全額

補助しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  予算的にはかなり多くなっ

たということですが、ちょっと私も勉強不足だ

ったので、少し勉強させていただきましたとこ

ろ、やはり１キロワットから４キロワットまで

補助するということで、大体家庭にお勧めの状

況は４キロワットということでやっているとい

うことで、１キロワット当たり平均25万から40

万、平均的に見ると30万ぐらいということで、

今現在なっているということでした。それを考

えると、１割程度の補助を来年度はやるのかな

と思ったんですが、今まで、やっぱり私も太陽

光発電の設置というのは物すごい費用がかかる

と思っておりました。もちろんそこに蓄電池ま
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で入れるとか、家庭家庭でいろいろな状況はあ

ると思います。でも、基本的に、まず太陽光発

電で発電して自分のところで使って、あとは残

った分は売電してみたいな基本的なところだと、

今そのようなところで１キロワット30万円ぐら

いでできるということを考えると、やっぱりも

っとこの再生可能エネルギーを使っていただく

ためには、強力的に市民の方にお知らせするべ

きところもあるのかなと思います。 

  それで、私の意識の中にあった何百万円もか

かるというところが、今、平均的なところで、

４キロワットでも百何十万円とか、かかっても

200万円とか、そういうところで金額的にかな

り下がっていますというところと、あと、もう

設備がよくなっているので、長年使えるという

ところが、どんどん技術が進んでいるというこ

とをお聞きしましたので、その辺のことで市民

にもっとアピールしなければならないと思うん

です。やっぱりこのぐらいの10件ではあれだと

思います。だから、年間何件くらいを目標にこ

ういう補助を出します、この程度の設置費用で

できますよとか、やっぱりお知らせするべきだ

と思うんです。なかなか勉強しないとそこまで

出てこないし、ちょっとインターネットなんか

を開いても、見積りしますよみたいなところが

わーっと出てきて、きちんとしたものが見えて

こないところもあるので、市民にその辺を啓蒙

していただきたいと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○委員長  竹田啓子市民課長。 

○市民課長  ただいまの御意見のほうにお答え

申し上げます。 

  今年度、地球温暖化対策実施計画区域施策編、

作成をしているところでございます。そちらに

つきましても、市民向けに市報を通じていろい

ろな広報をしたいというふうに考えております。

その中でも、太陽光パネルにつきましては、地

球温暖化対策に有効な手段だというふうに考え

ておりますので、今まで補助した方からのお声

などもお聞きしながら、市民向けにいろいろな

広報のほうをしていきたいというふうに考えて

おります。御協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  以上でございます。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  そのようなことで、やっぱ

りかなり時間がたっていますよね、太陽光発電

を設置してくださいと補助を出してから。だか

ら、その補助を出した頃の状況と今の状況はか

なり違っているということでやっぱり市民の皆

さんに啓蒙していただきたいし、これから建物

を建てる、新築の場合、義務化的なところも出

てくるんじゃないかというお話もちょっと聞い

たんですが、その辺のこともやっぱり皆さんに

しっかりとお知らせしていただきたいと思いま

す。このところは要望といたします。 

○委員長  要望ですね。 

○板垣致江子委員  はい。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  今の板垣委員の住宅用太陽光

発電システム事業に関連してですけれども、こ

れも今本市が取り組んでいる地球温暖化対策推

進に関する法律の市民向けへの事業の一つとい

うふうに捉えていますけれども、今、市では、

去年までは本市の事務事業編ということで推進

してこられたわけですけれども、指定施設がこ

の庁舎と水道庁舎、２つだけだったんですよね。

でも、今回、２つがいきなり53施設に拡大され

て、行政当局の本気度が伺えるというふうに私

は思っているんですけれども、一方、最終的な

目標であります、国で出しています2050年まで

実質ＣＯ２をゼロにするということを目指して

いるわけですから、市だけ達成すればいいとい

う問題ではありませんよね。地方自治体、国、

県、それから事業者、それから私たち国民とい
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うか。その中で、今、市がこの対策の、先ほど

市民課長もちらっと触れましたけれども、市の

全体の削減を目標とする地域編ですか、作成し

ているというふうに聞いています。それで、先

に私たちももらっていますね。南陽市再生可能

エネルギー導入目標策定事業という資料。それ

からその前段として、今の市民の意識調査とい

うかアンケートをやっていますけれども、いつ

頃まで策定するのか、できるのか、ちょっとそ

の辺の工程をお示しししていただきたいと思い

ます。 

○委員長  竹田啓子市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  地球温暖化対策実行計画区域施策編につきま

しては、令和５年３月、この３月に策定予定で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  その中で、ちょっと市民への

アンケートの中でちょっと気になることが２点

ありまして、市民の方がおおよそ省エネに関し

てはすごく関心があるようなんですけれども、

その中で南陽市が平成２年２月にゼロカーボン

シティ宣言しましたね。これを知っているかど

うか。約70.5％が知らないということを答えて

います。もう一つ、市が再生可能エネルギー、

さっき言った太陽光発電システムを含めて、そ

ういうものを一生懸命推進していますかという

ことに関しては、思わないが75％。これを見て、

やっぱりいかに市民の意識づけを持ちながら、

地域計画編をより実効性のあるものにしていく

かということに一つの課題があるんではないか

なと思います。 

  そういう意味では、省エネに関しては関心は

あるんだけれども、何でＣＯ２を排出しないよ

うにしなきゃいけないという必要性を私も含め

て切実に感じていないんじゃないかというふう

な気がします。その辺のことはどういうふうに

捉えていますか。 

○委員長  竹田啓子市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  委員お手元にお持ちいただいているアンケー

トには、やはり市民の声がすぐに出ているのか

なというふうに思っております。市民課といた

しましても、今までそういったことを市民の皆

様にきちんと知らせていたつもりではございま

したけれども、方法とかお伝えの仕方とかとい

うのがちょっと足りなかったかなというふうに

思っているところでございます。 

  地球温暖化対策実施計画区域施策編が出まし

てからは、市民向けにお力添えをいただくこと

がたくさんございますので、市民の方により響

きやすいような絵とか図とかを取り入れながら、

広報に努めていきたいなというふうに感じてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  最後になりますけれども、そ

ういう意味では、私もすごくその地球環境の、

特に温室効果ガスについては勉強になったんで

すけれども、2006年ですか、アメリカの元副大

統領のアル・ゴアさん、一瞬だけ大統領になっ

た方ということで有名で、日本で開催された京

都議定書の立役者とも言われていますけれども、

その方が制作した、名前は１回、２回聞いたこ

とはあると思うんですが、「不都合な真実」と

いうことで、まあ2006年ですから、かなり今か

ら、17年ほどたっていますけれども、その当時、

世界でどういう状況が起きているのか、何で温

室効果が生じるのか、あるいはこれからどうい

う状況に変わっていくかということをシミュレ

ーションした映画です。あれを見ると、世界で

起こっていることが自分事のように捉えられる

んですね。やっぱりこういうふうな映画上映な
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んかして、市民啓発活動というか、図りながら

進めていただければ、より効果的ではないかな

と思います。ぜひこれと同じものを上映しろと

は言いませんけれども、そういった場所を市民

にも提供していただきたいということを要望し

ます。 

  以上です。 

○委員長  希望ですね。 

○片平志朗委員  はい。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第５款労働費の124ページか

ら125ページまでについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第６款農林水産業費の125ペ

ージから148ページまでについて質疑ございま

せんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  147ページの２目林業振興費

の中の043番、森林環境・森林経営管理事業費

の関連でお伺いいたします。 

  今回の施政方針の中で、地域防災の一層の充

実強化に努めるということで、自助の意識啓発

と共助の精神を育むこと、最上川上流緊急治水

対策プロジェクトの進捗要望すること、あるい

は避難所のＷｉ－Ｆｉ環境整備をすること、田

んぼダムなどが上げられております。残念なが

ら、森林整備ということについては一言も言及

されておりませんでした。大雨の被害を少なく

するためにも、川上と川下の整備が伴わなけれ

ばならないというふうに私は考えておりますが、

その辺、まず市長から感想をお聞きしたいと思

います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  ただいまの質問とちょっと関係のない

ことを申し上げますけれども、ぜひ御質問をい

ただく際は、委員の皆さん、まず御趣旨を明ら

かにしていただけますと、答弁もかみ合います

のでどうぞよろしくお願いいたします。 

  御質問についてでございますけれども、川上、

川下の整備が必要だということについては同感

でございます。特に金山地区において今年度行

いました里山の整備については、非常に有効で

あったというふうに伺っております。今後とも

そういった有効な手段を用いて、獣害もそうで

すけれども、そのことが結果的に山を守り、里

を守るということについて、防災につながるよ

うにできればというふうに考えております。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  それでは、次に５年度の森林

整備計画についてお伺いしたいんですが、この

森林経営管理制度に係る業務工程では、５年度

は森林協会保全図作成作業、６年度に業務委託

してあります最終的な報告書が提出されるとい

うような予定になっております。したがって、

５年度は、森林環境譲与税関連での森林整備が

進まない状況なのかなと思っておりますが、今

年度の予算では、森林整備という観点では企業

の森づくり関係、吉野石膏の森、日鉱里山・龍

樹の森の整備補助金しか計上されておりません。

以前、県の緑環境税関係で、森林経営計画作成

によって森林整備が進められていたわけですが、

森林経営管理制度が出てからというものは、こ

の緑環境税の関連での森林整備というのは行わ

れないようになるのか、なったのか。５年度の

森林整備計画というのはどのようになっている

のか、まずお聞きしたいと思います。 
○委員長  寒河江農村森林整備主幹。 

○農村森林整備主幹  お答えいたします。 

  森林環境譲与税につきましては、今現在、基

礎資料調査ということが大半でございますので、

そのほかとしましては、若干でございますが、

枯損木伐倒の処理とか、あとはちょっとした下

刈りとか、そういう活動については費用を支出

しております。 

  あと、やまがた緑環境税についてなんですけ
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れども、こちらにつきましては、県のほうで、

この制度が新しく出た関係で、その使い分けと

かすみ分けをまずしなきゃいけないということ

で、使途について若干ちょっと今県のほうで、

今まで荒廃森林整備もやっていたのですが、そ

のほかの使途も含めて検討中とお聞きしており

ます。 

  以上です。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  ということは、今年度は大規

模なというか、森林経営計画に基づいた森林整

備は行われないと、そういうことですね。 

  私、令和２年９月の一般質問で、漆山地区に

あるやまがた森林と緑の推進機構、当時林業公

社と申しましたが、ここの分収林の森林整備を

急ぐべきではないかということで、市長にも林

業公社のほうにぜひお願いしていただきたいと

いうお話を申し上げました。でも、その分収林

周辺の中沢林道が水害のために崩落し、現在も

そのままになっているという状況があります。

要するに、森林整備がしたくてもできないとい

う状況があるわけでございます。その林道とい

うのは、このやまがた森林と緑の推進機構で行

うべきなのか、修復すべきなのか、その辺につ

いてお伺いしたいと思います。 

○委員長  寒河江農村森林整備主幹。 

○農村森林整備主幹  お答えいたします。 

  中沢林道につきましては、市で管理する林道

になりますので、修復については市のほうで行

うべきものと考えております。 

  以上です。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  市で管理しなくちゃいけない

と、市で負担しなくちゃいけないということな

わけですが、距離的にはどのぐらいの距離があ

るんでしょうか。 

○委員長  寒河江農村森林整備主幹。 

○農村森林整備主幹  お答えします。 

  令和元年度に、県のほうで今、治山事業の関

係でやっている事業調整もあったものですから、

その際に事業完了めどを令和３年度と示されま

して、あと、その中の治山事業の事業計画も示

されていましたので、その残りの区間について

は現地踏査をした結果、約1.6キロメーター、

1,600メーターほどということで把握しており

ます。 

  以上です。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  1.6キロぐらいの長さがある

ということで、今まで何もなっていないわけで

すが、例えば今は大雨が頻繁に起こるような状

況になっている。そういう中で、今のままにし

ておけば、さらに土砂災害、崩れるというか、

それが結局は織機川に土砂が流れる、あるいは

織機川に堆積して底が上がってくる。要するに、

そういうことが進めば、河川工事はしているも

のの、さらにまた災害が起こるという危険性も

はらんでいるんではないかというふうに私は思

うわけなんですが、そういう意味で、市で修復

するという計画についてはどのようにお考えか

をお伺いします。 

○委員長  寒河江農村森林整備主幹。 

○農村森林整備主幹  お答えいたします。 

  まず初めに、中沢林道の場所から確認させて

いただきますが、織機川支川の大沢川に沿って

整備されていた道路でした。それが、平成26年

の大雨によって大沢川から大量の土砂が流出し

た際に、その中沢林道の土砂も全部引っ張って

いって崩落したということになっています。そ

の周辺の山から崩れた全部の土砂が県道米沢南

陽白鷹線、あと織機川に流出をして、下流域に

その土砂が大きな影響を与えたということにな

ってございます。 

  そのようなことから、現地調査を関係機関で

いたしまして、林道の整備よりも先に、川の勾

配を安定させる治山事業が優先だということで、
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その治山事業を実施しております。その実施に

よってつくった工事用道路を一部中沢林道に将

来引き継いで管理してはどうかという話が出て、

治山事業を優先して進めたという経過がござい

ます。 

  将来的に、もうちょっと事業延長が延びるの

かと思っていたのですが、思ったよりいろいろ

と、最近かな、工法も様々ありまして、区間も

予定より短くなったという経緯はあったのです

が、その大沢川の傾斜を安定するためにダムと

いうか、砂防ダムというか施設、あとその上流

域に県のほうで造った砂防ダム等々があります

ので、一定の河床というか、川の勾配は落ち着

いたのかと思っています。 

  ですので、委員からありましたように、今後

崩れるのかというと、その可能性は大きくはな

いと思いますが、今現在崩壊している状態でご

ざいますので、この件につきましては、県のほ

うでやっと治山事業が３年で終わったばかりで

ございます。今後、工事費についても、フル規

格というか、そういう道路にすると工事費もか

かります。あと、工事用道路並みの整備でも結

構費用がかかりますので、若干ルートが減ると

か、山際に振るとか等々も含めまして、工事費

の削減できる方法がないかとも検討中でござい

ます。令和６年度からは森林環境譲与税のほう

も基礎調査が終わりまして使途が増えますので、

中長期的な計画になりますが、そういう中で取

り組めないかなということで今検討を進めてい

るところです。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  今の林道でなくて、別な形で

考えなければいけないと。そういう意味でも、

少し多額の費用がかかるというようなお話でご

ざいました。やっぱり林道が少ない、まあ南陽

市の林道というか、それは県内でも非常に少な

い、短い状況だというふうなこともあります。

やっぱり森林整備ができるような環境を早く整

えてあげなければ、やりたくてもやれないとい

う環境がありますので、多額の予算が必要であ

れば、やっぱり年次計画で少しずつ進めるとい

うやり方も一つの方法ではないかと思いますの

で、その辺十分配慮していただいて、できるだ

け早く、少しずつ進まるような方向で検討して

いただければありがたいと思います。お願いし

ます。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  130ページ以降の地域協力隊

のことについてお伺いしたいと思います。 

  地域協力隊員の任期満了後のいわゆる移住・

定住に向けた促進策というんですか、そういっ

たものについてお伺いをしたいと思います。 

  その前に、今までいわゆる協力隊として南陽

市に来ていただいた人数、それからそのまま市

に移住・定住された方、何人いらっしゃるのか

お伺いしたいと思います。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

を申し上げます。 

  まず、南陽市にこれまで地域おこし協力隊と

して着任いたしました人数でございますが、令

和４年度着任までで、全部で11名の方に着任を

いただいているところでございます。この中で、

現在定住されている方につきましては１名でご

ざいます。 

  失礼いたしました。地域おこし協力隊の任期

を満了しまして、そのまま移り住んでいらっし

ゃる地域おこし協力隊の方、こちらは１名でご

ざいます。 

  地域おこし協力隊の３年間の任務を終えて、

その後でございますが、かつて起業支援事業と

いうことで、地域おこし協力隊を満了された後

に、起業、仕事を起こすための補助金をこちら

のほうで支援させていただきながら、定住に努
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めさせていただいております。 

  なお、令和５年度につきましても、今年度い

っぱいで隊員を終えられる地域おこし協力隊の

方がいらっしゃいますので、こちらの方につき

ましても支援事業ということで、このたび予算

を計上させていただいているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ありがとうございます。 

  定住率、移住というのは少ないというのが実

態、まあこれは実態ですから、これは事実です

ので、どうにもならないわけですけれども、私

はこれから先、やはりほかから南陽市がよくて、

南陽市の中でいろいろな事業を展開していきた

いというふうな思いを抱いて来られるわけです

から、そういう方がほかの市町村から見た、ほ

かの世界から見て、南陽市を見て、そしてまた

これを移住して定住するということになれば、

これは最高な財産だなというふうに思っていま

す。 

  そういうふうな中で、じゃ例えば私、聞いた

話ですと、川西町あたりはもっとかなり定住率

が高いというふうにも聞いております。それは

何なんだろうかなというふうなところなんです

ね。つまり、午前中に山口正雄委員が移住・定

住の話を若干されましたけれども、それともち

ょっとかぶりますけれども、やはり地域の中で

どれだけ溶け込む、あるいは市の中でどれだけ

サポートしていくか、そういったものがまだま

だ私も含めて足りなかったんじゃないかなとい

うふうに私も反省しております。ただ、そうい

ったその方々の見せ場といいますか、語り合う

場といいますか交流する場、そういったものが

やっぱり足りないんじゃないかと。今回、３月

にいろいろ発表会がありますけれども、そうい

ったものの前に、来た段階で、ああ、南陽市の

方はみんな協力してくれるなと、大変温かいと

ころだなというふうな形を持って、ああ、これ

だとあとは生活設計もできていくなというふう

なことをしっかりと持っていただく、そういっ

たことが必要なんだろうというふうに思ってい

ますが、その辺について市長はどのように感じ

取られているのかお伺いをしたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  先ほどの課長の答弁で、１人というこ

とでありましたけれども、総務省が集計する地

域に残るという把握については、その市町村の

中にそのまま所在する場合と、それから近隣市

町村に住むということも含めて、以前の議会で

答弁させていただきましたので、その点につい

ては訂正させていただきます。なので、１名で

はないと。 
  それで、できるだけ残っていただくためのポ

イントでありますけれども、１つ考えるのは、

お招きするというか、地域おこし協力隊を募集

する際に、募集の目的と、それから応募してく

ださる方の目的がきちんとマッチングするよう

な募集の仕方が大事かなというふうに思ってい

ます。こちらで思い描いていることと、向こう

の思い描いていることが違うということで、あ

あ、違うんだなということで、実際、よその自

治体で地域おこし協力隊になられたけれども、

南陽市のほうに移られてこられたという事例も

ありますので、その辺が大事なことと、それか

ら、来られてからは地域のサポートが大事とい

うことはおっしゃるとおりでございます。 
  ただ、この３年間、コロナで特殊な事情であ

ったということについては、これはもう全国一

律でありますので、その中でも東北がといいま

すか、東北においては全国の中でも物すごく敏

感に感染防止対策が行われた雰囲気を感じてお

ります。そうした中で、今後、ポストコロナで

地域おこし協力隊と地域のきずなもより強くつ

なげていければというふうに思います。 
○委員長  ６番高橋一郎委員。 
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○高橋一郎委員  そうですね、今の答弁のとお

り、この３年間というのは、やっぱりコロナの

影響というのはかなりあったんだろうなという

ふうには思います。ただ、今のいわゆる市長の

マッチング、自分の思いと、それから行政の受

入れのほうのマッチングについてというような

話がありました。そういった意味では、この令

和５年度の方々、予想される方々というのは、

どういうふうな思いと、ちょうどマッチングし

ているのかというふうに思うんですけれども、

その辺はどのように把握なされていますか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  お答えをさせていただきます。 

  令和５年度につきましては、現在の７名中、

５人が継続という形になってございます。お２

人が今年度いっぱいで無事３年お勤めをいただ

いて退任ということになりますが、今いらっし

ゃる５人につきましては継続ということで、私

どもも週に１回打合せ等も持たせていただいて

おりますが、ミスマッチというような状況には

感じておらず、積極的に生き生きと活動いただ

いているというふうに考えてございます。 

○委員長  ただいま質疑中ですけれども、ここ

で暫時休憩といたします。 

  再開は２時15分といたします。 

午後 １時５８分  休  憩 

─────────────────── 

午後 ２時１５分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  私、いつも皆さんに言っているんですけれど

も、マイクの使い方、当局のマイクの使い方は

非常によ、引っ張ってきてこう答える。だから

皆さんも聞こえる。皆さん各委員の質問につい

ては、マイクを近づけてする人ほとんどいない。

何回も注意しています。これはやっぱりせっか

くの意見ですから、みんなに聞いてもらうわけ

ですし、当局にただすわけですから、堂々とマ

イクを近づけて、大きい声で質問すべきだとい

うことをひとつお願いをしています。これは何

回もしました。 

  もう１つ、今日は特に質問される方、一生懸

命やっています。でも、何を聞きたいのか、大

事なことをちゃんとメモしておいて、そして端

的に、具体的に、そういうふうな質問をすれば

当局もそれに答えられると私は思います。３日

間分取っていますから、それはいいですけれど

も、やっぱり答えるほうも、だらだらと質問を

されたり、どこで骨があるのか、どこを聞きた

いのか、それをぜひ心して残された時間、御質

問をお願いをしたいなと。心からお願いをいた

します。 
  それでは、再開いたします。 
○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  じゃ、マイクを近づけて発言

させていただきたいと思います。 
  先ほどの協力隊と本市、それから地域の在り

方についてもっと考えていく必要があるんじゃ

ないかと。コロナがアフターコロナ、ウィズコ

ロナの中でやっぱり考えていかなきゃならない

んじゃないか、議会としても考えていかなきゃ

ならないんかなというふうに思いますけれども。

要は三方よし、いわゆる協力隊員もその後に住

み続けてなりわいとして生活していかれる、そ

れから市にとっても、その方のおかげで人口も

増え、様々な面でよくなっていく、それから地

域、産業等にとってもよいという、いわゆる三

方よしの状態になれば、これはすばらしいこと

だというふうに思います。そのための努力をし

なきゃなんないと思います。なので、その辺の、

入ってこられたとき、それから１年くらいたっ

たときとか、様々な状況に応じて様々な取組が

行政側としても必要ではないか。議会側として

もやっぱり各常任委員会であるとか全協の場で

顔見知り、もっと近い存在でありたいなという

ふうに思いますので、その辺も含めて、ぜひ今

後のことについてもう一度市長にお伺いをした
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いと思います。 
○委員長  白岩市長。 

○市長  コロナ禍前は、定期的に地域おこし協

力隊員の方の報告会であるとか、あるいは新春

なんように出ていただいたり、いろいろな機会

を設けていたわけです。今後は、このコロナも

あったわけですから、より一層以前にも増して

そういった機会をつくれればというふうに思っ

ておりまして、今委員がおっしゃったことにつ

いては同感でありまして、補足する点は特にな

いというふうに思っています。以前よりも増し

て頑張ってまいるということでございます。 
○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  そうですね、最後に要望です

けれども、今どうしても産業に関する協力隊員、

いわゆる農林課の予算配置になっておりますけ

れども、様々な形があるのかなというふうに思

います。例えばまちづくりであるとか教育現場

であるとか、様々な形があると思うんですね。

ただ、最終的にはなりわいとしてなるのかどう

かという、定住する場合にはありますけれども、

もうちょっと門戸を広げていただいてお願いし

たいなと思います。これは要望です。 
○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第７款商工費の148ページか

ら157ページまでについて質疑ございませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  152ページ以降、観光協会の

ところ、観光協会についてお伺いをしたいと思

います。 

  今、観光協会の事務所は商工会の中に、２階

にあるわけですけれども、ちょっとそこの場所

だとアピール力もないし、存在感ですね、観光

協会というのはやっぱり一つの観光を推進する

エンジンですから、もっと分かりやすいような

場所にあってしかるべきだなと私は思っていま

す。その中で、そういった問題点というのを意

識なされているのかどうか、まずはお伺いをし

たいと思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  観光協会の事務所につきましては、例えば市

役所の商工観光課の隣にあったり、あとは赤湯

駅にあったり、現在は商工会館の２階にござい

ますけれども、私としてもどちらかというと、

高橋委員と同じように、あの場所ではなくてと

いうふうな部分の思いはあるんですけれども、

観光協会のほうの希望であそこに事務所を設置

した経過がございますので、現在は商工会館の

２階にいるというふうな状況でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  希望と言えばそれまでなのか

なとは思いますけれども、第一義的に観光協会

の問題ですけれども、はたで見ていてどうもア

ピール力というか、お客様、観光客へも含めて、

何かその観光協会というのは南陽市の一つの先

ほど言ったエンジンになるところですので、そ

こが見えないところにあるというのはどうも情

けないなというふうに私は思っておるんですが、

そういった意味で、観光を推進するというふう

な意味合いでもって、ひとつそういったことを

考えてみるときじゃないのかなとも思っていま

す。１つの例としては、例えばＪＡ、農協の沖

郷の支所とか、赤湯の支所とか、そういったと

ころが今回閉じるわけですので、例えばそうい

うところを活用していくとか、そういったいろ

いろな考え、アイデアというのがあっていいの

かなとは思っているんですけれども、これは私

の考えですから何ともあれですけれども、どの

ような、そういった観光協会がそこを選んだと

いうふうなことですけれども、もっとやっぱり

ふさわしい、いいところがあれば、そっちのほ

うが私はいいと思いますし、その辺について、

市長は大局に立って見た場合にどうなのか、お

考えをお伺いしたいと思います。 
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○委員長  白岩市長。 

○市長  委員おっしゃるように、また先ほど課

長から答弁いたしましたとおり、もっと別の場

所のほうがいいのではないかということを移転

するときに申し上げたわけでありますが、観光

協会さんのほうでは落ち着いて戦略を練ること

もできないと、そういった当時の場所での課題

があって、落ち着けるところが欲しかったと。

落ち着いていろいろ考えるところが欲しかった

ということでありました。その気持ちも大事に

しながら、ただ、観光協会という団体の使命と

しては、やはり見える観光協会といいますか、

恐らく委員がおっしゃりたいのはそういうこと

ではないかなというふうに思います。そういっ

たところも今後併せてお考えいただけるように

こちらからもお話を申し上げたいと思いますし、

委員からもアドバイス等いただければというふ

うに思います。 
○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。ひとつそうい

ったことで、よりよい方向に一緒に考えていっ

たらいいなというふうに思いますので、よろし

くお願いします。 
  引き続き、委員長よろしいでしょうか。 

○委員長  どうぞ。 

○高橋一郎委員  １つは、四季南陽の現在の状

況についてお伺いをしたいと思います。 

  今年の秋にはリニューアルしてオープンをす

るというふうなことでのお話がありました。そ

の進捗状況について、まずお伺いをしたいと思

います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  今、委員からもございましたけれども、今年

の秋オープンというふうなことで、昨年の８月

に、株式会社四季南陽さん側のほうで計画の一

部変更というふうなことで、議員の皆様のほう

にもお知らせした経過がございます。今年の秋

オープンというところは変わらないと思うんで

すけれども、詳細な部分でまだ現段階で皆様の

ほうにお話ししている段階ではなくて、もう少

し固まりましたら、議員の皆様、そして市民の

皆様のほうにお知らせできればと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちまたではいろいろなうわさ

が出ていまして、残念なことに奥山さんの交通

違反のことがあったり、そうするとなかなか資

金繰りが大変じゃないかとか、様々なことが言

われています。ただ言われているだけですけれ

ども。そうすると、やっぱりそういった機会を

早めにつくって、きちんとやっていくよという

ふうなメッセージを早めに出していただきたい

なというふうに思うんです。 

  その中で、またこれも前にもお話ししました

けれども、これは市長にお尋ねしたいんですが、

最初にハイジアをやめて、それからそれを引き

継いで譲渡をする際に、いわゆる温泉の施設と

いうのは残していくんだよというふうなことの

話でありました。ところが、経営的に考えると、

やはりホテルでないと駄目だというふうなこと

が奥山さん側のほうから話が出て、それはやっ

ぱりそうだろうというふうなことで切り替えた

と思うんですが、市民に対する説明が私は全く

不十分だなというふうに思います。その辺につ

いてお伺いをしたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  これも先ほどの御質問の中で、この３

年間のコロナの状況というものの影響が様々な

面で表れておりまして、今、主体は四季南陽さ

んのほうにあるわけでありますけれども、我々

が伺っているところでは、当初思っていたより

も原材料等の高騰によって、一方で利回りはし

っかり確保しなければいけないと。それで、世

界情勢が様々動く中で、より安定的に継続して

利益を上げながら、しかも市民の皆さんにも喜
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んでもらえるような在り方を真剣に模索されて

いることは、これは間違いないことであります。

その模索した内容についての説明については、

委員おっしゃるように、できるだけ速やかに分

かりやすくお示ししてほしいなというふうに私

も思っております。ですので、機会を捉えてま

ず議会、そしてそれから一般市民の皆さんに発

信していただけるように、こちらからも要望を

申し上げたいというふうに考えております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  四季南陽さんのほうはそうだ

と思いますけれども、私が尋ねたいのは、先ほ

ど市長が最初に思った思惑と違って展開してい

るというふうなところについての市長からの説

明はどうなんですかと申し上げたんです。 
○委員長  白岩市長。 

○市長  その点につきまして、四季南陽さんと

よく状況を確認しながら、市民の皆さんに市長

として御説明をさせていただくやり方がどうい

ったものがふさわしいのか、どういうふうに御

説明を申し上げれば、共に前に進んでいこうと

いうふうに思っていただけるか、しっかり考え

て今後対応してまいりたいと思います。 
○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  そのようにお願いをしたいと

思います。 
  議員全員協議会の中でも私も発言しています

けれども、特にサウナがなくなったというふう

なことについて、いわゆる浴場というかについ

ては湯こっとも出ましたので、まだそこは一つ、

代替的なところはあるかもしれませんが、サウ

ナに関しては全く代替がないというふうなこと

で、本当に何回も言って申し訳ないですけれど

も、要望として出ております。前回は、元湯の

ほうにできないかとか、あとは湯こっとにでき

ないかとか、いろいろ話をしましたけれども、

ぜひこれは要望にしたいと思いますけれども、

強くサウナについてお願いしたいと。やっぱり

若い人が、若い人も湯こっとは入っています。

その中で、やはり露天というんですかね、奥に

ある半露天というんですか、何というんですか、

中途半端なところがありますけれども、でもそ

こにやっぱり行っているんですよ。そういった

ちょっと違う空間を目指す、それにやっぱりサ

ウナがあったら最高だというふうなことで言わ

れていますので、そこについて、ちょっと要望

っ申し訳ないですが、一応市長からコメントを

聞きながら、お願いしたいと思います。 
○委員長  白岩市長。 

○市長  前回もお話をいただいて、サウナ、で

きれば、あればいいなとは私も思うんですけれ

ども、今、湯こっとがスタートして、おかげさ

まで想定以上の方に利用いただいて、かえって

お客様が多数になったことに伴う想定外のトラ

ブル等もございまして、そちらのほうに対応し

ているところでございます。なので、なかなか

サウナをというところには至らないわけであり

ますけれども、どういった形でそういった市民

の皆さんの御希望に沿うことができるのか、こ

れは私は必ずしも公設ではなくて、民設民営で

ということもあるのかなというふうに感じてお

りますが、いずれにしても様々な方との連携を

通じて、そういった希望がかなえられればとい

うふうに思っております。 
○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第８款土木費の158ページか

ら171ページまでについて質疑ございませんか。 

  11番川合 猛委員。 

○川合 猛委員  162ページ、８款土木費、２

項道路橋梁費の中で、市道上野新田線について

お伺いをいたします。 

  冬期間閉鎖中に通年通行に向け工事が始まっ

たのですが、現在、新田側から上った左側、ブ

ドウ園側に立派なガードレールができておりま

す。また、作業車が入れるようにガードレール
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がつながっておらず、間にガードのロープとか

ワイヤーが張られるものかと思います。また、

そこから山に登った中腹、山側の部分が削られ

まして、数メートルの高さのコンクリートの壁

ができております。また、側溝の整備もされ、

すばらしい道路の片りんを見せております。始

まったばかりではございますが、大変うれしく

感謝を申し上げます。あと10日ほどで通行止め

が解除となりますが、その後の工事は、例えば

片側通行であるとか、どのように実施されるの

かお伺いいたします。 

○委員長  川合建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  委員御指摘のとおり、今年度の工事の工期が

３月24日となってございますので、３月24日前

に今年度の工事の完成検査をもちまして、全面

的に開放したいと考えております。来年度以降

も、令和５年度と令和６年度と工事続くわけな

んですが、引き続き令和５年度につきましては、

同じように冬期間の通行止め期間のうちに改良

工事を行いたいと思っています。そして、令和

６年度の最後に道路の舗装の打ち替え工事等を

行いまして、完成ということで計画していると

ころでございます。 

  以上です。 

○委員長  11番川合 猛委員。 

○川合 猛委員  ありがとうございます。 

  ここからが本文なんですけれども、現在、工

事中の場所の反対側に駐車帯がございます。現

在、プレハブの作業小屋が建っておりますが、

あの場所なんですが、大変眺めのいい場所でご

ざいます。白竜湖がど真ん中に見え、鳥上坂の

車と新幹線を真上から見ることができます。十

分一山からの朝日とともに雲海はまさに絶景で

す。できれば展望台が望みなのですが、無理で

あれば、駐車帯として今よりも広げて整備して

はいただけないでしょうか。この要望は、四季

南陽の話合いの中でも出てきたと思います。十

分一山の雲海も大変結構なんですけれども、数

キロ山へ登らなければ見れません。あの場所は、

通行中、駐車帯に車を止めれば見れるんです。

あの道路は、四季南陽にとっても重要な道路に

なると思います。ぜひお願いをしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○委員長  川合建設課長。 

○建設課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  委員御指摘の展望台のところにつきましては、

新たに退避所等をつくるようになれば、下のほ

う、ブドウ畑といいますか、そういうところに

なっていまして、すごい展望台にしますと張り

出し型のいわゆる橋みたいな形のやつになると

いうことで、道路の反対側、先ほど御指摘のと

おり、山側を削って、道路の幅員を増やしてい

るところはあると思うんですけれども、なかな

かそこの区間にすごい展望台といいますか、車

を何台も止められるようなところはちょっと難

しいかなというところには感じておるところで

ございます。 

  なお、前後、まだ道路拡幅できるところがあ

ればということで、検討はしていきたいという

ふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長  11番川合 猛委員。 

○川合 猛委員  絶対の景色ですから、ぜひ検

討をお願いしてつくっていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

  終わります。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  165ページ、８款４項の都市

計画費でございます。 

  実は、数年前まではビジネスホテル誘致計画

というのがあったと思います。この予算書を見

ましても、それに関する予算というのは全然つ

いておりません。どのようになっておるのか、
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市長にお伺いしたいというように思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  ビジネスホテルの誘致につきましては、平成

31年３月議会で条例のほうを提案させていただ

きまして、そして施行しているわけでございま

す。そして、令和４年３月議会でも条例のほう

を改正させていただきまして、こちらのほうか

らの奨励金のほうの拡充を図った経過がござい

ます。コロナ前に、あるビジネスホテル側のほ

うといろいろ誘致のほうの話合いを進めていく

中で、そういった要望も聞きながら、令和４年

の条例改正をした経過がございます。ですが、

建築費の高騰とコロナの影響等もありまして、

なかなか誘致までには至っていないというふう

な状況でございますが、今現在もビジネスホテ

ルの誘致には取り組んでございますので、引き

続きほかのビジネスホテルのところも含めて、

活動を進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  条例でしっかりその対応はし

ていると、こういうことでございますけれども、

誘致する場所ですね、一番だというふうに思い

ます。というのは、今度赤湯の農協、沖郷の農

協が閉鎖になります。そういったところで、そ

の誘致場所としてすばらしい、いい適地が出る

んじゃないかというふうに思われます。早めに

そういった土地を確保しておかないと、後の祭

りになってしまうという懸念がありますので、

今からその辺御検討していただいて、やっぱり

このコロナが終われば、５月から２類から５類

に変わるということでございますので、観光客

の方もどんどん増えてくるというふうに思いま

す。手遅れにならないように、今からぜひ取り

組んでいただきたいというように思いますので、

要望ですけれども、よろしくお願いします。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第９款消防費の171ページか

ら178ページまでについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第10款教育費の178ページか

ら224ページまでについて質疑ございませんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  195ページ、３項中学校費の

１目学校管理費の中の鳥獣害対策業務委託料25

万2,000円というふうに計上されておりますが、

具体的な中身についてお伺いしたいと思います。 

○委員長  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、お答え申し上げます。 

  こちらの鳥獣害対策業務委託料につきまして

は、現在、赤湯中学校の武道場のほうでハトの

ふん害がございまして、そちらの対策事業とい

うことになってございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  私は先頃、宮内でイノシシ被

害があったということで、それなのかなという

ふうな思いでお聞きしたんですが、そういうこ

とでないということで分かりました。ありがと

うございました。分かりました。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  222ページ、10款教育費の

７項学校給食費に関してですが、このたび学校

給食物価高騰対策事業ということで、負担金も

予算されておりますが、県のほうで米粉の消費

拡大ということをうたっておりますが、学校給

食のほうで米粉の利用というのは今どの程度や

っていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。 

○委員長  鈴木管理課長。 

○管理課長  ちょっと細かい数値については把

握はしてございませんけれども、基本的に学校

給食のパン、週１回出るパンについて、その中

で米粉のほうを利用しているというふうに把握
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はしてございます。 

  以上でございます。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  県のほうで本当に消費拡大、

まず小麦粉の値段がかなり上がってくるという

ことで、これからも上がるということがもう予

想されております。そういうことを考えて、物

価高騰の補助金というか、それも予算化されて

いると思うんですが、県ではやっぱり米粉の消

費拡大に一生懸命取り組んでいるということで、

学校給食における米粉食品の提供を支援すると

いうことをきちんとうたっております。こうい

うことを県のほうで取り組んでいらっしゃると

すれば、やっぱり消費の拡大ということで米粉

を大いに利用するべきだなと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  それでは、お答えいたします。 

  米粉の関係ですので、米の関連ということで

私のほうからお話をさせていただきます。 

  今、委員のほうから御説明ありました県の補

助ということで、農林課を通じまして、県学校

給食地産地消推進事業費ということで学校のほ

うに支援をさせていただいております。内容に

つきましては、小学校が１食6.5円、中学校が

１食7.5円ということで、米粉の利用について

支援をさせていただきながら、米粉の利用拡大

のほうの施策として打たせていただいていると

いう状況でございます。 

  以上です。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  まあそのような状況で補助

いただいておるということなんですが、やはり

今、パンだけ米粉のパンを使っているというこ

となんですが、やっぱり県としてはいろいろな

料理のレシピも提供しながら拡大を図っている

ということですので、小学校、中学校の給食に

もっと米粉を利用すべきと思っております。そ

の辺、今後の考えはどうでしょうか。 

○委員長  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、お答え申し上げます。 

  学校給食につきましては、学校給食栄養摂取

基準というものがございまして、その基準に基

づいて献立というものを立てなければならない

ということになっておりますので、その中に米

粉を重点的に組み込むことができるのかどうか

ということについては、献立を検討する中で、

取り入れることができるかどうかについてもち

ょっと研究をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  県のほうでは、米粉の魅力

として、いろいろな機能がある、食物繊維から

ビタミン類、抗酸化物質や血糖上昇を抑制する

ＧＡＢＡなど、豊富で高い機能性を持ってると

かって、そういうこともやっぱり県民に訴えて

おります。そういう観点から、ぜひいろいろな

ところで利用できるところもあると思います。

栄養価もやはり高いと思いますので、その辺の

ところをやっぱり管理課としては一生懸命勉強

してというか、工夫して取り入れていただけれ

ば、やっぱり地産地消の意味でも非常に効果大

だと思いますので、ぜひよろしくお願いしたい

と思いますが、市長はどうお考えでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  米粉の利用拡大については、小麦が高

騰する中で大変重要なことだなというふうに思

っております。ただ、先ほど管理課長から答弁

いたしましたとおり、基準、米粉に含まれる栄

養だけがどんどん増えても、ほかの栄養素が減

るということになってしまいますので、基準を

満たす中で最適なやり方を研究していただけれ

ばと考えております。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  その辺のところは、しっか
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りと栄養士さんとも相談していただいて、進め

ていただきたいと思いますので、要望といたし

ます。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  181ページですかね、教育総

務費、教育振興に関わることで全般的にお伺い

をしたいと思います。 

  まず、デジタル教育、デジタル教科書、いわ

ゆるそういった形になっていくわけですが、そ

の中でここ最近、ＣｈａｔＧＰＴというものが

できました。これは、御存じのとおり生成ＡＩ

といいまして、この生成ＡＩの衝撃ですね、ま

さしく私も衝撃を受けていますが、実際私も使

ってみました。びっくりしました、正直。それ

が、今回教育の関係でお伺いしますけれども、

当然企画立案の行政分野でもすばらしい力を発

揮するのかなと思ってまあびっくりしています。 

  それで、何を聞きたいかというと、いわゆる

子供たちは考える力というのが必要になってき

ます。その考える力を求めるために学校教育、

家庭教育、社会教育があるわけですけれども、

このＣｈａｔＧＰＴの活用が、例えば読書感想

文、例えば「走れメロス」についてとか入れた

ら、ばーっと出てくるんですよ。その読書感想

文、何々について読書感想って言ったら、瞬時

にして日本語で出てきます。そういうふうなも

のがあって、それは活用の仕方としては大変す

ばらしいと思いますし、いいんですけれども、

その学校教育の現場でどのようにしていくのか。 

  アメリカでは、ある州ではそれを使わないと

いうふうに決めているようです。まだまだでき

始めですので、これはまだ対策も取っていない

とは思いますけれども、そういったこともあり

得るなと。特に例えば家庭の中で、いろいろな

宿題を出しました、夏休みの宿題を出しました。

そういったときに、こういったものについてど

うだというふうなことで、例えばカブトムシの

研究とかといって、それがざーっと出てきます

よ。そういったものを参考に取り上げると、考

える力がなくなってくる。その問題というのは

結構喫緊の課題になるのではないかと思って、

今質問させてもらいました。 

  まず最初に、そのＣｈａｔＧＰＴについての

現状把握、それからその教育現場におけるいい

影響、悪い影響、それについてお伺いをしたい

と思います。 

○委員長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  ＣｈａｔＧＰＴに関しては、まだまだ研究も

実践も進んでいないというような現状がござい

ます。本市においても１人１台タブレットが導

入されて、やっと軌道に乗ってきたというよう

な状況でございます。 

  デジタル機器の活用につきましては、あくま

でツールとしての活用ということで、個別最適

化とよく言われますけれども、子供たちに合っ

た学びを提供する、使うのは人であって、機械

に動かされるというような感じにはならないよ

うな、主体的な学びとしての位置づけを考えて

いるところでございます。 

  子供たちのよりよい学びのために有効な手段

等であれば、それは積極的に活用していきたい

というふうには考えますけれども、今後研究を

進めてまいりたいというふうに考えています。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  今日のこの段階では、そのよ

うなことだと思うんですね。やはりツールとし

ての活用は、これはいいでしょうと。私たちが

いわゆるパソコンを使う、スマホを使う、そう

いったものは大変便利だから使いますけれども、

ただ教育的にどうなのかなということを、原点

に返った場合、やっぱりそこにたどり着くとい

うふうに思いますので、ぜひそういった視点で、

またいろいろな情報を入れながら研究をしてい
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ただきたいなというふうに思います。 

  ちなみに、そのＣｈａｔＧＰＴ、私、いろい

ろな検索をしてみました。例えば、低金利政策

と国債大量発行はハイパーインフレは起こさな

いだろうかと質問したら、そうしたら10行くら

いずらっと出ました。これにはびっくりしまし

たね。まあちょっと今披露しませんけれども、

そのような的確なことをを言う反面、例えばロ

ーカルなことは分かりません。南陽市の駅前の

うまい場所を教えてといっても分かりません。

でも、何というんですかね、世界共通的なこと

については物すごく正しく出してくるというふ

うなことで、これはもうまいったなと。例えば、

作詞の部分で言うと、星と海と恋人の詩をつく

ってと言ったら、ずらずらと瞬間的に出てきま

した。そして、続きはと言ったら、また出てき

ました。そのようなことで、これから例えばい

ろいろな意味で、これはいわゆる職業もそうい

ったものも大変になってくるんじゃないかなな

んていうこともありますので、その辺も今、ち

ょっとすみません、時間いただきまして御披露

させてもらいました。 

  いずれにせよ、そういうふうなことで革新的

なものが今ありますので、ぜひそのようなこと

の利活用について、長所短所も含めてお互いに

勉強していきたいもんだなと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  220ページ、６項保健体育費

ということで、県縦断駅伝競走大会の負担金と

いうことで5,000円あるわけですけれども、南

陽・東置賜チーム、南陽、川西、高畠ですけれ

ども、いろいろ経費はかかると思いますけれど

も、この経費というのはどこに計上になってい

るんでしょうか、お伺いしたいと思います。 

○委員長  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  お答え申し上げます。 

  この5,000円の会費というものは、負担金に

ついては、あくまでも大会運営、山形新聞が主

催しておりますけれども、大会運営について支

出しているものでございまして、別に駅伝の実

行委員会のほうについては、私どものほうで市

町村負担をお支払いしています。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  そうすると、どこの項目にあ

るのかちょっとそこを見つけられなかったので、

教えてもらいたいというふうに思います。 

○委員長  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  すみません、ただいま資料を

ちょっと探したいと思いますので、後ほど御回

答申し上げますが、予算化されております。申

し訳ございません。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  私が聞きたいというのは、こ

の予算というか、そういうことでなくて、東置

賜チーム、県縦断駅伝では10連覇したわけでご

ざいますけれども、男子は駅伝チームが10連覇、

あと女子も、まあ昨年はあまり成績はよくなか

ったんですけれども、以前には優勝もしたこと

がございます。そして、また南陽市にはＮＤソ

フトに陸上部がありまして、全国の実業団駅伝

の予選会に出場しております。 

  そういった中で、周りを見てみますと、川西

にも400メートルのコースの陸上競技場があり

ます。あと、高畠には新しくできた高畠中学校

に400メートルのグラウンドがございます。そ

ういったことで、南陽市にはそういったすばら

しいチームがありながら、400メートルのコー

スのグラウンドがないということで、非常に私

も残念に思っております。 

  そこで、今後このグラウンドについてどのよ

うにお考えなのか、市長のお考えをお聞きかせ

いただきたい。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  単独でグラウンドを整備するというの
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は、なかなか難しいかなというふうに思ってい

ます。現在のスポーツ協会、以前体育協会だっ

た際に、グランドデザインの御提案もいただき

ましたが、その施設について、御提案のとおり

に整備することは困難かなというふうに思って

います。というのは、人口減少に伴って、行政

改革というのは避けられないと。なので、でき

るだけいろいろな機能を併せ持った形で、必要

な公共施設は今後整備していかなければいけな

い。その中で有力な考えとしては、やはり来年

度設置というか、私から教育委員会に諮問申し

上げました学校施設の今後の適正規模・適正配

置の在り方なども参考にしながら、学校の整備

の中でグラウンドについては考えていくのが最

も現在は有力かなというふうに考えております。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  市長から、今後の学校の統合

も含めた、そういった施設の整備も考えていく

というお話でございました。ぜひ前向きに進め

てもらいたいというふうに思います。 

○委員長  休憩の時間になっていますけれども、

今日の予算委員会の日程の都合により、３時半

で今日は終了します。したがって、このまま継

続して３時半まで質疑を行いますので、御協力

をお願いいたします。 

  教育費についてほかにございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第11款災害復旧費から第14款

予備費までの224ページから228ページまでにつ

いて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、その他附属資料の229ページ

から244ページまでについて質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第６号 令和５年度南

陽市一般会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  異議なしと認めます。 

  よって、議第６号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第７号 令和５年度南陽市国民健康保険特 

     別会計予算 

○委員長  次に、特別会計の予算の審査に入り

ます。 

  議第７号 令和５年度南陽市国民健康保険特

別会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第７号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出全

般、その他附属資料254ページから288ページま

でについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がございませんので、討

論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第７号 令和５年度南
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陽市国民健康保険特別会計予算は、原案のとお

り可決すべきものと決するに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第７号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第８号 令和５年度南陽市財産区特別会計 

     予算 

○委員長  次に、議第８号 令和５年度南陽市

財産区特別会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第８号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料298ページ

から330ページまでについて質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第８号 令和５年度南

陽市財産区特別会計予算は、原案のとおり可決

すべきものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第８号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第９号 令和５年度南陽市育英事業特別会 

     計予算 

○委員長  次に、議第９号 令和５年度南陽市

育英事業特別会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第９号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料338ページ

から342ページまでについて質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第９号 令和５年度南

陽市育英事業特別会計予算は、原案のとおり可

決すべきものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第９号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１０号 令和５年度南陽市介護保険特別 

      会計予算 

○委員長  次に、議第10号 令和５年度南陽市

介護保険特別会計予算について審査を行います。 
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  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第10号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料352ページ

から383ページまでについて質疑ございません

か。 

  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  374ページ、基金積立金です

けれども、令和３年の運用益の積立金が１億

3,398万698円あったわけですけれども、まだ令

和４年の決算は出ておりませんけれども、令和

３年のこの運用益と比べて、令和４年、これよ

りも上がるのか下がるのか、その辺、見通し、

お願いしたいと思います。 

○委員長  尾形福祉課長。 

○福祉課長  それでは、お答えいたします。 

  まだ４年度のほうの決算が出ておりませんの

で、この場でちょっとはっきりと申し上げられ

る数字はございません。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  おおよそでいいんですけれど

も、上がるか下がるかくらいは分かりませんか。 

○委員長  尾形福祉課長。 

○福祉課長  それでは、お答えいたします。 

  基金の取り崩しをして補填しなければならな

いというような結果にはならないと思いますけ

れども、金額的にはちょっと決算前ということ

で分かりかねます。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がございませんので、討

論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第10号 令和５年度南

陽市介護保険特別会計予算は、原案のとおり可

決すべきものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第10号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１１号 令和５年度南陽市後期高齢者医 

      療特別会計予算 

○委員長  次に、議第11号 令和５年度南陽市

後期高齢者医療特別会計予算について審査を行

います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第11号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料392ページ

から399ページまでについて質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がございませんので、討

論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第11号 令和５年度南

陽市後期高齢者医療特別会計予算は、原案のと

おり可決すべきものと決するに御異議ございま

せんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第11号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────────── 

 

散      会 

○委員長  先ほど申し上げましたとおり、３時

半で本日の予算委員会は予定されておりました

ので、ここで本日の分については終結いたしま

す。 

  なお、残りにつきましては、予定のとおり、

明日の10時から予算委員会を決行いたしますの

で、御参集のほどをお願いをいたします。 

  以上で終わります。 

  御起立願います。 

  御苦労さまでした。 

午後 ３時３０分  散  会 

 



 
 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 定 例 会 
３月１５日（水曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ５ 年 ３ 月 １ ５ 日 （ 水 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ８番 山  口  正  雄  委員  ９番 片  平  志  朗  委員 

１０番 梅  川  信  治  委員 １１番 川  合     猛  委員 

１２番 髙  橋     弘  委員 １３番 板  垣  致 江 子  委員 

１４番 髙  橋     篤  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（０名） 
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

矢 澤 文 明 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  川 合 俊 一 建 設 課 長 

佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長  大 室   拓 会 計 管 理 者 

長 濱 洋 美 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 細 川 英 二 監査委員事務局長 

安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第12号 令和５年度南陽市水道事業会計予算 

 議第13号 令和５年度南陽市下水道事業会計予 

      算 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○委員長（殿岡和郎委員）  朝の御挨拶をいた

します。 

  御起立願います。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  14日、昨日に引き続き、これより予算特別委

員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は16名全員であ

ります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１２号 令和５年度南陽市水道事業会計

      予算 

○委員長  それでは、議第12号 令和５年度南

陽市水道事業会計予算について審査を行います 

  当局の説明を求めます。佐藤和宏上下水道課

長。 

〔上下水道課長 佐藤和宏 登壇〕 

○上下水道課長  〔令和５年３月定例会 予算 

          に関する説明書により 議 

          第12号について説明〕省略 

          別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  収益的収支及び資本的収支全般及びその他附

属資料４ページから27ページまでについて質疑

ございませんか。 

  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  13ページの区分の番号の８番

ですか、工事請負費１億6,800万円。説明とし

て配水管布設、それから布設替え工事費という

ことで計上されていますけれども、水道法で言

いますと、水道管の耐用年数ってほぼ40年、材

質あるいは設置状況の土質等によって、それは

前後するわけですけれども、大体その程度と言

われていますけれども、本市で早急に布設替え

しなきゃいけない石綿管ですか、石綿セメント

管を含めてどのくらいの距離というかメーター

数があるのかお聞きしたいと思います。 

○委員長  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長  お答えいたします。 

  まず、石綿セメント管と言われるものは、現

在、900メートルほどまだ残っている状況です。

そのほかの更新が早急に必要だという判断はな

かなか難しいんですけれども、耐震適合率とい

うものがありまして、今の耐震化になっている

ものというのは、南陽市の場合は45％進んでお

ります。それ以外のものは、まだ耐震の適合に

はなっていないということで、年間２キロぐら

いずつなんですが、更新工事を進めております。

それについても整備計画の中で危険というか、

期間が大分長くなったものから更新するという

ことで計画に沿って進めております。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  年次計画で布設替え等をやっ

ているということでありますけれども、石綿管

については、一時、含有量が、アスベストが入

っているわけで、極端には破損して細かいかす

が出なければ、飲んでも構わないというような

判断になっているようですけれども、その石綿

管については、ほとんどかなり年数がたってい

ると思うんですよ。当然、石綿管ですから耐震

性はないし、漏水の箇所にもなってしまうとい

うことで、これは早急に行わなきゃいけないわ

けですけれども、そういった漏水の調査に関し

ては、南陽市ではどのような方法で行っている
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のかお尋ねしたいと思います。 

○委員長  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長  お答えいたします。 

  漏水調査につきましては、毎年地区を決めな

がら路面音聴といいまして、路面の音を聴きな

がら探すという方法です。 

  それから、宅内の給水施設の漏水などもあり

ますので、宅内についても地区を区切って漏水

調査、音聴調査とあとは現地を目で見ながらと

いう調査を実施しているところです。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  本管については、従来の路面

音聴調査、それから宅内については宅内のメー

ターにある漏水計ですか、ぐるぐる回るやつで

すよね。そういったところで目視するというこ

とですけれども、愛知県の豊田市では、これは

参考ですけれども、衛星画像のＡＩ解析によっ

て、広範囲な漏水調査を短期間で、それから経

費かからずやっているというような事例もあり

ます。 

  今後、参考にしていただきたいということで

ありますけれども、その利点として、まずは調

査期間の短縮ができると。例えば５年間の予定

であった漏水調査業務がたった７か月でできた

ということでありますので、業務調査費の削減

にもつながる。あと、今言った調査費の削減で

すね、それから漏水発見箇所数の増加。これは

令和２年度実績で69か所だったんですが、この

衛星画像ＡＩ解析によって調査した結果、259

か所の漏水箇所を発見できたということであり

ますので、この辺も検討しながら、今後、経費

の削減、そして、スピーディーな布設替えの工

事につなげていただきたいと思いますが、どう

でしょうか。 

○委員長  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長  豊田市の今やっている調査と

いうのを私、よく分からなかったので、研究し

て、もし取り入れることが可能であれば検討し

ていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  もう１点でありますけれども、

今年度の１月９日付の山新の新聞に、県が水道

広域化プラン案を出しました。やっぱり県全体

の人口が2017年、109万人から、これはちょっ

と先の話ですけれども、60年後の2077年には42

万人まで減少する見込みだと。当然、給水量も

減っていくわけですね。にもかかわらず、更新

しなきゃいけないその整備費用というのは増え

ていくと。施設の更新費用だけでも811億円か

ら3,218億円程度見込まれるということで、も

ちろんお金がかかれば供給単価にも響いてくる

わけですね。ですから、45年には約1.5倍くら

いから４倍近くまで跳ね上がるということであ

りまして、本市でも平成29年３月８日に南陽市

水道事業経営戦略として、これは令和４年から

令和23年度までの計画期間でありますけれども、

令和４年３月７日に改定されているようです。 

  それを見ますと、今、県の言われたことが一

目瞭然でありまして、平成９年の本市の年間の

有収水量というのは、約367万立方メートルあ

ります。これが令和２年においては305万立方

メートルと、約17％減少しているということで、

本市にとっても、今のところは赤字を出さなく

て、当局の努力もありまして、安定的ではない

ですけれども、何とか持ちこたえているわけで

すけれども、この辺の見通しというのはどのよ

うに考えておられるのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○委員長  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長  お答えいたします。 

  ３年度末での有収水量なんですけれども、

84.2％というふうになっています。なるべく漏

水なども調査をしながら、水を無駄にしないよ

うにしていかなければいけないと思っています。 

  それから、今ありました水道広域化推進プラ
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ンなんですけれども、３月に策定したというこ

とで県から通知がありました。この20日の議員

全員協議会で概要版の資料で説明しようと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  最後になりますけれども、基

本的にはこの上水というのは、私たちの生活と、

それから産業の基盤でありますので、今後、市

民が安心して使えたりできるように、今からそ

ういった先のことを見通して、体制を取って、

さっきの布設替え工事の点につきましても、同

じように体制を取っていただきたいということ

を要望します。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  討論の希望がございませんので、討

論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第12号 令和５年度南

陽市水道事業会計予算は、原案のとおり可決す

べきものと決するに御異議ございませんか 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  異議なしと認めます。 

  よって、議第12号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１３号 令和５年度南陽市下水道事業会

      計予算 

○委員長  次に、議第13号 令和５年度南陽市

下水度事業会計予算について審査を行います 

  当局の説明を求めます。佐藤上下水道課長。 

〔上下水道課長 佐藤和宏 登壇〕 

○上下水道課長  〔令和５年３月定例会 予算 

          に関する説明書により 議 

          第13号について説明〕省略 

          別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  収益的収支及び資本的収支全般及びその他附

属資料34ページから63ページまでについて質疑

ございませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  質問させていただきます。 

  いわゆる排水区域の見直し拡充といいますか、

それについてです。 

  給水件数は１万1,262件、下水道の排水は

7,459件、その差は3,800件ほどあるわけですけ

れども、当然、全て上水道と下水道が網羅する

というようなことにはならないというふうに思

っていますけれども、いわゆる希望するところ

になかなか行けない、下水道が排水管の本管が

来ない、できないというふうなことが現実的に

あるわけです。 

  そういった中で、その場合は計画の見直し、

区域の計画の見直しというんですか、拡充が必

要だというふうに思いますけれども、それにつ

いての何かいわゆる日程、スケジュール、計画、

そういったものがどういうふうにあるのかお伺

いをしたいと思います。 

○委員長  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長  お答えいたします。 

  下水道の事業認可区域というものがありまし

て、それはおおむね都市計画区域の用途地域内

ということで設定されております。ですから、

用途地域を外れた部分で取れないかというよう

な話になりますと、大きな開発でもあれば費用

対効果を考えて接続するということはあり得る

んですけれども、１軒、２軒で100メートル、

200メートルという管を新たに入れるというこ

とは非常に難しいと考えております。 
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  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちょっと別な角度を変えて質

問させていただきますが、そもそも公共下水道

の目的というのはどういうふうになっています

か。 

○委員長  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長  お答えいたします。 

  公共下水道の目的というのは衛生のためとい

うことが一番になると思います。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  その目的の手段として都市計

画の用途地域というようなことは、それは分か

りますけれども、その見直しについて、しても

らわないと、やっぱり自分で例えば100万円、

200万円を入れてやっていくということは、こ

れはやっぱり難しいなというふうに思います。

これについては具体的な話としては、御相談に

もお伺いしたわけですけれども、椚塚地区で大

きな病院がありますけれども、その南側になり

ますが、そこが用途地域から外れていると。た

だ、当然、住んでいらっしゃるわけですね。そ

ういうふうなところで、本当にちょっとのとこ

ろなんですけれども、そういったことをやっぱ

り解消する、それはやっぱり公共下水道の目的

達成の衛生面の管理というようなことも含めて、

やはり私は必要だなというふうに思いますので、

ただ、その具体的に用途地域の変更が必要だと

いうようなことであれば、その都市計画のいわ

ゆる土地の利用のことになりますので、また別

の問題になるというふうに言われますけれども、

その辺については行政のほうで上下水道課だけ

でないわけですので、その辺、行政のほうで例

えば副市長かな、どのように考えていられるの

かお伺いしたいと思います。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  お答えします。 

  そもそも論で恐縮です。法律的には先ほど申

し上げたとおり用途区域内しかありませんので、

それ以外については、例えば大橋の農集排みた

いなイメージで、何軒かまとまって汚水処理を

するということは可能だと思うんですけれども、

公共下水でいくかと言われたら、恐らくいけな

いだろうというふうに思います。 

  これはそもそも国とか県の補助金も含めて、

そういうフレームになっていますので、そもそ

も無理な話だと思います。 

  あともう一つは、客観的に言って今現在、公

共下水道の区域内でも合併浄化槽というか、浄

化槽にしていらっしゃる方がいるんですよね。

つまり利用していない、処理区域の中であって

も利用していないという方がまだいらっしゃい

ます。そういう人をまず潰してというと言い方

が悪いんですけれども、そういう人を公共下水

に入れてもらって、余力が出ればいいと思うん

ですけれども、そういうふうな客観的に言えば

いわゆる合併浄化槽でするところ、合併浄化槽

でしない、例えばくみ取りでするところ、いろ

いろ市内の中でありますので、どれがいいかっ

ていうふうな恐らく選択になると思うんです。 

  あくまでも公共下水道の区域の中は、下水道

を使っていただくという基本原則でうちのほう

はしますし、これから人口減少の中でコンパク

トシティということで立地適正化計画の中で、

いわゆる都市施設そのもののやっぱり老朽化と

いう問題が出てくるので、全てこれは道路も水

道も公共下水道も、全てそうなると思うんです

けれども、そういった中長期的な考えに基づい

て計画をしないと、なかなか難しいのではない

かと思います。 

  つまり、下水道で迎えに行くという選択肢も

ありますけれども、結果的に見れば、単独の合

併浄化槽のほうが結局いいんじゃないのという

議論というのも必ず出てきますので、そこは適

宜に議論しながらプランニングするという形に
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なると思います。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  その原則論は重々分かってお

ります。用途地域についての変更、いわゆるス

マートシティのこともありますけれども、用途

地域の変更をやっぱりしないと、それは難しい

んだろうなと、この問題に関してはね、そうい

うふうに思います。 

  ただ、下水道を入れてもらいたいなというふ

な人をやっぱり大事にする必要があると思うん

ですよ。その下水道のエリア内の中でしていな

い、合併浄化槽を選んでいる人もおります。た

だ、そういうふうな人を下水道に導くというふ

うなことも大事だとは思いますが、下水道を入

れたいというふうな人についての用途変更とい

うか、全く用途地域から離れているというふう

なところではないわけですので、ぜひそういっ

たことの変更というふうな形で持っていくとい

うふうなことにならないのかというふうなこと

です。 

  具体的なことで、これからまだ相談したいと

思いますので、全く門外漢でシャットアウトと

いうようなことじゃなくて、ぜひそういったこ

とで話を聞いてもらいたいなというふうに思い

ますけれども、どうでしょうか。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  お答えいたします。 

  個別のケースなので、個別のケースについて

は、先ほど申し上げたとおり御相談に応じます

けれども、基本的にはやはり用途区域の中の下

水道区域内でないとやらないという。 

  やっぱり正直申し上げて、公共下水道の補助

の考え方が、いわゆる昔で言うと建設省の都市

局サイドでこの計画というのはやっていたんで

すけれども、都市型になっています。つまり一

つの下水管を整備したときに、何軒かが入ると

いう前提でプランニングなっているので、そこ

に迎えに行くときにすごい距離を行かなければ

ならないと、いわゆるコストパフォーマンスが

非常に悪いということがあるので、まずはその

公共下水道の区域内のとにかく率を上げていく

というのが、やっぱり基本だと私は思います。 

  例えば、沖郷の小学校は実は区域外です、あ

そこ。都市計画の用途区域外ですので、だから、

学校ですら実はそういうふうになっています、

現実。それは国道113の赤湯バイパスが大体用

途区域のところの脇をすっと行っているという

ふうにイメージで皆さん捉えていただければい

いと思うんですけれども、あくまでもその用途

区域の中を公共下水道で救うという目的のため

に、そのプランニングしているというふうな基

本がありますので、あとは先ほどあったように、

ちょっと汚水管を延長すればそこは救えるんじ

ゃないかとか、そういう個別の話はこれから先

ほど課長が申し上げたとおり、大規模な住宅開

発とかいろいろあれば、それは御相談に応じま

すので、ただ、基本はあくまでも用途区域内で

あるということの原則だけは、これは変わりま

せんので、あと、もちろんこれは用途区域を見

直せばいいじゃないかというようなその議論も

ありますので、用途区域についてはそれは見直

ししますし、永遠にそこのところ区域は一定な

のかと言われれば、それは情勢に応じて用途区

域も見直ししますし、都市計画区域も見直しす

る必要があると思いますので、やっぱり何かの

例えば先ほど言った大規模な住宅開発とか何と

かという契機があると非常にやりやすいんです

けれども、単独で１軒、２軒が出たので救って

くださいと言われても、なかなか難しいのでは

ないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  最後に副市長が言われた部分

ですね、いわゆる状況が変わった場合について

は、それは変更についても検討するというふう
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なことだと思いますので、状況が変わるという

ふうなことも含めて、個別のケース等も含めて

相談していきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第13号 令和５年度南

陽市下水道事業会計予算は、原案のとおり可決

すべきものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第13号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  以上で、本委員会に付託されました予算の審

査は終了いたしました。 

  ２日間にわたり慎重な審査を賜り、誠にあり

がとうございました。 

  委員各位の御協力に対し深く感謝申し上げま

す。 

  なお、この際、当局にお願い申し上げます。 

  本委員会において、各会計とも原案のとおり

可決すべきものと決したところでありますが、

これまでの審査の過程で、貴重な御意見も数多

くありました。市長をはじめ当局におかれまし

ては、行政の執行に当たり、本委員会における

議論や意見を十分酌み取られ、適切に対処され

ますことを強く望むものであります。 

 

─────────────────── 

 

閉      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

閉会いたします。 

  皆様、御起立願います。 

  御苦労さまでした。 

午前１０時３８分  閉  会 

 

       予算特別委員長 殿 岡 和 郎 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 案 等 
 

（ 令 和 ５ 年 ３ 月 定 例 会 ） 


